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Ⅰ　環境の概況

Ⅱ　総合的な環境保全施策の推進
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－Ⅰ 環境の概況 －

（1）地　　勢
　岡山市は、平成17年３月22日に、旧御津町、旧

灘崎町と、平成19年１月22日には旧建部町、旧瀬

戸町と合併し「新岡山市」となり、面積が789.95㎢

となりました。岡山市は中国地方最大の平野である

岡山平野の中央に位置しており、市域は北部吉備高

原をはじめとした丘陵地域と、それに連なる南部の

平野とに大別されます。

1 自然的条件
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このうち、北部丘陵地域は、吉備高原南縁部の

第四紀隆起準平原であり、標高400ｍ～ 500ｍのな

だらかな小起伏面となっています。本地域は、緑

と清流豊かな自然に恵まれており、昭和60年に完

成した岡山空港や近年整備された高速道路などを

拠点として地域整備が進められています。

一方、南部の平野はその大部分が標高２ｍ以下

の低地で、市域内を貫流する旭川や吉井川等の河

川によって生まれた沖積平野と江戸時代以降に進

められた干拓地によって形成され、児島湾、児島

湖を隔てて児島半島部があります。本地域には、

児島湾・児島湖沿岸部の旧干拓地域をはじめ、田

園地帯が広がっていましたが、近年、旧市街地部

を中心に都市化が著しく進行しています。

また、岡山平野の基盤は古生代の砂岩、粘板岩

とこれを貫く中生代末の花崗岩類からなり、古生

層は花崗岩類による熱の影響により接触変成作用

を受けてホルンフェルス化しています。

（2）気　　候
岡山市は気候区分上、温暖小雨で特徴づけられ

る瀬戸内式気候区に属しています。一般に、「気候

温和の地」と言われているように、冬は比較的暖

かく、降雪もほとんど見られません。また、春・

秋も快晴の日が多くなっています。夏本土を襲う

台風も四国山脈が防壁になって勢力が弱められ、

影響が少ないなど非常に恵まれています。

また、市街地内の平均気温は、1980年代以降高

くなる近年高くなる傾向が見られます。

（1）人　　口
岡山市は、古代吉備文化の発祥の地であり、か

つては山陽道をはじめとする交通の拠点として、

また、製鉄や製塩、農業生産の地として発展し、

1573年に、戦国武将宇喜多直家が城を大改修する

とともに、城下町の建設に着手、現在の中心市街

地発達の基を築きました。

また、明治に入り、市制施行は、1889年（明治

22年）で、当時の人口は47,564人でしたが、1952

年（昭和27年）の周辺10か村の合併をはじめと

する周辺市町村との合併や、自然増、社会増によ

り、人口が増加を続け、1970年代半ばには50万都

市となりました。その後、人口増加率は以前より

も鈍化する傾向にありましたが、平成17年３月22

日に旧御津町、旧灘崎町と、平成19年１月22日

には旧建部町、旧瀬戸町と合併し、平成30年３月

末現在、総人口は707,595人となっています。

2 社会的条件
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（注）岡山地方気象台は、1896年、1949年、1982年に観測
　　　場所を移転しており、観測データがこの前後で均質
　　　でない可能性があります。
　　　　　　　　　　　　　　　統計期間：1891～2016年
　　　　　　　　　　　　　　　（気象庁資料より作成）
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（2）土地利用
岡山市の土地利用の状況は、宅地や道路などの

都市的土地利用が26％、農地や森林などの自然的

土地利用が74％となっています。

また、市街化区域の面積は、平成26年10月1日

現在で、10,390haと市域の約13％で、都市計画法

に基づく用途地域は住居系地域が65％、商業系地

域が12％、工業系地域が23％となっています。

（3）産　　業
瀬戸内沿岸の商業都市として発展してきた岡山

市の産業構造は、商業をはじめとする第３次産業

が最も大きなウエイトを占めています。特に、瀬

戸大橋・岡山空港をはじめ山陽自動車道などの基

幹交通網が整備されたことに伴い、流通機能の集

積が進む傾向にあります。就業人口は全体の約７

割、年間商品販売額は県内シェアの６割を占める

までになっています。

また、日本三名園の一つである後楽園や岡山城、

吉備路などの観光地等も多く、年間約760万人の

観光客が訪れています。

一方、工業を中心とする第２次産業は、就業人

口比で見ると昭和55年の28.1％から平成22年の

20.7％と減少する傾向にあります。業種別で見る

と、伝統的な食料品製造業や繊維関連産業に加え、

臨海部中心の化学工業、電気機械器具、一般機械

器具や、都市集積を背景とした出版・印刷関連産

業などの付加価値の高い都市型工業の割合が高ま

ってきています。

農業を中心とする第１次産業の就業人口は、全

国的な傾向と同じく減少する傾向にあり、昭和55

年の7.5％から平成27年には2.4％になってきてい

ます。しかし、その中でも、岡山市の地理的特徴

を活かして、多面的な農業が展開されており、丘

陵地域のマスカット、白桃は全国的にも特産地と

して知られ、また、平野部は、中国地方有数の水

田地帯となっています。また、水産業では、沿岸

地域での海苔養殖を中心とした栽培漁業が中心と

なっています。

表１  岡山市の人口等の推移
単位：人・戸（各年度３月末現在）

年度
項目

昭和
50年度

昭和
60年度

平成
７年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

人  口 518,342 565,481 604,262 703,443 705,310 706,728 707,625 707,595

世 帯 数 161,390 196,387 229,160 311,173 314,719 318,188 321,447 324,534

外 国 人 登 録 人 口 3,838 4,521 6,261 9,674 9,041 9,099 9,554 9,554 

図3　岡山市の土地利用面積比率
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（平成24年度 岡山市都市計画基礎調査）
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図4　産業大分類別15歳以上就業者数
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（1）公害問題の発生
我が国における昭和30年代以降の急激な社会・

経済活動の変化・発展に伴い、主に重化学工業等

の産業活動に起因する種々の公害問題が、全国的

に大きな社会問題となりましたが、これは、市域

内に重化学工業などの大規模な工業の集積度があ

まり高くない岡山市においても決して無縁なこと

ではなく、水質汚濁や大気汚染などの種々の公害

問題が生じました。

このような状況の中で、国においては、昭和30

年代の大気保全や水質汚濁防止等に関する立法や

昭和42年の公害対策基本法の制定等の対策を進め

ましたが、それらの対策は経済の急速な発展と汚

染の増加に追いつかず、公害問題はますます悪化

し、重大な社会問題となっていました。

こうした中で、公害対策を求める世論の盛り上

がり等を背景に、昭和45年11月のいわゆる「公害

国会」（第64回臨時国会）において、公害対策基

本法の経済との調和条項の削除をはじめ、水質汚

濁防止法等の関連13法案が成立し、翌年には、環

境庁が設置され、総合的、統一的な環境・公害行

政が推進されることとなりました。

岡山市でも、昭和39年に衛生部保健衛生課内に

公害係を配置し、公害苦情処理や環境調査等に取

り組み始めましたが、昭和40年９月、市議会にお

いて「公害防止条例の早急制定に関する決議」が

あり、昭和41年に「岡山市公害防止条例」を制定

するとともに、昭和45年に「岡山市公害対策本部」

（市長が本部長）や衛生局公害課を設置し、昭和

48年には、その後の社会情勢等の変化に対応する

ため、「岡山市公害防止条例」の全面改正を行うな

どの対応を図りました。

また、同条例に基づき、市内主要工場について、

公害防止協定の締結を開始するなど、国等での公

害防止等に関する一定の枠組みの整備を踏まえた

上で、市民生活に密着する行政を担う立場からの

きめの細かい対応に努めました。

（2）環境問題の多様化
昭和50年代に入ると、さらに、公害防止等に関

する関係法令の整備が進み、また、岡山市に、大

気汚染監視センターが設置されるなど、環境監視

体制も整備されてきました。そして、このような

行政の取組と、多くの事業者や市民等の努力によ

って、大規模な工場・事業場等からの公害問題は

かなり改善されてきました。

しかし、その後の経済の安定成長や大量生産・

大量消費・大量廃棄の生活様式の定着などを背景

として、自動車による大気汚染や騒音・振動問題、

生活排水などによる水質汚濁などのいわゆる都市・

生活型公害、廃棄物の増大等が大きな問題となっ

てくるとともに、身近な自然とのふれあいなど快

適な環境に対する市民のニーズの高度化や多様

化、また自主的な社会参加を指向するなどの市民

意識の変化も見られるようになってきました。

このような状況の中で、岡山市では、昭和46年

に「岡山市緑化条例」を制定、昭和49年には、市

内中心部を南流する西川についての「緑道公園」

としての整備に着手しました。

また、瀬戸内海環境保全特別措置法や湖沼水質

保全特別措置法、岡山県児島湖環境保全条例の運

用等による富栄養化防止・生活排水対策や廃棄物

の適正処理、公共下水道等の整備、自動車排出ガ

ス測定局の設置等を進める一方、「水辺教室」・「ふ

るさと環境教室」等の地域の身近な環境と市民等

とのふれあいを図る事業を開始しました。

さらに、昭和63年に、公害課から環境保全課

に課名を変更、平成４年には、岡山市水辺環境計

画や岡山市緑のマスタープランを策定するととも

に、地域の住民と行政が協働して環境づくりを進

める「ホタルの里」制度や「緑の倍増作戦」など

の快適環境づくりを進めてきました。

（3）新たな行政手法の確立へ
地球温暖化やオゾン層の破壊、森林の減少を始

めとする地球環境問題や野生生物の種の減少など

3 環境問題の推移
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の生物多様性の保全の問題が、国境を越え世代を

越えた影響を及ぼす人類の生存基盤そのものを揺

がす問題として、顕在化してきました。これらの

広範な問題に対処するためには、課題ごとのばら

ばらの捉え方でなく、環境そのものを総合的に捉

え、計画的な施策を講じていく必要があります。

また、都市・生活型公害や地球温暖化問題に見ら

れるように、わたしたちの通常の社会経済システ

ムやライフスタイルそのものの転換が大きな社会

的課題となってきています。

これらの諸課題に対応していくためには、これ

まで進めてきた産業公害の規制を中心とするいわ

ゆる「公害問題」への対応から、より幅を広げた「環

境問題」へ対応するための新たな行政手法の枠組

みが必要となってきています。

国においては、このような環境行政の変化に対

応するため、平成５年11月に、従来の「公害対策

基本法」を発展的に継承した「環境基本法」を制

定し、翌年の12月には、本法に基づいて環境基本

計画を策定するなど、新たな環境行政への取組を

始めています。

岡山市でも、市民生活に密着した行政を担う立

場から、このような環境問題を取り巻く状況の変

化に対処するため、平成10年３月、今後の岡山市

における予見的・総合的な環境関連行政を効率的

に進めるための指針とすることや、行政・市民・

事業者がそれぞれの役割分担に基づき、協働して

取り組んでいくための指針となることを目指し

て、「岡山市環境基本計画」を策定しました。また、

平成11年５月に岡山市公害審議会からの答申を受

けて、平成12年３月、「本市の環境保全と創造に

関する施策推進の方向性を明確にし、その制度的

な枠組みを整備するとともに、今後の施策推進に

当たっての必要事項」を定めた「岡山市環境保全

条例」を制定しました。

（4）今日の環境問題と課題
①　自然環境の保全と回復
岡山市は市域の約７割が自然的な土地利用であ

り、河川や池沼等も多く、市内には、環境省から「絶

滅の恐れのある野生生物の種のリスト」に掲載さ

れている種が100種を超えるなど、岡山市は、人

口約71万人の都市としては、稀にみるほどの多様

な生きものたちが生息できる環境が残されていま

す。

しかし、岡山市においても、近年の社会経済活

動の変化や都市化の進行等により、これらの野生

生物の生息環境が急速に失われる傾向にありま

す。

特に、本市の希少野生生物等の生息地域は、一

般に里地や里山等と呼ばれる地域で、人間活動と

の関わりの中で形成されてきた「二次的自然環境

地域」ですが、このような地域の保全については、

「保護地域化」等の従来の自然保護手法では限界が

あるため、その保全対策の確立が急務となってい

ます。

また、市街地内の水辺や緑地など、暮らしの場

所に近いところの身近な自然も失われる傾向にあ

り、日常生活との調和をとりながら、それらの良

好な自然環境を守り育てていくことが必要です。

②　快適な環境の創出
岡山市は、なだらかな山並みや田園、大小の河

川や海岸、足守などの古い町並み、古代吉備文化

以来の多くの歴史的遺産、緑豊かな社寺林や公園

緑地等の個性的で多様な風景が見られますが、近

年の都市化の進展等に伴いこれらの景観が失われ

る傾向にあります。

また、市民の暮らしの近くにある水路や並木、

竹やぶなどをはじめ、伝統行事や鳥・虫の声など

も市民が地域に愛着を持ち、地域ごとの特色ある

環境づくりを進めるうえで、貴重な環境資源とな

っています。

このため、長い年月をかけて育まれてきた地域

の自然や歴史的遺産などの美しい風景を守ること

はもとより、今後は、行政・市民・事業者等が一

体となって身近な環境資源を守り育て、岡山らし

い良好な景観を新たにつくり出していくことも重

要な課題となっています。

特に、岡山市では、旭川や吉井川、笹ヶ瀬川等

の河川をはじめ、国立公園に指定されている瀬戸
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内海、3,000㎞を超える水路や1,000を超えるため

池等の多様で豊かな水辺があり、岡山市の貴重な

環境資源の一つとなっており、これを生かし、さ

らに快適なものとしていくために、水質保全対策

や水辺の再生に取り組んでいくことが必要です。

③　すべての主体による環境負荷の低減
岡山市では、自動車による大気汚染や幹線道路

沿いでの騒音、児島湖や市街地周辺中小河川等で

の主に生活排水による水質汚濁、過密な住環境や

住工混在による騒音や悪臭、カラオケ公害等の「都

市・生活型公害」とよばれる公害問題が大きくな

ってきています。

また、廃棄物量の増大や不法投棄、産業廃棄物

の不適正処理等の「廃棄物問題」や、「身近な自

然の減少」などの地域の環境問題をはじめ、ダイ

オキシン類・環境ホルモン等の有害化学物質問題

は社会問題化しており、さらに、地球温暖化や生

物多様性の保全等は、人類の生態系の存続そのも

のに深刻な影響を及ぼす重大な問題となっていま

す。

このような問題の多くは、現代の通常の社会経

済活動や私たちのライフスタイルそのものに起因

しており、市民の生活環境の保全はもとより、地

球環境保全等の意味からも、私たち一人ひとりが

資源やエネルギーを大量に消費し、大量の廃棄物

を排出する従来型の都市活動を見直し、環境への

負荷のより少ない生活の実践に取り組むことが求

められています。

このためには、社会経済活動が営まれる各段階、

各局面に環境配慮を織り込み、社会の仕組みその

ものを転換させるとともに、それを支える環境意

識の高まりを促していくことが必要です。
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（1）環境の保全に関する審議会
環境の保全に関する基本的事項の調査審議を行

うため、平成23年度から、岡山市環境保全条例の

改正により、これまでの「岡山市環境保全審査会」

に替わり、「岡山市環境総合審議会」、「岡山市公

害対策審議会」、「岡山市自然環境保全審議会」を

設置しました。

①　岡山市環境総合審議会
環境基本計画、環境の保全に係る新たな制度等

について審議します。

1 環境保全のための組織

②　岡山市公害対策審議会
公害対策等に関すること、有害化学物質の調査、

健康影響や安全性の評価等に関することを審議し

ます。

平成29年度は、平成29年５月25日に開催し、「平

成28年度ダイオキシン類環境調査結果について」、

「平成28年度建部・西祖地域でのPM2.5濃度調査

結果について」、「今後のPM2.5及び高倉山気象観

測局の監視計画について」、「平成28年度微小粒子

状物質成分分析調査結果について」、「平成28年度

有害大気汚染物質調査結果及び平成29年度調査の

あり方について」、「平成28年度飽浦地内残土処分

場等周辺の環境監視結果について」、「平成28年

度外因性内分泌かく乱化学物質等調査結果につい

て」の審議を行いました。

表２  岡山市環境総合審議会委員
（平成30年4月1日現在）

氏　　名 所　　　　属 備　考
阿 部 宏 史 岡山大学大学院環境生命科学研究科　教授 会　長
有　元　佐賀惠 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　准教授
片 岡 雅 子 岡山ユニセフ協会　事務局長
岸 本 寿 男 岡山県環境保健センター　所長
倉　田　由紀子 岡山市連合婦人会　副会長
黒 瀬 仁 志 岡山県自然保護センター　主査
阪 田 睦 子 岡山県自然保護センター　主査
小 枝 一 彦 中国電力（株）　岡山営業所　所長
田 村 久 美 川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療秘書学科　准教授
中 谷 八 郎 岡山県地球温暖化防止活動推進センター　事務局長
永 見 　 勝 岡山市連合町内会　副会長
永 禮 英 明 岡山大学環境管理センター　准教授
廣 本 悦 子 ＮＰＯ法人おかやまエネルギーの未来を考える会　会長
福　重　さと子 岡山大学大学院社会文化科学研究科 准教授
藤 本 晴 男 ＮＰＯ法人岡山環境カウンセラー協会　理事（幹事長）
藤 原 福 一 元吉備国際大学大学院 環境リスクマネジメント研究科　教授 副会長
横　田　都志子 株式会社 unita 設計室
汪 　 達 紘 岡山理科大学理学部生物化学科　教授
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③　岡山市自然環境保全審議会
希少動植物の保護、生息・生育地域の保全、各

種自然環境調査等の自然環境保全・自然保護等に

関することを審議します。

平成29年度は、平成30年１月19日に開催し、

身近な生きものの里の認定及び更新について審議

しました。

表３  岡山市公害対策審議会委員
（平成30年4月1日現在）

氏　　名 所　　　　属 備　考

多 田 宏 子 岡山大学自然生命科学研究支援センター 教授 副会長
平　田　まき子 学校法人加計学園 水質管理室員
有　元　佐賀惠 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 准教授
田 村 生 弥 岡山大学大学院環境生命科学研究科 助教
藤 岡 敏 修 岡山県環境保健センター 次長
村 本 茂 樹 吉備国際大学非常勤講師
川 本 克 也 岡山大学大学院環境生命科学研究科 教授 会長
横 山 　 崇 岡山理科大学理学部化学科 教授
伊 藤 達 男 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 助教

表４　岡山市自然環境保全審議会委員
（平成30年4月1日現在）

氏　　名 所　　　　属 備　考
石 垣 明 美 環境分野の市民活動家（高島・旭竜エコミュージアム）
伊 藤 國 彦 岡山県立大学　名誉教授
片 岡 雅 子 岡山ユニセフ協会 事務局長
黒 田 聖 子 日本野鳥の会　岡山県支部
齋 藤 達 昭 岡山理科大学理学部基礎理学科　准教授 会長
阪 田 睦 子 岡山県自然保護センター 主査
坂 本 圭 児 岡山大学大学院環境生命科学研究科　教授
西 本 　 孝 岡山県自然保護センター　主任研究員 副会長
山 田 　 勝 岡山県自然保護推進員
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（2）庁内調整組織
①　岡山市環境基本計画推進本部
岡山市の環境関連計画・関連事業に方向性を与

える基本計画として位置づけられる岡山市環境基

本計画（平成10年３月策定）のもとに、岡山市の

環境行政を総合的かつ計画的に推進することを目

的に平成10年６月16日、岡山市環境基本計画推

進本部設置要綱に基づき設置されました。構成は

図５のとおりです。

②　岡山市環境基本計画推進本部幹事会
岡山市環境基本計画推進本部の所掌事項（計画

の効果的な推進及び進行管理に関すること、環境

に関する各種施策・事業の総合的な調整に関する

こと、その他環境行政の推進に関し、必要と認め

られる事項）の円滑な推進を図るため、関係課長

等をもって岡山市環境基本計画推進本部設置要綱

により設置されています。

2 環境保全対策

（1）岡山市環境保全条例
岡山市は、昭和48年に「岡山市公害防止条例」

を制定し、国、県等の各種公害規制に関する規定

を踏まえ、地域生活に直結するレベルの行政を担

う岡山市の立場から、きめの細かい環境保全行政

を進めてきました。

しかし、今日の環境問題の多くは、わたしたち

の日常生活や通常の事業活動が原因となってお

り、その蓄積が、身近な環境はもとより、地球規

模の環境問題として、人類の生存基盤そのものを

図５　庁内調整組織構成図
（平成30年4月1日現在）

岡山市環境基本計画推進本部（本部長：市長　副本部長：副市長（環境局担当））

代表幹事：環境局統括審議監
政策企画課長をはじめとする関係50課 

岡山市環境基本計画推進本部幹事会

総合的な自動車公
害防止対策等につ
いて検討

アスベストに関する
情報の共有化と対
策の検討

自動車公害対策部会 岡山市アスベスト対策部会
局長、局内各課長で構成
各局環境保全推進委員会

各局等の主管課長で構成
推進指導員連絡会議

各局の環境保全行動指針の策定､ 
各局内における環境保全行動の点
検・評価 、見直し等を行う。

（環境保全行動計画の推進に関する事項）

副市長（環境局担当以外）危機管理担当局長　政策局長　総務局長　財政局長　市民生活局長
市民協働局長　北区長　中区長　東区長　南区長　保健福祉局長  保健福祉局副局長  
岡山っ子育成局長　環境局長　産業観光局長　産業観光局産業政策担当局長  都市整備局長
都市整備局都市・交通・公園担当局長　下水道河川局長　会計管理者　消防局長　
水道事業管理者  市場事業管理者  教育長
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脅かし始めています。

わたしたちには、良好な環境の中で、健康で快

適な生活を営む権利と恵み豊かな環境を将来の世

代に引き継ぐために環境を保全する責務があり、

そして、これに基づき、市民、事業者、行政のす

べての人々は、地域の環境を守り育てることが、

地球環境の保全につながることを理解し、身近な

ところから環境にやさしいまちづくりに取り組む

必要があります。

そこで、岡山市では、このようなまちづくりの

実現を目指して、従来の岡山市公害防止条例を発

展させ、新たに岡山市環境保全条例を定め、平成

12年６月５日から一部施行しました。（全面施行

は平成13年４月１日）

岡山市環境保全条例の概要は、次のとおりです。

①　性　格
　ア．今後の環境関連施策推進に当たっての方向

性を明確にするとともに、当面必要となる

事項を示す。

　イ．環境保全施策に関する最も基本的な事項を

定める「環境基本条例」的性格と具体的な

事業場等の規制を規定する「実施条例」的

性格を併せ持つ。

②　基本理念
　ア．市民の健康で快適な生活の確保と将来世代

への継承

　イ．環境保全を基調とする文化を有する都市・

おかやまの構築

　ウ．地球環境の保全

③　条例に規定された主な特徴
　ア．条例の対象範囲の拡大（旧条例の対象範囲

である産業公害の防止に加え、市の重点的

施策として、地球環境の保全、自然環境の

保全、都市生活型公害の防止等に取り組む

こと等を規定）

　イ．岡山市環境基本計画の位置づけの明確化と

その進捗状況の把握・公表、市の施策との

整合性の確保等を規定

　ウ．各主体による自主的な環境配慮推進のため、

市による環境配慮指針の策定と市民・事業

者による行動指針の策定及びそれに対する

市の認証・表彰等を規定

　エ．各種事業での適正な環境への配慮の推進の

ため環境影響評価の推進等を規定

　オ．市自身の環境保全事業の推進及び市民等の

自発的な活動・事業者の環境管理の促進を

規定

　カ．従来の公害防止協定の対象範囲の拡大（環

境の保全に関する協定の締結）を規定

　キ．アイドリング・ストップの励行、ディスポ

ーザーの使用制限等を規定

　ク．旧条例の事業場等からの公害防止に関する

規定を引き継ぐとともに、一部規制対象施

設を拡大

　ケ．事業活動に伴う化学物質の適正管理、事故

時における適切な措置等を規定

なお、自然保護に関連する現行の法律や県条例

を補完し、岡山市の特性に応じた生物多様性の保

全を図っていくため、平成16年３月22日に岡山

市環境保全条例の改正を行い、様々な人間活動に

おける適切な環境への配慮や、市民との協働に関

する事項を新たに規定するとともに、従来の緑化

条例等に関する規定の移行・強化を図りました。

また、あわせて、これらの改正内容との整合性を

図るため、条例に規定されていた公害規制項目に

関する罰則の強化を図りました。

主な改正内容は、次のとおりです。

　ア．市の生物多様性の保全に関する基本的な方

針を明らかにするため、「生物多様性保全

基本方針」「自然環境配慮ガイドライン」

の策定を規定

　イ．「貴重野生生物種」や「自然環境保全地区」

の指定を行い、許可制や届出制により、生

物多様性の保全に影響を与えるおそれのあ

る人間活動について適切な配慮の促進を規

定

　ウ．市民との協働による取組を進めるため、自

然保護活動推進員の委嘱や、市の象徴とな
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る野生生物種の選定を可能とすることを規

定

　エ．「緑の基本計画」の策定や「緑化推進重点

地区」の指定、「緑化協定書」の締結、「保

存樹等」の指定とその伐採等の制限により、

緑の保全と育成を図ることを規定

　オ．条例の公害発生施設の届出、計画変更命令、

改善命令等に関する規定違反の強化を図る

ことを規定

また、岡山市総合政策審議会の見直しに伴い、

平成23年３月16日に岡山市環境保全条例の改正

を行い、第４章に「環境の保全に関する審議会」

を加え、「岡山市環境総合審議会」、「岡山市公害

対策審議会」及び「岡山市自然環境保全審議会」

を新たに設置しました。

（2）　第２次岡山市環境基本計画・地球温暖化対策
　　　実行計画

平成10年に策定した岡山市環境基本計画（2005

年（平成17年）３月改訂）の計画期間が平成22

年度で終了となったことから、その成果や課題、

現在の社会情勢等を踏まえて、本市の環境の保全

と創造に関する施策を総合的・計画的に推進する

ため平成24年３月に第２次岡山市環境基本計画を

策定しました。

この計画は、環境に関する都市づくりの方向性

をより具体的に明確にするとともに、市民・事業

者・行政等の役割を示すことで、協働して目標の

実現に向けて取り組んでいくことを目指していま

す。平成37年度を目標年度としており、「岡山市

環境保全条例」に基づき策定しました。

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

の平成20年度改正により「地球温暖化対策地方公

共団体実行計画（区域施策編）」の策定が義務づ

けられたことから、岡山市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）（以下「実行計画」という。）を

策定しました。この計画では、温室効果ガス排出

量の削減目標を設定し、その目的を達成するため

具体的な行動指針を示しており、第２次岡山市環

境基本計画を踏まえた、地球温暖化対策分野での

個別計画としても位置づけられているものです。

その後、「岡山市第六次総合計画長期構想」、国

の「第４次環境基本計画」、「生物多様性国家戦略

2012-2020」、「第三次循環型社会形成推進基本計

画」、「エネルギー基本計画」、「地球温暖化対策計

画」等が示されたことを踏まえ、平成27年度が中

間目標であった基本計画と実行計画を平成28年度

に改訂しました。改訂にあたっては、基本計画の

環境施策の取組が地球温暖化対策に深く関連する

ことから、「第２次岡山市環境基本計画（含地球

温暖化対策実行計画）」として統合しました。

各々の計画の概要は、下記のとおりです。

①　第２次岡山市環境基本計画（改訂版）
　ア．計画の目的・位置づけ

　　　　目標年度を平成37年度までとし、環境

保全施策にかかる基本理念、望まれる環境

像、基本方針、施策体系を定めています。

最上位計「岡山市第六次総合計画」を踏ま

えた本市の環境保全施策を策定するもので

あり、岡山市環境保全条例に基づき、岡山

市の環境の保全と創造に関する施策を総合

的・計画的に推進するために策定したもの

です。

　イ．計画策定の基本方針

　　　　目標とその実現に必要な施策の関係を分

かりやすくすることで、市民と目標・施策

を共有し推進できる計画としています。ま

た、市民・事業者・行政の役割を示し、協

働して取り組んでいくための行動指針とな

ることをねらいとしています。

　ウ．環境像と環境目標

　　　　低炭素・循環型社会の推進や、市民一人

ひとりが地球環境や将来世代に配慮した行

動を実践することで、環境負荷の少ない持

続可能な社会づくりを進め、多様な自然環

境と調査した豊かな暮らしを将来世代に引

き継ぐ都市を目指すものとし、目指す環境

像を「豊かな自然と調和した持続可能なま

ち　おかやま」としました。
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　　　　また、その環境像を、より具体的に目指

す目標として以下の４つの環境目標を掲げ

ています。

　　　・市民協働による環境づくりと快適な都市

　環境が実現しているまち

　　　・豊かな自然環境の保全と共生が実現して

　いるまち

　　　・賢い選択による低炭素化と地球にやさし

　い活動が実現しているまち

　　　・安全な生活環境と循環型社会が実現して

　いるまち

　エ．リーディングプロジェクト

　　　　多くの主体が関わることができ、テーマ

性と実施の効果が高く、本市の地域特性と

独自性を活かした展開を図るべき施策をリ

ーディングプロジェクトとして位置づけ、

計画の目標実現を効果的に先導していきま

す。本市が取り組むべき環境施策等を踏ま

えて、「まち」と「ひと」と「里山」に焦

点を当てた以下の３つのリーディングプロ

ジェクトを設定しました。

　　　・エコまちなか推進リーディングプロジェクト

　　　・自然・環境・文化交流推進リーディングプロ

　ジェクト

　　　・共生の里づくり推進リーディングプロジェクト

②　岡山市地域温暖化対策実行計画（改訂版）
　ア．計画の目的・位置づけ

　　　　温室効果ガスの排出抑制に向けた総合的

かつ計画的な取組を推進していくため、市

民・事業者・行政等の具体的な行動指針を

示しています。また、第２次岡山市環境基

本計画（改訂版）の４つの環境目標のうち

の１つ「賢い選択による低炭素化と地球に

やさしい活動が実現しているまち」で示さ

れる目標を、より具体化した地球温暖化対

策分野での個別計画としても位置づけられ

ます。

　イ．温室効果ガス排出量の削減目標

　　　　国の施策との整合、国と市の温室効果ガ

ス排出特性の類似性などを考慮し、温室効

果ガス削減目標は2030年度（平成42年度）

の温室効果ガス削減量が国と同等となる

2013年度（平成25年度）比▲26％をめざ

すことを前提として、温室効果ガス排出量

の削減目標を次のとおり設定しました。

　　　【温室効果ガス排出量の削減目標】

基準年度：2013年度

短期目標（2020年度）：9.7％削減

中期目標（2025年度）：18％削減

　　　　　（2030年度）：26％削減

　ウ．環境目標と基本目標

　　　　市民や事業者一人ひとりが、地球上の一

員としての責任を持ち、常に環境負荷の低

減に配慮したライフスタイル・ビジネスス

タイルや製品・サービスを選択する“賢い

選択”が実施される低炭素社会の構築を目

指し、環境目標を「賢い選択で　みんなで

　低炭素化するまち岡山市」としました。

地球温暖化対策計画第四次環境基本計画

「第２次岡山市環境基本計画（含地球温暖化対策実行計画）」として統合

図6　第２次岡山市環境基本計画
　　　（含地球温暖化対策実行計画）

国

岡山市

岡山市環境保全条例 岡山市第六次総合計画

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条

地球温暖化対策の推進に関する法律環境基本法

＜新たな課題＞
 ・温室効果ガス削減
 ・新たな汚染物質への対応
 ・空家問題
 ・ゴミの減量化・資源化

＜状況の変化＞
 ・地球温暖化の進行
 ・自然との関わり方
 ・人口減少や少子高齢化の進展
 ・資源の有効活用

岡山市地球温暖化対策実行計画（改訂版）

第２次岡山市環境基本計画（改訂版）

岡山市地域
省エネルギー
ビジョン 統合

︵
環
境
目
標
︶

◆市民協働による環境づくりと快適な都市環境が実現しているまち

◆豊かな自然環境の保全と共生が実現しているまち

◆安全な生活環境と循環型社会が実現しているまち

◆賢い選択による低炭素化と地球にやさしい活動が実現しているまち

＜環境像＞ 豊かな自然と調和した  持続可能なまち  おかやま



−14−

－Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進－

　　　　この目標の実現に向け、以下の４つの環

境目標を掲げ、環境目標の実現に向けて取

り組んでいきます。

　　　・暮らしと産業の低炭素化に取り組もう

　　　・低炭素型まちづくりを進めよう

　　　・協働して低炭素化に取り組もう

　　　・気候変動への適応策を進めよう

（3）岡山・倉敷地域公害防止計画
公害防止計画は、「環境基本法」第17条に基づ

く法定計画で、現に公害が著しい地域又は著しく

なるおそれがある地域について、公害の早急な解

決と未然防止を図ることを目的として策定するも

ので、この計画に基づいて公害防止に係る規制、

指導の他、土地利用の適正化、自然環境の保全等

の諸施策を総合的・計画的に実施することにより、

住民の健康を保護し、潤いのある生活環境を確保

しようとするものです。

岡山市を中心とする地域については「岡山地域」

（昭和59年度までは「岡山・備前地域」）として

昭和50年度から３度にわたり公害防止計画を策定

し、実施してきました。その後、水島地域と統合

され、昭和63年度から５度にわたり「岡山・倉敷

地域公害防止計画」を策定し、実施してきました。

平成23年度は第６次の公害防止計画を策定しまし

た。

これら計画に基づき、汚染物質の排出量の抑制、

除去を中心とする直接的公害防止策を始め、工場

立地の指導、道路交通対策、緑地の保全などの公

害防止に関連する施策も積極的に推進してきまし

た。

この結果、環境質の状況は、長期的な改善の傾

向が見られるものの、近年においては、都市化が

一層進展し、大量生産・大量消費・大量廃棄型の

経済社会活動に伴う都市・生活型公害問題へ変化

してきており、交通公害問題や都市内河川、児島

湖、児島湾の水質汚濁問題のほか廃棄物問題等の

改善すべき課題が環境保全上の課題として残って

います。

このような状況に的確に対処し、環境基準の達

成維持を図り、地域住民の健康を保護し、良好な

生活環境を保全するために、国、地方公共団体、

住民及び事業者が互いに協力・協働して引き続き

総合的・計画的な公害防止対策を推進していく必

要があります。

（4）環境保全協定（旧公害防止協定）
環境保全協定（旧公害防止協定）の締結は、法

令等を補完し、あるいは法令等の基準より厳しい

内容を定めること等により、公害の未然防止や環

境負荷の低減を図るもので、岡山市環境保全条例

第25条に規定しています。

昭和48年以降、排水量や排ガス量が著しく多い

大規模事業所を対象とし、平成29年度末現在で58

件の協定を締結し、必要に応じ協定の見直し等を

行っています。（表５．表６参照）

また、環境保全協定に準ずるものとして、公害

の未然防止や環境負荷の低減を誓約した環境保全

に関する誓約書が、平成29年度末現在で21件提

出されています。（表7参照）

（5）自然保護協定（表8参照）

無秩序な開発を防止し、開発と自然環境保全と

の調和を図り、良好な生活環境の確保を目的とし

て、岡山県自然保護条例第34条に基づき、開発事

業者、岡山県、岡山市の３者で締結しているもの

です。10ヘクタール以上の工場敷地、ゴルフ場及

び住宅団地等の開発を対象として、現在11施設と

締結しています。

（6）開発行為の指導
都市計画法、自然公園法、岡山県自然保護条例

及び岡山県環境影響評価条例等に基づき工場、事

業所・各種店舗及び住宅団地等の開発行為に際し、

各種申請及び届出時に公害の未然防止対策や野生

動植物生息地域の保全について適正な環境保全対

策が図られるよう事前指導しています。

また、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある大

規模な開発事業に対して適切な環境配慮を促すた

表５　環境保全協定（旧公害防止協定）一覧表（御津・灘崎・建部・瀬戸以外）
（平成30年3月31日現在）

　　　　事　業　場　名　等 当初締結日

1 パナソニック（株）ＡＶＣネットワークス社イメージング事業部プロフェッショナルビジネスユニット岡山工場 S 48． 2．26

2 林原（株）岡山第２工場 S 50． 1．14

3 協同組合 岡山鋳物センター S 50．10．25

4 日本エクスラン工業（株）西大寺工場 S 51． 3．15

5 岡山大建工業（株） 〃

6 DOWA IP クリエイション（株） 〃

7 （株）クラレ岡山工場 〃

8 （株）岡山製紙 S 51． 7．24

9 アテナ製紙（株）岡山工場 〃

10 山陽板紙工業（株） 〃

11 独立行政法人 国立印刷局岡山工場 〃

12 テイカ（株）岡山工場 〃

13 吉備ゴルフクラブ（株）、ベネフィットホテル（株）（岡山空港ゴルフコース、レスパール藤ヶ鳴） H  3． 3． 7

14 （有）アップフィールズ（新岡山36カントリー倶楽部キングコース） H  6． 9．16

15 みのる観光開発（株）（後楽ゴルフ倶楽部） 〃

16 金陵観光開発（株）（岡山金陵カントリークラブ） 〃

17 桃の郷観光開発（株）（岡山カントリークラブ） 〃

18 同和興産（株）（花回廊ゴルフコース） 〃

19 （株）岡山北ゴルフ倶楽部 H 11． 6．30

20 ヤンマーエネルギーシステム製造（株） H 12． 7．21

21 大黒天物産（株）（ラ・ムーショッピングセンター大安寺店） Ｈ 18． 3．22

22 （株）リックコーポレーション（ホームセンタータイム大安寺店） Ｈ 19． 3．13

23 （株）天満屋ストア（ハピーズ大安寺店） 〃

24 （株）ビッグ・エス（ケーズデンキ岡山大安寺店） Ｈ 21． 1．14

25 DOWAエレクトロニクス岡山（株） Ｈ 21． 2．19

26 （株）ニトリ Ｈ 24．11．30
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表５　環境保全協定（旧公害防止協定）一覧表（御津・灘崎・建部・瀬戸以外）
（平成30年3月31日現在）

　　　　事　業　場　名　等 当初締結日

1 パナソニック（株）ＡＶＣネットワークス社イメージング事業部プロフェッショナルビジネスユニット岡山工場 S 48． 2．26

2 林原（株）岡山第２工場 S 50． 1．14

3 協同組合 岡山鋳物センター S 50．10．25

4 日本エクスラン工業（株）西大寺工場 S 51． 3．15

5 岡山大建工業（株） 〃

6 DOWA IP クリエイション（株） 〃

7 （株）クラレ岡山工場 〃

8 （株）岡山製紙 S 51． 7．24

9 アテナ製紙（株）岡山工場 〃

10 山陽板紙工業（株） 〃

11 独立行政法人 国立印刷局岡山工場 〃

12 テイカ（株）岡山工場 〃

13 吉備ゴルフクラブ（株）、ベネフィットホテル（株）（岡山空港ゴルフコース、レスパール藤ヶ鳴） H  3． 3． 7

14 （有）アップフィールズ（新岡山36カントリー倶楽部キングコース） H  6． 9．16

15 みのる観光開発（株）（後楽ゴルフ倶楽部） 〃

16 金陵観光開発（株）（岡山金陵カントリークラブ） 〃

17 桃の郷観光開発（株）（岡山カントリークラブ） 〃

18 同和興産（株）（花回廊ゴルフコース） 〃

19 （株）岡山北ゴルフ倶楽部 H 11． 6．30

20 ヤンマーエネルギーシステム製造（株） H 12． 7．21

21 大黒天物産（株）（ラ・ムーショッピングセンター大安寺店） Ｈ 18． 3．22

22 （株）リックコーポレーション（ホームセンタータイム大安寺店） Ｈ 19． 3．13

23 （株）天満屋ストア（ハピーズ大安寺店） 〃

24 （株）ビッグ・エス（ケーズデンキ岡山大安寺店） Ｈ 21． 1．14

25 DOWAエレクトロニクス岡山（株） Ｈ 21． 2．19

26 （株）ニトリ Ｈ 24．11．30

め、平成30年3月20日に岡山市環境影響評価条例

を公布しました。
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表６　環境保全協定（旧公害防止協定）一覧表（御津・灘崎・建部・瀬戸）
（平成30年3月31日現在）

（旧御津町分） （旧灘崎町分）

事　業　場　名　等 当 初 締 結 日 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

1 親 和 機 械 工 作 所 S 49． 2．20 1 ㈱アートコーポレーション H 15． 5． 2

2 水 島 プ レ ス 工 業 ㈱ S 50． 9．30

3 ㈲ ま つ だ 牧 場 S 51． 2． 1

4 ㈱ ダ イ メ イ ・岡 山 S 54． 1．10 （旧建部町分）

5 近 藤 発 動 機 ㈱ S 61． 2．17 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

6 東京シリコーン㈱岡山事業部 S 62． 5．27 1 大 洋 電 子 工 業 ㈱ S 56． 3． 9

7 ㈱アイメックス岡山事業所 S 63． 9．10 2 大 東 電 機 工 業 ㈱ S 56．11．10

8 エヌエス日進㈱虎倉最終処分場、㈲ナオイ住宅建設 S 63．12．19 3 日本ゴルフ振興㈱（グレート岡山ゴルフ倶楽部） H  5． 3．26

9 ㈱ ニ シ エ イ H  1． 2．28 4 PMGプロパティーズ㈱（たけべの森ゴルフ倶楽部） H  7． 2． 1

10 ㈱ ウ エ キ H  1． 3．15

11 日本ゴア㈱ポリマーサイエンスセンター H  1． 3．29

12 ㈱ テ ィ ム ス 岡 山 工 場 H  1． 9． 4 （旧瀬戸町分）

13 大 日 本 印 刷 ㈱ 岡 山 工 場 H  2． 5．25 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

14 カ バ ヤ 食 品 ㈱ 岡 山 工 場 H  2． 7． 5 1 ユニバーサル製缶㈱岡山工場 H  5．12． 1

15 内 山 工 業 ㈱ 御 津 工 場 H  4． 3． 6 2 ロ イ ヤ ル デ リ カ ㈱ H 13． 9．20

16 メタコート工業㈱岡山工場 H  6． 2．24 3 ㈱ ユ ノ ス 、㈱ リ オ ラ H 16．11． 8

17 阪 神 溶 接 機 材 ㈱ 岡 山 工 場 H  7． 3．29 4 麒 麟 麦 酒 ㈱ 岡 山 工 場 H 21． 3．12

18 ア サ ゴ エ 工 業 ㈱ 御 津 工 場 H  7．11．13

19 田 村 砕 石 工 業 ㈱ H  8．10．21

20 ㈲ 御 津 砕 石 工 業 所 H  9． 3．25

21 第 一 建 設 ㈱ H 10． 6．22

22 平林金属㈱リサイクルファーム御津 H 12．11． 9

23 ㈱貝阿弥紙商店PAPYRUS KAIAMI H 15． 6． 2
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表６　環境保全協定（旧公害防止協定）一覧表（御津・灘崎・建部・瀬戸）
（平成30年3月31日現在）

（旧御津町分） （旧灘崎町分）

事　業　場　名　等 当 初 締 結 日 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

1 親 和 機 械 工 作 所 S 49． 2．20 1 ㈱アートコーポレーション H 15． 5． 2

2 水 島 プ レ ス 工 業 ㈱ S 50． 9．30

3 ㈲ ま つ だ 牧 場 S 51． 2． 1

4 ㈱ ダ イ メ イ ・岡 山 S 54． 1．10 （旧建部町分）

5 近 藤 発 動 機 ㈱ S 61． 2．17 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

6 東京シリコーン㈱岡山事業部 S 62． 5．27 1 大 洋 電 子 工 業 ㈱ S 56． 3． 9

7 ㈱アイメックス岡山事業所 S 63． 9．10 2 大 東 電 機 工 業 ㈱ S 56．11．10

8 エヌエス日進㈱虎倉最終処分場、㈲ナオイ住宅建設 S 63．12．19 3 日本ゴルフ振興㈱（グレート岡山ゴルフ倶楽部） H  5． 3．26

9 ㈱ ニ シ エ イ H  1． 2．28 4 PMGプロパティーズ㈱（たけべの森ゴルフ倶楽部） H  7． 2． 1

10 ㈱ ウ エ キ H  1． 3．15

11 日本ゴア㈱ポリマーサイエンスセンター H  1． 3．29

12 ㈱ テ ィ ム ス 岡 山 工 場 H  1． 9． 4 （旧瀬戸町分）

13 大 日 本 印 刷 ㈱ 岡 山 工 場 H  2． 5．25 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

14 カ バ ヤ 食 品 ㈱ 岡 山 工 場 H  2． 7． 5 1 ユニバーサル製缶㈱岡山工場 H  5．12． 1

15 内 山 工 業 ㈱ 御 津 工 場 H  4． 3． 6 2 ロ イ ヤ ル デ リ カ ㈱ H 13． 9．20

16 メタコート工業㈱岡山工場 H  6． 2．24 3 ㈱ ユ ノ ス 、㈱ リ オ ラ H 16．11． 8

17 阪 神 溶 接 機 材 ㈱ 岡 山 工 場 H  7． 3．29 4 麒 麟 麦 酒 ㈱ 岡 山 工 場 H 21． 3．12

18 ア サ ゴ エ 工 業 ㈱ 御 津 工 場 H  7．11．13

19 田 村 砕 石 工 業 ㈱ H  8．10．21

20 ㈲ 御 津 砕 石 工 業 所 H  9． 3．25

21 第 一 建 設 ㈱ H 10． 6．22

22 平林金属㈱リサイクルファーム御津 H 12．11． 9

23 ㈱貝阿弥紙商店PAPYRUS KAIAMI H 15． 6． 2

表７ 誓約書提出事業所一覧
（平成30年3月31日現在）

事　業　場　名　等 当 初 締 結 日 事　業　場　名　等 当 初 締 結 日

1 東 海 リ ー ス ㈱ S 58.  9.  16 12 ナ カ シ マ プ ロ ペ ラ ㈱ H 16.  5. 11

2 ㈱ ニ ッ カ リ S 58. 12. 16 13 ㈱ メ デ ィ テ ッ ク ジ ャ パ ン H 17.  7. 27

3 小 岩 金 網 ㈱ H  3. 10. 21 14 ネ オ ケ ミ カ ル ㈱ H 17.  8.  1

4 ㈱ イ ー ア ー ル デ ィ ー H  4.  6.  3 15 日 進 ゴ ム ㈱ H 17.  9.  1

5 ㈱ フ ジ ワ ラ テ ク ノ ア ー ト H  5.  6. 11 16 ㈱ サ ン キ 商 会 H 18.  1. 19

6 山 陽 印 刷 ㈱ H  8. 10. 21 17 ㈱ Ｋ Ｇ 情 報 H 18.  5. 29

7 エ ム ・エ フ エ ス ア イ ㈱ H 10.  2. 27 18 高 雄 工 業 ㈱ H 18.  6.  8

8 日 本 ゴ ア ㈱ H 12.  1. 31 19 平 林 金 属 ㈱ H 19.  9. 26

9 カ ー ツ ㈱ H 12. 10. 13 20 ㈱ テ ィ ー ア ー ル エ ス H 19. 11.  2

10 日 本 メ ジ フ ィ ジ ッ ク ス ㈱ H 15. 10. 15 21 浜 田 工 業 ㈱ H 19. 12. 25

11 ㈱ Ｉ Ｈ Ｉ シ バ ウ ラ H 15. 12.  3

表８ 自然保護協定一覧表
（平成30年3月31日現在）

協定締結事業者 地　　区 事業計画面積（㎡） 当日締結日
（最終変更日） 事    業    名

金 陵 観 光 開 発 ㈱ 山上、石妻　 1,411,513 S 51.  1. 30
（H 8. 10. 25） 岡山金陵カントリークラ　

東 京 多 摩 地 所 ㈱ 上道北方他　 652,779 S 55.  7. 25
（H 11.  1. 27） 東岡山レークタウン　　　

㈱ エ ス ・ケ イ リ ー ス 津高　　　　 340,701 H  1.  3.  7
（H 19.  1.  9） 津高台団地　　　　

吉 備 ゴ ル フ ク ラ ブ ㈱
ベネフィットホテル㈱ 菅野　　　　 1,569,397 H  2.  1. 30

（H 13.  8. 31） 岡山空港ゴルフコース

み の る 観 光 開 発 ㈱ 河原、真星　 1,459,040 H  2.  1. 30
（H  8.  7. 15） 後楽ゴルフ倶楽部 　

加 計 学 園 横井上、津高 220,225 H  3.  7. 20 岡山理科大学　　　

玉 野 耐 火 礦 業 ㈱ 目黒、長利　 182,228 H  6.  5. 31
（H  8.  5. 10） アビオ目黒台 　　　

㈱岡山北ゴルフ倶楽部 菅野、御津町 1,619,851 H  6.  6.  1
（H 11. 10. 26） 岡山北ゴルフ倶楽部

㈱ 倉 敷 組 芳賀 133,234 H 13.  3. 29 サンノゼの丘

DOWAホールディングス㈱ 築港緑町他 550,096 H 14. 11. 27 花回廊ゴルフコース

京 セ ラ T C L
ソ ー ラ ー 合 同 会 社 築港緑町 155,940 H 28. 12. 21 岡山・浦安水上メガソーラー

発電所建設工事



各  論各  論

Ⅰ　大気環境

Ⅱ　水環境

Ⅲ　土壌汚染対策

Ⅳ　化学物質対策

Ⅴ　騒音・振動

Ⅵ　交通公害

Ⅶ　公害苦情

Ⅷ　廃棄物・リサイクル

Ⅸ　自然環境

Ⅹ　快適環境

ⅩⅠ　地球温暖化対策

ⅩⅡ　すべての人の参加による環境づくり

ⅩⅢ　施策の実施状況

ⅩⅣ　岡山市役所の環境保全行動計画

−18−

－Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進－

（7）岡山市中小企業公害防止施設改善資金　　　
　　 保証融資制度

この制度は、岡山市内の中小企業者の行う公害

防止施設の新設又は改善並びに公害防止のための

工場又は事業場の移転に必要な資金、500万円を

限度として融資することにより、公害防止の実を

あげ岡山市中小企業の健全な発展を図ることを目

的とするものです。

また、この融資を受けた者に対して、支払われ

た利子の額に２分の１を乗じた額以内で補助金を

交付し、中小企業の公害防止対策を促進していま

す。

【トピックス】
「COOL CHOICE（賢い選択）」について

「COOL CHOICE」は、2030年に向けて、温室効果ガス排出量を2013年度比で26％削減するとい
う目標を達成するために、省エネ、低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあら
ゆる「賢い選択」をしていこうという取組です。

電気の消灯、エアコンの設定温度、節水など日常の行動から見直すとともに、燃費のいい自動車、
消費電力の小さい家電製品、断熱性の高い住宅など、身の回りのものを選ぶときに環境負荷をより小
さくする製品の選択が家計の節約になり、地球の未来のために繋がります。

◆「COOL CHOICE」の具体的な取り組み・アクション◆

　【低炭素製品への買替】
　　・LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省エネ製品
　　・高効率給湯器、節水型トイレ
　　・建物のＺＥＨ，ＺＥＢ化
　【低炭素サービスの選択】
　　・公共交通の利用
　　・カーシェアリング
　　・低炭素物流サービスの利用
　　・スマートメーターによる「見える化」
　【低炭素なライフスタイル転換】
　　・クールビズ、ウォームビズ等を通じた節電
　　・ウォームシェア（公共施設、銭湯の利用等）
　　・エコドライブ、自転車の利用
　　・森里川海の保全・活用



各  論各  論

Ⅰ　大気環境

Ⅱ　水環境

Ⅲ　土壌汚染対策

Ⅳ　化学物質対策

Ⅴ　騒音・振動

Ⅵ　交通公害

Ⅶ　公害苦情

Ⅷ　廃棄物・リサイクル

Ⅸ　自然環境

Ⅹ　快適環境

ⅩⅠ　地球温暖化対策

ⅩⅡ　すべての人の参加による環境づくり

ⅩⅢ　施策の実施状況

ⅩⅣ　岡山市役所の環境保全行動計画



Ⅰ大気環境

図７　大気測定局等の位置

N

（平成30年3月31日現在）
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－Ⅰ 大気環境 －

大気汚染とは、工場・事業場等の固定発生源や

自動車などの移動発生源から排出される汚染物質

により大気が汚染される現象をいいます。

岡山市内の大気汚染の主な発生源は、南部の工

場群、市街地を中心としたビル群と自動車とに大

別されます。これらの大気汚染の状況を監視する

ため、市南部に大気自動測定局を設けて監視して

います。また、近年では、アジア大陸からの越境

汚染が問題となっていることから、微小粒子状物

質（PM2.5）については市内発生源の影響が少な

いと思われる市北部で監視を始めています。

岡山市の大気汚染は、昭和40年代の産業の発展

と自動車の増加によって悪化しましたが、その後

の規制強化などの対策によって改善されてきまし

た。平成29年度は、一般環境大気測定局（以下、「一

般局」という。）８局、自動車排出ガス測定局（以

下、「自排局」という。）３局、気象観測局１局の

合計12局において、二酸化硫黄、二酸化窒素、光

化学オキシダント、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、

微小粒子状物質及び炭化水素等16項目の測定を行

いました。測定データはテレメータシステムによ

り集められ、大気汚染状況を常時監視し、市民へ

の周知や汚染物質削減指導に努めています。

1 大気汚染の現況
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－Ⅰ 大気環境 －

①　二酸化硫黄（SO2）
二酸化硫黄は、主に工場・事業場で燃料・原料

として使用される石炭や石油等に含まれる硫黄化

合物の燃焼により排出される物質です。また、デ

ィーゼル自動車等の移動発生源やビル暖房等から

も排出されます。濃度が高くなると呼吸器系器官

に対して影響を及ぼし気管支炎などを起こすほ

か、農作物や植物を枯らしたりします。

主な発生源である工場・事業場からの二酸化硫

黄の排出量は、逐年にわたる排出規制の強化等に

より低硫黄燃料への転換、脱硫装置の設置等が行

われ、環境大気中の濃度は大幅に減少しています。

昭和40年代後半に濃度が高く問題となっていま

したが、昭和53年からはほぼ環境基準（日平均値：

0.04ppm）を超えることはなくなりました。平成

29年度は測定した一般局6局において環境基準を

達成しており、年平均値も毎年低濃度が続いてい

ます。

②　二酸化窒素（NO2）
二酸化窒素はその大部分が燃焼することにより

発生します。燃焼により直接発生する物質の大部

分は一酸化窒素であり大気中で酸化されて二酸化

窒素に変化します。主に工場・事業場の燃焼施設

や自動車などから排出され、濃度が高くなると粘

膜を刺激しのどや肺に対して毒性を示します。ま

た、光化学反応により発生する光化学オキシダン

トの原因物質のひとつとなっています。

さらに、酸性雨の原因にもなることが知られて

います。

平成29年度は全ての一般局において環境基準

（日平均値：0.06ppm）を達成しており、年平均値

は環境基準値の約２分の１以下で横ばいが続いて

います。

③　光化学オキシダント（Ox）
光化学オキシダントは工場・事業場の煙や自動

車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化水

素等が、大気中に排出され太陽の強い紫外線を受

けることによって光化学反応してできる酸化性物

質の総称です。主な成分はオゾンで約80％を占め

ており、濃度が高くなると人体に対して目の刺激

（チカチカ、流涙等）症状や、鼻やのどの粘膜刺

激（のどの痛み、息苦しさ等）症状等の健康被害

が発生することがあり、農作物等へ被害が生じる

こともあります。近年、光化学オキシダント濃度

が全国的に上昇し広域化している原因に、工業化

が進むアジア大陸や欧州からの大気汚染物質の影

響が考えられています。

平成29年度は、光化学オキシダント情報を2回、

光化学オキシダント注意報を1回発令しました。

注意報を発令した7月13日に、市内中学校の生

徒10人が運動中に咳き込む等症状を訴える健康被

害の報告がありました。なお、農作物の被害は報

告されていません。

環境基準を超えた時間数は昨年度より減少して

いますが、全ての一般局で環境基準（1時間値が

0.06ppm以下）を達成することが出来ませんでし

た。また、昼間（5時から20時：日射があり光化

学反応によりオキシダント生成される時間帯）の

図8　二酸化硫黄の経年変化（年平均値）
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 図9　二酸化窒素の経年変化（年平均値）
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年平均値はほぼ横ばいで推移しています。

光化学オキシダント濃度は気象条件によって左

右されますが、濃度を下げるには、発生原因物質

である窒素酸化物や炭化水素などの濃度を下げる

ことが必要です。

④　浮遊粒子状物質（SPM）
大気中に長期間浮遊している粒子状の物質を総称

して浮遊粒子状物質といいますが、環境基準ではそ

の粒径が10マイクロ（μ）メートル以下のものと

しています（マイクロ（μ）は百万分の１の意味）。

土砂の巻き上げ等自然現象によるもののほか、石炭

や石油燃料の燃焼過程から発生するばいじん、粉じ

ん、自動車排出ガスに含まれる鉛化合物やカーボン

粒子等が主なものですが、約50％は大気中でつくら

れる二次生成物であると言われています。浮遊粒子

状物質は一般には視程障害や植物の葉に付着して呼

吸作用等を阻害するほか、人体に対しては気道や肺

に沈着して呼吸機能に悪影響を及ぼすことがありま

す。

表9　光化学オキシダント情報等発令回数
年　度 月・日 発令内容 発 令 時 間

平成 20 年
7. 25 情　報 14：30 ～ 16：10
8. 19 情　報 13：10 ～ 16：30

平成 21 年
6. 16 情　報 15：10 ～ 16：40
6. 25 情　報 13：10 ～ 19：10
8.  4 情　報 15：10 ～ 17：30

平成 22 年

5. 21 情　報 15：10 ～ 17：20

5. 22
情　報 13：10 ～ 14：20
注意報 14：20 ～ 17：20

6. 10 情　報 14：10 ～ 16：10

6. 11
情　報 13：10 ～ 14：20
注意報 14：20 ～ 19：10

8. 22 情　報 14：10 ～ 16：30
8. 24 情　報 14：10 ～ 17：20

平成 23 年 発令なし
平成 24 年 発令なし

平成 25 年

5. 23 情　報 15：10 ～ 17：40
7. 20 情　報 15：10 ～ 17：20

8.  9
情　報 13：10 ～ 14：10
注意報 14：10 ～ 16：20

8. 10
情　報 13：10 ～ 14：10
注意報 14：10 ～ 18：10

8. 11
情　報 12：40 ～ 13：10
注意報 13：10 ～ 17：20

8. 12
情　報 16：30 ～ 17：10
注意報 17：10 ～ 19：30

8. 13
情　報 13：10 ～ 14：10
注意報 14：10 ～ 18：30

8. 14 情　報 13：30 ～ 16：40

平成 26 年 6.  1
情　報 12：30 ～ 13：10
注意報 13：10 ～ 16：10

平成 27 年

5. 27 情　報 14：10 ～ 17：40
8.  1 情　報 12：40 ～ 16：50
8.  2 情　報 12：40 ～ 16：30

8.  4
情　報 12：10 ～ 13：10
注意報 13：10 ～ 16：10

8.  9 情　報 13：30 ～ 16：10

8. 10
情　報 13：30 ～ 14：10
注意報 14：10 ～ 16：30

平成 28 年 8. 10 情　報 13：30 ～ 15：10

平成 29 年
5. 30 情　報 14：20 ～ 17：20

7. 13
情　報 14：10 ～ 15：10
注意報 15：10 ～ 17：30

図10　光化学オキシダントの経年変化
（昼間の年平均値）　　 

図11　光化学オキシダントの経年変化
　 　　（0.06ppmを超えた時間数） 
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平成29年度は全ての一般局で環境基準（日平均値：

0.10ｍg/㎥）を達成しており、年平均値は環境基準

値の約4分の1の濃度で横ばいとなっています。

⑤　微小浮遊粒子状物質（PM2.5）
PM2.5とは、大気中に浮遊する小さな粒子のう

ち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル以下の

非常に小さな粒子のことをよんでいます。粒子が

小さく肺の奥まで到達しやすいため健康影響が心

配されています。一般局では平成24年度から江並、

東岡山の2局で測定を開始しました。また、越境

汚染の影響を調べるために平成26年4月末から建

部小学校（建部）と西祖地区農業集落排水処理場

（西祖農集）でも測定を行っています。

岡山県では日平均値が暫定指針値（70μg/㎥）

を超過すると予想される場合に注意喚起を行いま

すが、平成29年度末までに注意喚起が行われた日

はありませんでした。

環境基準には短期基準（日平均値35μg/㎥以下：

年間98パーセンタイル値）と長期基準（年平均値

15μg/㎥以下）があり、その両方を満足した場合

に環境基準を達成したと評価します。

平成29年度は、建部局、西祖農集局及び東岡山

局で長期基準及び短期基準を満たしていたため、

環境基準を達成することが出来ました。しかし、

江並局は長期基準を満たしているものの、短期基

準を超過しているため、環境基準を達成すること

ができませんでした。

また、効果的な微小粒子状物質対策の検討のた

めに発生源についての情報を集める目的で、平成

25年度から東岡山局で成分分析を実施していま

す。調査項目は、イオン成分8項目、無機元素成

分14項目及び炭素成分3項目で、季節ごとに行っ

ています。

⑥　非メタン炭化水素（NMHC）
非メタン炭化水素は光化学反応性のメタンを除

いた炭化水素で、窒素酸化物とともに光化学オキ

シダント生成の原因物質とされており、自動車排

出ガスやガソリンスタンド等の給油貯蔵施設など

から発生します。環境基準は定められていません

が、光化学オキシダント生成防止に係る濃度レベ

ルの指標となる炭化水素濃度の指針値と比べる

と、平成29年度は一般局において指針値の上限  

（0.31ppmC）を超える日が出現しましたが、年平

均値はここ数年横ばいで指針値の約2分の1以下

の値となっています。

図15　非メタン炭化水素の経年変化
  （６～９時の年平均値）
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図14　微小粒子状物質の経年変化
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図13　微小粒子状物質の経年変化
　  （短期基準：日平均値）
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（1）工場・事業場の規制
岡山市ではこれらの大気環境基準等を達成・維

持するため、「大気汚染防止法」をはじめ「岡山

県環境への負荷の低減に関する条例」や「岡山市

環境保全条例」に基づいて工場や事業場に立入検

査を行い、ばい煙発生施設や粉じん発生施設等の

排出基準等の遵守や適正な維持管理の指導を行っ

ています。また、排出ガス量が多い３工場につい

ては、岡山県のテレメータシステムを通じて発生

源監視を実施しています。

（2）大気汚染緊急時対策
大気の汚染が著しくなり人の健康又は生活環境

に被害が生じるおそれがある事態が発生した場合

は、その事態を解消するとともに人体等への被害

を最小限に抑えるために、岡山県では大気汚染緊

急時対策を定めています。

岡山市では「岡山市大気汚染防止夏期対策実施

要領」を定め、岡山県と協力して硫黄酸化物と光

化学オキシダントについての情報・注意報・警報

を発令し、こうした事態の発生を市民や関係機関

へ周知し注意を促しています。また、大気汚染物

質削減協力工場など16工場・事業場に対し、大気

汚染物質の排出量削減要請を行い人への健康被害

及び農作物被害の未然防止に努めています。

（3） 注意喚起情報
PM2.5について、日平均値が70μg/㎥（暫定指

針値）を超えると予測され、広範囲の地域にわた

って健康影響の可能性が懸念される場合に岡山県

が注意喚起を行います。連絡を受けた岡山市はホ

ームページ、電話自動音声案内で市民に周知し、

保育園、学校や高齢者福祉施設などには関係課を

通じて連絡し注意を促します。

2 大気汚染防止対策

表10　情報・注意報等の発令基準と協力工場排出ガス量の削減率

硫   黄   酸   化   物 光   化   学   オ   キ   シ   ダ   ン   ト

発   令   基   準 二 酸 化 硫 黄 
削  減  率 発   令   基   準 窒 素 酸 化 物 

削  減  率

情 　 報 0.15ppm 以上となり、継続
するおそれがある場合

届出排出量の
20％以上

0.10ppm 以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の
20％以上

注 意 報 0.20ppm 以 上 で あ る 状 態
が、3 時間継続した場合

届出排出量の
20％以上

0.12ppm 以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の
20％以上

第１次 警 報 0.24ppm 以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の 
30％以上

第２次 警 報 0.50ppm 以 上 で あ る 状 態 
が、3 時間継続した場合

届出排出量の 
80％以上

0.40ppm 以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の 
40％以上

表11　微小粒子状物質の注意喚起の実施について

対　象　局 対象時刻 １時間値の平均値　 発令時刻

岡山県南部の一般局２局以上 午前５時から午前７時まで 85μg/ ㎥ 超過 午前８時頃

岡山県南部の一般局１局以上 午前５時から正午まで 80μg/ ㎥ 超過 午後１時頃

※ 岡山市は県南部に属します。
次のいずれかに該当するときも、県全域に注意喚起が行われます。
〇県南部あるいは県北部のいずれか一方の区域で、注意喚起を行っていて、広域的な視点から他方の区域にも注意

喚起を行うと必要があると認められるとき
○県南部における一般局の１局、かつ、県北部における一般局の１局において、午前５時から午前７時までの PM2.5

の１時間の平均値が 85μg/ ㎥超過したとき
測定値が明らかに下降傾向である場合は、注意喚起しないものとする。
※ 注意喚起の解除について　注意喚起が行われた日の 24 時に自動解除されます。
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（1）悪臭の現況
悪臭とは人に不快感を与え生活環境を損なうお

それのあるにおいのことで、一般には、し尿臭や

動植物の腐敗臭、薬品臭等があります。また、多

くの人から好まれる食べ物や香水等のにおいで

も、においが強かったり、常時においのする状態

が長く続くと、人によっては悪臭と感じることが

あり、近年では苦情につながる事例も多くなって

います。

これらの悪臭の原因物質には非常に多くの種類

がありますが、そのうちの主要な22物質が悪臭防

止法によって特定悪臭物質に指定されています。

特定悪臭物質と主な発生源を表12に示します。

本市に寄せられる悪臭苦情は畜産農業、製紙業、

飲食店、食品製造業及び印刷業等が発生源となっ

ています。

3 悪臭の現況と防止対策

（2）悪臭防止対策
悪臭は、人間の嗅覚が敏感なうえに個人差があ

ることと、通常、多くの原因物質を含む複合臭で

あることもあって、完全に防止することが難しい

公害です。

平成18年6月1日、市では、これまでの分析機

器により測定する「特定悪臭物質濃度規制」から

人の嗅覚を利用した「臭気指数規制」に変更しま

した。

なお、合併に伴い新たに岡山市の区域になった

建部支所管内及び瀬戸支所管内については、従前

どおりの規制方法となります（※建部支所管内：

規制地域に指定していない、瀬戸支所管内：特定

悪臭物質濃度規制）。

平成29年度は、廃棄物処理業者（1事業場2地点）

を対象に実態調査しました。

なお、調査結果については、2地点とも規制基

準値に適合していました。

表12　特定悪臭物質の主要発生源事業場
特 定 悪 臭 物 質 においの質 主　要　発　生　源　事　業　場

アンモニア し尿のようなにおい 畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸
骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場 等

メチルメルカプタン 腐った玉ねぎのようなに
おい

クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理
場、下水処理場 等

硫化水素 腐った卵のようなにおい
畜産農業、クラフトパルプ製造工場、でん粉製造業、セロファン製造業、
ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、
ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場 等

硫化メチル 
二硫化メチル

腐ったキャベツのような
におい

クラフトパルプ製造工場、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処
理場、下水処理場 等

トリメチルアミン 腐った魚のようなにおい 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産缶詰製造業 
等

アセトアルデヒド 刺激的な青ぐさいにおい
アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロ
ロプレン製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造業、魚腸骨処理場 
等

プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド

刺激的、又はむせるよう
な甘酸っぱい焦げたにお
い

塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚
腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場 等

イソブタノール 
酢酸エチル 
メチルイソブチルケトン 
トルエン 
キシレン

シンナーやガソリンのよ
うなにおい

塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊
維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、
鋳物工場 等

スチレン 都市ガスのようなにおい スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリスチレン加工工場、Ｓ
ＢＲ製造工場、ＦＲＰ製品製造工場、化粧合板製造工場 等

プロピオン酸 刺激的な酸っぱいにおい 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でん粉製造工場 等
ノルマル酪酸 
ノルマル吉草酸 
イソ吉草酸

汗くさい、又はむれた靴
下のようなにおい

畜産事業場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でん粉製造工場、化製
場、魚腸骨処理場、し尿処理場、廃棄物処分場 等
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（1）有害大気汚染物質
有害大気汚染物質は、大気汚染防止法で「継続

的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれ

がある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばい

煙及び特定粉じんを除く）」とされています。こ

のうち人の健康に係る被害を防止するために早急

に排出抑制をしなければならない23物質が「優先

取組物質」（表13）として指定され、環境基準項

目に追加されました。市では、そのうち環境基準

が定められているベンゼン、ジクロロメタン、ト

リクロロエチレン、テトラクロロエチレンの4物

質を含む21物質について、南輝小学校及び陵南小

学校で毎月1回モニタリング調査を実施し、大気

汚染の状況を把握しました。

　平成29年度は調査した南輝小・陵南小の2地点

ともに、環境基準が定められている4物質やアク

リロニトリルなど指針値が定められている9物質

はすべてこれらの値を下回っていました。

4 その他の大気環境問題

表13  有害大気汚染物質環境調査結果
単位：μg/㎥

優 先 取 組 物 質 南輝小学校 陵南小学校 環境基準

１ アクリロニトリル 0.047 0.030 （2）

２ アセトアルデヒド 2.0 2.1 －

３ 塩化ビニルモノマー 0.020 0.016 （10）

４ 塩化メチル 1.8 1.7 －

５ クロム及び三価クロム化合物 ※1
0.0048 0.0052 －

６ 六価クロム化合物 ※1

７ クロロホルム 0.20 0.19 （18）

８ 酸化エチレン 0.071 0.064 －

９ 1,2- ジクロロエタン 0.13 0.13 （1.6）

１０ ジクロロメタン 0.66 0.67 150

１１ 水銀及びその化合物 0.0022 0.0021 （0.04）

１２ ダイオキシン類 ※2

１３ テトラクロロエチレン 0.049 0.040 200

１４ トリクロロエチレン 0.15 0.050 200

１５ トルエン 5.3 9.2 －

１６ ニッケル化合物 0.0043 0.0035 （0.025）

１７ ヒ素及びその化合物 0.0025 0.0019 （0.006）

１８ 1,3- ブタジエン 0.083 0.066 （2.5）

１９ ベリリウム及びその化合物 0.000015 0.000017 －

２０ ベンゼン 1.1 1.0 3

２１ ベンゾ（ａ）ピレン 0.00045 0.00031 －

２２ ホルムアルデヒド 2.3 2.2 －

２３ マンガン及びその化合物 0.048 0.061 （0.14）

※1 クロム及びその化合物として測定　　　　　※2 ダイオキシン法に基づき別途調査、別掲
※3 マンガン及びその化合物については H26.4 に指針値設定
※ 測定回数は毎月１回　　　※ 表中の値は年平均値　　　※ 環境基準欄の（　）内の数値は指針値
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（2）酸性雨
酸性雨とは、工場や自動車等から排出された硫

黄酸化物や窒素酸化物が上空で移動する間に水や

酸素と反応し、酸性をおびた降雨のことです。通

常は大気中の二酸化炭素が溶け込んで、汚染物質

が含まれていない場合でも弱酸性となっているこ

とからpH5.6以下の雨を酸性雨と言います。

本市では酸性雨の実態を把握するため、平成3

年度から南輝大気測定局及び西大寺大気測定局の

２地点で、平成13年度から22年度までは南輝測

定局1地点で調査を行いました。平成23年度から

は水道局水質試験所（北区三野一丁目）に場所を

移して監視しています。

平成29年度の降雨pHの年平均値は、4.8でした。

図16には酸性雨の経年変化を示しています。

　

（3）アスベスト対策
環境大気中のアスベスト濃度について、平成6

年度から経年的な濃度変動を把握しています。平

成29年度は3箇所6地点で調査を行い、いずれの

地点においても平年並みであり、特に高い濃度は

見られませんでした。

平成17年6月にアスベストに対する健康被害が

社会問題化したことから、市有建築物における吹

付けアスベスト使用状況を調査し、除去等の対策

を進めるとともに、市民の不安を払拭し安全と安

心を確保するため、岡山市環境基本計画推進本部

幹事会内に、新たに「アスベスト対策部会」を設

置し、市関係部局内でアスベストに関する情報を

共有し、組織的に対応していくための体制を整え

ました。

平成18年度に労働安全衛生法施行令が改正され

たことに伴い、市有建築物におけるアスベスト含

有率0.1％を超える吹付け材の使用状況調査（平成

17年度調査の補足調査）をはじめ、アスベスト関

連の法規制の改正等に併せて確認を行い、市民や

市職員が利用する施設については、吹き付けアス

ベストの除去や封じ込め等の飛散防止対策を実施

しています。

また、大気汚染防止法が平成25年6月に改正（平

成26年6月1日施行）され、届出義務者が従来の

工事の受注者から発注者に変更されました。工事

の受注者は、アスベスト使用の有無について事前

に調査をし、発注者に調査結果等を書面で説明す

るとともに、その調査結果等を周辺に見えやすい

箇所に掲示することが義務づけられました。更に

除去作業を行う前や作業中において、負圧除じん

機の点検、デジタル粉じん計等を用いた集じん装

置排出口での簡易測定及び作業内容の記録等が作

業基準として追加されて、アスベスト対策の強化

が図られています。

平成29年度は吹付け等アスベストが使用されて

図16　降雨pHの経年変化
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いる建築物その他の工作物を解体・改造又は補修

する作業について、届出が72件あり、工事業者か

らの環境測定結果の報告及び立入調査等により、

作業基準が守られていることを確認しました。

なお、この届出のうち、発生源周辺等のアスベ

スト調査として吹付けアスベスト除去作業場2箇

所12地点でアスベスト濃度の測定を実施しまし

た。その結果はいずれの地点においても問題ない

値でした。



Ⅱ水 環 境

図17  公共用水域水質測定地点
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1 水質汚濁の現況

◆補01 笹ヶ瀬川上流

◆補02 香橋

◆補03 県道西側用水合流前

◆補04 県道西側用水

◆補05 中川上流

◆

◆補07 砂川上流

◆補08 砂川下流◆
補09 高松一宮西川

◆

◆補11 錦古川

◆補12 西川用水（三野）

◆補13 大樋（米倉）

◆補14 当新田

◆補15 足守川上流

◆補16 大渓川合流前

◆補17 中村橋

◆補18 高塚橋（砂川）

◆補19 福富橋

◆
補20 引舟橋

◆補21 妹尾川上流

◆補22 妹尾下水路合流後

◆補23 丙川（市境界）

◆

◆

◆補26 互譲橋

◆補27 岡南ポンプ場出口

◆補28 新庄川末端◆
補29 宇甘川末端

◆補30 三谷川末端

◆補31 野々口川末端

◆
補32 祇園用水（高島）

◆補33 岡山BP下（平井）

◆

◆補35 庄内川

◆補36 大明神川

◆補37 秋芳川

◆

補34 四番樋門

◆補39 瓜生川

◆補40 西大寺上

◆補42 乙子橋

◆補43 水門

●113 高浜橋

●104 八幡橋

●117 鹿瀬橋

●110 箕地橋

●118 常盤橋

●105 大曽根堰

●304 瀬戸橋

●421 高塚橋

●423 比丘尼橋

●
303 新橋

●422 入江橋

●

●444 稔橋
補24 藤戸橋

●445 倉敷川橋

補25 宮川橋

●
431 妹尾川国道30号線下

401 笹ケ瀬川河口部

●
402 倉敷川河口部

●403 湖心
●404 樋門

●424 笹ケ瀬橋補10 妹尾郷用

水

●451 白鷺橋

●605 海岸通沖

●601 旭川河口部 ●606 宮浦沖

補38 百間川樋門（桑野）
●603 横樋沖

● ◆
604 九蟠沖

●607 阿津沖
●608 テイカ沖

●609 向小串沖

●610 別荘沖

●611 児島湾口沖

●613 犬島南沖

●614 犬島北沖

●
602 吉井川河口部

補06 中川下流

補41 八蟠

● ： 水質測定計画に定められた地点

◆ ： 水質測定計画に定めのない補完地点

凡 例



図18　COD濃度の経年変化（湖心の75％値）
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岡山市では、水質汚濁防止法に基づき岡山県が「公

共用水域及び地下水の水質測定計画（以下「水質測

定計画」という。）」に定めた地点において、同法に

基づき、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況

を常時監視するため水質分析を実施しています。ま

た、水質測定計画に定めのない主要な河川・用水路

の地点においても同様に水質分析を実施し補完する

ことで、全市域の水質の状況を監視しています。

平成29年度の河川の水質については、水質汚濁

の状況を評価する上で重要な指標となるBOD（生

物化学的酸素要求量）が、環境基準点の全地点で環

境基準を達成しており、環境基準補助点の１地点

（妹尾川国道30号線下　環境基準5.0mg/Lのところ

5.6mg/L）を除き環境基準を達成していました。

湖沼・海域の水質については、COD（化学的酸素

要求量）で環境基準が設定されていますが、児島湖、

児島湾では依然として環境基準の適合率の低い状況

が続いています。

健康項目については、河川、湖沼、海域の全水域

で環境基準を達成しています。

児島湖のCODは、環境基準（５㎎/L）を上回っ

ていますが、近年では横ばいの状況が続いています。

また、富栄養化の目安ともいえる全窒素（Ｔ-Ｎ）

及び全りん（Ｔ-Ｐ）についても環境基準（全窒素：

1㎎/L 、全りん0.1㎎/L）を上回っていますが、近

年では横ばいの状況が続いています。



環境基準

図19　全窒素濃度の経年変化（湖心の年度平均値）
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図20　全りん濃度の経年変化（湖心の年度平均値）
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（1）規制の枠組み
①　水質汚濁防止法による規制
水質汚濁防止法では、公共用水域及び地下水の

汚濁を防止するため、規制対象施設（特定施設）

を設置している工場・事業場（特定事業場）に対

して、施設の設置の届出、排水基準及び構造基準

の遵守、有害物質の地下浸透の禁止、排出水の自

主測定及び漏えい等の定期点検の義務について規

定しています。

また、特定事業場からの排出水について、岡山

県は条例により、国が定める基準（一律基準）よ

りも厳しい基準（上乗せ排水基準）を定めて、岡

山市を含む全県域で規制をしています。

さらに、児島湖流域においては、窒素及びりん

の上乗せ排水基準を設けて規制しています。

2 水質保全

②　瀬戸内海環境保全特別措置法による規制
瀬戸内海環境保全特別措置法では、日最大排水

量が50㎥以上である特定事業場（下水道終末処理

施設など一部を除く。）が特定施設を設置（変更）

する場合は、環境影響評価を実施し、許可申請を

行うことになっています。

特に、汚濁負荷量が増加する場合には、詳細な

環境影響評価を実施することとなっており、汚濁

負荷量の削減を図るため高度処理施設の導入など

適正な処理施設の整備等について指導していま

す。

また、水質汚濁防止法では、日平均排水量が50

㎥以上である特定事業場については、COD、全窒

素及び全りんの総量規制基準が適用され、排水処

理水などの特定排出水（冷却水を除く排水）の水
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量及びその濃度を、排水量規模に応じた頻度で測

定することが義務付けられており、特に一日当た

りの平均的な排水量が400㎥以上の特定事業場は

機器により連続測定することとされています。

③　湖沼水質保全特別措置法による規制
児島湖が昭和60年12月、湖沼水質保全特別措

置法による指定湖沼に指定されたことに伴い、日

平均排水量が50㎥以上の湖沼特定事業場には、

COD、全窒素及び全りんに係る汚濁負荷量規制基

準が適用されています。

また、小規模畜舎などにも、指定施設として、

構造及び使用の方法等に関する届出が義務付けら

れています。

④　岡山県環境への負荷の低減に関する
　　条例による規制
岡山県環境への負荷の低減に関する条例では、

水質汚濁防止法で規制されていない業種のうち、

比較的汚濁負荷の高い業種を対象に特定施設を指

定し、排水基準を設けて規制しています。

特に、児島湖流域については、水質汚濁防止法

の規制対象規模未満の飲食店などを特定施設に追

加し、窒素及びりんも項目に加えて排水基準を設

けて規制しています。

（2）工場・事業場の監視、指導
水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法

及び岡山県環境への負荷の低減に関する条例に基

づく特定事業場を対象に立入検査を実施し、特定

施設の設置状況の確認、排水処理施設の適正な維

持管理の指導を行っています。

また、排水基準が適用される特定事業場につい

ては、立入検査にあわせて排水の採水を行い、排

水基準監視を行っています。

なお、立入検査の結果、排水基準の違反などが

確認された場合には、その違反原因の究明や改善

対策について報告を求め、違反が再発しないよう

指導を行っています。

さらに、総量規制基準が適用される特定事業場

については、年に１回の頻度で汚濁負荷量の結果

を徴収しています。中でも、排水量規模の大きな

８事業場については、３ヶ月に１回の頻度で連続

測定結果を徴収しています。

表14　法律及び条例に基づく規制対象事業場数

規制対象事業場数 うち総量規制対象事業場数

瀬戸内海環境保全特別措置法 81 75

水質汚濁防止法（※） 1,092 75

岡山県環境への負荷の低減に関する条例 76 －

※ 瀬戸内海環境保全特別措置法分は除外している。

表15　 工場・事業場の立入調査件数

特定事業場排出水分析 ゴルフ場排出水中の農薬調査 公害苦情調査

176 2 55
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（1）下水道整備の促進
岡山市では快適な生活環境の確保と公共用水域

の水質の保全を図るため、昭和27年から下水道整

備をおこなってきました。平成29年度末の全市人

口に対する下水道処理人口普及率は、66.8％とな

っており、未だに多くの市民が汚水処理施設を利

用できない状況にあります。近年、財政面で厳し

い状況が続くなか、未整備地区の早期解消を目指

して、アクションプランに基づき、概ね10年程度

での重点的な整備を推進します。

（2）下水の高度処理の推進
岡山市内には、旭川、吉井川の一級河川をはじ

めその他の中小河川が縦横に流れており、これら

の河川水は閉鎖性水域である児島湖及び児島湾に

流れ込んでいます。

そこで、閉鎖性水域における水質汚濁・富栄養

化等を防止するため、窒素・りんのより高度な除

去が必要とされています。児島湖流域については、

水質汚濁防止法・湖沼水質保全特別措置法に基づ

き厳しい排水基準値が適用されています。また児

島湾については平成16年度より窒素含有量及びり

ん含有量に係わる総量削減基本方針に定められた

削減目標を達成するため、現在の排水基準値より

厳しい基準値を定めた総量削減計画・窒素含有量

及びりん含有量に係わる総量規制基準が適用され

ています。

そこで岡山市の下水道事業では、二次処理に加

え、富栄養化を防止するため、窒素やりんも除去

できるように高度処理を行っています。

3 公共下水道の整備

表16　特定施設の設置等の届出・許可の状況

設　置 変　更 その他 計

水質汚濁防止法 32 13 117 162

瀬戸内海環境保全特別措置法 2 4 17 23

岡山県環境への負荷の低減に関する条例 0 0 0 0

表17　工場・事業場の監視結果

事業場数 延べ採水 
事業場数

延べ違反 
事業場数

違反率 
（％）

水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び
岡山県環境への負荷の低減に関する条例 1,257 169 10 5.9 



図21　岡山市公共下水道計画図（汚水）
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（3）下水道汚泥の資源化への取組
下水道の普及促進に伴い増加している下水汚泥

を安全かつ経済的に処理処分することはきわめて

重要です。

岡山市では、資源の有効利用や循環型社会への

貢献という観点から下水汚泥のセメント原料化

（下水道から発生した下水汚泥をセメント原料の

一部にします。）を開始しています。近年は、民

間コンポスト業者により下水汚泥のコンポスト

化、また、下水道汚泥の焼却により発生した溶融

スラグを舗装材料に使用するなど、100％の再資

源化を図っており、今後も資源化・循環型社会へ

の取り組みを強化していきます。

表18　公共下水道汚水整備状況
（平成30年3月末）

区分 処　理　区 全　体　計　画 H29 年度まで

処理
区域内
面積 

（ha）

岡東処理区 4,184.9 1,951.7

児島湖処理区 7,174.5 4,801.2

芳賀佐山処理区 児島湖流域関連処理区へ統合 141.6

流通団地処理区 児島湖流域関連処理区へ統合 88.0

吉井川処理区 327.7 64.5

中原処理区 岡東処理区へ統合　　　　　 27.0

足守処理区 児島湖流域関連処理区へ統合 35.5

野々口処理区 55.1 49.6

御津中央処理区 136.7 91.5

建部処理区 139.6 117.8

瀬戸処理区 岡東処理区へ統合　　　　　 313.4

計 12,018.5 7,681.8

処理
区域内
人口 

（人）

岡東処理区 191,420 132,261

児島湖処理区 362,170 313,586

芳賀佐山処理区 児島湖流域関連処理区へ統合 3,993

流通団地処理区 児島湖流域関連処理区へ統合 0

吉井川処理区 6,580 1,211

中原処理区 岡東処理区へ統合　　　　　 1,241

足守処理区 児島湖流域関連処理区へ統合 1,465

野々口処理区 1,330 1,270

御津中央処理区 3,370 2,468

建部処理区 2,740 2,615

瀬戸処理区 岡東処理区へ統合　　　　　 12,467

計 567,610 472,577
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（1）小型合併処理浄化槽の特長
　小型合併処理浄化槽は、家庭の生活排水（水洗

便所の汚水と台所・風呂・洗濯などの生活雑排水）

を各戸ごとに処理し、公共用水域に放流するもの

で、その特長は、次のとおりです。

　①　生活排水の汚れが10分の1以下に減り、き

れいな水を流すことにより、身近にある水路

などがきれいになります。

　②　公共用水域に放流することにより、水路な

どの水量の確保につながります。

　③　比較的狭いスペースにも設置できます。

　④　設置工事の期間が短く、すぐに効果が発揮

できます。

　⑤　補助金交付制度があり、交付条件に合えば

工事費用の負担が軽減されます。

4 合併処理浄化槽設置整備事業

表 19　終末処理場整備状況

処理場名 処理方式
処理能力（㎥ / 日最大）

処理開始年月
全体計画 Ｈ 29 年度まで

岡 東 浄 化 セ ン タ ー ※ ステップ流入式多段硝
化脱窒法 + 凝集剤添加 

115,960 54,500
平成  4 年  3 月

14 池 7 池

芳賀佐山浄化センター ※ 循環式硝化脱窒法＋凝
集沈殿

児島湖流域関連
処 理 区 へ 統 合

2,680
昭 和5 3年 10 月

2 池

流通団地浄化センター ※ 硝化内生脱窒法＋凝集
沈殿

児島湖流域関連
処 理 区 へ 統 合

1,255
昭和 59 年  6 月

1 池

吉井川浄化センター ※
嫌気・無酸素・好気活
性汚泥法＋凝集剤添加
＋急速ろ過

4,650 2,325
平成 14 年  5 月

2 池 1 池

中 原 浄 化 セ ン タ ー ※
高 度 処 理 オ キ シ デ ー
ションディッチ法＋凝
集剤添加

岡 東 処 理
区 へ 統 合

2,100
平 成1 1年 10 月

2 池

足 守 浄 化 セ ン タ ー ※
高 度 処 理 オ キ シ デ ー
ションディッチ法＋凝
集剤添加＋急速ろ過

児島湖流域関連
処 理 区 へ 統 合

1,000
平成 16 年  3 月

1 池

野 々 口 浄 化 セ ン タ ー 高 度 処 理 オ キ シ デ ー
ションディッチ法

1,000 1,000
平成 11 年  3 月

2 池 2 池

御津中央浄化センター ※
高 度 処 理 オ キ シ デ ー
ションディッチ法＋凝
集剤添加

1,800 900
平成 17 年  3 月

2 池 1 池

建 部 浄 化 セ ン タ ー 高 度 処 理 オ キ シ デ ー
ションディッチ法

1,700 1,400
平成 13 年  3 月

2 池 1 池

瀬 戸 浄 化 セ ン タ ー 高 度 処 理 オ キ シ デ ー
ションディッチ法

7,575 7,575
平成  6 年 12 月

3 池 3 池

※ 高度処理施設を有する処理場
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（2）合併処理浄化槽設置整備事業に対する
　　　補助金交付制度

国が昭和62年度に合併処理浄化槽設置整備事業

を創設したことにより、岡山市も昭和63年度から

「岡山市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付

要綱」に基づき、小型合併処理浄化槽の人槽ごと

に補助金額を定め、同要綱の条件に合う設置者個

人に対して補助金を交付しています。

（3）合併処理浄化槽の維持管理
合併処理浄化槽の処理能力は優れていますが、

使用開始後、適正な保守点検と清掃が行われなけ

ればその性能は発揮できません。

また、毎年１回、岡山県知事指定の検査機関に

よる検査を受けることにより、浄化槽の機能と良

好な水質を維持していることを確認しなければな

りません。

（4）現状と対策
平成29年度末で市内には64,894基の浄化槽が

設置されています。浄化槽法が改正され、平成13

年4月1日以降は単独処理浄化槽の新設は原則禁

止されましたが、浄化槽全体の45.1％を占める、

29,298基の単独処理浄化槽は未だ使用されていま

す。

単独処理浄化槽は公共下水道の普及に伴い減少

しているものの、生活雑排水が未処理のまま放流

されるため、児島湖や瀬戸内海などの公共用水域

の水質汚濁がなかなか改善されない原因の一つと

なっています。

このため岡山市では、合併処理浄化槽を公共下

水道、農業集落排水施設と並ぶ恒久的汚水処理施

設の一つとして位置づけ、これらの施設の役割分

担を定める中で、合併処理浄化槽の普及促進に努

めています。

表20　岡山市合併処理浄化槽設置整備事業に
基づく補助基数　　　　　　　 

（単位：基）

年      度 H25 H26 H27 H28 H29

補助基数 1,005 945 903 938 870

表21　浄化槽設置基数の推移
（単位：基）

年度 H25 H26 H27 H28 H29

合併処理浄化槽

51人槽以上 837 830 805 793 769

50人槽以下 31,435 32,357 33,203 34,113 34,827

計 32,272 33,187 34,008 34,906 35,596

単　独　処　理　浄　化　槽 34,053 32,597 31,278 30,560 29,298

合計 66,325 65,784 65,286 65,466 64,894
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本農業集落排水事業の目的は、汚水処理を進め

ることにより、公共水域の水質保全と農村の生活

環境の改善を図ることです。

本市では、平成26年度までに三和・日応寺、小

串、菅野、富吉、田原、西祖、中牧、草ヶ部・谷尻、

山上、国ヶ原、宇甘東、鹿瀬、湯須・十谷、紙工、

吉田、大田、塩納、坂根、弓削、寺地・光明谷、

観音寺、保木、鍛冶屋、宿奧、大内、肩脊、菊山、

御津新庄の28地区で供用開始しております。

5 農業集落排水事業

（1）生活排水対策
平成３年７月に岡山市（合併前の旧岡山市）全

域が水質汚濁防止法の規定に基づく「生活排水対

策重点地域」に指定されたことに伴い、平成４年

３月に「岡山市生活排水対策推進計画」を、また、

合併前の旧灘崎町についても平成５年５月に同地

域に指定されたことに伴い、平成７年３月に「灘

崎町生活排水対策推進計画」をそれぞれ策定しま

した（以下両者合わせて「前計画」という。）。そ

の後、前計画に基づき快適な水環境づくりを目指

し、生活排水処理施設の整備や生活排水対策に係

る啓発などを推進してきました。その結果、市内

の河川の多くは水質環境基準を達成し、その維持

が図られるようになってきましたが、依然、一部

の河川や児島湖、児島湾においては未達成の状況

が続いています。

そこでそれらの水質環境基準の達成に向け、さ

らなる生活排水対策の取り組みを推進していくた

め、平成29年３月に前計画を改定し、「岡山市生

活排水対策推進計画（第二期）」を策定し、生活

排水対策行政のさらなる推進を図っています。

（2）瀬戸内海の環境保全対策
瀬戸内海の水質を改善するため、瀬戸内海環境

保全特別措置法及び水質汚濁防止法に基づく、第

７次の総量削減計画により、COD、全窒素及び全

りんの排出状況の調査及び削減指導を実施してい

ます。

瀬戸内海における自然海浜が各種開発により減

少する傾向にあることから、こうした自然海浜を

できるだけ海水浴等の利用に好適な状況で保全す

るため、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく岡

山県自然海浜保全地区条例が定められ、宝伝海岸

が自然海浜保全地区に指定されています。毎年、

清掃が実施され、快適な状況に保つための保全活

動が行われています。

（3）児島湖の環境保全対策
児島湖の水質を改善するため、湖沼水質保全特

別措置法に基づき岡山県が平成29年３月に策定

した第７期湖沼水質保全計画により諸施策を総合

的、計画的に推進しています。

①　児島湖クリーン基金の交付
流域住民の水質浄化意識の高揚を図るととも

に、地域特性に応じたきめ細かな水質浄化実践活

動を支援していくことを目的とした「公益財団法

人児島湖流域水質保全基金」（児島湖クリーン基

金）が設立されています。この基金の運用益で地

域住民などが実施する環境美化推進実践活動など

について助成がなされています。平成29年度は市

内において９件の助成金の交付を行いました。

② 児島湖流域環境保全推進ポスターコンクール
　 及びポスター展
児島湖流域環境保全意識の高揚と実践活動への

取組みの契機とするため、岡山県を事務局として、

児島湖の水質浄化をテーマとした環境保全ポスタ

ーを児島湖流域内の市町村を対象に小学校の児童

及び中学校の生徒からポスターを募集していま

6 その他の水環境問題への取組
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す。応募作品のうち、入賞・入選作品については、

児島湖流域環境保全推進ポスター展において展示

を行っています。平成29年度は平成29年９月28

日～ 29日に市役所１階市民ホールで開催しまし

た。

平成29年度の岡山市分の応募数は424点でし

た。小学生の部では、岡山市立南輝小学校６年の

藤井乃愛さんが、中学生の部では、岡山市立操南

中学校２年の加藤杏梨さんが、岡山市長賞に入賞

しました。

③　児島湖流域清掃大作戦
児島湖流域の環境保全を推進していくことを目

的に、毎年９月から11 月までを「児島湖流域環

境保全推進期間」と定め、この期間の主要行事と

して一斉清掃を行っています。岡山市では児島湖

流域の用水のうち、市内中心部にある西川緑道公

園周辺で実施しており、清掃美化活動の推進によ

り、「ポイ捨て防止」等の啓発とともに水環境へ

の意識高揚を図っています。平成29年度は平成29

年11月５日に下田町公園（北区中央町）で実施し

446人が参加しました。

（4）水浴場水質調査
宝伝海水浴場沖及び犬島海水浴場沖の両海水浴

場沖で、開設前の４月上旬～５月中旬、開設中の

７月下旬～８月中旬において調査を実施していま

す。

（5）おまちアクアガーデン湧水の水質検査
平成９年に開園したおまちアクアガーデンの水

質検査は、大腸菌等の一般項目９項目について毎

月２回、健康項目、要監視項目等について年２回

の頻度で実施しています。

（6）水質事故への対策
水質事故への迅速な対応や水質保全、水質事故

の未然防止を図ることを目的として、国、岡山県、

広島県、流域市町村、消防組合及び水道企業団と

岡山三川の水質及び水質事故発生状況を情報共有

し、水質事故時の迅速な対応を図る「岡山三川水

質汚濁防止連絡協議会」に加入しており、流水の

正常な機能の維持を図ること及び事故の未然防止

対策に努めることを目的に、研修会及び事故時の

連絡伝達訓練等に参加しています。
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近年、有害物質による土壌汚染事例の判明件数

の増加が著しく、土壌汚染による健康影響の懸念

や対策の確立への社会的要請が強まっています。

この状況を踏まえ、土壌汚染の状況の把握、土壌

汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の

土壌汚染対策の実施を目的に、平成15年２月に土

壌汚染対策法が施行されました。平成22年４月に

は、大規模な法改正が施行され、法の対象となる

事象が拡大しました。また、改正法の施行から５

年が経過したことから、平成29年５月に「土壌汚

染対策法の一部を改正する法律」が公布されまし

た。第１段階として平成30年４月１日、第２段階

として平成31年４月１日の２段階施行が決定して

おり、今後、法の対象となる事象が大幅に拡大す

ることが予想されています。

平成30年３月末現在、市域内に土壌汚染対策法

に基づく要措置区域は指定されておらず、形質変

更時要届出区域は10件指定されています。

土壌汚染に関しては、岡山県環境への負荷の低

減に関する条例にも規定（有害物質等による土壌

及び地下水の汚染に関する規制）があります。有

害物質による土壌又は地下水の汚染を発見した場

合届出が必要であり、岡山市では汚染の状況を公

表しています。

また、過去、土壌汚染の発覚した事例について

も、岡山市公害対策審議会の意見を踏まえた監視

計画を作成し、周辺環境を継続的に監視するため、

公共用水域及び地下水の水質分析を実施していま

す。



図22　土壌汚染対策法の概要

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めるこ
と等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（第３条）
　　
・一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質変更の届出の際に、
　土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき（第４条）
　
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事
　が認めるとき（第５条）

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調査機関に調査を行わせ、
その結果を都道府県知事に報告

自主調査において土
壌汚染が判明した場
合において土地所有
者等が都道府県知事
に区域の指定を申請
（第14条）

目　的

制　度

調　査

区域の指定等

・①②の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反し
　た場合の措置命令）
・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染土壌の処理業の許可制度

汚染土壌の搬出等に関する規制

【土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合】

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

①要措置区域（第6条） ②形質変更時用届出区域（第11条）

土壌汚染の摂取経路があり、健康
被害が生ずるおそれがあるため、
汚染の除去等の措置が必要な区域

→汚染の除去等の措置を都道府県
　知事が指示（第７条）

→土地の形質変更の原則禁止
　（第９条）

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が
生ずるおそれがないため、汚染の除去等
の措置が不要な区域（摂取経路の遮断が
行われた区域を含む。）

→土地の形質変更時に都道府県知事に計
　画の届出が必要（第12条）

摂取経路の
遮断が行わ
れた場合
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（1）ダイオキシン類対策
ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除

去等を行うための環境基準を定めるとともに、必要

な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより

国民の健康の保護を図ることを目的として、平成12

年１月15日にダイオキシン類対策特別措置法（以下、

ダイオキシン法）が施行されました。

ダイオキシン類とは、主に廃棄物の焼却に伴って

非意図的に生成される有害な有機塩素系化合物であ

り、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDDs）、

ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDFs）及びコプラナー

ポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）の総称です。

ダイオキシン法では、ダイオキシン類を人が一生

涯摂取しても影響を及ぼすおそれのない摂取量（耐

容一日摂取量）が定められました。耐容一日摂取

量は人の体重１キログラムあたり４ピコグラム（pg-

TEQ※）と定められています。

また、ダイオキシン類に関しては以下のように環

境基準が定められています。

【環境基準】

大気の環境基準：0.6pg-TEQ/㎥以下

水質の環境基準：１pg-TEQ/L以下

　　　　　　　　（水底の底質を除く）

水底の底質の環境基準：150pg-TEQ/g以下

土壌の環境基準：1,000pg-TEQ/g以下

岡山市ではこれらの環境基準の達成状況を把握す

るため、大気の汚染状況、公共用水域（河川、湖沼、

海域）の水質及び底質、地下水質及び土壌の汚染状

況の調査を実施しています。

さらに、ダイオキシン法では、一定規模以上の焼

却炉など基準が適用される施設（特定施設）が定め

られ、排出ガス及び排出水について排出基準が定め

られています。

1 ダイオキシン類

※１pg（ピコグラム）：１兆分の１グラムです。
TEQ（毒性等量）：ダイオキシン類（PCDDs、PCDFs、Co-
PCB）には多くの種類（異性体）があり、そのうち29種類
が法規制の対象となっています。これらの異性体はそれぞ
れ毒性の強さが異なるため、毒性の評価はダイオキシン類
のなかで最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオ
キシンという物質の量に換算したものがTEQです。

表22　大気に係るダイオキシン類の排出基準
（単位：ng-TEQ/N㎥）

特定施設の種類 新設施設基準 既設施設基準

廃棄物焼却炉 
（火床面積が 0.5 ㎡以上、又は

焼却能力が 50kg/h 以上）

4t/h 以上 0.1 1

2t/h 以上 4t/h 未満 1 5

2t/h 未満 5 10

製鋼用電気炉 0.5 5

鉄鋼業焼結施設 0.1 1

亜鉛回収施設 1 10

アルミニウム合金製造施設 1 5

既設：法の施行日（平成 12 年１月 15 日）前に設置
新設：法の施行日以降に設置
１ng（ナノグラム）：10 億分の１グラム
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表23　水質に係るダイオキシン類の排出基準
（単位：pg-TEQ/L）

特　　　定　　　施　　　設　　　種　　　類 排出基準
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は
塩素化合物による漂白施設

10

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガ
スを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供す
る施設のうち、次に掲げるもの

イ　硫酸濃縮施設
ロ　シクロヘキサン分離

施設
ハ　廃ガス洗浄施設

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に
掲げるもの

イ　水洗施設
ロ　廃ガス洗浄施設

四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲
げるもの

イ　ろ過施設
ロ　乾燥施設
ハ　廃ガス洗浄施設

二・三―ジクロロ―一・四―ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、
次に掲げるもの

イ　ろ過施設
ロ　廃ガス洗浄施設

ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

イ　ニトロ化誘導体分離
施設及び還元誘導体
分離施設

ロ　ニトロ化誘導体洗浄
施設及び還元誘導体
洗浄施設

ハ　ジオキサジンバイオ
レット洗浄施設

ニ　熱風乾燥施設

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉か
ら発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの

イ　廃ガス洗浄施設
ロ　湿式集じん施設

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じ
ん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のう
ち、次に掲げるもの

イ　精製施設
ロ　廃ガス洗浄施設
ハ　湿式集じん施設

担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加
して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理
しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲
げるもの

イ　ろ過施設
ロ　精製施設
ハ　廃ガス洗浄施設

廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50㎏/ｈ以上）から発生する
ガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生
ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

イ　廃ガス洗浄施設
ロ　湿式集じん施設
灰の貯留施設

廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポ
リ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設ならびに、ポリ塩化ビフェニル汚
染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平
成六年政令第三百八号）別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質を
いう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法
によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

イ　プラズマ反応施設
ロ　廃ガス洗浄施設
ハ　湿式集じん施設

下水道終末処理施設（第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理す
るものに限る。） 
第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第一号から第十七号
までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、
公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除く。） 
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（2）現　　　況
①　一般環境調査
本市では環境基準の達成状況を把握するため、

平成29年度は一般環境中の大気、水質及び底質、

地下水及び土壌について調査しました。大気につ

いて南輝小学校（南区南輝三丁目）、陵南小学校（北

区東花尻）及び岡山市東区役所瀬戸支所（東区

瀬戸町瀬戸）の3 ヶ所で調査しました。大気中の

ダイオキシン濃度は南輝小学校が0.042pg-TEQ/

m3、陵南小学校が 0.018 pg-TEQ/m3、岡山市東

区役所瀬戸支所が0.013pg-TEQ/m3であり、環境

基準（0.6pg-TEQ/m3）に適合していました。ま

た、水質及び底質については河川、湖沼、海域の

13 ヶ所で調査しました。水質中のダイオキシン濃

度は0.11 ～ 0.83 pg-TEQ/L であり、環境基準（１

pg-TEQ/L）に適合していました。底質中のダイ

オキシン濃度は0.15 ～ 13 pg-TEQ/g で水底の底

質の環境基準（150pg-TEQ/g）に適合していま

した。地下水は６ヶ所で調査し、0.050 ～ 0.12 pg-

TEQ/L で環境基準（１pg-TEQ/L）に適合して

いました。土壌は10 ヶ所で調査し、0.0044 ～ 1.1 

pg-TEQ/g で環境基準（1,000pg-TEQ/g）に適合

していました。

②　規制
ダイオキシン法では、一定規模以上の焼却炉な

ど基準が適用される施設（特定施設）が定められ、

排出ガス及び排出水について排出基準が定められ

ています。特定施設を設置している事業者は、ダ

イオキシン法第28 条により年１回以上の自主測

定の実施及びその結果を市に報告することが義務

付けられており、岡山市はその結果を公表してい

ます。

平成29年度に事業者から報告のあったダイオキ

シン類の自主測定について表26に取りまとめまし

た。報告のあったすべての施設で、排出基準値を

下回っていました。

表24  大気基準適用施設の届出状況
（平成30年3月31日現在）

特　定　施　設　の　種　類 事業場数 特定施設数

廃棄物焼却炉 
（火床面積が 0.5 ㎡以上、又は

焼却能力が 50kg/h 以上）

4t/h 以上

30

8

2t/h 以上 4t/h 未満 1

2t/h 未満 34

製鋼用電気炉 0 0

鉄鋼業焼結施設 0 0

亜鉛回収施設 0 0

アルミニウム合金製造施設 0 0

小               計 30 43
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表25　水質基準適用施設の状況
（平成30年3月31日現在）

特　　　定　　　施　　　設　　の　種　　　類 事業場数 特定施設数
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合
物による漂白施設

0 0

カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 0 0

硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 0 0

アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 0 0

担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを処理す
る施設のうち、廃ガス洗浄施設

0 0

塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 0 0

カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設
のうち、次に掲げるもの

イ　硫酸濃縮施設

0

0

ロ　シクロヘキサン分離施設 0

ハ　廃ガス洗浄施設 0

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げる
もの

イ　水洗施設
0

0

ロ　廃ガス洗浄施設 0

四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるも
の

イ　ろ過施設

0

0

ロ　乾燥施設 0

ハ　廃ガス洗浄施設 0

二・三―ジクロロ―一・四―ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲
げるもの

イ　ろ過施設
0

0

ロ　廃ガス洗浄施設 0

ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

イ　ニトロ化誘導体分離施設
　　及び還元誘導体分離施設

0

0

ロ　ニトロ化誘導体洗浄施設
　　及び還元誘導体洗浄施設

0

ハ　ジオキサジンバイオレット
　　洗浄施設

0

ニ　熱風乾燥施設 0

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生
するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの

イ　廃ガス洗浄施設
0

0

ロ　湿式集じん施設 0

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機に
より集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げ
るもの

イ　精製施設

0

0

ロ　廃ガス洗浄施設 0

ハ　湿式集じん施設 0

担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙
焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに
限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの

イ　ろ過施設

0

0

ロ　精製施設 0

ハ　廃ガス洗浄施設 0

廃棄物焼却炉（火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50kg/h以上）から発生するガスを
処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留
施設であって汚水又は廃液を排出するもの

イ　廃ガス洗浄施設
ロ　湿式集じん施設 9

7

灰の貯留施設 3

廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェ
ニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設ならびに、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェ
ニル処理物の洗浄施設又は分離施設

0 0

フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成六年
政令第三百八号）別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プ
ラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用
に供する施設のうち、次に掲げるもの

イ　プラズマ反応施設

0

0

ロ　廃ガス洗浄施設 0

ハ　湿式集じん施設 0

下水道終末処理施設（第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに
限る。）

0 0

第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第一号から第十七号までに掲
げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出
されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除く。） 

0 0
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（3）今後の対応
ダイオキシン法に基づき自主測定の実施・報告

について、また、引き続き排出基準が遵守される

よう、施設の適正な運転管理や焼却施設改善等に

ついて、事業者に対して文書の送付や立入を実施

して指導していきます。

2 外因性内分泌かく乱化学物質及び残留性有機汚染物質

（1）対　　策
人や野生生物の内分泌作用をかく乱し、生殖機

能阻害、発がん作用を引き起こす可能性のある外

因性内分泌かく乱化学物質（いわゆる環境ホルモ

ン）による環境汚染は、科学的には未解明な点が

多く残されているものの、世代を越えた深刻な影

響をもたらすおそれがあることから環境保全上の

重要課題となっています。

岡山市では、水環境における外因性内分泌かく

乱化学物質の存在状況を把握し、今後の適切な対

応策の検討に資することを目的とし、河川水中の

外因性内分泌かく乱化学物質について調査を実施

しています。また、平成22年度からは、国におけ

る内分泌かく乱作用に関する取り組みやPOPs条

約等の国際的な化学物質対策に関する枠組みにお

ける検討の結果、新たに環境中での残留性、生物

蓄積性、人や動物への毒性等の観点から具体的に

挙げられた物質（残留性有機汚染物質）を追加し

て調査を実施しています。

（2）現　　況
平成29年度は、足守川（２地点）、笹ケ瀬川、

妹尾川、砂川、庄内川及び日近川（各１地点）の

合計７地点について、岡山市公害対策審議会の意

見に基づき、過去の調査で検出された物質、平成

22年度からは残留性有機汚染物質を加える等によ

り選定した７物質群を対象に河川水質の調査を実

施しました。

また、この調査は国（環境省、国土交通省）、

県でも行われ、全国調査結果の範囲内または同レ

ベルでした。

表26　ダイオキシン類濃度の自主測定結果

調査対象 特　定　施　設 測定実施 
施設数

測　定　結　果

最　小 最　大

排出ガス 廃棄物焼却炉 36 0 ～ 5.1

排　出　水 廃棄物焼却炉に係る施設 注1） 1 1.3 ～ 1.3

注1）汚水又は廃液を排出する廃棄物焼却炉に係る施設：灰の貯留施設、湿式集じん施設、排ガ
ス洗浄施設

注2）単位：大気関係  ng-TEQ/N㎥    水質関係  pg-TEQ/ℓ
注3）pg：ピコグラム  １兆分の１グラム    ng：ナノグラム  10億分の１グラム
　　　TEQ：ダイオキシン類のそれぞれの異性体を、もっとも毒性の強い2,3,7,8-TCDD（テトラ

クロロジベンゾパラジオキシン）に換算して合計したもの。
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表27  平成29年度外因性内分泌かく乱化学物質等調査対象物質一覧

No. 調　査　対　象　物　質 用　途　例

1 ポリ塩化ビフェニール類（１塩化物～ 10塩化物） 熱媒体，ノンカーボン紙，電気製品

2 ビスフェノールＡ 樹脂の原料

3 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びそ
の塩 撥水撥油剤，調理器具のコーティング剤等

4 ペルフルオロオクタン酸（PFOA） 撥水撥油剤（PFOS関連物質）

5 N,N-ジメチルホルムアミド 合成皮革，合成繊維製造用溶剤

6 エストロン 女性ホルモンの代謝物質

7 ノニルフェノール 界面活性剤の原料／分解生成物

表28  平成29年度外因性内分泌かく乱化学物質等調査結果

物　 質　 名 単位
結　果

検出頻度 検出範囲

ポリ塩化ビフェニール類 ng/L 3/3 0.04 ～ 0.31

ビスフェノールA μg/L 2/3 ND ～ 0.02

PFOS μg/L 6/7 ND ～ 0.004

PFOA μg/L 7/7 0.004 ～ 0.051

※　調査日：平成29年7月28日　，　調査地点数：７地点   
※　調査を実施した7物質群のうち、表の４物質群が検出された。
※　PFOS：ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩（PFOS）
※　PFOA：ペルフルオロオクタン酸   
※　「ＮＤ」とは、定量下限値未満を示す   
※　ng（ナノグラム） ： 10億分の１グラム   
※　μg（マイクログラム） ： 100万分の１グラム   

（1）対　　策
ゴルフ場における農薬使用の適正化を推進し、

水質汚濁の防止を図る観点から、平成２年５月に、

ゴルフ場の排出水の農薬濃度に係る上限としての

水濁指針値が定められ、「ゴルフ場で使用される

農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」

（旧指導指針）が策定されています。

また、平成29年３月に、生態系保全の観点から

水産動植物被害の防止のための水産指針値を新た

に定め、「ゴルフ場で使用される農薬による水質

汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導

指針」（新指導指針）が策定されており、岡山市

においても、同指導指針に基づき、調査・指導を

行っています。

（3）現　　況
平成29年度は、２事業場（ゴルフ場）の排出水

について調査したところ、２事業場排水とも農薬

類は検出されず、水濁指針値及び水産指針値を下

回っていました。

3 ゴルフ場排出水



（単位：トン／年）

（単位：トン／年）

　上位 5物質の合計は 637
トンで、全体（696トン）の
約 92％を占めています。

　排出量が多い上位 7業種
の合計は 676トンで全体量
の約 97％を占めています。
　その排出先は大気が多く
なっています。

図23　排出量の多い物質（平成28年度）

図24　業種別の届出排出量（平成28年度）
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4 PRTR制度に基づく特定化学物質対策

現在、製造等が行われている化学物質は非常に

種類が多く、人の健康や生態系への影響に関して

十分な科学的知見を整備するためには、極めて長

い時間と膨大な費用を要します。このため規制を

中心とした従来の法律による対応には限界がある

ことが指摘されてきました。このような状況を踏

まえ、化学物質がどのような発生源からどれくら

い環境中に排出されたかを把握・集計し、公表す

る仕組み（PRTR制度）を定めた「特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律」（化管法）が平成11年7月に公布

され、平成14年度から施行されました。

PRTR制度では、人や生態系への有害性があり、

環境中に広く存在すると認められる物質として政

令で化学物質を指定しています。一定の要件を満

たす事業者は、これら化学物質の環境中への排出

量や廃棄物等に含まれて事業所の外に移動する量

（前年度分）を自ら把握し、都道府県または都道

府県から事務を委譲された政令指定都市等を経由

して国へ届け出ることとなっています。このこと

により、事業者の化学物質の自主的な管理が促進

され、環境保全上の支障の未然防止に役立てたり、

リスクコミュニケーションの取り組みが期待され

ることにつながります。さらに国は届出量に加え、

自動車などの移動体や家庭からの排出量などを算

出（推計）し、公表しています。各事業者が届け

出た化学物質の量は環境省のホームページから知

ることができるようになっています。

届出対象となる第一種指定化学物質は462物質、

うち特定第一種指定化学物質は15物質となってい

ます。平成29年度においては、平成28年度の化

学物質の排出量等について、212事業所から届出

を受理しました。



Ⅴ騒 音・振動

図25　騒音の大きさの例
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－Ⅴ 騒音・振動 －

騒音・振動の発生源は工場、建設工事、自動車

など多種多様で、しかもあらゆるところに存在し

ています。また、個々の発生源については、その

物理的な性質から影響範囲が限られ、局地的な性

格をもっています。その騒音・振動が公害問題と

して取り上げられるようになったのは、近隣の問

題にとどまらず、相当範囲にわたり住民の生活環

境を損なうものとなってきたからです

騒音とは、「やかましい音」「好ましくない音」

のことで、きわめて主観的、心理的なものです。

ある人にとっては不愉快な音であっても、他人に

とってはそうでなかったり、また同じ音でも、そ

の人の心理状態や健康状態で感じ方が異なってい

ます。

振動とは、「不愉快な振動」「好ましくない振動」

のことで、騒音と同じく主観的な要素によるとこ

ろがあります。自分が車や電車に乗っているとき

の振動はかなり大きなものですが、不快とは感じ

ません。しかし、工場や建設工事に伴う振動は、

小さいものであっても不快に感じます。

騒音については環境基本法第16条に基づいて

「騒音に係る環境基準」が定められています。平

成10年9月に環境基準が改正（平成11年4月1日

施行）され、騒音の評価手法がこれまでの中央値

から等価騒音レベル（ＬAeq）へと変わり、新た

な環境基準値等が示されました。平成24年度から

類型指定は市長の事務となり、岡山市では工業専

用地域を除く全地域に類型指定をしていますが、

そのうちで代表的な地点を選択し環境基準の適合

状況調査を実施しています。

1 騒音・振動の現況



図26　 振動による影響
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2 騒音・振動防止対策

（1）工場、事業場に対する規制
騒音規制法、振動規制法及び岡山市環境保全条

例の騒音に係る特定施設を設置している事業場等

に対して、届出や規制基準の遵守など騒音・振動

の軽減、防止について指導しています。

平成29年度末において騒音規制法の対象となっ

ているのは、1,099事業場、7,309施設であり、苦

情が発生した場合は、立入調査して、騒音測定及

び指導等を行いました。

平成29年度末において振動規制法の対象となっ

ているのは、669事業場、3,195施設ですが、苦情

の申し立てはありませんでした。

（2）建設作業に対する規制
さく岩機の使用など騒音規制法、振動規制法で

定められた建設作業（特定建設作業）については、

法に基づき施工業者に対して届出や作業方法の工

夫など騒音・振動防止について指導しています。

平成29年度には、騒音352件、振動244件の届

出がありました。また、苦情が発生した場合は、

立入調査して、騒音・振動測定及び指導等を行い

ました。

（3）生活騒音対策
私たちの日常生活の中から発生する音が、知ら

ず知らずのうちに隣近所に迷惑をかけていること

があります。テレビやエアコン、ピアノから犬の

鳴き声までいろいろな音がありますが、このよう

な生活騒音は法などの規制対象外の施設や機器等

から発生するため、私たち自身が解決していかな

ければならない問題ともいえます。隣近所とのコ

ミュニケーションを図りながら、一人ひとり思い

やりを持って、静かな生活環境を維持するよう心

がけることが大切です。



Ⅵ交通公害
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（1）自動車排出ガスの現況
自動車は日常生活や産業・経済活動の重要な交

通手段として欠かすことのできないものですが、

その一方では排出ガスによる大気汚染や騒音・振

動等の公害の発生源になっています。排出ガスや

騒音の規制も逐年にわたって強化されてきました

が、それを上回る自動車交通量、特にディーゼル

自動車の増加に伴い、窒素酸化物や浮遊粒子状物

質による大気汚染が全国的にも大きな問題となっ

ています。岡山市でも幹線道路の交通量の増加等

により環境基準を達成できない項目がありました

が、各種の規制、ハイブリッド自動車や低排出ガ

ス自動車等の次世代自動車（低公害車）の普及、

道路改良などにより環境基準を達成している状況

が継続しています。

平成29年度は、主要幹線道路沿線の自動車排出

ガス測定局（自排局）3局で大気汚染物質の常時

監視を行ないました。

①　二酸化窒素（NO2）
自動車の排出ガス規制が始まった昭和50年代

には濃度が低下してきましたが、昭和60年代に

入ってからは反対に濃度が上昇してきました。こ

れは自動車の保有台数並びに交通量が増加してき

たことが原因と考えられます。自排局における環

境基準の達成が十分でなかったのは全国的な傾向

であり、岡山市においても平成元年度から平成

19年度にかけては青江局で環境基準（日平均値：

0.06ppm）を超えた年度がありました。平成20年

度以降は平成29年度まで青江局を含む全ての自排

局で環境基準を達成しており、年平均値は平成25

年度を除きほぼ横ばいとなっています。

1 交通公害の現況

②　一酸化炭素（CO）
一酸化炭素は炭素を含む燃料が不完全燃焼する

ことにより発生し、血液中のヘモグロビンと結合

することで、酸素を運搬する機能を阻害し中枢神

経のマヒや貧血を起こします。発生源は自動車の

排出ガスがその大部分を占めていると考えられ、

交通量の頻繁な道路や交差点付近において高い濃

度が測定されます。

平成18年度から青江局のみで測定を行っていま

すが、年平均値は環境基準の約8分の１の値で推

移しており、平成29年度も低濃度でした。

図27　二酸化窒素（年98％値）の経年変化
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　 図28　自排局における一酸化炭素（年平均値）
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③　浮遊粒子状物質（SPM）
平成29年度は全ての自排局で環境基準（日平均

値：0.1ｍｇ/㎥）を達成していました。一般局と

同じく年平均値は環境基準値の約4分の1の濃度

でここ数年は横ばいとなっています。

④　微小粒子状物質（PM2.5）
自排局は、平成25年2月から南方局で測定を開

始しています。平成29年度は、長期基準を満たし

ているものの、短期基準を超過しているため、環

境基準を達成することが出来ませんでした。

長期基準及び短期基準とも一般局及び暫定局の

4局とほぼ変わらない値でした。

⑤　非メタン炭化水素（NMHC）
光化学オキシダント生成の原因物質となる非メ

タン炭化水素の環境基準は定められていませんが

指針値と比べると、興除局、西祖局、青江局と南

方局で上限値（0.31ppmC）を超える日が出現し

ています。平成29年度の年平均値において、ここ

数年はあまり変わらない値となっています。

なお、自排局は一般局に比べて値が大きく、自

動車排出ガスの影響であることが見受けられま

す。

（2）自動車騒音・道路交通振動 
自動車騒音の実態を把握するため、幹線道路沿

道の38地点で調査を行いました。道路に面する地

域の環境基準と比較すると、昼間の時間帯は3地

点、夜間の時間帯は3地点で環境基準を超過して

いました。また、面的評価を行った区間では、計

mg/㎥
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図29　浮遊粒子状物質濃度の経年変化
　　（年平均値）　　　  　　　 
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図32　非メタン炭化水素の経年変化 
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図30　微小粒子状物質の経年変化
　  （短期基準：日平均値）
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66.8km、59,860戸のうち58,777戸（98.2％）が昼

間及び夜間の時間帯で環境基準以下であり、環境

基準を昼間のみ超過、夜間のみ超過、両方とも超

過した戸数はそれぞれ、60戸（0.1％）、512戸（0.9

％）、511戸（0.9％）でした。

なお、面的評価の結果については、道路管理者

へ情報提供しています。

また、騒音規制法では、騒音レベルが一定の限

度（要請限度）を超えていることにより、道路周

辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場

合は、公安委員会に対して交通規制を要請したり、

道路管理者に対し道路構造の改善などの意見を述

べることができるとされています。

道路交通振動についても振動規制法で要請限度

が定められていますが、調査した3地点で要請限

度以下となっていました。

（3）新幹線鉄道騒音・振動
新幹線鉄道の騒音については、環境基準（類型

Ⅰ：70デシベル，類型Ⅱ：75デシベル）が設定さ

れており、平成29年度の調査では測定した3地点

中2地点で環境基準を達成していませんでした。

また、振動については新幹線鉄道振動対策指針

値（70デシベル）を超える地点はありませんでした。

表29　新幹線鉄道騒音・振動測定結果

測定場所
及び 

軌道側

用途地域 
及び 

地域類型

東京起点距
離及び平均
列車速度

構造物の種
類及び軌道
面の高さ

軌道の種類
防音壁の種類
及び軌道面か

らの高さ

軌道 
からの 
距離

騒音 
レベル 
（dB）

振動 
レベル 
（dB）

東区 
東平島 

（上り側）

第1種住居
地域 

類型Ⅰ

662.35km 
280km/h

高架 
（ラーメン構造） 

7.7m
バラスト 直防＋遮音板 

2.8m

12.5m 71 66

25.0m 71 61

50.0m 67 60

（1）自動車排出ガス
自動車公害対策の推進に向けては、国による自

動車排出ガスや騒音の規制強化はもとより、低公

害車の導入促進、公共交通機関の利用促進、道路

整備の推進並びにエコ・ドライブの促進などの取

組を進めています。

岡山県環境への負荷の低減に関する条例（県条

例）では、国道2号バイパス沿いの一部をディー

ゼル自動車に係る粒子状物質の削減地域に指定

し、その地域内に一定台数以上のディーゼル自動

車を保有する事業者に対して粒子状物質の削減措

置の計画作成とその実施状況を報告させ、自主的

な削減を図っています。また、岡山県内で登録を

受けている事業用ディーゼル自動車で粒子状物質

の削減が必要なディーゼル自動車については、買

い替え時に低公害車か最新規制適合ディーゼル自

2 交通公害防止対策

動車を導入するかディーゼル微粒子除去装置を装

着することで粒子状物質の削減に努めることにな

っています。

さらに、県条例は一部の状態を除いて運転者に

自動車の駐車時にアイドリング・ストップの実施

を、また駐車場管理者にはその周知に努めること

を義務づけることで、自動車排出ガスによる影響

を小さくすることに努めています。

（2）低公害車の導入
自動車排出ガスによる大気汚染の改善や地球温

暖化を防止するために、新規購入や買い替え時に

おける低公害車の普及を促進しています。

岡山市では、平成15年度から新たに導入するリ

ース車（主に軽四輪自動車）についても、低公害

車の要件を加えています。また、平成29年度は電
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気自動車を3台導入するなど率先して公用車への

低公害車の導入を進めています。

（3）公共交通等の利用促進
自動車公害の低減を図るためには、自家用自動

車の利用を抑制するとともに、公共交通や自転車

の利用を促進する必要があることから、桃太郎線

ＬＲＴ化の検討、路面電車の岡山駅前広場への乗

り入れの検討、バス利用促進に向けた各種施策や、

モビリティマネジメントの実施、コミュニティサ

イクル「ももちゃり」の運用、自転車走行空間や

駐輪場の整備などを行いました。

（4）ノーマイカーデー運動
岡山市では、交通渋滞や自動車排出ガスなど環

境問題への対応を進めるため、「岡山市・倉敷市

まちづくり協議会」の主旨に則り倉敷市と連携し

て、平成16年度から「ノーマイカーデー運動」に

取り組んできました。

平成18年度から岡山県と両市が統一し、それ以

降、段階的に参加団体が増え、平成29年度は国の

多くの出先機関や県、27の市町村が参加し、「岡

山県下統一ノーマイカーデー運動」として実施し

ています。職員一人ひとりが率先して取組む姿勢

を市民に示し、広く環境保全意識の高揚を図るこ

とを目的としています。

平成29年度は5月25日に実施し、距離で6,740

㎞、CO2 換算で1,382㎏削減することが出来まし

た。

（5）普及啓発
6月の環境月間に市役所1階市民ホールにおい

て、CO2 削減のパネルを展示して、自動車の利用

者に対し環境に配慮した運転方法などの自主的・

積極的な環境づくりを呼びかけています。

（6）新幹線鉄道騒音・振動
調査結果については岡山県及びＪＲ西日本に対

し測定結果を報告・通知するとともに、騒音防止

対策の推進を要請しています。今後も新型車両の

導入や高速化が見込まれるため、県や他の市町と

協力し、引き続き測定を行います。
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平成29年度における本市の公害苦情は306件で

した。

1 公害苦情の現況

（1）苦情件数の経年推移
図33は過去10年間の公害苦情件数の推移を示

したものです。

平成29年度は、昨年度と比較して約2割程度苦

情が増えています。

（2）月別苦情件数
苦情の発生を月別に見ると図34のとおり、春か

ら秋にかけて窓を開けたり、外で活動する機会が

多くなる時期に苦情が増える傾向にあります。

図33　苦情件数の経年推移
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図34　月別苦情件数
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（3）用途地域別苦情件数
用途地域別に苦情の発生を示したものですが、

住居地域が最も多く次いで市街化調整区域となっ

ており全体の約57％を占めています。その次に準

工業地域での苦情が多く発生していますが、その

原因として、住居と工場が混在していることが考

えられます。

（4）発生源別苦情件数
発生源別の苦情発生状況をみると、大気汚染に

ついては 工事・建設作業、製造業からの流出・

漏洩、焼却（施設・野焼き）が原因となっている

件数が多く、水質汚濁については魚のへい死事象

など発生源が分からないもの等が多くなっていま

す。また、騒音・振動については工事・建設作業

や産業用機械作動から発生するものが多く、悪臭

については製造業からの流出や漏洩が原因となる

苦情が多く発生しています。

図35　用途地域別苦情件数
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図36　発生源別苦情件数
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近年の公害苦情については、産業公害型が減り、

都市・生活型が増える傾向にあります。岡山市で

は、従来から環境法令の規制対象となる工場・事

業場に関する苦情については、それらの法令の適

切な運用・指導によりその解決に努めています。

特に関係法令に基づく届出時には、公害苦情の未

然防止の観点から周辺に配慮して作業あるいは設

備の設置等を行うよう指導しています。

2 公害苦情への取組

また、都市・生活型の公害苦情である家庭生活

等については法令等の規制がなく、対応に苦慮し

ています。

なお、公害苦情の申し立てや相談については、

関係機関と連携を図りながら現場調査を行い、原

因の調査や解決策を検討し、発生源に対して改善

のための指導や助言を行っています。
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図37　廃棄物とは
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ごみ問題を含む環境問題は全国的に論議され、

特に「ごみ」の減量化・リサイクルの推進は最重

要課題の一つとして社会的に注目されています。

岡山市においては、昭和50年代後半からの急激

なごみ量の増加・多様化、そして焼却施設の老朽化・

定期点検等に伴う処理能力の低下、さらには最終

処分場用地の確保の困難性等の問題について、早

急な対応が必要となりましたが、ごみの減量化・

リサイクルに対する普及啓発や、施設整備への取

組、５種分別収集の全市域での実施、簡易包装等

による排出抑制、そして、自主的なリサイクル活

動の促進など、地域と一体となってごみの減量化

に取り組んだ結果、危機的状況は乗り越えること

ができました。

その後、平成12年６月に公布された「循環型社

会形成推進基本法」とその個別法としての「容器

包装リサイクル法」、「家電リサイクル法」等の各

種リサイクル法の制定等により、「ごみ」を「循

環資源」と位置づけ、単に出されたごみを焼却・

埋立処分するだけではなく、まず、可能な限り廃

棄物の発生を抑制し、廃棄物となったものについ

ては環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、

再生利用、熱回収の順にできる限り循環資源とし

て利用を行い、最終的には循環的利用が行われな

いものについてのみ、環境に配慮した適正処分（埋

1 一般廃棄物

立て）を行うという、循環を基調とした新たな観

点から取り組まれるようになってきています。

また、平成13年４月からの粗大ごみ戸別収集、

11月から市内全域統一の分別収集をすることによ

り、ごみの減量化を図っています。

さらに、平成21年２月には、家庭ごみ有料化を

実施し、あわせてざつがみ回収等の関連施策を実

施しました。

有料化により家庭ごみ量が大きく減少したこと

から、平成24年3月には、より高い減量目標を掲

げた「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、

平成29年3月には、本計画を改訂して市民・事業

者・行政の三者が協働してさらなるごみの減量化・

資源化を推進しています。

（1）一般廃棄物とは
廃棄物とは、占有者自ら利用し、又は他人に有

償で売却することができないため不要になった物

で、固形状又は液状のものをいいます。また、一

般廃棄物とは、その主たるものは地域住民の日常

生活に伴って生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿及び

浄化槽にかかる汚泥ですが、事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものもこれに

含まれます。
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（2）岡山市のごみ処理の現状（平成 29 年度実績）
　　人口　709,188人（平成29年12月末現在人口）

　　世帯　324,245世帯

　①　ごみ処理経費
　　処理単価（29年度決算から）

　　総　　　額　約89億8,907万円

　　　（施設整備部門、道路下水清掃部門を除く）

　　１日あたり　　　　約2,463万円

　　１人あたり　　　　12,776円

　　１人１日あたり　　約35円

　　収集経費　　　　　22,869円/t（135,349.83t）

　　焼却経費　　　　　17,885円/t（214,236.06t）

　　破砕・資源化経費　59,401円/t（  15,280.37t）

　　埋立経費　　　　　21,208円/t（   6,679.13t）

　②　平成 29 年度ごみ量　216,283.03トン

　　　　　　（平成28年度　217,977.75トン）

　③　ごみ収集量の推移
　　ア．昭和50年代は、人口・世帯数は増加して

いるにもかかわらず、ごみ量は年間約16

万トンで横ばい。

　　イ．昭和61年度から平成２年度まで、一転し

てごみ量は急増。５年間で21％増加。

　　ウ．急激なごみ量の増加、多様化の中で、焼

却施設の老朽化や定期点検等によるごみ

処理能力の低下、さらには埋立地確保の

困難性等のため、平成３年11月、「ごみ

非常事態」を宣言し、市民、事業者にご

みの減量とリサイクルの一層の協力を求

めた。

　　　　　平成３年11月１日　非常事態宣言

　　　　　平成４年４月１日　延長

　　　　　平成６年４月１日　再延長

　　　　　平成８年３月31日　解除

　　　　　（５種分別収集の全市域拡大）

　　エ．増加していたごみ量は、平成２年度をピ

ークに「ごみ非常事態宣言」を受けた市

民、事業者の協力により減少傾向に転じ

ていたが、平成８年度以降増加の傾向を

示していた。

表30　岡山市におけるごみ排出量（平成29年度実績）

年間排出量 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ １日当たり １人１日当たり 比率
家庭系ごみ（単位：t） 127,995.41 119,843.75 4,926.75 3,224.91 350.67 494g 59.2%
事業系ごみ（単位：t） 88,287.62 85,386.08 1,930.46 971.08 241.88 40.8%

平成29年度合計 216,283.0 205,229.8 6,857.2 4,196.0 592.6 836g
対前年比 99.2% 99.1% 98.3% 105.6%
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図38　岡山市におけるごみ排出量の推移

事業系ごみ 家庭系ごみ
※上記の図中には資源化物の排出量は含んでいない。
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　　オ．平成13年４月１日

　　　　　粗大ごみ戸別収集開始

　　　　平成13年11月１日

　　　　　市内全域プラスチック焼却地区へ分別変更

　　カ．平成20年12月１日

　　　　　古紙・古布、ペットボトルの月２回収集開

始にあわせ、古紙として「ざつがみ」回収を

開始する。

　　キ．平成21年２月１日

　　　　　家庭ごみ有料化制度開始

　　ク．平成21年４月１日

　　　　　てんぷら油の回収開始

　　ケ．平成22年６月１日

　　　　　蛍光管、食品発泡トレイの拠点回収開始

　　コ．平成23年５月１日

　　　　　粗大ごみインターネット受付及び粗大ごみ

　ふれあい収集開始

　　サ．平成24年５月１日

　　　　　可燃ごみ等ふれあい収集開始

　　シ．平成26年10月１日

　　　　　資源化物全品目月２回ステーション収集開始

　　ス. 平成27年１月５日

　　　　　小型家電の拠点回収開始

　　セ. 平成28年４月１日

　　　　　食品透明トレイの拠点回収開始

　　　　　ボタン電池、家庭用充電式電池のステーシ

ョン収集開始

　　ソ. 増加していたごみ量は、有料化後大幅に

減少。その後横ばい傾向が続いていたが、

各種施策の効果により、平成27年度以降

減少傾向を示している。

　④　ごみ処理施設〈市有〉
　　ア．収　集

　　　　野殿事業所、当新田事業所、岡南事業所、

西大寺事業所

　　イ．焼　却

　　　　岡南環境センター　　　（220トン/日）

　　　　当新田環境センター　　（300トン/日）

　　　　東部クリーンセンター　（450トン/日）

　　ウ．不用品の持込・展示など

　　　　東部リユースぷらざ、西部リユースぷらざ

　　エ．中間処理

　　　　東部リサイクルプラザ、西部リサイクル

プラザ

　　オ．最終処分

　　　　山上新最終処分場（450,000立方メート

ル）を平成18年３月末より埋立開始

　　　　（平成29年度末埋立率：約40.0％）

（3）ごみの減量化・リサイクルの取組
　本市では、市民意識の高揚を図り、ごみの減量化・

リサイクルを促進するため各種事業の推進に取り

組んでいます。

　本市では、平成29年度の資源化率目標を26.6

％と定めており、平成29年度の資源化率実績は

29.27％となっています。

　①　リサイクル推進員の委嘱
　ごみの減量化・リサイクル対策を推進するため、

市と市民とのパイプ役として、平成４年11月から

制度化しています。委嘱人数は、町内会の世帯数

に応じて１～３人を原則とし、任期は２年です。

　平成29年度末　2496名

　②　資源回収推進団体報奨金制度（昭和 63 年度～）
　あらかじめ登録した子供会・町内会などの市民

団体が、古紙類などの資源回収を年４回以上行っ

た場合、１㎏当たり５円の報奨金を交付する制度

です。

　③　ごみステーション等施設整備費補助制度等
　町内会が自主的に整備するごみステーションに

対して、20万円を上限に補助しています。

　また、資源化物コンテナを収納する物置を設置

する場合、利用世帯数に応じて15万円を上限に補

助しています。

　④　資源化物の回収
東部資源回収所、当新田資源回収所、新保資源

選別所（～平成26年9月廃止）、西部資源回収所（平

成27年1月～）及び民間協力事業者において、資

源化物を回収しています。

また、上記施設以外にも、市民の利便性を考え、

品目は限定されるものの市内のスーパーや公民館
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等の市有施設、協力店舗で回収を行っています。

なお、近年はスーパーやロードサイド等で資源

化物を回収する民間リサイクルルートがポイント

制であることや持ち込みやすさ等から店舗数が

年々増加してきており、資源化物量の増加を目指

すため、ごみ分別アプリにそういった事業者の情

報を掲載するなどし、市の回収以外にも資源化物

の回収を行っています。

　⑤　広報紙への記事の掲載
　広報紙「市民のひろばおかやま」により、市民

に理解と協力を呼びかけています。

　⑥　「どーすりゃーええ？」の活用
　ごみ減量・リサイクルガイド「どーすりゃーえ

え？」（日本語版・英語版・中国語版・韓国・ベ

トナム語版）を活用し、ごみの減量及び正しい出

し方などについて理解を呼びかけています。

　⑦ごみ分別アプリの活用
　急速に普及する携帯端末のスマートフォンやタ

ブレットを使ってごみの分け方・出し方などを啓

発するアプリケーションソフト「ごみ分別アプリ」

を一般開放し、活用を呼びかけています。

　⑧　マイバッグ使用の推進
　毎月１回、ノーレジ袋デーを実施し、マイバッ

グ使用の推進を図っています。

　⑨　ごみ減量・リサイクル週間
　5月30日の「ごみゼロの日」を中心として公民

館講座等を実施しています。

　⑩　分別の徹底
　家庭ごみ組成分析調査を実施し、結果を公表す

るとともに、分別の徹底のための啓発活動・指導

を強化しています。また、不適正な分別排出物に

ついては、注意シールを貼付して適正排出を促し

ています。

　⑪　環境教育
　直接収集作業に従事している職員が小学校等を

訪問し、パッカー車による実演等をする環境ごみ

スクールや、パンフレット「ミコロ・ハコロのご

みと資源とわたしたち」の配布により、環境教育

を行っています。

（4）家庭ごみ有料化及び関連施策の実施について
家庭ごみの有料化については、平成20年９月議

会で議会の承認を得て、平成21年２月１日から、

「可燃ごみ」「不燃ごみ」について有料指定袋で排

出されています。

この有料化制度は①ごみの減量化・資源化の推

進、②排出量に応じた受益者負担の公平性の確保

を目的として導入されたものです。

主な制度の内容については表31、32のとおりで

す。

制度の実施に伴い、乳幼児や高齢者等に対する減

免制度（表33）や生ごみ処理容器の購入費補助制

度をはじめとする各種支援制度（表34）を設けま

した。

表 31　有料化の範囲

分別収集の区分 有料化の対象区分
・可燃ごみ

有料化の対象
・不燃ごみ
・粗大ごみ 現行どおり有料（持ち込みは無料）

・資源化物 有料化の対象としない
（無料）・廃乾電池・体温計等

表32　種類と価格

種類 
（可燃・不燃共通）

価格 
（袋1枚当り）

販売価格 
（10枚/セット）

45㍑袋（大袋） 50円 500円
30㍑袋（中袋） 30円 300円
20㍑袋（小袋） 20円 200円
10㍑袋（特小袋） 10円 100円
５㍑袋（超特小袋） 5円 50円
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また、家庭ごみの有料化に先立ち、平成20年12

月から「古紙・古布、ペットボトル」について月

２回収集を実施し、併せて古紙として「ざつがみ」

回収を開始しました。さらに、平成21年４月には

「てんぷら油」のステーション回収、平成26年10

月1日から資源化物全品目月2回ステーション収

集を開始しました。

表34　各種支援制度

生ごみ処理容器購入費補助制度
・電気式生ごみ処理機（上限３万円）及び、コンポスト容器（上限３千円）の補助制度を開始。
カラス防護ネット貸与制度
・路上ステーションなどを対象に希望の町内会等に貸与。
ごみステーション施設整備補助制度
・ごみステーション等施設整備補助金を一基あたり、20万円を上限に補助。
資源化物コンテナ収納物置設置費補助金交付制度
・一定条件のもと15万円を限度に補助。
資源回収用物置設置費補助金交付制度
・１団体あたり15万円を限度に補助。
ごみ収集ステーション等管理資材費補助金交付制度
・１団体あたり購入費の半額で３万円を限度に補助。
ふれあい収集
・介護保険の要介護２以上、視覚障害又は肢体不自由２級以上の障害者手帳の交付を受けている方のごみ出しサービス。
住宅用太陽光発電システム設置費助成
・太陽光発電設備を設置する一般住宅に対して、その経費の一部を助成。
　　新築：出力１kwあたりの２万円（上限５kw）　　既築：出力１kwあたりの３万円（上限５kw）

表 35　資源化施策の強化

主 な 施 設 ざつがみ回収 月２回収集 てんぷら油回収 食品発泡トレイ・
蛍光管回収

月2回収集
（品目追加） 小型家電回収 資源化物

回収品目追加

開 始 時 期 平成20年12月 平成20年12月 平成21年４月 平成22年６月 平成26年10月1日 平成27年1月5日 平成28年4月1日

施 策 の
内 容

新聞紙・チラシ、
雑 誌 、ダ ン ボ ー
ル、紙パック以外
のざつがみ類を
新たに回収しま
す。

古紙（ざつがみ含
む）、ペットボト
ルの収集回収を
月１回から月２
回に増やします。

使用済みてんぷ
ら油をステーシ
ョン回収します。

食品発泡トレイ
と蛍光管を市有
施設で拠点回収
します。

びん、缶、廃てん
ぷ ら 油 、廃 乾 電
池、体温計の収集
回収を月1回から
月2回に増やしま
す。

小型家電を区役
所（ボックス）、協
力店（対面）等回
収します。

食品透明トレイ、
ボタン電池、家庭
用充電式電池を
追加します。

備 考
ノート・封筒・は
がきなども資源
となります。

２回収集し、資源
化を推進してい
きます。

てんぷら油はバ
イオディーゼル
燃料となります。

その他に缶、びん
も回収します。

2回収集し、資源
化を推進してい
きます。

随時回収し、資源
化を推進して行
きます。

従来回収してい
たものと同じ回
収方法です。

表33　減免制度

項　目 対　象　者 年間配布枚数
生活保護世帯 生活保護法に基づいて、生活扶助をうけている世帯 単身 70 枚 

2 人以上 150 枚低所得者世帯 ＜生活保護基準相当額 ×1.05 ＞より低所得の世帯
重度の障害者 身体障害者手帳 1・2 級、養育手帳Ａ、精神障害保健手帳１級を所持している人 100 枚
障害者 市から日常生活用具給付事業で紙おむつを支給されている人

各 150 枚子育て支援 満２歳に達するまでの乳幼児を養育する人

高齢者 介護保険法で規定する要介護度４又は５に該当する在宅の人 
及び要介護度３で紙おむつを使用している在宅の人
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（5）バイオ燃料地域利用事業について
平成20年度、地球温暖化ガスや化石燃料使用の

低減、および環境負荷減のため、使用済み天ぷら

油（廃食用油）の新たな資源循環型システムの構

築に着手し、平成21年度からバイオディーゼル燃

料化への取り組みが始まりました。

平成21年4月より、岡山市は一般家庭の廃食用

油を資源化物として回収を開始しました。回収し

た油は、パートナー企業（バイオディーゼル岡山

（株）（南区海岸通））が平成21年6月に稼働開始

したバイオディーゼル燃料製造施設において、事

業系の廃食用油とともにバイオディーゼル燃料に

再生され、市のごみ収集車等の軽油代替燃料とし

て供給されています。（平成30年3月末現在54台）

この事業は、市民の協力の下、官民の連携によ

り実施しており、岡山市の環境対策事業としてリ

サイクルの環を構築しています。

（6）不法投棄、環境美化等への取組
①　不法投棄対策 

【岡山市不法投棄防止対策連絡協議会】

　平成13年４月から「粗大ごみ戸別収集有料化」

及び「家電リサイクル法」がスタートし、市民

及び事業者等は排出者責任が明確になり、排出

時に一定の負担が必要になることから、不法投

棄の増加が懸念されました。その防止策として、

市民・事業者・行政等の組織・団体等の協力に

より、効果的な市民協働型の不法投棄防止対策

の構築に向けて立ち上げた組織であり、不法投

棄の啓発・監視・取り締まりなどを検討・協議

しています。

【不法投棄110番「233－5374（ごみなし）」】

　不法投棄に関する窓口を一本化するため、不

法投棄の通報があれば現場を確認・調査し、警

告シールを貼ることによって不法投棄抑止効果

を期待しています。

②　地域環境の美化対策
ア．岡山市美しいまちづくり、快適なまちづく

　り条例

　岡山市は、美しく快適なまちづくりを市民・

事業者とともに推進するため、平成19年４月１

日、岡山市美しいまちづくり、快適なまちづく

り条例を施行し、同年９月３日、岡山駅・表町

周辺を美化推進重点区域・路上喫煙制限区域（図

39参照）として指定しました。これらにより、

全市域でポイ捨てが禁止されるとともに、岡山

駅・表町周辺での路上喫煙が禁止されました。

この条例に基づき、一斉ボランティア清掃（４月・

10月）、市職員によるボランティア清掃（毎月

１回）、美しく快適なまちづくり推進員の支援、

新聞・広報紙・啓発グッズによる啓発活動、路

面標示・看板の設置・巡回啓発指導等を実施し

ています。

　美化推進重点区域・路上喫煙制限区域でのポ

イ捨て数・路上喫煙者数は図40・図41のとおり

です。

図39　美化推進重点区域及び路上喫煙制限区域
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イ．岡山市放置自動車の発生及び適正な処理に

　関する条例

岡山市は、市管理地における放置自動車の

発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項

を定め、放置自動車により生ずる被害を除去

することにより、地域の美観を保持し、良好

な都市環境を形成するとともに、市民の快適

な生活環境の維持を図ることを目的として、

平成９年１月、岡山市放置自動車の発生及び

適正な処理に関する条例を施行しました。こ

れにより、自動車の放置が禁止されるととも

に、市管理地に放置された自動車の適正な処

理が行われています。

③　事業系ごみの減量化・資源化の推進
ア．岡山市事業系一般廃棄物減量化・資源化推

　進協議会

事業系一般廃棄物を排出する事業者等を構

成員として、平成16年度に発足し、事業系ご

みの減量化・資源化について、意見交換・企

画調整を行っています。

イ．岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進優良

　事業者等表彰

事業系ごみの減量化・資源化に取り組んで

いる事業者を表彰しています。

ウ．事業系ごみ減量化・資源化の手引き

毎年、事業系ごみの減量化・資源化のため

の手引きを作成し、配布しています。

エ．岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進研修会

毎年、岡山市事業系ごみ減量化・資源化推

進研修会を開催しています。

オ．事業系廃棄物減量計画書

条例により、事業用大規模建築物の所有者

等に対し、事業系廃棄物減量計画書の提出を

義務付けています。

④　ごみ出しル－ルの徹底
　曜日・時間・場所・分別の厳守（自分の住ん

でいる町内の決められたステーションに当日の

朝８時（地域によっては７時30分）までに分別

に従って持ち出す。）

（7）施設整備の概況 
【焼却場】

　可燃ごみは100％焼却し、積極的にサーマル

リサイクルを図るとともに、最終処分場への負

荷を極力軽減します。また、焼却時の排ガス・

排水等による２次公害の防止を図り、周辺環境

の保全にも努めます。さらに、平成23年度より

セメント原料化事業を開始し、岡南環境センタ

ー・当新田環境センター及び東部クリーンセン

ターの焼却残渣をセメント原料として資源化す

ることにより、資源化率の向上を図ります。な

図41　路上喫煙制限区域内歩行者
　　　　　　   1000人当たりの年度別喫煙者数
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図40　美化推進重点区域内のポイ捨て数の
年度別平均の推移　　　　 
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美化推進重点区域内のごみのポイ捨て数
　美化推進重点区域内の300メートル程度の街路６か所
でポイ捨て数を調査し、その一か所当たりの平均を算
出したものです。

路上喫煙制限区域内の路上喫煙者数
　路上喫煙制限区域内の５か所で通行者と路上喫煙者数
を調査し、通行者1,000人当たりの路上喫煙者数を算
出したものです。
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お、岡南環境センターは今後10年間程度の安定

稼働を図るため、平成25・26年度に延命化工事

を行いました。

【埋立地】

　ごみ処理事業を安定的・継続的に行う上で最

も重要な部分であり、埋立時における２次公害

の発生防止に努めながら、ごみの最終処分を行

っています。平成23年度よりセメント原料化事

業を開始し、平成27年1月より、最終処分場に

直接埋め立てされていた不燃ごみ等を処理する

ため、西部リサイクルプラザの運営を開始しま

した。山上新最終処分場への最終処分量を減ら

し、山上新最終処分場の延命化を図っています。

【資源選別施設】

　資源化物収集日に回収された資源化物のう

ち、ビン、ペットボトル、古紙、古布、廃乾電

池等について二次選別等の処理を行い、一定量

溜まるまで保管した後、再生資源として回収業

者に引き渡しました。同機能を併せ持つ西部リ

サイクルプラザが試運転を開始した平成26年9

月末で、新保資源選別所は廃止しました。

【東部リサイクルプラザ・西部リサイクルプラザ・

東部リユースぷらざ・西部リユースぷらざ】

　リサイクル社会の拠点施設として建設した東

部リサイクルプラザ、西部リサイクルプラザで

は、粗大ごみ等の破砕選別処理や資源選別処理

を行っています。

また、それぞれに併設された東部リユースぷら

ざ、西部リユースぷらざでは、リサイクル体験

やリユース品の展示・販売を通して環境問題の

啓発を行っています。

（8）し尿処理の状況
岡山市におけるし尿と浄化槽汚泥の収集処理

量 は、 平 成29年 度 実 績 で190,205kL/年（ し 尿

42,234kL/年、浄化槽汚泥147,971kL/年）となっ

ています。

し尿は、平成24年度と平成29年度の比較で19.9

％下がっており、減少傾向にあります。また浄化

槽汚泥については、同時期の比較では2.9％の減少

となっています。

し尿の収集運搬は、市直営と許可業者９社、浄

化槽清掃及び浄化槽汚泥の収集運搬については許

可業者12社が当たっています。

処理については、昭和54年８月に海洋投棄を廃

止して以来、一宮浄化センターをはじめとする６

か所の処理施設へ計画的に搬入しています。離島

である犬島には、昭和62年３月に犬島浄化センタ

ーを建設し処理を行っています。

また、浄化槽汚泥の円滑な処理を行うため、移

動脱水車による現地での固液分離業務、さらに浄

化槽汚泥処理専用施設である当新田浄化センター

が昭和60年４月から稼働しています。

表36 し尿・浄化槽汚泥収集量
（単位：kℓ）

年　　度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

し　尿

直　　営 5,005 4,887 4,767 3,673 3,595 3,518 3,518 3,321 3,145
許可業者 55,733 53,550 53,501 49,048 46,644 44,054 42,401 40,424 39,090
委託業者 3,450 3,193
小　　計 64,188 61,630 58,268 52,721 50,239 47,572 45,919 43,745 42,235

浄化槽汚泥 154,995 154,025 155,420 152,374 151,224 148,138 149,282 150,848 147,970
合　　　計 219,183 215,655 213,688 205,095 201,463 195,710 195,201 194,593 190,205

※19 年１月 22 日合併以降の建部・瀬戸地区分を含む。
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表 37　し尿処理施設

施　設　名　（所在地） 能力（kℓ/日） 建設年月日 備考

一宮浄化センター（北区一宮 217）
旧 100 昭 43. ３.31（平９改造）
新 200 昭 54. ３.31

神崎衛生施設組合（東区神崎町 2676） 180 平９. ３.31
備南衛生施設組合（倉敷市茶屋町 1919） 80 昭 60.12.20
旭川中部衛生施設組合（北区御津鹿瀬 650） 42 平４. ３.31
犬島浄化センター（東区犬島 179） 0.35 昭 62. ３.31
当新田浄化センター（南区当新田 488-4） 70（＋100） 昭 60. ３.30 浄化槽汚泥処理施設

（9） 災害時のし尿収集について
大雨などの災害により便槽が冠水（用水路、側

溝等があふれ、一帯が水浸しになった場合等）し、

市が災害による冠水と確認した場合は、し尿処理

手数料が免除の扱いとなります。（不良便槽等に

よる冠水及び浄化槽は対象となりません。）

図 42　災害時のし尿収集フロー

◎ 灘崎・御津・建部支所管内以外
　原則として町内会長もしくは町内の代表者を通じて市の担当部署へ連絡するようになります。

住　民 町内会長 
（町内の代表者） 市担当部署 市による現地確認

（免除の適否決定）
直営または収集業者

によるし尿収集

【問い合わせ先】　
　環境事業課、第１事業所、西大寺事業所、管轄の各区役所総務・地域振興課、地域センター、瀬戸支所

◎ 灘崎支所管内
　原則として住民の方から灘崎支所へ連絡するようになります。

住　民 灘崎支所 市による現地確認
（免除の適否決定）

収集業者による
し尿収集

◎ 御津・建部支所管内
　原則として住民の方から収集業者へ連絡するようになります。

住　民 収集業者 御津支所 
建部支所

市による現地確認
（免除の適否決定）

収集業者による 
し尿収集

【問い合わせ先】
　御津支所管内：有限会社御津衛生センター
　建部支所管内：〔小倉地区〕 有限会社御津衛生センター
　　　　　　　　〔小倉地区以外〕 有限会社旭川環境
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図43　平成29年度一般廃棄物等（ごみ）処理及び資源化物回収実績
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（1）産業廃棄物処理の状況
事業活動に伴って生じる産業廃棄物は、排出事

業者自ら処理する責任があり、自ら処理できない

場合には許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託

して適正に処理することとされています。

しかしながら、産業廃棄物の不適正処理による

苦情あるいは不法投棄、さらには最終処分場等処

理施設の設置に伴う地域でのトラブル等の問題が

数多く発生しています。

岡山市では平成６年度から産業廃棄物関連業務

を所管しており、排出事業者や処理業者に対して、

産業廃棄物の減量化及び適正処理の指導等を行っ

ています。

その主な業務は、処理業や処理施設の許可、排

2 産業廃棄物

出事業者や処理業者に対する立入検査・指導、苦

情への対応等ですが、不法投棄の早期発見と不適

正処理の未然防止のため、平成14年度から産業

廃棄物の監視班を設けるなど、産業廃棄物処理業

者の指導や苦情に対する迅速な対応に努めていま

す。

また、処理施設の設置許可については、平成15

年度から、事業者への近隣住民に対する事業計画

の説明会の開催等を義務付けた「岡山市産業廃棄

物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条

例」を適用しています。

平成17年１月１日には「使用済自動車の再資源

化等に関する法律（以下、自動車リサイクル法）」

が本格施行され、使用済自動車の解体等を行う場

表38　産業廃棄物処理業者

処理業の区分 平成28年度末 
業者数

平成29年度許可数 平成29年度末 
業者数新規 更新 変更 失効等

産業廃棄物 収集運搬業 237 5 34 4 9 233 
処分業 119 3 20 1 4 118 

特別管理産業廃棄物 収集運搬業 34 1 2 1 4 31 
処分業 10 0 1 0 1 9 

表39　自動車リサイクル法許可業者

処理業の区分 平成28年度末 
業者数

平成29年度許可数 平成29年度末 
業者数新規 更新 失効等

自動車
リサイクル法

引取業 138 12 44 34 116 
フロン回収業 68 1 30 9 60 
解体業 41 0 0 3 38 
破砕業 14 0 0 0 14 

表40　産業廃棄物処理施設設置者

産業廃棄物処理施設の種類 平成 28 年度末 
施設数

平成 29 年度許可 平成 29 年度末 
施設数新規 変更 譲受 廃止

汚泥の脱水施設 24 0 0 0 0 24

汚泥の乾燥施設 天日乾燥 2 0 0 0 0 2
機械乾燥 1 0 0 0 0 1

汚泥の焼却施設 7 0 0 0 0 7
廃油の油水分離施設 2 0 0 0 0 2
廃油の焼却施設 5 0 0 0 0 5
廃プラスチック類の破砕施設 20 0 0 0 0 20
廃プラスチック類の焼却施設 6 0 0 0 0 6
木くず・がれき類の破砕施設 81 0 0 0 0 81
産業廃棄物の焼却施設（上記以外） 16 0 0 0 0 16

最終処分場 安　定　型 9 1 0 0 1 9
管　理　型 4 1 0 0 0 5

合　　　計 177 2 0 0 1 178
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合は許可等が必要になりました。

（2）監視・指導
平成14年度から監視班（４名２班体制）を設置

したため、事業場への立入や不適正処理に対する

指導がきめ細かく行えるようになりました。

さらに、平成19年度からは監視班を８名４班体

制とし、監視・指導を強化しています。

①　立入検査
処理業者や処理施設を設置している排出事業者

の事業場に対し、立入検査を行っています。

②　不適正処理に対する指導
市民から寄せられる産業廃棄物の不適正処理に

関する苦情、通報に対しては迅速に対応し、関係

者に対する厳正な指導、処分により改善が図られ

るように努めています。

③　上空監視活動
市消防局と連携し、消防ヘリコプターによる不

法投棄等の上空監視を行っています。

表41　立入検査

対象
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度

立入箇所数 立入件数 立入箇所数 立入件数 立入箇所数 立入件数

排 出 事 業 者 等 367 7,165 373 6,530 367 6,470 

中 間 処 理 業 者 106 1,123 106 1,083 106 1,274 

最 終 処 分 場 14 196 15 198 15 186 

自動車リサイクル法関係 26 207 26 223 26 278 

合 計 513 8,691 520 8,034 514 8,208 

表42 　苦情概要（受付件数）

苦情の種類 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
野外焼却 47 44 27 
黒煙 24 13 7 
不適正保管 21 24 22 
不適正処理 13 8 3 
騒音・振動・粉塵 22 14 11 
不法埋立 12 2 7 
不法投棄 11 31 18 
悪臭 24 14 18 
その他 4 19 13 

合　　　計 178 169 126 
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市域では、人為的な改変が進む水辺に生息・生

育する野生生物を中心に希少化が進行していま

す。希少化の原因としては、自然への人間の係わ

り方が変わってきたことに伴う環境の変化や、人

為的な環境への適応力が高い外来種による在来種

の抑圧などが起因している事例が見られます。

一方、市街地中心部など、すでに人工改変が進

んでいる地域の一部で、下水道の整備などに伴う

環境改善により、一度は失われていた野生生物の

生息・生育地が回復した事例も見られます。

「岡山市希少野生生物生息状況調査（平成24年、

岡山市）」及び「平成27年度絶滅危惧種基礎資料

整理結果」によると、市内で記録された種類は約

7,000種です。また、市域内の野生生物には、環境

省と岡山県のレッドデータブック掲載種も多数あ

り、適切な保護措置が必要です。なお、「絶滅危

惧種基礎資料整理結果（平成27年、岡山市）」に

よると、市域内で確認された絶滅危惧種数は、計

622種にのぼります。（哺乳類13種、鳥類90種、

両生・爬虫類13種、魚類48種、昆虫類142種、昆

虫以外の無脊椎動物119種、維管束植物197種）

（1）植物
市域の自然林はわずかで、それらの多くは社叢

林としてのウバメガシ林、アラカシ林などです。

多くの樹林地は、概ねアベマキ、コナラ、アカマ

ツなどからなる二次林であり、歴史的には長らく

人々の生活に利用されてきた里山でしたが、現在

は放置され、次第に極相林へと遷移しつつありま

す。このため、森林の自然性は次第に高まりつつ

あるものの、里山に生育していたキキョウやオミ

ナエシなどは減少しつつあります。

一方、農業形態の変化により、放棄された耕作

地は増加し、農業地域の周辺に広がっていた里地

はクズが繁茂するなど、低木林へと変化しつつあ

ります。このような地域では、農耕作業に共存し

1 自然の概況（野生生物の生息・生育状況）

てきた植物が減少し、セイタカアワダチソウなど

外来帰化植物の繁茂が見られる場所も少なくあり

ません。一般的に、里地・里山に生育する植物が

少なくなり、極相林に生育する植物が増加する傾

向が見られます。

また、丘陵部内の湿地やため池の中には小規模

ながら良好な環境が点在し、ヒメミクリ、サギソ

ウなどの水生植物、湿生植物が生育しています。

平野部には水田や水路網がひろがり、水田耕作

や低湿地の環境に係わりが深い多様な植物が生育

し、ヒメシロアサザ、オニバスなど絶滅の危機に

瀕する水生植物も点在します。また、百間川、旭川、

吉井川などの河川内にもミゾコウジュ、タコノア

シなどが生育しています。

市内の海浜や河口部には自然植生がわずかしか

残っていませんが、犬島や小串などに塩生植物の

ハマサジ、ウラギクなど注目すべき種が生育して

います。

（2）淡水魚
市域内には、旭川や吉井川の大河川をはじめ、

笹ヶ瀬川、足守川、宇甘川などの中小河川、岡山

平野内を縦横に流れる水路、1,000を超えるため池

などの多様な水環境があり、これらの水域に、淡

水魚と周辺的淡水魚を含めて約90種が確認されて

います。

一般に、一生を淡水域で過ごす純淡水魚の地理

的分布は、水系の地史を忠実に反映するとも言わ

れていますが、市内の純淡水魚相は、淀川水系と

似ており、中国大陸や朝鮮半島に共通する種類が

多く、スイゲンゼニタナゴやアユモドキ、カワバ

タモロコ、シロヒレタビラ、サンヨウコガタスジ

シマドジョウなどの全国的に見ても希少な種が多

いことも、特徴の一つと言われています。

岡山平野のスイゲンゼニタナゴ等生息地が平成

13年に「日本の重要湿地500」に指定されている



図44　スイゲンゼニタナゴ、アユモドキ、カワバタモロコ

タナゴの仲間のうち最も小型。岡山県
南と広島県東部にだけ点々と分布。イシ
ガイ、マツカサガイなどの二枚貝に卵を
産み付ける。えらぶた後部から尾びれま
でつながる淡い青緑色のラインが特徴。

体長4cm 
①スイゲンゼニタナゴ〔コイ科〕

 絶滅危惧ⅠA類
種の保存法の指定種

日本固有種。琵琶湖淀川水系と岡
山県内に広く分布していたが、近年
著しく減少。川や用水路で生活して
いるが、６～８月に水田などの一時的
に生じる水域で産卵する。

体長12cm 
②アユモドキ〔ドジョウ科〕

 絶滅危惧ⅠA類IUCN CR
  種の保存法の指定種、 国の天然記念物

流れの緩やかな小川や水路などにす
む。繁殖期の雄は鮮やかな黄金色に
なる。河川改修や圃場整備により、
生息地である水草帯が狭まったため
著しく減少している。

体長4cm 
③カワバタモロコ〔コイ科〕

 絶滅危惧ⅠB類
 岡山県希少野生動植物保護条例の指定種

♂
♀①

②

③

−71−

－Ⅸ 自然環境 －

（3）野鳥
北部丘陵部では森林性の野鳥が繁殖・越冬する

他、ハチクマ・サシバなど渡り鳥の休息地となっ

ています。

平野部では、児島湖・阿部池が県下最大のカモ

類などの水鳥渡来越冬地となっている他、児島湖

周辺に広がるハス田などは、シギ・チドリ類など

の生息地や、サギ類・クイナ類などの採餌場とな

っています。

また、河川の中州、干潟、ヨシ原は周辺の水田・

水辺と一体となって、多くの野鳥たちの貴重な繁

殖地や休息地、採餌場として、また渡り鳥の中継

地として重要です。

一方、市街地へのハヤブサの営巣やムクドリの

進出、カラス類やサギ類の増加、水田地へのケリ

の定着など、人為的な環境への適応力が高いと見

られる野鳥の事例や、以前は少数の冬鳥だったカ

ワウの繁殖と個体数増加などの事例が見られます。

（4）昆虫
北部丘陵部やそれに隣接する平野部、中・南部

の丘陵部周辺の水辺には、200 ヶ所近くにも及ぶ

ゲンジボタル・ヘイケボタルの生息地があり、ま

た、市中北部では県内に生息が確認されているト

ンボ類の約半数にあたる50種が確認されているな

ど、昆虫相は、全国的に見ても豊かです。

特に、祇園・西川用水路群や百間川上流部など

の水辺、龍ノ口山・金山・笠井山・操山・貝殻山、

吉備高原などの市街近郊の里山が、注目すべき昆

虫の主要な生息地になっています。

ように、大河川はもとより、川、水路、水田の間

を往来できる構造と自然性の高い護岸が残る平野

部の水路群が淡水魚の重要な生息地となっていま

す。
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（5）その他（ほ乳類等）
上記の他、ほ乳類では、カヤネズミが河原や放

棄田などの草原に確認されるとともに、北部地区

では樹林性のムササビなど、また、市街地の線路

の高架下でヒナコウモリの営巣が確認されていま

す。両生類では、岡山平野の湿田地帯の一部にナ

ゴヤダルマガエル岡山種族（ダルマガエル）が生

息していますが、水田の開発等が原因で、生息数

が減少しています。丘陵部の沢・湿地環境には、

広く、カスミサンショウウオの生息が見られます。

さらに、軟体動物のうち、淡水貝類は岡山平野

の河川・水路に多種が生息し、オバエボシガイや

マツカサガイなども生息していますが、河川・水

路改修などで生息数は減少しています。

また、吉井川・旭川の河口部にオカミミガイ、

河口や水門湾の干潟には、甲殻類のシオマネキの

生息が確認されています。なかでも、汽水域の生

物の生息地として、吉井川水系永江川河口のヨシ

原が、「日本の重要湿地500」に選定されています。

（6）外来生物
もともとその地域にいなかったのに、人間の活

動によって他の地域から入ってきた生物のことを

外来生物といい、市内でも多くの外来種の生息・

生育が確認されています。特に、生態系などに被

害を及ぼす種については、国が外来生物法で特定

外来生物に指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・

輸入などを原則として禁止しています。

市内で確認されている主な特定外来生物は、ヌ

ートリア、オオクチバス（ブラックバス）、ブル

ーギル、カダヤシ、ウシガエル、オオキンケイギ

クなどです。さらに近年は、特定外来生物である

セアカゴケグモの発見やアライグマの目撃情報が

寄せられているほか、平成25年度には新たにアル

ゼンチンアリの生息が確認されました。また、特

定外来生物ではないものの、環境省が緊急対策外

来種に位置づけたアカミミガメ（ミドリガメ）が、

市内でも大変増加しています。

外来生物の中には、健康被害や農業被害等を及

ぼすおそれのあるもののほか、生態系に大きな影

響を与える種も存在するため、その生息・生育の

動向に注意を払いながら、環境省等と協力して、

外来生物法を遵守した防除対策を行っていく必要

があります。

岡山市環境保全条例や種の保存法に基づき、市域

の生物多様性の保全のための施策を行っています。

（1）生物多様性保全のための取組
平成16年３月の岡山市環境保全条例改正に伴

い、生物多様性保全条項が追加されました。それ

に基づき、平成16年度から自然保護活動推進員の

委嘱を行うとともに、平成17年度は「生物多様性

保全基本方針」や「自然環境配慮ガイドライン」、

「自然環境保全地区」の策定や環境配慮事項の届

出を求める「共生地区」の指定を行い、平成18年

４月１日から共生地区における自然環境配慮届の

提出が義務づけられました。また、市域の自然環

境と環境配慮事項の基本的な情報提供を行うため

「自然環境配慮情報提供システム」を作成し、ホ

ームページ上で情報提供を行っています。

さらに、平成29年３月に、岡山市の生物多様性

の保全と持続可能な利用を図るための基本的な計

画である「岡山市生物多様性地域戦略」を策定し

ました。平成29年度は、本戦略を踏まえて、多様

な主体が行う生物多様性保全活動や自然体験行事

などを推進しました。

2 自然の保護



図45　共生地区

岡山市生物多様性地域戦略

・・・共生地区
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（2）貴重な野生生物の保護
　市内に生息・生育する野生生物のうち、次に掲

げる種が法令により保護対象になっており、捕獲、

個体に危害を及ぼす行為などが規制されています。

　◆文化財保護法　天然記念物（国指定）

　　アユモドキ（S52.7.2指定）

　◆絶滅のおそれのある種の保存に関する法律　

　　（種の保存法）　国内希少野生動植物種

　　アユモドキ（H16.7.15施行）

　　スイゲンゼニタナゴ（H14.9.1施行）

　　ハヤブサ（H5.4.1施行）

　　クマタカ（H5.4.1施行）

　　　※オオタカは平成29年9月21日に指定解

　　　　除されました

　◆岡山県希少野生動植物保護条例　

　　希少野生動植物種

　　カワバタモロコ（H24.3.30指定）

　　ミズアオイ（H16.7.16指定）

◆岡山市文化財保護条例　天然記念物（市指定）

　　キビノミノボロスゲ（S60.4.9指定）

①アユモドキ
　（国：天然記念物　環境省：絶滅危惧ⅠＡ類

　　県：絶滅危惧Ⅰ類　IUCN：CR）
昭和52年に国の天然記念物に指定されて以来、

岡山淡水魚研究会による保全、調査活動が行われ

ています。同会が平成元年から賞田地区の休耕田

を借り上げて産卵場の確保に取り組み、成果をあ

げています。生息地周辺で影響を与える事業につ

いては、文化財保護法に基づき、文化財課が事前

協議を実施しており、石積護岸による改修等の配

慮を行っています。地域公民館、町内会、保護団

体等による啓発活動や、文化財モニター、自然保

護活動推進員によるパトロールなども行われてい

ます。

また、岡山市教育委員会では、平成17年度から

アユモドキの人工繁殖の取組に着手し、平成22年

度からは、天然記念物の保全を教育にも活かす目

的で、自然の生息場所に近い、千種小学校と高島

小学校で実施しています。両校では、５年生が「総
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合的な学習の時間」を利用して、アユモドキ学習

を行っており、６月中旬に研究者の指導を得て人

工繁殖を実施し、繁殖したアユモドキは、地元住

民の協力でプランクトンの入った「水田の水」を

子ども達が与えて育てています。育てたアユモド

キは、水族館などの専門施設で飼育してもらうほ

か、多くの人にアユモドキを知ってもらうため、

両校をはじめ近隣の幼稚園や公民館などで飼育し

ています。また、平成27年度からは、野生個体へ

の影響を考慮しながら繁殖個体の一部を放流して

います。

　②スイゲンゼニタナゴ
　　（環境省：絶滅危惧ⅠＡ類　県：絶滅危惧Ⅰ類）

水産庁の調査により岡山市高松地区で生息して

いることが確認されたため、平成12年初めから市

内の保全対策が始まりました。岡山市環境保全審

査会自然環境保全対策検討専門部会から平成14年

２月19日に「岡山市における希少野生生物保護の

あり方について（中間報告）」の市長報告がなされ、

保全対策に一定の方向性が示されました。ハード

では生息地水路の工法変更を行い、地元協議を経

て平成15 ～ 17年度に工事が実施されました。ま

たソフトでは14 ～ 15年度に、土地改良区、地域

住民、市民団体、行政等関係者による検討会を設

置し保全手法の検討実践プロジェクト（カメンタ

ープロジェクト）を行い、この枠組みに沿って保

全対策を進めています。

平成14年に種の保存法指定種となり、平成16

年７月29日に法に基づく保護増殖事業計画が策定

されました。本計画に基づき、平成16 ～ 17年度

に県内のスイゲンゼニタナゴ生息分布及びＤＮＡ

調査が行われ、市内生息地の状況も把握しました。

なお、最近、スイゲンゼニタナゴが九州地方に

生息するカゼトゲタナゴと同種であるとの説が現

われていますが、日本魚類学会内でこの説に対し、

文献の誤引用であるとの反論がなされているこ

と、環境省が、種の保存法上はスイゲンゼニタナ

ゴとして国内希少野生動植物種に指定されている

ことに何ら変更はないという見解を示しているこ

となどから、本市においても市域に生息するスイ

ゲンゼニタナゴの取り扱いは当面変更しない方針

です。

③ナゴヤダルマガエル岡山種族
　（環境省：絶滅危惧ⅠＢ類　県：絶滅危惧Ⅰ類）
西大寺の新産業ゾーン造成にともない、西大寺

川口に保護地を設けています。この保護地では、

平成15年から防鳥ネットの設置や低湿地の整備を

行ったうえで周辺開発地の個体を移動し、現在は、

施設管理者が生息地の管理を行い、地域住民等で

組織された「身近ないきものの里豊」が、保護・

調査・啓発活動の中心を担っています。

一方、平成17年から市西部の野殿地区の生息地

で民間事業者による開発が行われることになりま

した。そのため事業者と市条例に基づく環境保全

協定を締結し、事業者、市民、行政が協力して生

息個体の移動を行い、事業者連携による保全活動

が開始されました。現在も、「おかやま大野ダル

マガエル保全プロジェクト」として、市民参加の

保全活動が継続して行われています。

（3）岡山県自然保護条例に基づく規制、指導
●自然環境保全地域の指定

岡山県では「岡山県自然保護条例」に基づき、す

ぐれた自然を残す地域等を指定し、その保護に努

めています。市内では下記10地域が指定されてお

り、指定区分に応じて樹木の伐採などの行為が制

限され、保全に影響を及ぼす行為に対しては事前

の届出が必要です。これら事務は県が行っていま

すが、岡山市としても、県を補完し定期的に現地

確認を行うなど保全に努めています。

スイゲンゼニタナゴの保護啓発ステッカー



図46　岡山市自然公園・自然保護地図
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①　竜の口地域

龍ノ口山（257m）は、竜ノ口八幡宮、竜ノ口グ

リーンシャワー公園などがあり、市民の憩いの場

になっています。指定地は稜線北側から旭川に接

する急峻な斜面で、アラカシ、カナメモチなどの

常緑広葉樹とコナラ、アベマキなどの落葉広葉樹

表43　岡山県自然保護条例指定地域一覧

指 定 区 分 指 定 地 域 所 在 地 面 　 積 指 定 年 月 日
環境緑地保護地域 竜 の 口 地 域 祇 園 6.91ha S48.11.29
郷土自然保護地域 安 仁 神 社 地 域 西 大 寺 一 宮 6.06ha S49.12.18

三 樹 山 地 域 建部町下神目 13.14ha S51. 3.30
大 井 宮 山 地 域 大 井 8.60ha S55. 3.28

郷 土 記 念 物 曹 源 寺 の 松 並 木 円 山 S48.11.29
吉 備 津 の 松 並 木 吉 備 津 S49.12.18
九 谷 の 樹 林 御 津 宇 甘 S52. 3.31
矢 喰 の 岩 高 塚 S55. 3.28
金 山 八 幡 宮 の 社 叢 金 山 寺 S59. 3.23
徳 蔵 神 社 の 樹 林 御 津 河 内 S63. 3.31



金山八幡宮の社叢

吉備津の松並木

九谷の樹林

矢喰の岩
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の混交林で都市周辺の良好な生活環境を形成する

緑地として重要です。

②　安仁神社地域

本県南部地帯特有のすぐれた自然植生を有する

地域です。社叢には、クロガネモチ、クスノキ等

の常緑広葉樹を主体にサカキの純林や海岸植生を

とどめているウバメガシ、ヤマモモの群生も見ら

れ、周辺の田園景観と一体になってすぐれた郷土

的たたずまいを見せています。

③　三樹山地域

三樹山は志呂神社の社叢であり、これまでほと

んど人手が加えられていません。このため、シイ

ノキ、ヤブツバキなど原植生に近い常緑広葉樹が

育っており、郷土の自然を知るうえで貴重な地域

です。

④　大井宮山地域

足守川に沿う丘陵にある大井神社の社叢でス

ギ、ヒノキの大木、アベマキやアラカシ、モミな

どの密生した樹林からなり、吉備の風土景観とし

て美しいです。

⑤　曹源寺の松並木

岡山藩主池田家の菩提寺、曹源寺の参道にあり、

寺院裏山の自然環境と調和した良好な景観が維持

されています。

⑥　吉備津の松並木

吉備中山の北西麓

にある吉備津神社参

道両側に生育する松

並 木 は 県 下 最 大 で、

吉備中山に接する吉

備路の代表的風物と

なっています。

⑦　九谷の樹林

九谷にある柏原神社の社叢は、イチイガシを主

体にした樹林で、スダジイ、アラカシなどが高木

層に混じり、下層に

アラカシ、シラカシ

などの常緑広葉樹が

多く生育し、イチイ

ガシ、イヌガシなど

の暖帯性植物など小

規模ながら暖帯林の

指標となる植物が豊

富 に 自 生 し て い ま

す。

⑧　矢喰の岩

吉備津彦命の射た矢と温
うら
羅の投げた岩が、空中

でかみ合い落下したという伝説のある大小５個の

花崗岩が、水田地帯の中に静かなたたずまいを見

せており、古くから地域の人たちに親しまれてい

ます。

⑨　金山八幡宮の社叢

金山山腹の金山寺周辺は、密教寺院の霊山とし

てのたたずまいを見せています。指定地は、狭い

範囲ではありますが樹齢200年を越す天然林で、

スダジイ、シラカシ、カゴノキなどの大木が見ら

れます。



徳蔵神社の樹林

造山古墳（吉備路風土記の丘）

宇甘渓（吉備清流）
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⑩　徳蔵神社の樹林

徳蔵城跡東麓の徳蔵神社の周辺に暖帯林特有の

シイ、アラカシが茂り、１つの森を形成しています。

現在でも原生的な自然環境が保全されています。

●自然保護協定

岡山県自然保護条例第21条に基づき、開発事業

者、岡山県、岡山市の３者で締結しています。（２

環境保全対策（5）自然保護協定（Ｐ14）参照）

協定に基づく指導及び事前協議の際には、県自然

環境課と協力して調査、情報収集、関係者調整な

どを適宜行っています。

（4）自然公園等の保護と利用
●国立公園

国立公園は、我が国の風景を代表する傑出した

自然の風景地で、環境大臣が指定しています。市

内では、児島半島の金甲山、貝殻山、児島湾の高

島が、第２種特別地域に指定されており、工作物

の新改築や植物採取などの行為を行う際に許可が

必要です。また、児島湾外の海域は普通地域に指

定されています。岡山市では、許可届出申請の受

付を行うことになっており、市長意見をつけて県

へ進達しています。

●県立自然公園

県立自然公園は、県を代表する自然景勝地で、

県知事が指定しています。市内には、吉備路風土

記の丘、吉備史跡、吉備清流、吉井川中流県立自

然公園の４つの地域が指定されており、土地の形

状変更などに際して届出、許可が必要です。権限

委譲により、平成18年４月１日から市で届出・許

可を行うことになりました。

また、平成18年3月に吉備路風土記の丘、吉備

史跡の２公園地域の公園計画が変更され、県立自

然公園内に新たに中国自然歩道が設定されました。

●自然海浜保全地区

瀬戸内海に残された自然海浜の保全とその下で

の海水浴等のレクリエーション利用を図るため、

岡山県では「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基

表44　国立公園

名称 面積（陸域のみ） 指定年月日

瀬戸内海 286ha
S 9. 3.16 
S31. 5. 1 

（金甲山、貝殻山編入）

表45　県立自然公園

名　　称
面　　　積

指定年月日
特別地域 普通地域

吉 備 史 跡 － 1,293ha S41. 3.25
吉備路風土記の丘 － 227ha S47. 1.11
吉 備 清 流 208ha 1,582ha S58. 3.29
吉 井 川 中 流 － 185ha H 3. 3.30
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づく自然海浜保全地区条例を制定し、市内では宝

伝地区の１箇所が指定されています。

「砂浜、岩礁その他これに類する自然の状態が

維持されている地域」および「海水浴、潮干狩り、

その他これらに類する用に利用されており、将来

にわたってその利用が適当であると認められる地

域」が指定され、指定されると工作物の新築等に

関して届出が必要となります。

（5）自然環境調査の実施
●自然環境調査

　平成17年度の合併地区基本調査の中で御津地区

にオオタカの生息が確認されたことを受け、平成

18年度に自然環境調査（猛禽類詳細調査）を実施

しました。

●ホタル生息調査

　２年に一度、ホタルが生息する可能性のある地

区の小学生等の協力を得て、ホタル調査を実施し

ています。平成29年度の調査では、市内191地

点（ゲンジボタル170地点、ヘイケボタル93地点）

で確認されています。身近な生きものの里認定地

のうち、ホタル類をシンボルとしているところで

は引き続きホタル類の発生が確認されましたが、

高島・旭竜地域ではホタル類が大きく減少した地

点がありました。認定地域以外では、一宮、津高、

御津、建部地域でも生息地が維持されています。

瀬戸地域では、水路や池で小規模な発生がみられ

ているほか、市街地中心部でも引き続き小規模発

生地が確認されました。

（6）野生鳥獣の保護及び野生鳥獣による被害対策
　鳥獣保護行政は、「鳥獣の保護及び管理並びに

狩猟の適正化に関する法律」に基づき、県を中心

に鳥獣生息基礎調査、鳥獣保護区の設定、鳥獣保

護思想の啓発、狩猟の適正化、鳥獣による被害対

策が行われています。そのうち、農林水産物に被

害を及ぼす鳥獣の捕獲許可の権限が市町村に委譲

されています。岡山市に権限委譲されている捕獲

対象種は、カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、

アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、

トビ、キジバト、カワラバト（ドバト）、ヒヨド

リ、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソガラス、

ハシブトガラス、ニホンザル、タヌキ、イノシシ、

ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ、アライグマ、

ハクビシン及びアナグマの26種です。

●有害鳥獣の捕獲

農作物に被害を及ぼすカワウ、カラス、ヌー

トリア、ハクビシン、アライグマ、イノシシ及

びニホンジカの捕獲について、補助金を交付し

ています。

●有害鳥獣捕獲活動奨励補助金

有害鳥獣の捕獲活動を実施する駆除班に対し

補助金を交付し、野生鳥獣による農作物被害の

防止・軽減を図っています。

●イノシシ等防護柵の設置

イノシシ等有害鳥獣による農作物被害を防止

するため、効果的な防護柵（トタン・金網・電

気柵等）の設置に対して助成を行っています。

●有害獣捕獲柵の設置

有害獣（イノシシ、ニホンジカ）による農作

物被害を防止するため、町内会等が購入する捕

獲柵について助成を行っています。

表46  自然海浜保全地区

名　称 面　積 指定年月日

宝 伝 地 区 380m，0.35ha S57. 3.26
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表47　有害獣の捕獲状況
（単位：頭）

年度 H25 H26 H27 H28 H29 １頭あたり補助金
ヌートリア 841 1,016 571 525 1,196 2,000 円以内（うち国 1,000 円以内）
ハクビシン 
※H27 より 　 　 3 5 14 2,000 円以内（うち国 1,000 円以内）

アライグマ 
※H27 より 　 　 0 0 0 2,000 円以内（うち国 1,000 円以内）

イノシシ 
（夏期・狩猟以外） 1,572 1,740 271 487 570 14,000 円以内（うち国 8,000 円以内）

イノシシ 
7 月 1 日～ 9 月 30 日（夏期）捕獲分 744 961 960 923 1,220 18,000 円以内

（うち国 8,000 円、県 4,000 円以内）

ニホンジカ 
7 月 1 日～ 9 月 30 日 

（夏期）捕獲分 ※H26 より
49 67 40 21 18,000 円以内

（うち国 8,000 円、県 4,000 円以内）

イノシシ 
11 月 15 日～ 3 月 15 日 
猟期捕獲分 ※H27 より

　 1,441 1,735 2,582 10,000 円以内（うち県 4,000 円以内）

ニホンジカ 
11 月 15 日～ 3 月 15 日 
猟期捕獲分 ※H27 より

 164 158 187 10,000 円以内（うち県 4,000 円以内）

表48　イノシシ等防護柵設置状況
（単位：m）

年　度 H25 H26 H27 H28 H29 補　　助　　率 補助要件

防　護　柵
設置数量

9,956 9,074 11,703 2,646 1,850
県補助 1/2 以内 
※H26 より市補助 1/6 以内
追加  

1 整備地区につき
受益戸数 3 戸以上

－ － 2,380 28,745 42,109
単市補助 2/3 以内
※H27 は補助率 1/6、Ｈ 28
より補助率 2/3

1 整備地区につき
原則として受益戸数
2 戸以上

表49  有害獣捕獲柵設置状況
（単位：基）

年　　　度 H25 H26 H27 H28 H29 補　　助　　率

捕獲柵設置数 30 28 32 41 58
県補助1/3以内   市補助1/3以内
※H28より県補助廃止　市補助2/3以内

（補助限定額）１基当たり　126,000円
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（7）オオタカの保護について
オオタカは、タカ目タカ科に属する猛禽類で、

ハトや小鳥を餌にしています。オスよりもメスの

方が一回り大きく、これは他のタカ類にも見られ

る特徴です。平成17年の環境省の調査によれば、

全国のオオタカの生息数は2,000羽程度とされ、

環境省のレッドリスト（平成24年8月）では準

絶滅危惧に指定されています。岡山市では、秋か

ら冬にかけて農耕地や里山周辺でよく見られ、そ

の時期には市街地中心部の後楽園などにも現れま

す。一方、繁殖期である春から夏には吉備高原の

雑木林などでひっそりと子育てをしており、この

時期に姿を見ることは稀です。

平成17年に岡山市御津地区の里山にオオタカが

周年生息していることが確認され、平成18、19年

の２ヶ年で猛禽類詳細調査を実施するとともに、

外部専門家による「御津オオタカ保護対策検討専

門委員会」を設置し、営巣環境や採餌環境への配

慮事項について検討を行いました。

近年、環境省が生息数調査等を行った結果、個

体数が回復していることがわかり、現在では絶滅

のおそれは低くなったと考えられています。しか

しながら、オオタカなどの猛禽類は生態系や食物

連鎖の頂点に位置し、もともと数が少ない生物種

に変わりはなく、引き続き各種開発・事業への助

言・指導や生息地周辺の保全対策が必要と思われ

ます。

御津地区で確認されたオオタカ
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１．スイゲンゼニタナゴ
～春の小川がにあう小さな郷土種～

［コイ科］ 　全長５cm

岡山は淡水魚の種類の多さが全国有数です。

タナゴの仲間（岡山の方言では「カメンタ」「ニ

ガメン」などと呼ばれます。）も８種類確認さ

れており、スイゲンゼニタナゴはその中で最

も小型の種類です。国内で岡山県南部と芦田

川水系にしか生息していません。

えらぶた後部から尾びれまでつながる美し

く淡い青緑色のラインが特徴で、とても気品

があります。流れのゆるやかな砂底の用水路

や小川を好み、イシガイ、マツカサガイなど

の二枚貝に卵を産み付けます。春は産卵の時

期で、オスには派手な婚姻色が出ています。

水路改修により緩やかな流れや二枚貝の生

息する環境がなくなったり、商業目的での大

量捕獲などで急速に数を減らしました。環境

省のレッドリスト2015では、最も絶滅の危険

性が高い絶滅危惧ⅠＡ類に選定されています。

平成14年に、種の保存法の国内希少野生動植

物種に指定され、許可無く捕獲・譲渡等を行

うことが禁止されるとともに、市内でも保全

対策が行われています。

２．キビノミノボロスゲ
～なぜここにだけ？謎めいた天然記念物～

［カヤツリグサ科］ 　高さ 60 ～ 80cm
５月ごろ、ひっそりと花をつけるこの植物

は、現在、吉備中山の

麓のみに生育し、市指

定の天然記念物にな

っ て い ま す。1903年

の発見時には新種と

されましたが、後日、

中国大陸や朝鮮半島

にある植物と同一種

とされました。日本での特殊な分布から、神社

の禊ぎ用に持ち込まれたものではないかと言

われていますが経緯は謎めいています。数は少

なく環境省のレッドリスト2015および県のレ

ッドデータブックではともに絶滅危惧種にな

っています。管理を放棄して背丈の高い草に覆

われると少なくなることから、地元の方が草刈

りを行い保全に努めています。目立たない植物

ですが、古代吉備のロマンを秘めた植物です。

３．ナゴヤダルマガエル岡山種族
～ゲールゲール、身近なカエルも絶滅危惧種～

［アカガエル科］ 　体長５cm
岡山県をはじめ、東

海地方から瀬戸内沿岸

に分布しています。市

内の生息地は数か所

で現在は孤立してい

ますが、かつては市内

の田んぼで普通に見られたカエルです。トノ

サマガエルによく似ていますが、岡山種族は

背中の真ん中に線がなく、全体的にずんぐり

とした体型をしています。６～７月ごろ産卵

し、ゲール、ギェーツと鳴きます。冬期も湿

った素堀の水路のあるような田園地帯を好み、

足が短くジャンプ力に欠けるため、側溝のコ

【トピックス】

岡山市を代表する希少な生きものを紹介します。
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ンクリート化や湿田の改良・開発で生息地が

激減しており、市内でも保護を行っています。

現在、環境省のレッドリスト2015で絶滅危惧

ⅠＢ類、岡山県のレッドデータブックで絶滅

危惧Ⅰ類に指定されています。

４．アユモドキ
～市民が守る産卵環境・岡山を代表する淡水魚～
［ドジョウ科］ 　全長 15cm

アユモドキはドジョウの仲間ですが、泳ぎ

方と生後４～５年以上たった成魚の姿がアユ

に似ることから、この名前がつきました。県

南部の旭川・吉井川・高梁川水系と琵琶湖淀

川水系だけに分布しています。体がたてに扁

平で、灰白色の体に暗褐色のしま模様がたて

に入ります。

普段は河川や水路の石の隙間などに隠れて、

主に朝晩活動します。６月に河川増水や水田

灌漑により、草が茂る陸地が一時的に水域に

なると一斉に産卵します。この産卵場が土地

改良などで失われ、産卵場と水路、河川の往

来が改修で遮断されたことで激減しました。

現在、環境省のレッドリスト2015で絶滅危惧

ⅠＡ類、国の天然記念物、種の保存法の国内

希少野生動植物種に指定されています。市民

団体、地域住民等の保護活動と研究成果の蓄

積のおかげで保全されていますが、予断を許

しません。かつては食していた魚たちを是非、

身近なつきあいの中に取り戻したいものです。

５．ミズアオイ
～水辺に咲く青紫の宝石も野生絶滅状態～

［ミズアオイ科］ 　高さ 20 ～ 40cm
北海道から九州、東アジアの温帯地域に分

布する１年草。古名をナギといい、葉を食し

ていたそうです。昔は水田や水路、沼地、河

川の中下流域などに広く生育していましたが、

現在は除草剤や水路・河川改修などによって

激減しました。環境省のレッドリスト2015で

準絶滅危惧、岡山県のレッドデータブックで

は絶滅危惧Ⅰ類であり、岡山県希少野生動植

物保護条例の指定種になっています。

根本から長い茎を持つ葉を出し、葉の形は

心形です。９～ 10月にかけ、茎を伸ばして先

端に青紫色の美しい花をつけます。

岡山市内では、1980年代前半まで、百間川

や南部水田地帯で群落が見られましたが、現

在は野生絶滅状態です。県内でも、毎年生育

が確認されているのは、倉敷川の保全地区だ

けです。

ミズアオイの種子は、土の中で休眠するこ

とが知られており、耕したりすると再生する

ことがあります。かつての生育地から、再び

よみがえらせることができるでしょうか。
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（1）緑の現況
　①　市域全体の概観
　岡山市は、北に吉備高原へとつながる丘陵地、

中央部には旭川、吉井川の河口に広がる岡山平野、

南には児島湾を挟んで瀬戸内海国立公園の一部と

なる児島半島からなっています。市街地は、周辺

四山（操山、半田山、京山、矢坂山）、近郊五山（吉

備中山、笠井山、龍ノ口山、芥子山、貝殻山）と

呼ばれる山々に囲まれ、平野南部には江戸時代か

らの干拓事業による田園が広がる、水と緑が豊か

な街です。

　②　公園の現況
　市街地の緑の核となる都市公園には、日本三名

園の一つである後楽園や歴史遺産である烏城公

園、約15万本（3,200種）の植物で四季を彩る半

田山植物園、河川敷を利用した百間川緑地、用水

の流れを活用し中心市街地のオアシスとなってい

る西川・枝川緑道公園や下石井公園、体育館を中

心に多目的な利用のできる浦安総合公園などがあ

りますが、これらの公園面積は11,935,288㎡、市

民一人当たりの公園面積は、16.9㎡／人※で、こ

の値は全国値である10.4㎡／人を大きく上回って

います。（※一人当たりの面積は平成30年3月31

日現在の住民登録人口707,595人で算出）

なお、公園・遊園地等愛護委員会（平成30年3月

末現在626団体）と協働で、公園・緑地等の環境

美化（清掃・除草等）に努めています。

（2）緑の保全
　①　緑の保護
　岡山市域には、岡山県自然保護条例により、歴

史的な緑が保護されています。（74ページ参照）

　また、快適な環境づくりや都市の景観、風致の

維持に欠くことのできない貴重な樹木の保護を目

的として「岡山市環境保全条例」に基づき、保存

樹68件、保存樹林1件が指定されています。

1 緑の保全

　②　自然とのふれあいの里山づくり
　市街地に近く、良好な自然や古代からの歴史が

残されている操山山塊（約258ha）を保全し、よ

り多くの市民に親しんでもらえるよう、散策路や

解説板などが整備されています。さらに人と自然

とが調和してきた里山の暮らしに親しみ、自然や

環境、歴史を学ぶ拠点施設として操山公園里山セ

ンターが多くの市民に利用されています。

　③　緑のまちづくりの推進
　岡山市では「緑の保全」とともに、積極的に緑

化を推進しています。

　ア．公共施設等の緑化

　　　　公共施設の緑化を進めるため、他部局と

も連携を図り、道路や河川、学校等の緑化

を推進しています。

　イ．市民参加の緑化推進

　　　　緑豊かな都市づくりを進め、市民の緑化

意識の高揚を図るため、４、５月を「春の

花いっぱい運動期間」、10月を「緑化月間」

と定め各種行事を開催するほか、年間を通

じて市民参加による緑のまちづくりに取り

組んでいます。

　　　○　春の花いっぱい運動

　　　　草花の種子配布、フラワーロード（市

道４路線のフラワーポットに季節の花を植

栽、管理）、花・緑ハーモニーフェスタin

西川、花と緑の写生大会、緑の相談所、花

と緑のコンクール

　　　○　緑化月間

　　　　草花の種子配布、フラワーロード、緑化

作文コンクール、緑の写生大会、緑のハイ

キング、岡山市緑化推進フェア（緑化・美

化功労者感謝状贈呈、花と緑のコンクール

等入賞者表彰）

　　　○　その他

　　　　市内約300か所の花壇（地元管理等）へ
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の花苗配布等

　ウ．民有地の緑化推進

　　　　民有地緑化の推進を図るため、（公財）

岡山市公園協会により、生垣設置や壁面緑

化などの助成事業や、親子ガーデニング教

室・園芸講習会の開催、機関誌の発行など

を行っているほか、岡山市と協力して各種

緑化普及啓発事業を進めています。

（1）都市景観の現況
岡山市の中心市街地は、商業・業務・集客施設

やコンベンション施設等が集積するJR岡山駅周

辺エリアと、歴史・文化資産が集積する旧城下町

エリアの2つの核で形成され、その周囲を市街地

が取り囲んでいます。

北側には丘陵・山並みが連なり、南側には干拓

地が広がり、児島湾から瀬戸内海へと開けており、

その間をつなぐように大きな川が流れているとい

うように、身近に多くの自然を有しており、それ

が都市の個性ともなっています。

このように岡山市は豊かな自然を背景に古代よ

り吉備文化発祥の地として、また近世においては

城下町として栄え、国内文化交流の主要ルートの

拠点的役割を果たしてきました。

また、児島湾の干拓・新田開発や百間川の築造

など古くから先駆的な都市づくりを行ってきまし

た。

さらに、戦後の経済・産業面での急速な発展を

遂げるに伴い都市は拡大していきましたが、一方

で歴史的町並みや街なかの緑など、歴史・文化・

自然・人々の生活環境などの岡山固有の景観の保

全、形成が課題となっています。

（2）都市景観の保全対策
平成17年度に策定し公表した岡山市景観基本計

画を踏まえ、景観法に基づき、平成19年度に建築

物等の規制・誘導により良好な景観形成を図る岡

山市景観計画、並びに岡山市景観条例を制定し、

平成20年度より施行しています。

また、庭瀬・撫川地区、西大寺地区、出石町地

区については、まちづくり協定の締結による街並

み保全、建物修景に対する助成制度の活用による

地域固有の歴史的な景観資源を活かした景観まち

づくりに、地元まちづくり協議会とともに取り組

んでいます。

2 都市景観の保全

表50　都市公園等整備状況
（平成30年3月31日）

種　　　別 箇所数 面積（㎡）

都

　市

　公

　園

街 区 公 園 319 823,593

近 隣 公 園 30 561,623

地 区 公 園 15 2,175,726

総 合 公 園 5 906,199

運 動 公 園 2 131,355

特

　
　殊

風 致 公 園 5 3,020,165

歴 史 公 園 4 251,006

植 物 園 1 110,075

墓　　 園 1 300,000

緑 　 道 9 159,077

緑 　 地 74 2,511,385

そ の 他 0 0

都市公園以外の公園 10 494,454

県管理都市公園（市内） 2 490,630

合　　　計 477 11,935,288
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都心部においては、主要な道路の無電柱化や修

景整備、沿道建物や屋外広告物の規制誘導により、

都心部にふさわしい風格と統一感のある景観形成

に取り組んでいます。

また、住宅地等における地区計画制度の活用に

よる住民主体のまちづくりや、屋外広告物条例に

よる屋外広告物の規制、誘導により美しくゆとり

のある景観形成に取り組んでいます。

（3）景観形成の取組みについて
良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等とそ

こに暮らす人々の営み、社会・経済的活動等が調

和することによって生み出されます。すなわち、

景観とは単に物の見え方にとどまらず自然的要素

と人工的要素が織りなす「環境調和の象徴」であ

り、私たちの暮らす地域社会の健康性、文化性、

快適性を表す重要な環境尺度であると言えます。

岡山市においては、固有の自然・風土や、長い

時間をかけて積み上げられてきた人々の営みによ

って、数多くのすばらしい景観＝「原風景」が形

成され、受け継がれてきましたが、都市化の過程

の中で見失ったものも多くあります。今後、人口

減少や少子高齢化が進む中にあっても、市民生活

の質と都市の活力の向上を図り、誰もが岡山に住

みたいと思える都市づくり、個性ある地域づくり

が求められる中で、これまでに創りあげられた「原

風景」に磨きをかけ、新たなる時代に対応した魅

力ある「景観」を創造し、未来に引き継いでいく

ことは、今の時代を生きる岡山市民一人一人に課

せられた役割であると言えます。このような基本

的な考え方に基づいて、岡山市において、市・市民・

事業者等がめざすべき景観づくりの目標を次のと

おり設定しています。

図47　景観づくりの目標

平成19年12月に景観法に基づき策定した「岡

山市景観計画」により、より実効性ある景観形成

の施策、及び市民協働の景観まちづくりを市域全

域で展開するために、岡山市全域を景観計画区域

に指定し、一定の規模を超える建築、開発等の行

為に対して届出・勧告制によって規制誘導を行い、

各地域の良好な景観の維持保全、創出を図ってい

ます。

また、中心市街地においては、景観形成重点地

区（都心軸沿道地区）にあわせて、岡山市屋外広

告物条例に基づく屋外広告物モデル地区を指定す

ることにより、建物と広告物が一体化した良好な

街並みの形成を図っています。
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（1）歴史的文化環境の概観
温暖な気候と、豊かな自然環境に恵まれた岡山

市内には、数多くの文化遺産が存在しており、指

定文化財だけでも国指定86件、県指定106件、市

指定115件の計307件が存在します。多数の文化

遺産の中には、著名な縄文貝塚である彦崎貝塚、

弥生時代の大規模集落である津島遺跡や南方遺

跡、全国第４位の規模を誇る造山古墳、県内最古

級の寺院である賞田廃寺、再建東大寺の瓦を製作

した万富東大寺瓦窯跡、比翼入母屋造の本殿をも

つ吉備津神社、都市としての岡山の礎となった岡

山城跡とその城下町遺構、沖新田、興除新田等の

近世干拓事業にかかわる遺構など様々な時代、種

類の文化遺産があります。

また近年は、明治～昭和初期の建造物、土木構

造物、近代産業遺産や「文化的景観」等、近・現

代の人々の営みの跡も文化財として認識されるよ

うになり、保護・保存の要望が高まってきていま

す。これはこれまでのような重要な文化財の保護

のみならず、地域に根ざし、また時代にとらわれ

ない歴史的・文化的環境の保全と活用が求められ

ていることを示すものです。

（2）歴史的文化環境の保全対策
①　埋蔵文化財の保護
古墳や集落跡など、遺跡・土地に包蔵される文

化財を埋蔵文化財と呼びます。市域には『改訂岡

山県遺跡地図』に登録されているだけで、約3,600

ヶ所を数える埋蔵文化財が所在しています。

岡山市では埋蔵文化財の存在状況に関する正確

な情報を把握し、その情報を遺跡地図として配布

することによって、情報の公開を図り、それに対

する認識を深めるよう努めています。同時に埋蔵

文化財包蔵地内での開発事業等に対しては、事前

にその存在状況を確認し、保存と開発との協議調

整を図っています。平成29年度には500件を越え

る存在状況の照会があり、また265件の、土木工

事に伴う埋蔵文化財発掘の届出・通知がありまし

た。また埋蔵文化財の存在状況の試掘・確認調査

22件実施しています。

埋蔵文化財は現状で保存することが望ましいの

ですが、現状保存を図ることができない場合、す

なわち埋蔵文化財との関係が恒久的に絶たれてし

まうことが予想される場合には、やむを得ない措

置として発掘調査等を実施し、記録保存を図るこ

ととしています。平成28年度には、造山古墳と金

蔵山古墳の範囲確認調査を実施し、多くの成果を

上げることができました。

②　文化財の保護と管理
文化財を望ましい環境で次世代へ継承するた

め、文化財の調査等をすすめ、特に重要な文化財

については、法や条例のもと、指定や登録といっ

た制度で保護を図っています。

指定文化財等にはその保護のため現状変更など

に厳しい制約が設けられますが、同時に保存修理

などに対しては補助金による財政的支援をはじ

め、文化財の価値を損なわないための指導監督を

行っています。また、日常的な管理についても所

有者と意志の疎通を図るなど保護対策に取り組ん

でいます。史跡等については、公開と活用に向け

た取り組みのため土地公有化にも努めています。

平成29年度は、県指定重要文化財日応寺番神堂

（岡山市北区日応寺）の保存修理と市指定重要文

化財栗村神社本殿の保存修理と防災設備の設置を

3 歴史的文化環境の保全

国指定重要文化財旧旭東幼稚園園舎
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実施しました。

③　近代化遺産・文化的景観の保護
近代の建造物や土木構造物が老朽化や施設の更

新によって急速に姿を消しつつあることから、平

成８年の文化財保護法改正で築50年を経過した建

造物に対し「登録文化財制度」が設けられました。

本市においてもそれらを、近代化を物語る遺産

として認識し、保護に取り組んでいます。現在ま

でに67件が登録されています。

④　文化財の公開と整備
史跡等の文化財については周辺整備を図って積

極的に公開活用するとともに、文化財本来の形状

や歴史的景観に修復するための整備事業を推進し

ています。平成29年度は、史跡千足古墳と史跡岡

山城跡の本丸下の段で、史跡整備事業を実施しま

した。また史跡大廻小廻山城跡史跡と彦崎貝塚の

史跡整備事業（史跡地公有化事業）、天然記念物

アユモドキ保全活用事業も実施しました。

発掘調査によって得られた出土物や記録類は、

岡山市埋蔵文化財センターにおいて整理や調査、

保存処理などを行ったうえで、展示や発掘調査報

告書を刊行することにより周知・公開が図られて

います。平成29年度は『南方遺跡』、『上伊福（済

生会）遺跡4』、『大供本町（鹿田小）遺跡』、『岡

山市埋蔵文化財センター年報17』、『岡山市埋蔵文

化財センター研究紀要第10号』、計5冊の報告書

等を刊行しました。

また、平成28年度に行われた発掘調査の成果を

紹介するため、平成29年10月30日～ 10月31日（市

庁舎１階市民ホール）で出土遺物や写真パネルを

展示する「埋蔵文化財発掘調査速報展」を、また

11月11日には岡山市埋蔵文化財センターにおい

て、調査の内容を発表する「埋蔵文化財発掘調査

報告会」を開催しました。このほか造山古墳、金

蔵山古墳では現地説明会を開催し、埋蔵文化財セ

ンター講座、彦崎貝塚活用講座、水辺教室も開講

しています。

また、足守藩家老杉原家の屋敷である旧足守藩

侍屋敷遺構、足守藩の大名庭園の近水園などの文

化財施設、灘崎歴史文化資料館、瀬戸郷土館の公

開活用を図っています。また指定文化財を中心に、

説明板や標識・標柱を設置することにより周知活

動にも努めています。

県指定重要文化財吉備津彦神社本殿修理
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表51　市内指定文化財数
（平成30年4月１日現在）

分類 種別 国指定 県指定 市指定 合計

指

　
　定

　
　文

　
　化

　
　財

有
形
文
化
財

建
造
物

建 造 物 8（国宝１） 16 21 45（国宝１）

石 造 美 術 3 6 10 19

美
術
工
芸
品

絵 画 7 5 6 18

彫 刻 4 8 9 21

工 芸 品 31（国宝４） 32 9 72（国宝４）

書 跡 典 籍 1 5 4 10

古 文 書 1 4 7 12

歴 史 資 料 2 1 7 10

考 古 資 料 3 3 1 7

無形文化財

各 個 認 定 0 2 0 2

保持団体等認定
（総合認定含む） 2 0 0 2

民俗文化財
有形民俗文化財 0 2 8 10

無形民俗文化財 1 4 5 10

記　念　物

史 跡 18 15 13 46

名 勝 1（特別名勝１） 1 0 2（特別名勝１）

天 然 記 念 物 3（特別天然記念物２） 2 14 19（特別天然記念物２）

選
定

選 定 保 存 技 術 1 0 1 2

伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 0 ― ― 0

合　　　計 86 106 115 307

登 録 有 形 文 化 財 69 - - 69

重 要 美 術 品 8 2 14 8

（　）内は国宝・特別名勝・特別天然記念物の内数。 資料  教育委員会文化財課



図48　埋蔵文化財関係届出・通知件数
300

250

200

150

100

50

0

件

　
　
　
数

調査の届出

発掘の届出

発掘の通知

発見の届出・通知

調査の通知

出土物鑑査

試掘調査

記念物現状変更

年度27 28 292625242322212019

−89−

－Ⅹ 快適環境 －

表52  埋蔵文化財関係届出・通知等の件数
92条 

調査の届出 
※ １

93条 
発掘の届出 

※ ２

94条 
発掘の通知 

※ ３

96条 
発見の届出
 ・通知 ※ ４

99条 
調査の通知 

※ ５

100・102条 
出土物鑑査 

※ ６
試掘調査 

※ ７
125条 

記念物現状
変更※ ８

総計

平成19年度 4 125 67 0 3 6 30 34 269

平成20年度 6 128 54 0 6 9 11 35 249

平成21年度 7 181 58 1 8 13 14 35 ※9 317

平成22年度 7 170 53 1 4 14 29 60 ※9 338

平成23年度 6 188 34 0 3 8 27 70 ※9 336

平成24年度 2 163 32 0 4 5 25 49 ※9 280

平成25年度 3 216 47 0 2 7 24 40 ※9 339

平成26年度 4 229 28 2 4 6 21 36 ※9 330

平成27年度 3 217 29 1 5 7 19 75 ※9 351

平成28年度 2 252 42 0 4 5 18 80 ※9 403

平成29年度 3 262 42 0 3 6 22 64 ※9 402

※ １  平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 92 条 ｡
※ ２  平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 93 条 ｡
※ ３  平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 94 条 ｡
※ ４  平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 96 条 ･97 条 ｡
※ ５  平成 12 年度に文化財保護法改正に伴い、98 条の 2 から 58 条の 2 に改正。平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度
　　   より第 99 条。 
※ ６  平成９年度に中核市に権限委任 ｡ 平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 100 条 ･102 条 ｡
※ ７  平成９年度から 58 条の 2 適用 ｡ 平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 99 条 ｡
※ ８  平成 16 年文化財保護法改正に伴い、平成 17 年度より第 125 条 ｡
※ ９  文化財保護法第 168 条の 2（各省庁の長以外の国の機関が記念物等の現状変更をしようとする場合の文化長官の同意を求める
　　　ための協議）を含む。
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地球温暖化とは、人間の活動に伴い二酸化炭素

など大量の「温室効果ガス」が大気中に排出され

ることにより、地球の平均気温が上昇する現象を

いいます。「京都議定書」では、６種類の温室効

果ガス（二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一

酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン

（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）、六フッ

化硫黄（SF6））を削減対象として指定されました。

その後、2015年4月に地球温暖化対策の推進に関

する法律が改正され、三ふッ化窒素（NF3）が温

室効果ガスの種類として追加されています。

地球温暖化が進行すると、気候システムのエネ

ルギーバランスが崩れて異常気象の頻発や、海水

の膨張や氷河の融解による海面上昇を引き起こす

と予測され、自然生態系や生活環境、農作物など

へ及ぼす悪影響が懸念されています。

実際、1880 ～ 2012年において、世界の平均気

温は0.85℃上昇しています。さらに、最近30年の

各10年間の世界の平均気温は、1850年以降のど

の10年間よりも高温となっており、1986 ～ 2005

年を基準として、21世紀末までには0.3 ～ 4.8℃上

昇することが予測されています。（気候変動に関

する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書より）

これに対し、1997年12月に開催された地球温

暖化防止京都会議（COP3）において採択され、

2005年２月に発効した「京都議定書」において、

先進国全体の温室効果ガス排出量を2010年前後ま

でに約５％削減するという数値目標が設定され、

日本は2008年から2012年までの第１約束期間に、

1990年比で６％削減することが決まりました。

また、2009年９月に開催された国連気候変動首

脳会合で、日本は、温室効果ガス削減目標につい

て、中期目標を「1990年比で2020年までに25％

削減することを目指す」と表明しました。

しかし、2011年3月11日に発生した東日本大震

災・福島第一原子力発電所事故に伴い、温暖化対

策に密接な関係のある我が国のエネルギー政策が

大幅に見直される状況となっています。

また、エネルギー安定供給の確保、地球温暖化

問題への対応、経済成長の柱である環境関連産業

の育成のためには再生可能エネルギーの利用拡大

が急務であることから、太陽光発電等の再生可能

エネルギー源を用いて発電された電気について、

国が定める一定の期間・価格で電気事業者が買い

取ることを義務付けた固定価格買取制度を盛り込

んだ「電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法」が2011年8月に成立

しました。その後、太陽光に偏った導入や国民負

担の増大等の課題が顕在化したことから、新認定

制度の導入など、再エネ最大限の導入と国民負担

の抑制の両立をかかげ、同法は2017年4月に改正

されました。

2013年11月にポーランドのワルシャワで開

催された気候変動枠組条約第19回締約国会議

（COP19）において、日本は、原子力発電による

温室効果ガス削減効果を含めずに設定した現時点

の目標として2020年に温室効果ガスを、2005年

度比で3.8％削減する目標を表明しました。

2014年4月11日に政府は原発を「重要なベース

ロード電源」と位置付け、原発再稼働を進める方

針を明記したエネルギー基本計画を閣議決定しま

した。

また、2015年７月に政府は2030年の温室効果

ガス排出量を2013年度比で26％削減するという

目標を国連気候変動枠組条約事務局に提出しまし

た。

そして2015年11月～ 12月にかけてフランスの

パリで行われたCOP21では、「パリ協定」が採択

され、2016年11月には採択から一年以内という異

例の早さで発行されましたが、その後、2017年6

月、米国が「パリ協定」からの離脱を表明しました。

協定には、産業革命前からの気温上昇を２℃未満

1 地球温暖化の現況
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図49　温室効果ガス排出量の推移
（千 t-CO2）

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
2013（H25)

産業部門

2020（H32) 2025（H37) 2030（H42)

廃棄物

民生家庭部門

メタンCH4

民生業務部門

一酸化二窒素N2O

運輸部門

代替フロン等４ガス

126
68
55
138

122
62
53
163

119
55
51
185

116
46
49
213

2177 2297 2362 2417

953 953 945 929

1607 1688 1719 1727

1352
1305 1243 1156

6476 6643 6679 6653

地球温暖化対策の推進のためには、地域のき

め細かな環境行政の担い手である地方公共団体

がイニシアティブを発揮することが不可欠で

す。特に、本市は、中小事業者や住民との地域

における最も身近な基礎自治体として、地域の

自然的社会的条件を徹底的に分析し、主とし

て、地域住民への教育・普及啓発、民間団体の

活動の支援といった、地域に密着した、地域の

特性に応じた最も効果的な施策を、市民、事

業 者 等 と 連 携 し 進 め て い く 必 要 が あ り ま す。 

（1）市民共同発電事業
これは、地球温暖化等の地球環境問題対策の一

つとして注目されている「再生可能エネルギーの

導入」に、市民と市が協働して取り組むことによ

り、再生可能エネルギー施設の普及促進や市民等

への周知を図ると共に、市民と市が協働して進め

る地域づくり等のモデルケースとすることを目的

としたものです。

今までに、ＮＰＯ法人が平成14年に岡山市中山

保育園に太陽光発電設備や太陽熱給湯設備を、平

2 地球温暖化対策

に抑える目標が明記され、1.5℃未満に抑えること

も努力目標として掲げられました。196の条約締

結国・地域が全て参加する枠組みで、対策の進み

具合を評価し、目標を５年ごとに見直す仕組みも

設けられています。また今世紀後半に排出量と森

林や海による吸収量とのバランスを取り、排出量

実質ゼロを目指すこととしています。

一方、岡山市から排出されている温室効果ガス

排出量を試算すると、2013年647.6万tであり、部

門別では産業部門が全体の33.6％と最も高く、以

下民生業務部門（24.8％）、運輸部門（20.9％）、

民生家庭部門（14.7％）が続いています。また、

現況のまま将来も推移していくと想定した場合の

将来推計値は、2030年で665.3万ｔであり、全体

として2.7％増加することが見込まれます。

このため、岡山市における地球温暖化対策につ

いては、平成28年度に改定した「第２次岡山市

環境基本計画」及び「岡山市地球温暖化対策実行

計画」に基づき、産業、業務、家庭、運輸、廃棄

物の各部門において、同計画に示された具体的な

施策に取り組み、市民協働で環境負荷の少ない持

続可能な社会づくりをすすめていく必要がありま

す。
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成19年には岡山市錦保育園に太陽光発電設備を、

平成22年に岡山市福渡保育園に太陽光発電設備

を、平成23年度には岡山市立瀬戸町図書館に太陽

光発電設備を、平成24年度には岡山市建部保育園

に太陽光発電設備を設置しました。市は、設備設

置場所を無償貸与し、太陽光発電設備からの発電

量に応じた電気料金相当分をＮＰＯ法人に交付金

として交付しています。また、岡山市市民協働推

進モデル事業として平成28年度に岡山市立岡輝公

民館と岡山市立岡西公民館、平成29年度に岡山市

立一宮公民館に太陽光発電設備を設置しました。

これら設備を利用した普及啓発・環境教育を行っ

ています。また、ＮＰＯ法人が行う環境教育活動

を必要な範囲内で支援しています。

（2）CO2 削減／ライトダウンキャンペーン
岡山市は、環境省が全国のライトアップ施設や

家庭の電気の消灯を呼びかける、「CO2 削減／ラ

イトダウンキャンペーン」に、平成29年度も参加

しました。この「CO2 削減／ライトダウンキャン

ペーン」は、電気の消灯による地球温暖化防止と

その啓発を目的として実施されているもので、平

成29年６月21日から７月７日までの期間に可能

な範囲での消灯を呼びかけました。特に夏至の日

の６月21日と七夕で「クールアース・デー」でも

ある７月７日の午後８時から午後10時までの間、

岡山城や岡山シンフォニービルなど41 ヵ所の市有

施設でライトダウンを実施し、全国の参加施設と

ともに、一斉消灯による地球温暖化対策に取り組

みました。

各家庭や事業所に対しても、不要な照明の消灯

によるキャンペーンの参加とその報告を広く呼び

かけるとともに、市域でのライトダウンの取組み

を先導的にするモデル事業として、市役所筋沿い

の事業所等に一斉消灯を呼びかけました。キャン

ペーンの期間中、多くの家庭や事業所から参加報

告をいただき、市域全体として大きな成果をあげ

ることができました。

また、７月７日には（公財）岡山県環境保全事

業団と共催でキャンドルナイトイベントを実施

し、広く市民に対し地球温暖化防止対策を実施し

ていく動機付けやテーマを提供しました。

（3）岡山ふれあいセンターＥＳＣＯ事業について
岡山市では、平成13年から「岡山市環境保全行

動計画」に基づき、市役所自らの事務・事業から

発生する環境負荷を継続して低減する取組みを推

進しています。職員による日常的な省エネ対策や、

設備の運用方法の見直し等により、これまで一定

の成果を上げてきましたが、今後、市有施設から

発生する環境負荷を一層低減していくためには、

ハード面での省エネルギー対策が必要となってき

ています。

このような状況の中、平成20年度に策定した「岡

山市地域省エネルギービジョン」では、「公共施

設のＥＳＣＯ事業導入推進」を重点テーマの一つ

とし、民間の専門的な技術を活用した効果的な省

エネルギー対策の推進を、優先的に取り組むべき

事項として掲げています。

これらの指針に基づき、平成21年度に、市有施

設を対象としたＥＳＣＯ事業導入可能性調査を実

施しました。その調査結果を踏まえ、平成22年度

に、事業成立可能な施設として岡山ふれあいセン

ターを選定し、ＥＳＣＯ事業導入のためＥＳＣＯ

提案の公募を行いました。審議の結果、最優秀提

案者を選定し、平成23年度に、住宅・建築物高効

率エネルギーシステム導入促進事業補助金の交付

決定後、最優秀提案者とエネルギーサービス契約

を締結しました。契約方法として「シェアード・

セイビングス方式」（民間資金型）を採用してい

ます。この契約に基づき、施設の改修工事や試運

転及び調整を行いました。平成29年度の実績報告

として、エネルギー使用量を24.1％削減、光熱水

費を14,297（千円）削減しました。

（4）電気自動車の導入
現在、運輸部門のCO2 排出量は1990年比で約

21％増加していることや、また、CO2 排出量の約

20％が自動車から排出されていることから、自動

車対策が重要な柱となっています。
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岡山市では、地球温暖化対策や省エネルギー対

策への取り組みについて、広く市民の理解を深め

てもらうため、平成21年度に３台、平成22年度

に４台、平成23年度に５台、平成24年度に３台、

平成25年度に１台、平成26年度に３台、平成27

年度に５台、平成28年度に４台、平成29年度に

は３台の合計31台の電気自動車を導入していま

す。

この電気自動車は通常業務で使用するととも

に、4Rや環境の講習会等で普及啓発用としても使

用しています。

電気自動車の普及に向けた率先取組みとして、

今後も継続的な導入を行います。

（5）再生可能エネルギーの普及
現在、地球全体が抱えている深刻な課題である

地球温暖化問題を解決するためには、省エネルギ

ー対策のみではなく、再生可能エネルギーへの取

り組みが重要となっています。

そのためには、二酸化炭素排出削減に有効な地

球にやさしい再生可能エネルギーの普及を進めて

いく必要があります。

岡山市の太陽光に恵まれた特性を活かし、太陽

光発電システムの普及を促進するための率先した

取組みとして、平成29年度には、鹿田小学校へ

45.5kw、小串小学校へ10kw等5施設へ太陽光発

電設備を設置しています。

今後も地域での普及をめざし、市有施設への再

生可能エネルギーの導入拡大を図ります。

（6）岡山市市有施設への再生可能エネルギーの普及促進
再生可能エネルギーの利用や地球温暖化対策を

推進するには、市民・事業者・行政の協働が必要

です。そこで、岡山市では、市民にとって分かり

やすい太陽光発電設備等を設置することで、市域

全体を牽引していくため、市役所全体が連携して

市有施設へ太陽光発電設備等を計画的・効果的に

導入することを目指し、平成23年度に「岡山市市

有施設への太陽光発電設備等導入方針」を定めま

した。

この基本方針では、太陽光発電設備・電気自動

車・電気自動車用充電設備・市民共同発電事業・

「エコ通り」推進事業について、「特に優先して導

入する施設」と「導入の検討対象となる施設」に

関する基準を設けています。

また、平成26年度は、災害時等に太陽光発電設

備で発電した電気を非常用電源として使用するこ

とによる分散型電源の確保及び行政財産の有効活

用を図るため、屋根貸しを行いました。既存の市

有施設9施設について、発電を行う事業を実施す

る事業者を公募したところ、4施設について事業

提案があり、うち瀬戸町カヌー艇庫、承芳ふれあ

い広場、建部浄化センターの3施設を採用しまし

た。

今後も、市有施設への太陽光発電設備等の「見

える化」を図り、家庭等への太陽光発電設備費の

助成と合わせて、市域全体での再生可能エネルギ

ー等の普及促進を進めていきます。

（7）スマートエネルギー導入促進補助事業について
岡山市は、低炭素型の都市の実現に向け、市内

の住宅・事業所へのスマートエネルギー化に資す

る機器の導入に対する補助を平成27年4月から実

施しています。

①住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業
平成29年度は住宅への太陽光発電システム（新

築設置：補助金上限額10万円　既築設置：補助金

上限額15万円）、強制循環型太陽熱利用システム

（補助金上限額5万円）、エネファーム（補助金上

限額15万円）、家庭用リチウムイオン蓄電池シス

テム（補助金上限額15万円）、ヒートポンプ式給

湯器（補助金上限額5万円）、ＨＥＭＳ（補助金上

限額10万円）、高性能建材（補助金上限額10万円）、

電気自動車等（補助金上限額10万円）、Ｖ２Ｈ（補

助金上限額10万円）の導入に対し、2,947件の補

助を行いました。

②事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業
平成29年度は事業所への太陽光発電システム

（補助金上限額100万円）、ガスコージェネレーシ

ョンシステム（補助金上限額150万円）、ＬＥＤ照
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明器具（補助金上限額50万円）、高効率空調機器（補

助金上限額50万円）、エネルギー管理システム（補

助金上限額100万円）、電気自動車等（補助金上限

額10万円）の導入に対し、187件の補助を行いま

した。

（8）エコドライブ講習会について
地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量の

削減のため、平成26年度からエコドライブ講習会

を開催しました。平成29年11月11日、11月29日、

平成30年1月30日の計3回、岡山県運転免許セン

ターで行い計15名の参加がありました。当日は、

ＪＡＦの指導のもと、エコドライブ運転操作につ

いての講習や、エコドライブ走行練習等（燃費計

測）を行い、参加者は約29％の燃費改善を図るこ

とができました。

なお、個々の施策については、それぞれ別に記

載していますので、そちらをご参照ください。

○ 岡山市もったいない運動（→Ｐ97）

○ 岡山市環境保全行動計画（→P114）

○ 岡山市環境パートナーシップ事業（→P95）

○ 環境家計簿モニター活動（→P95）

○ 地球環境問題ポスターコンクール（→P102）

○ 地球環境問題パネル展（→P98）
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（1）環境家計簿モニター活動
地球温暖化を防止するため、家庭のエネルギー

使用量（電気、ガス、水道、灯油、ガソリン、軽油）

を調べながら、省エネのくらしを広げる事を目的

に、環境家計簿活動を展開しています。

平成29年度には（財）おかやま環境ネットワ

ークと合同で「環境家計簿カレンダー（おかやま

エコカレンダー）2017」を1,200部作成しました。

毎月、省エネの工夫や環境問題に関する知識等が

掲載されており、環境家計簿活動参加申込者にカ

レンダーを配布しました。

（2）岡山市環境パートナーシップ事業
21世紀を迎えた現在、人類全体が直面している

様々な環境問題は、その原因の多くが、わたした

ちのこれまでの社会経済活動やライフスタイルの

あり方に根ざしています。このため、その解決の

ためには、すべての人々による真剣な取組が求め

られています。

このようなことから、岡山市環境保全条例で

は、「本市に暮らし活動するすべての人が参加し、

都市全体が環境保全を基調とした文化を有するこ

と」等を基本理念とし、これらを実現するために、

市民や事業者の環境保全活動をサポートするため

の「行動指針認定制度」の創設等を規定していま

す。

この事業は、これを推進する枠組みを整備する

ことにより、すべての人の参加により、岡山市環

境保全条例の理念が目指す都市をともに育ててい

こうとするものです。

岡山市環境パートナーシップ事業の概要は以下

のとおりです。

①　エコボランティア活動
地域や環境の問題に対する深い関心とこれを改

善する意欲を持ち、自発的に環境を保全・創造す

る活動を実践する市民や団体等を「エコボランテ

ィア」と位置づけ、それらの活動を支援し、活躍

できる場を用意するもので、以下の２部門としま

す。

　ア．アダプト・プログラム部門

　　　　市民団体や企業等のみなさんが、主に、

特定の地域内で実施する清掃や緑化、自然

保護活動等の自主的な環境づくり活動が対

象です。

　イ．地球市民部門

　　　　市民団体等が、市域全体や地球全体の観

点から取り組む自主的な環境づくり活動が

対象です。

②　グリーンカンパニー活動
原料の購入から廃棄物の排出・商品の販売等ま

で、自らの活動から発生する環境負荷を継続して

低減していこうとする事業所（公共機関を含む）

を「グリーンカンパニー」として位置づけ、それ

らの活動を支援し、すぐれた活動を市の内外に顕

彰していこうとするものです。平成18年２月から、

「ISO14001部門」と「エコアクション21部門」の

２部門を追加し、以下の４部門としています。

　ア．ISO14001部門

　　　　組織の活動、製品・サービスが直接的又

は間接的に与える著しい環境影響や環境リ

スクを低減し、その発生を予防するための

環境マネジメントシステムの要求事項を規

定した国際規格であるISO14001の認証を

取得した事業者が、同規格に基づき実施す

る活動です。

　イ．エコアクション21部門

　　　　環境への取組を効果的・効率的に行うシ

ステムを構築・運用・維持し、環境への目

標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評

価し、公表する方法として環境省が策定し

たエコアクション21の認証を取得した事業

1 環境負荷の少ないくらしのスタイルづくり
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者が、同プログラムに基づき実施する活動

です。

　ウ．環境活動評価プログラム部門

　　　　事業者が、自らの事業活動から発生する

環境負荷を継続して低減するため、環境へ

の負荷及び環境保全の取組について自己チ

ェックを行って作成した環境行動計画に基

づき実施する活動です。

　エ．ステップアップ部門

　　　　自らの事業活動から発生する環境負荷を

継続して低減するため、チェックリスト等

を利用して策定した具体的な取組事項の実

践に取り組む活動で、規模の比較的小さい

事業所等による活動が対象です。

◇環境経営セミナー
市内の事業所関係者等を対象に、グリーンカン

パニー活動に関する理解を深めてもらうと共に、

既にグリーンカンパニー活動などの環境経営に取

り組んでいる事業所関係者には、活動内容のレベ

ル向上などを図る場とするため、また、エコアク

ション21についても周知を図るために、環境省及

び岡山商工会議所と共催で平成29年11月15日に

「環境経営セミナー」を開催しました。

セミナーでは、アセス株式会社の藤本晴男氏に

よる講演や富士通株式会社の花房研二氏による事

例紹介等を行い、約16の事業者の参加がありまし

た。

◇環境エコツアー
グリーンカンパニー登録事業所を含む市内事業

所を対象に、創エネ・省エネ機器を実際に間近で

見ていただき、これらの機器が環境保全に貢献し

ているのを実感してもらい、事業所での創エネ・

省エネ化を促進するため、平成30年1月に環境エ

コツアーを開催しました。

中四国セキスイハイム工場の住宅生産ライン及

びＺＥＨ住宅とキリンビール岡山工場の製造ライ

ンにおける環境負荷低減の取組みを見学しまし

た。

◇ニュースレターの発行
岡山市環境パートナーシップ事業参加団体の活

動状況の紹介等により、岡山市環境パートナーシ

ップ事業や市内で他の様々な環境づくり活動に参

加している人達の情報交換や交流、広く一般市民

への周知を図ることを目的に、ニュースレターを

発行し、参加団体や公民館などに配布しています。

なお、ニュースレターの発行においては、公募

で選ばれた市民環境記者の方に、参加団体の環境

づくり活動等の取材や記事の執筆をしていただい

ています。

第51号

　ごみ減量化（９月発行）

第52号

　座談会～未来につながる環境づくりを考える

　　　～（２月発行）

表53  岡山市環境パートナーシップ事業登録団体
（平成30年3月末現在）

岡山市環境
パートナーシップ事業

（1,035団体　45,617人）

エコボランティア活動
（395団体　19,881人）

アダプトプログラム部門（381団体　17,897人）

地球市民部門（14団体　1,984人）　

グリーンカンパニー活動
（640団体　25,736人）

ISO14001部門（101団体　8,854人）

エコアクション21部門（10団体　959人）

環境活動評価プログラム部門（14団体　706人）

ステップアップ部門（515団体　15,217人）
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（3）岡山市エコ技術研究会
岡山市を中心とする地域で廃棄物の処理やリサ

イクルに携わる関係者に、市民を加えた産学官民

の協働による「岡山市エコ技術研究会」が平成15

年７月28日に設立されました。この研究会は廃棄

物の処理やリサイクルについての研究開発や技術

支援、リサイクル商品の利用促進についての研究

や人材の育成などを目的とする調査研究機関とし

て、また、企業、研究機関、行政、市民が抱える

廃棄物を中心とした環境に関する問題について効

率的、機能的に対処していくための情報発信の拠

点となることを目指しています。

平成16年度から分科会を設置し、各研究対象ご

とに研究を行っています。

（4）「岡山市もったいない運動」の実施について
現在、地域や地球規模で起きている様々な環境

問題を解決していくためには、私たち一人ひとり

が、まず、ふだんの生活・活動を見直して、持続

可能な社会を築いていく必要があります。

このような社会を築いていくための実践理念と

して、日本の伝統的な「もったいない」の考え方

が世界的に注目されています。これは、限られた

資源を大切に使う生活の中から生まれたものであ

り、この「もったいない」の心・生き方を改めて

自覚することは、今後の持続可能な社会を実現し

ていく上で、大きな意義があります。

また岡山市では、平成17年６月に国連大学から、

世界最初の「持続可能な開発のための教育（ESD）

の地域拠点」に認定されており、現在、地域の様々

な組織・団体等が連携して、持続可能な社会づく

りに貢献する人づくりを行っています。

そこで、「もったいない」を合い言葉として、

市役所と市民、事業者等が協働して、人々の意識

改革や環境にやさしいライフスタイル・活動の輪

を広げていくことを目指し、「岡山市もったいな

い運動」を平成19年８月より実施しています。

（取組事項）

　①　市役所自身の率先した行動の推進

　②　市民・事業者等との連携

　③　市民一人ひとりの意識改革の推進

　④　ESD活動との連携

（1）環境学習の機会
◇いきものフェスタ～自然のめぐみふれあい広場～

生物多様性に関する市民理解を高めるため、「自

然のめぐみ」（生態系サービス）について、親し

みやすいステージイベント、ワークショップ、淡

水魚展示、パネル展示などで構成した啓発イベン

トを開催しました。今年度は、新たに持続可能な

買いものやSDGsについて学ぶスタンプラリー等

を実施しました。

［日時］平成29年8月23日（水）

　　　　10:00 ～ 18:00、19:00 ～ 20:00

　　　  平成29年8月24日（木）10:00 ～ 18:00

［会場］イオンモールおかやま1階未来スクエア

［来場者］約5,000人

2 環境教育・学習の推進

ニュースレター第 52 号



−98−

－Ⅻ すべての人の参加による環境づくり －

◇連携中枢都市圏取組「環境体験エコツアー」
①環境体験エコツアー
　「川の生き物調査 in 真庭」

河川の繋がりや生物多様性等の理解向上を

目的に、岡山市のこども達が真庭市に出向き、

真庭市のこども達と共に自然体験及び環境学

習を行うエコツアーを初めて実施した。

［主催等］主催：岡山市・真庭市／協力：環

　　　　　　　　　境学習センターアスエコ

　後援：岡山市社会福祉協議会

［日時］平成29年9月2日（土）8:15 ～ 18:00

［会場］真庭市余野地区の目木川　及び　大

　　型コテージ　「なつつばき」（真庭市余野下465）

［参加者］岡山市および真庭市の親子33名

　（岡山市12名、真庭市21名）

②赤磐市環境体験エコツアー
　「水辺の生き物探検隊！」

河川の繋がりや生物多様性等の理解向上を目

的に、岡山市のこども達が、赤磐市に出向き、

赤磐市の子ども達と共に水辺教室を行い環境学

習施設等を巡るエコツアーを実施した。

［主催等］主催：岡山市・赤磐市　

　共催：生活共同組合おかやまコープ　

　後援：岡山市社会福祉協議会

　協力：NPO法人グリーンパートナーおかやま

［開催日時］平成29年10月15日（日）

　　　　　　8:00 ～ 14:45

［開催場所］「エコプラザあかいわ」及び

　サッポロワイナリー（雨天プログラム）

［参加者］岡山市・赤磐市・ほか周辺市町村

　　の親子34名

　（岡山市25名、赤磐市6名ほか3名）

◇地球環境問題パネル展
６月５日に、市役所１階市民ホールで、地球環

境問題パネル展を実施しました。パネル展では、

平成28年度の地球環境問題ポスターコンクールの

優秀作品や、地球環境問題及び地球環境保全の啓

発パネルの展示、体験型展示コーナーの設置、啓

発パンフレットの配布等を行いました。

（2）学校教育における環境教育
①　「岡山っ子育成条例」から
平成19年度に、「岡山市市民協働による自立す

る子どもの育成を推進する条例（愛称：岡山っ子

育成条例）」を制定しました。この条例では、子

どもたちが愛されていると実感できる家庭、学校

園、地域社会を実現し、市民協働による自立に向

かって成長する子どもの育成を目指しています。

各学校園では、すべての命を大切にすること、自

他の違いを理解し協調すること、自然や環境と調

和していくこと、また、自然や美しいものに感動

する心を大切にしていくことなどを通して、豊か

な人間性の育成に取り組んでいます。

②　各学校での取組
学校では、社会科・理科・家庭科等の教科の中

での環境に関する学習はもちろんのこと、児童会

や生徒会、またボランティアクラブ・部活動・委

員会活動等の子どもたちが主体となった実践的な

活動を通して環境美化、環境保護等の活動に取り

組んでいます。

また、「総合的な学習の時間」の学習として、

現代社会の大きな課題の一つである『環境』に関

する課題を取り上げている学校もあります。その

中では、学校の外での直接体験を通して豊かな自
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然環境に触れたり、地域の方、専門の方からの指

導を受けたり、離れた学校間での情報交換を行っ

たりするなど、様々な形での実践的な学習が展開

されています。

また、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）

の推進拠点となる「ユネスコスクール」には15中

学校、36小学校の計51校が認定を受けています。

これらの学校の中には、地域の基幹産業の一つで

ある農業をテーマに選び、農家にインタビューし

たり、地域で栽培されている農産物マップ作りに

取り組んだりしており、環境教育につながる実践

を行っている学校があります。

こうした取組を通して、地球がかけがえのない

ものであることや、自然との「共生」なくして人

は生きていけないことを学んでいきます。

（3）次世代育成における環境教育
①　「自然体験リーダー養成講座」の開設
自然体験が不足しがちな子どもたちのために、

自然の中で豊かな遊びを体験する機会を提供する

リーダー（指導者）が求められています。

岡山っ子育成局（地域子育て支援課）では、各

分野で活躍されている方々のご協力のもと、平成

８年度から教育委員会生涯学習課で始めた「自然

体験リーダー養成講座」を引き続き開設していま

す。

同講座では、STEP １～３の３段階で実施して

います。STEP １では「まずは大人が楽しもう」

というテーマで、受講生が五感を使って様々な自

然体験を行い、自然に対する感性を高めました。

STEP ２では自然体験リーダーズクラブ主催の子

どもを対象とした自然体験プログラム「集まれ小

さき忍者たちよ！～森の謎解き大冒険～」にスタ

ッフとして参加し、子どもにとっての自然体験の

価値を学びました。そして、STEP ３では受講生

が子どもを対象とした自然体験プログラム「どん

ぐり王国で大冒険！～追え！ 7つの宝！森のトレ

ジャーハンター～」を企画・実践しました。

　＜自然体験リーダー養成講座　実施概要＞

STEP １　自然との出会い 

　　　　　　～まずは大人が楽しもう～

　　　　　8月20日（日）、9月2日（土）

　　　　　…受講生17名　　

STEP ２　身近な自然と子ども 

　　　　　　～次は子どもと楽しもう～

　　　　　9月30日（土）～ 10月1日（日）

　　…受講生11名　　

STEP ３　自然体験プログラムを創ろう①　　　

　　―①　10月14日（土）～ 15日（日）　

　　　　　　　　　　　　　　…受講生8名　　

STEP ３　自然体験プログラムを創ろう②

　　―②　10月28日（土）～ 29日（日）

　…受講生9名　　

STEP ３　今日から君は自然体験リーダー！（実践）

　　―③　11月11日（土）～ 12日（日）

　…受講生8名　　

　受講・修了者8名

②　「自然体験リーダーズクラブ」の活動
「自然体験リーダー養成講座」の修了生と指導

者の有志が、平成12年に「自然体験リーダーズ

クラブ」を発足させました。「子ども」と「自然」

が好きな仲間が集まって楽しく活動しています。

定期的に実践活動について協議する会合を開くと

ともに、活動状況を伝える会報「そよご」を毎月

自然体験リーダー養成講座
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発行しています。

平成29年度の活動としては、各公民館主催の自

然・環境関係の講座や、小学校でのゲストティー

チャーなどとして市内各所で講師を務め、さまざ

まな自然体験プログラムを企画実施しました。ま

た、「自然体験リーダー養成講座」のスタッフや

講師として、事前の企画と体験活動の指導及び講

座の運営を行うなど、幅広い活動を展開していま

す。

（自然体験リーダーズクラブ）

自然体験リーダー養成講座修了生及び講座講師が

会員で、子どもたちのために、子どもたちと同じ

目線で自然を楽しみながら自然の素晴らしさを伝

える活動を行っています。現在、20代～ 70代ま

での、50人のメンバーが活動中。

　主たる活動として、月１回の定例会、公民館等

の施設で、環境講座やクラフト講座の講師をした

り、クラブ主催事業を運営実施したりしている。

③　公民館での環境学習について
公民館では、５月30日の「ゴミゼロの日」に因

み、環境事業課の協力を得て「ゴミ減量・リサイ

クル推進週間公民館講座」を全公民館（37館）で

実施し、約3,000人の参加がありました。

公民館では取り組むべき重点分野の一つとし

て、平成29年度も引き続き、「環境意識の高揚」

を掲げ、全公民館で99事業を実施し、10,480人の

参加がありました。特に、子どものフリーマーケ

ットや自然体験をはじめとしたＥＳＤの視点を取

り入れた講座の充実に努めました。ＥＳＤの視点

を生かすことで日々の暮らしと社会問題とのつな

がりに気づき、地域課題について自らの行動によ

って解決に導くことのできる人々の育成を目指し

ています。

今後は、講座の主催にとどまらず、公民館を拠

点とした地域レベルでのＥＳＤ推進のための基盤

づくりや、ＥＳＤの実践活動の成果を公民館事業

に活かす取組を推進し、全館でＥＳＤ事業の幅広

い展開を図りたいと考えています。

自然体験リーダーズクラブの活動
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表54　平成29年度公民館環境関係講座一覧

番号 館名 講座名 番号 館名 講座名
1

中央
はじめよう☆エコライフ　～減らそう食品ロス～ 54 東 スイッチＯＮ！えこらいふ

2 川と暮らしのつきあい方 55
南

ごみ減量・活用術！みんなでコンポストを作ろう！
3 岡南 シンプル・エコ講座 56 しぜんワクワク探検隊！
4

岡西

暮らしと環境～エコライフのススメ～ 57 楽しい園芸教室
5 岡西みどりいっぱいゴーヤプロジェクト 2017 58

旭東
ごみ減量・リサイクル推進週間講座 ①「芳香剤」 ②「食器のリユース（再利用）コーナー」

6 風のガーデン 59 旭東自然調査隊
7 【ESD 事業】能登川用水を下る・大野学区編　絶滅危惧種ダルマガエルを観察しよう 60 楽しい園芸講座
8 能登川用水を下る・石井学区編　お魚ちょ～さ隊⑤ 61

操南
操南フィールドミュージアム

9 ごみ減量・リサイクル週間事業　“もったいない”を“ありがとう”へ 62 公民館ごみゼロ推進事業　サルベージパーティってなぁに？
10 北 ごみ減量推進週間関連事業 63

山南

はじめよう！地球にやさしいエコライフ
11

西大寺

我が家の自慢の家庭園芸 64 山南ホタルまつり
12 ダルマガエルを保護しよう 65 野外活動講座
13 西大寺自然だより 66 楽しい園芸教室
14 自然探検 67 福浜 エコライフ（できる！楽しい！エコライフ）
15 ジャコウアゲハ見まもり隊 68

富山
水とみどりプロジェクト

16 かんぴょうつくり隊 69 ごみゼロフリーマーケット＆食器と本のリユース
17

上南
もったいない運動（ごみ減量リサイクル講座） 70 園芸講座

18 わくわくふるさと観察隊 71
芳田

ごみ減量・リサイクル推進週間公民館講座　「エコひろば」
19 楽しい園芸講座 72 キャンドルナイト
20

一宮

緑のカーテン講習会 73

高島

川ガキ 2017 ～さかなとりマスター～
21 これは使える！牛乳パックでイスを作ろう 74 田んぼの生き物調査
22 賢く、もったいないを減らす講座 75 山ガキ
23 やさしいまちいちのみや 76 古布でお手玉づくり
24 環境学習連続講座 77 おもちゃ病院
25

津高
ホタルを見る会 78

京山
ゴミゼロ

26 天体観望会ｉｎ津高 79 岡山 KEEP
27

高松
エンジョイエコライフ 80 光南台 ごみゼロ推進

28 ゴミゼロ講座　身近なものでリサイクル 81 御南西 始めよう！エコ生活
29

吉備
スローライフでいこう 82

旭

ゴミ・ゼロ　フリーマーケット、リユースコーナー
30 ごみ減量・リサイクル推進週間行事　たんすダイエット～気持ちも軽やかに～ 83 庭で遊ぼう　ＩＮ　公民館
31

妹尾

ゴミゼロ環境フェスティバル 84 楽しい園芸
32 せのおエコくらぶ 85 旭園芸部
33 ホタルプロジェクト 86

東山
あさひがわウォッチング

34 フリーマーケット in ふなめし祭 87 ゴーヤ育てたい（隊）！
35 園芸ボランティア養成講座～実践編～ 88 ごみゼロ★大作戦！
36

福田
ゴミ減量・リサイクル推進週間　子ども服のリユースコーナー 89

岡輝
ごみ減量化推進事業　わくわくフリーマーケット

37 はじめての味噌作り 90 暮らしの環境学
38

上道

上道の自然を満喫しよう 91
御津

みつ自然かんさつ
39 “もったいない”を“ありがとう”に 92 みつ環境講座
40 園芸講座 93 灘崎 第４回　なださきホタルまつり
41 新庄山ふれあいハイキング 94 建部 食器交換
42

興除

ごみのまま捨てますか？もう一度有効活用しませんか？ 95
瀬戸

自然大好き　瀬戸町生きもの探偵団
43 自然をまるごといただく食と農と環境と 96 ゴミゼロ講座
44 ゆずりますコーナー 97 ビギナーズのための園芸教室
45 こうじょ　こどもエコクラブ 98

万富
ごみゼロ推進事業

46
足守

ごみ減量化事業「“食品ロス”ゼロへ！家計が潤う料理教室 99 生き物探検隊
47 フード・ドライブ
48

藤田
ESD 花いっぱい運動

49 ごみ減量推進講座　食器・台所用品のリユースコーナー
50 ガーデニング教室
51

大元
ごみゼロ事業 & 園芸講座　～花と緑のある暮らし～

52 暮らしに役立つマル得講座
53 おもちゃのリユース会
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（4）ポスターコンクール
◇地球環境問題ポスターコンクール

地球環境の現状や身近な視点から地球にやさし

く住みよい環境をつくるための方法などについ

て、岡山市内の小学校４年生から中学校３年生の

児童・生徒にポスターを描いてもらうことにより

地球環境問題に対する市民意識の高揚を図ること

を目的として、岡山市、岡山市教育委員会、（公財）

岡山県環境保全事業団及び岡山ＥＳＤ推進協議会

の共催で実施しました。

平成29年度は、小学校9校、中学校11校から

701点の応募があり、市長賞小学生の部に芳泉小

５年寺坂奈々さん、市長賞中学生の部に御南中１

年黒川碧惟さんが選ばれ、他98作品が岡山市議会

議長賞、岡山市教育長賞、（公財）岡山県環境保

全事業団理事長賞、岡山ＥＳＤ推進協議会長賞、

特選及び入選に選出されました。

入賞作品は３月10日から４月１日まで岡山市立

中央図書館２階展示コーナーに展示され、市長賞

中学生の部に選ばれた黒川さんの作品は平成30年

版岡山市環境白書の表紙に採用されました。また、

平成29年度の市長賞等４賞８作品は、岡山市のご

み収集車に掲示し啓発活動を推進しました。

3 自主的な活動への支援

（1）「岡山市身近な生きものの里」事業
平成20年度から「岡山市ホタルの里」事業を発

展させた「岡山市身近な生きものの里」事業を展

開しています。

この事業は、ホタルをはじめとした身近な生き

ものをシンボルとした環境保全活動を、市民と行

政が協働で推進することを通じて、それぞれの地

域の特性に応じた、身近な自然を大切にする地域

づくりを図ることを目的としています。

現在、「岡山市身近な生きものの里」に認定され、

地域で保全活動が行われているのは、足守、大井、

下高田、福谷、高島・旭竜、曹源寺、山南、室山、

竹枝、宇甘西、豊、灘崎、龍泉寺、千種、大野、

観音寺用水の16地区で、地域住民の保全活動に対

し、活動資材の提供などの支援を行っています。

それぞれの地域では、さまざまな取組によって、

生物の生息環境の保全が図られていますが、一方

で、活動団体構成員の高齢化や、ホタル、湿地植

物等を鑑賞する際のマナーの悪化などの課題が生

じています。

また、ホタルをシンボルとして活動している地

域には、県内のホタル保全活動団体の交流会とし

て毎年開催されているホタルフォーラムに参加・

発表しているところがあります。

（2）「こどもエコクラブ活動」の支援
公益社団法人岡山東法人会、県、市の共催で、

県下で活動するこどもエコクラブの活動発表・交

流を目的とした「第20回こどもエコクラブinおか

やま活動発表会」を、平成30年3月18日（日）に

自然保護センターで開催しました。
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4 情報の提供

（1）普及啓発冊子
平成29年度に以下の冊子等を作成し、啓発・学

習資料として学校、公民館、家庭に配布しました。

「環境家計簿レポート」（1,100部）

「環境家計簿カレンダー」（1,200部）

「岡山市環境白書」（380部）

「ＰＭ２．５（本編）」（1,000部）

「ＰＭ２．５（概要）」（2,000部）

「ホタル啓発チラシ」（5,000部）

（2）各種メディアを通した広報活動
○　市民のひろばおかやま
4 月号「家庭ごみ有料指定袋と外装袋への広告」

（環境事業課）
「岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進優良事
業者等表彰」（環境事業課）

「第16回市長杯市民パークゴルフ大会」
（環境施設課）

5 月号「児島湖流域環境保全推進ポスターコンクール
作品募集」（環境保全課）

「ホタル生息分布調査参加者募集」（環境保全課）
「大気汚染対策について」（環境保全課）
「合併浄化槽の設置補助」（環境保全課）

6 月号「岡山県統一ノーレジ袋デー」（環境事業課）
「ダンボールコンポスト取扱講習会」
（環境事業課）
「環境月間パネル展」（環境保全課）
「ごみ表彰の推薦」（環境事業課）
「ESD岡山アワード2017」（ESD推進課）

7 月号「夏季の節電」（環境保全課）
「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」
（環境保全課）
「太陽光等補助事業」（環境保全課）
「クールシェアスポットOKAYAMAキャンペ
ーン」（環境保全課）

「有料袋減免申請開始」（環境事業課）
「第８回市民イベント「集まれ！未来のエコ博
士」」（環境事業課）

8 月号「おかやまリサイクル工作コンクール」
（環境事業課）
「精霊送りに関するお願い」（環境事業課）
「ごみ処理施設周辺ダイオキシン類環境調査結
果の公表」（環境施設課）

「いきものフェスタ～自然のめぐみふれあい広
場～」（環境保全課）

「サギソウ観察会」（環境保全課）

9 月号「児島湖流域環境保全推進期間行事案内」
（環境保全課）
「「日本初！トンネルコンポスト」見学ツアー」
（環境事業課）
「可燃ごみの広域処理施設建設候補地の公募の
お知らせ」（環境施設課）

10月号「体験型エコドライブ講習会」（環境保全課）
「「ESDフォーラム／ ESD岡山アワード2017」
参加者募集について」（ESD推進課）

「環境経営セミナー」（環境保全課）
「岡山市美しく快適なまちづくり表彰」の推薦
（環境事業課）
「合併浄化槽の設置補助」（環境保全課）
「スマート通勤おかやま2017参加者募集！」
（交通政策課）

11月号「食品ロスクッキングパーティ」（環境事業課）
12月号「年末・年始のごみ収集」（環境事業課）　

「岡山市超小型モビリティ実証実験プロジェク
ト」（交通政策課）

「太陽光発電設備や電気自動車などの導入費用
を一部助成します」（環境保全課）

「地球環境問題ポスターコンクール作品」
（環境保全課）

1月号「家庭ごみの組成分析調査を行いました」
（環境事業課）
「こどもエコクラブ in おかやま活動発表会」
（環境保全課）
「年始のごみ収集」（環境事業課）

3 月号「美しいまちづくり快適なまちづくり受賞者決
定」（環境事業課）

「地球環境問題ポスターコンクール入賞作品の
展示」（環境保全課）

○　懸垂幕
　５月～９月　大気汚染防止夏期対策
　６月～７月　CO2 削減ライトダウンキャンペーン
　10月～11月　アイドリングストップ
　２月　　　　省エネルギー月間
　４月～５月、12月～３月
　　　　　　　美しく快適なまちづくりの啓発
○　市政テレビ
　・Ｏniおかやま情報かわらばん
　　平成29年 5 月15日　「大気汚染」
　　平成29年 6 月 5 日　「ダンボールコンポスト講習会」
　　平成29年 6 月26日　「節電　ライトダウン」
　　平成29年 7 月17日　「ごみ袋の減免申請」
　　平成29年 8 月14日　「いきものフェスタ」
　　平成29年12月 4 日　「年末し尿」
　　平成29年12月11日　「年末（し尿以外）」
　　平成29年12月25日　「地球環境ポスターコンクール」
　　平成30年 1 月30日　「ごみ分別協力依頼」
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○　市政ラジオ
　・岡山シティエフエム（Radio MOMO）
　　平成29年 5 月22日　「大気汚染対策について」
　　平成29年 7 月 3 日　「夏の節電にご協力を」
　　平成29年 7 月26日　「家庭ごみ有料指定袋の減免申請」
　　平成29年 8 月21日　「いきものフェスタ」
　・山陽放送（ＲＳＫ）
　　平成29年 5 月19日　「大気汚染」

　　平成29年 6 月 9 日　「ダンボールコンポスト講習会」
　　平成29年 6 月30日　「節電　ライトダウン」
　　平成29年 7 月21日　「ごみ袋の減免申請」
　　平成29年 8 月18日　「いきものフェスタ」
　　平成29年12月 1 日　「年末・年始（し尿）」
　　平成29年12月15日　「年末・年始のごみの収集」
　　平成30年 2 月 3 日　「ごみ分別協力依頼」

2005年（平成17年）1月から始まった「国連・

持続可能な開発のための教育（ESD：Education 

for Sustainable Development）の10年」を受けて、

岡山市では岡山市環境局環境部環境保全課を事務

局として、平成17年4月に「岡山地域『持続可能

な開発のための教育』推進協議会（岡山ESD推進

協議会）」が立ち上がり、以降、様々な立場の人々

がそれぞれの場所で連携しながらESDを推進する

「岡山ESDプロジェクト」を行っています。（現在

は岡山市市民協働局市民協働部ESD推進課が事務

局となっています。）平成17年6月には国連大学

から世界の6地域とともに世界で最初の「持続可

能な開発のための教育に関する地域の拠点（RCE：

Regional Centres of Expertise on Education for 

Sustainable Development）」のひとつに認定され

ました。（平成29年度末現在は、164地域に拡大）

2014年（平成26年）に「ESDに関するユネスコ

世界会議」が開催され、その成果を踏まえ、ユネ

スコでは「グローバル・アクション・プログラム

（GAP）」を策定し、2015年以降も引き続きESD

を推進していくことが示されました。これを受け、

岡山市と岡山ESD推進協議会及び同協議会に参加

する各組織においては、新たに「岡山ESDプロジ

ェクト2015-2019基本構想」を策定し、引き続き

ESDの推進に取り組んでいます。

以下に岡山ESDプロジェクトの事業概要を記し

ます。

（1）目　　的
岡山地域に暮らすすべての人々の「持続可能な

社会づくり」に関する理解や知識を深め、地域内

で自主的・積極的に持続可能な社会づくりに取り

組む組織や人の輪を広げます。また、岡山地域の

内外でESDに取り組む人たちとの交流・連携を図

ることにより、国際社会全体におけるESDの推進

や持続可能な社会の実現に貢献していくことを目

指します。

（2）地　　域
岡山市を中心とする地域を対象としますが、行

政区域にかかわらず岡山県内の河川流域・都市圏

などの広域における関連組織と連携を図り、ESD

を推進します。

（3）対　　象
当該地域内に暮らす人たちを対象としてESD

に取り組む組織・団体の活動が対象です。また、

ESDが含む広範な分野の中で「環境教育」と「国

際理解教育」を中心として、他の分野にも拡大し

ていきます。

（4）事業期間
平成27年4月からの5年間です。

（5）プロジェクトの内容
①　岡山 ESD 推進協議会の運営
地域内の教育機関・市民団体・事業者・マスメ

ディア・行政等の団体や組織で構成する岡山ESD

推進協議会が中心となってプロジェクトを推進し

ています。協議会には、委員会・運営委員会があり、

5 岡山ESDプロジェクト2015-2019
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事業方針や事業計画を策定して構成組織の活動を

支援しています。

②　岡山 ESD プロジェクト参加団体の登録・
　　活動支援
岡山地域でESDに取り組む組織の中で本プロジ

ェクトの趣旨に賛同する組織等を岡山ESDプロジ

ェクト参加団体として登録し、支援しています。

平成29年度末では、274の組織が登録されており、

このうち35団体に助成金を交付しました。

③　ユネスコスクール活動への支援
岡山市教育委員会と連携して、ユネスコスクー

ルへの活動の支援を行いました。51の市立小中学

校が中学校区ごとに構成している15の地域団体に

助成金を交付しました。

また、岡山県ユネスコスクール高等学校ネット

ワーク協議会の活動の支援を行いました。（同協

議会参加校数：10校）

No. 団体名 事業名
1 旭川源流大学実行委員会 巡回展示とシンポジウム～源流から児島湾まで、水辺の生物観察から見えてきたもの～
2 一般社団法人　おいでんせぇ岡山 おいでんせぇカフェ
3 いろは邑 親業を基に築いた心の土台づくりの人間関係の普及
4 ＮＰＯ法人だっぴ 中高生・大学生・地域の大人の対話の場「中高生だっぴ」
5 大野川いい川づくり 大野川の自然と私たちのつながりを学ぼう
6 おかやまエコマインドネットワーク 地域を活かす農業と食の安全
7 岡山県立興陽高等学校 農業を通したESD環境活動の実践と啓発
8 岡山県立高松農業高等学校「高農環境を考える会」 「一人の百歩より　百人の一歩」プロジェクト
9 岡山県立津山工業高等学校　工業化学科 ＥＳＤの視点に立った地域人材の育成の取組
10 岡山高校生会議 第10回岡山高校生会議/第11回岡山高校生会議
11 岡山市京山地区ESD推進協議会 ESDによる持続可能な地域教育力育成コア事業
12 岡山市立岡山後楽館高等学校 岡山市立後楽館高校生によるトンボの森づくり体験と環境学習
13 岡山市立少年自然の家ファミリー農園クラブ 岡山市立少年自然の家ファミリー農園クラブ
14 岡山フェアトレードの会 作る人と買う人の関係づくり「フェアトレード」普及プロジェクト
15 岡山ユネスコ協会 ESDユネスコ絵画コンクール事業

16 カラフルキッズの会「nijinone ～ニジノネ」 発達障害を含むカラフルな個性を持つ子どもたち大人たちへのより良い理解を促し、一般社会との
架け橋を作っていく

17 吉備・陵南ふれあいコンサート 吉備・陵南ふれあいコンサート
18 劇団公民館京山 ミュージカル「まいしるべ」未来へ紡ぐ希望
19 就実・森の学校 未来に生かす里山再生事業～南海トラフ地震に備えて（２）～
20 神武天皇高島滞在神話伝説を語り伝える会 地域の神話伝説(神武天皇高島東征)の継承と史跡探索
21 たけべおこしプロジェクト たけべマルシェ
22 ダフェプロジェクト 日本とネパールの子どもたちを繋ぐ「TERAKOYA縁筆プロジェクト」
23 津倉わいわいＥＳＤ 町内の課題克服と地域リーダー育成のための学習講座会
24 特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構 講演会や参加型ワークショップ等実施による国際理解の推進
25 特定非営利活動法人グリーンパートナーおかやま 海底探検隊2017
26 特定非営利活動法人co2sos サイピアにおける環境学習とバーチャル科学館の体験
27 特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールド 国際理解教育を通しての学び　－幸せって何だろう－
28 特定非営利活動法人　まちづかい塾 yamaでつながる凸凹カフェ
29 中撫川東さくらクラブ おかにし吉備つながりひろば
30 難病総合支援ネットワーク 難病患者・家族を支援する総合ソーシャルサービスネットワークを構築
31 ネパールソサエティ　岡山 ネパール民族音楽バンド「クトゥンバ」とスンダリミカによるチャリティーコンサート
32 福谷おもしれぇ～マップ実行委員会 ふるさとを知ろう「福谷八十八ヶ所巡り」
33 平和の樹 Peace Festival 2017 in Okayama
34 結ふ=YOU 多文化共生センターおかやま 地域ですすめる多文化共生
35 龍泉寺の自然を守る会 龍泉寺の紅葉スタンプラリー 2017

表55　平成29年度　岡山ESDプロジェクト活動支援助成金　事業団体一覧

（団体名五十音順）
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④　ネットワークづくり
プロジェクト参加団体の交流会を開催しまし

た。

⑤　一般市民への啓発活動
平成29年８月23日・24日に、イオンモール岡

山で開催された「いきものフェスタ」の一環とし

て、店内の持続可能な商品を分かりやすく体験す

るイベントを開催しました。（参加者数：約1,000

人）

平成29年10月15日から12月10日までを「ESD

ウィーク2017」とし、33のESD関連事業を開催

しました。

また、10月21日に「ESDフォーラム2017」を

開催したほか、マスメディアや各種行事で啓発を

行いました。

⑥　他の RCE 等との連携・交流・情報交換
国連大学、岡山大学、岡山ESD推進協議会、岡

山市等の主催でSDGsの達成に向けたRCE第一回

世界会議を開催しました。

大韓民国のRCEトンヨンが主催するBridge to 

the World国際ユースキャンプに岡山市の大学生

１名、高校生４名を派遣した一方、国内外から多

くの関係者に視察いただきました。（国外：７件、

国内：14件）

⑦　ユース・人材育成
市民団体、企業、行政関係者等を対象に延べ3

日間「ESDコーディネーター研修」（参加者数：

19名）を実施しました。また、大学生を対象に夏季、

春季の２回「ESD大学生インターンシップ」事業

（参加者数：15名）を実施しました。

⑧　優良事例の顕彰
国内外の地域コミュニティにおけるESDの優良

事例を顕彰する「ESD岡山アワード2017」を実施

しました。

表56　平成29年度　ユネスコスクール活動
支援助成金交付団体一覧　　

中学校区
通し番号 団体名（中学校区） 学校名

足守中学校
1 足守中学校区ユネスコスクール推進校連絡会 足守小学校

蛍明小学校

2 建部中学校区ユネスコスクール推進校連絡会

建部中学校
建部小学校
福渡小学校
竹枝小学校

3 福田学区 ESD 推進連絡会
福田中学校
福田小学校

4 藤田地区 ESD 地域連絡会

藤田中学校
第一藤田小学校
第二藤田小学校
第三藤田小学校
光南台中学校

5 光南台中学校区 ESD 地域連絡会 甲浦小学校
小串小学校
京山中学校

6 岡山市京山学区ユネスコスクール推進協議会 伊島小学校
津島小学校
操山中学校

7 操山中学区 ESD 推進連絡協議会 三勲小学校
宇野小学校
上南中学校

8 上南中学校区ユネスコスクール推進校連絡会 開成小学校
政田小学校
御南中学校

9 御南中学校区 ESD 地域連絡会 御南小学校
西小学校
福南中学校

10 福南中学校区 ESD 推進協議会 福島小学校
南輝小学校
高島中学校

11 高島学区 ESD 推進協議会 高島小学校
旭竜小学校
瀬戸中学校

12 瀬戸中学校区 ESD 推進連絡会 江西小学校
千種小学校

13 上道学区 ESD 推進協議会

上道中学校
角山小学校
城東台小学校
御休小学校
浮田小学校
平島小学校

14 興除学区 ESD 推進協議会

興除中学校
興除小学校
曽根小学校
東疇小学校

15 高松中学校区 ESD 推進協議会

高松中学校
庄内小学校
加茂小学校
鯉山小学校
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1 平成29年度に実施した施策・事業の概要

①　水と緑の潤いのあるまちをつくろう
【都市整備局】
　・公園・遊園地等愛護委員の愛護活動の助成

　・国補公園緑地整備事業

　・生垣設置、屋上緑化・壁面緑化等への助成

　・結婚・誕生記念樹配布事業

　・保存樹等の指定

②　安全で快適に通行できるまちにしよう
【環境局】
　・美しく快適なまちづくり

③　歴史・文化にふれる美しいまちにしよう
【都市整備局】
　・都市景観形成事業

　・修景施設整備補助事業

　・路上違反屋外広告物一斉指導

　・岡山市景観まちづくり賞表彰制度

【教育委員会】
　・史跡彦崎貝塚整備事業

　・史跡大廻小廻山城跡整備事業

　・史跡造山古墳群保存整備事業

　・史跡岡山城跡保存整備事業

④　環境教育・環境学習に取り組もう
【市民協働局】
　・岡山ＥＳＤプロジェクトの推進

　・ＥＳＤ・環境先進都市ＰＲサイト「おかや

　　　まＥＳＤなび」

【都市整備局】
　・緑化関係教室開催事業、産官学事業

【教育委員会】
　・ユネスコスクール推進事業

　・環境学習事業（めだかの学校環境教室）

　・親子環境学習サマースクール

　・公民館環境講座

　・公民館ＥＳＤ活動推進事業

【岡山っ子育成局】
　・自然体験リーダー養成講座

　・わくわく体験活動促進事業

　　　（わくわく犬島探険隊）

【環境局】
　・地球環境問題ポスターコンクール

　・いきものフェスタ

　　　～自然のめぐみふれあい広場～

　・水辺教室等の環境教育推進事業

⑤　協働して環境保全に取り組もう
【環境局】
　・「岡山市環境保全行動計画」の推進

　・ノーマイカーデー運動

　・岡山市省エネ体験エコツアー

　・環境パートナーシップ事業

　　　（グリーンカンパニー活動）

　・環境パートナーシップ事業

　　　（エコボランティア）

【会計課】
　・用品調達費特別会計におけるグリーン購入

　　　達成率の向上

【消防局】
　・環境美化対策

【都市整備局】
　・緑化・美化功労者の表彰

　・地域緑化事業

（１）「市民協働による環境づくりと快適な都市環境が実現しているまち」の実現のために

※市の各組織・施設が岡山市環境保全行動計画に基づき、主に、それぞれの事務事業自身から発生
　する環境負荷を低減するために実施した施策・事業は除く
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①　豊かな自然環境を守り育てよう
【環境局】
　・開発事業に対する環境配慮の推進

【経済局】
　・多面的機能支払交付金事業　＊事業名変更

　　 （H25は農地・水保全管理支払交付金事業）

　・中山間地域等直接支払交付金事業　

　・安全安心な農業農業生産確立事業

　・環境保全型農業直接支払交付金事業

　・里山再生支援事業

　・市民憩いの森整備事業

　・市有林管理事業

　・分収造林事業

　・松くい虫対策事業

　・用排水障害対策事業（特別浚渫）

　・環境保全対策清水導入事業

　・浚渫藻刈交付金

【水道局】
　・水源林事業

②　多様な生きもののつながりを大切にしよう
【環境局】
　・生物多様性地域戦略の策定

　・身近な生きものの里事業

　・ホタル調査

　・希少種保護事業

【産業観光局】
　・農作物被害対策事業

【下水道局】
　・交付金河川改修事業

③　自然とふれあい親しもう
【保健福祉局】
　・岡山に生息する淡水魚の展示

【都市整備局】
　・操山公園里山センターの運営（里山の自然・

　　　歴史等をテーマにした環境講座、観察会の

　　　開催）

 【教育委員会】
　・公民館での地域の文化・自然体験活動

①　暮らしと産業の低炭素化に取り組もう
【環境局】
　・ごみ焼却に伴うサーマルリサイクル及びマ

　　　テリアルリサイクル

　・ごみ燃料に伴うサーマルリサイクル

　・事業所用スマートエネルギー導入促進補助

　　　事業

　・住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業

　・ライトダウンキャンペーン

　・市民共同発電事業

　・地球温暖化防止月間パネル展

　・省エネルギー月間パネル展

　・環境家計簿

　・岡山ふれあいセンターＥＳＣＯ事業

②　低炭素型まちづくりを進めよう
【都市整備局】
　・駅前広場への路面電車乗り入れ調査・検討

　・吉備線ＬＲＴ化検討事業

　・新たな生活交通の確保

　・新たな総合交通計画の策定

　・超小型モビリティの導入可能性検討

　・自転車先進都市おかやま事業

【環境局】
　・市有塵芥車等へのバイオ燃料（BDF）の使

　　　用の推進

　・当新田余熱利用健康増進施設整備・運営PFI

　　　事業

　・東部余熱利用健康増進施設整備･運営PFI事

　　　業

　・バイオ燃料地域利用事業

　・市有施設への太陽光発電等の推進

　・体験型エコドライブ講習会

　・アイドリング・ストップ運動

　・公用車への電気自動車の導入

【消防局】
　・自転車及び二輪車利用の推進、空調設備の

（3）「賢い選択による低炭素化と地球にやさしい活動が実現しているまち」の実現のために

（2）「豊かな自然環境の保全と共生が実現しているまち」の実現のために
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①　きれいな水環境、健全な水循環にしよう
【環境局】
　・合併処理浄化槽設置整備促進事業

　・生活雑排水対策の啓発

　・児島湖流域環境保全推進ポスターコンクール

　・児島湖流域清掃大作戦

　・水生植物による水質浄化実践活動の普及推進

　【下水道局】
　・汚水処理整備事業

　【水道局】
　・浄水場内利用水の循環使用（クローズド処理）

②　ゴミの減量化と資源化に取り組もう
【環境局】
・環境ごみスクールの実施

　・ごみ減量・リサイクル推進週間啓発

　・岡山市事業系一般廃棄物減量化・資源化推

　　　進協議会

　・岡山市減量化・資源化推進優良事業者表彰

　　　制度

　・資源回収推進団体報奨金制度

　・廃棄物を再利用する講座（リユースぷらざ）

【水道局】
　・浄水汚泥処分業務

【消防局】
　・ごみ減量と資源化の取り組み

【教育委員会】
　・ごみ減量リサイクル週間公民館行事

③　安全で快適な生活環境を守ろう
【環境局】
　・岡南環境センター周辺ダイオキシン類調査

　・東部クリーンセンター周辺大気調査

　・東部クリーンセンター周辺土壌調査

　・東部クリーンセンター周辺ダイオキシン類

　　　環境調査

　・当新田環境センター周辺ダイオキシン類環

　　　境調査

　・工場・事業場の立入調査、監視及び指導

　・ゴルフ場排出水中の農薬調査

　・ダイオキシン類常時監視

　・水環境における外因性内分泌かく乱化学物

　　　質に関する実態調査

　・環境保全協定の協議・締結

　・ダイオキシン類環境調査

　・ばい煙等測定業務

　・酸性雨調査

　・アスベスト環境測定調査

【都市整備局】
　・交通渋滞対策の推進、道路環境の改善

④　減災と環境被害防止に取り組もう
【下水道局】
　・浸水対策事業

（４）「安全な生活環境と循環型社会が実現しているまち」の実現のために

　　　適正利用

　・市有施設再生可能エネルギー利用促進事業

【教育委員会】
　・校舎の改築等に合わせて太陽光発電設備を

　　　実施
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2 第2次岡山市環境基本計画における成果指標一覧

成果指標一覧

成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 平成 29 年度実績

西川・枝川緑道公園の利用者数 西川・枝川緑道公園の魅力を高め、1 日あたりの利用者数
の 20％増加をめざす。 －

公園・緑地の整備や緑化推進
の満足度

市民協働による緑化施策を推進し、満足度を 50％に高め
ることをめざす。 25.2%

ごみのポイ捨て数 ６か所の調査地点のポイ捨て数の平均 112 個

屋外広告物モデル地区指定数
（累計） 景観形成重点地区と連携した屋外広告物モデル地区指定数 4 地区

景観形成重点地区指定数（累
計） 屋外広告物モデル地区と連携した景観形成重点地区指定数 4 地区

地区計画決定地区数（累計） 本市において地区計画を定めた地区数（累計） 19 地区

街並み修景助成事業の実施状
況（累計） 街並み修景助成事業の実施件数（累計） 28 件

文化財の親しみ度 岡山の文化財に市民がふれる回数を増やし、年間 90,000 人
に増加させる。 89,736 人

史跡指定地の増加と整備事業
の推進

国庫補助事業による史跡指定地候補の範囲確認調査と整備
事業の拡充 5 か所

文化振興・歴史保存活用の満
足度

文化振興や歴史資源の保存への市民満足度を向上させ
40％になることをめざす。 33.0%

文化活動を行う市民の割合 市民意識調査による過去 1 年間に文化芸術の鑑賞又は参加
をした市民 62.4%

地域環境教室の新規実施地区
数 市民が実施主体となって開催する環境学習活動の数 8 地区

めだかの学校環境講座の年間
参加者数

めだか環境教室及び校外学習等の環境学習における年間参
加者数 2,132 人

わくわく体験促進事業・親子
環境学習サマースクールによ
る自然体験や環境への理解の
深まり度

アンケートで参加後の意識の変化（成果）を調査する（成果
の率を参加者全体に対する割合で表す）。

100.0%

－

自然体験リーダー養成講座修
了者の自然体験リーダーズク
ラブ登録者数

指導者として活躍するための情報交換の場である自然体験
リーダーズクラブ会員への、養成講座修了者の登録者延べ
人数

187 人

公民館で開催される環境学習
講座の数 環境に位置付けられる学習講座数 127 講座

エコ公民館　取組数 市民生活に身近な公民館での実践を通じて、講座生・来館者・職員が一緒になって「エ
コ」活動への理解を深めていく取組を意識的に行っている公民館（エコ公民館）の数 37 館

おかやまエコミュージアム（地域
まるごと博物館）への参加人数 エコミュージアムへの参加者数 263 人

全小学校区におけるＥＳＤの
実施率

全小学校区で最低年１回以上のＥＳＤが実施されているこ
とをめざす。 100.0%

ＥＳＤプロジェクトの参加組
織数 地域全体で 300 以上の組織が参加していることをめざす。 274 組織
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成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 平成 29 年度実績

地域単位の多様な組織が連携して行
うＥＳＤプロジェクトの数（事業）

中学校区等の地域単位で連携して行うプロジェクトの増加
をめざす。 15 事業

市役所の事務事業から発生す
る温室効果ガス排出量をはじ
めとする環境負荷の低減

「岡山市環境保全行動計画」に定める各種目標値を達成す
る。

H28 年度比で 
0.01% 増加

愛の泉善行賞の表彰数 愛の泉善行賞の個人・団体含めた表彰件数（個人は人数） 16 件

環境パートナーシップ事業に
参加する市民の割合

環境保全意識の浸透を図るため、環境保全活動に携わる市
民の割合の倍増をめざす。 6.5%

環境パートナーシップ事業に
参加する事業所の数 登録事業所数を増加させ、自主的な取組の拡大をめざす。 643 事業所

用品特別会計におけるグリー
ン購入達成率

「岡山市グリーン購入基本方針」で定められている調達目標
（100%）をめざす。 97.20%

農業用水路の浚渫・藻刈を実
施する地元組織数 用排水運営費の浚渫委託料の支出先数 157 組織

リフレッシュ瀬戸内（海岸清
掃）の参加者数 宝伝・海水浴場の清掃者数 150 人

森林や原野の割合 本市の自然の豊かさを代表する森林の保全を推進し、現状
の林野率を維持する。 44.7%

エコファーマーの認定者数 県が認定するエコファーマーの岡山市認定農家数 92 戸

アユモドキの実態調査対象地
域の拡大 実態調査対象地域の範囲拡大 賞田地域（西）

ホタルの生息地 良好な自然環境を示すバロメーターであるホタルの生息地
点数を維持する。 191 か所

永江川における緩傾斜護岸の
整備事業進捗率 事業費ベース 63.20%

倉安川における自然石護岸の
整備事業進捗率 事業費ベース 70.50%

身近な生きものの里認定地区
数 毎年度１地区の認定をめざす。 16 地区

地域環境教室の新規実施地区
数（再掲） 市民が実施主体となって開催する環境学習活動の数 8 地区

自然体験・文化伝承に関する
公民館講座数

環境講座の中でも、自然体験や文化伝承などをテーマとし
た講座の数 32 講座

市内の太陽光発電システム設
置件数

設置費補助や、普及啓発等により、市内の太陽光発電シス
テム設置件数増加をめざす。 24,504 件

市民共同発電所の箇所数 市民参加型の発電所の設置を支援し、設置箇所数の増加を
めざす。 8 件

地球温暖化防止行動の実践度
（市民意識調査） 地球温暖化防止行動の実践度 70 点（100 点満点）をめざす。 50.3 点

ライトダウンキャンペーン期
間中に市域で削減する CO2 量 事業者及び市民からの CO2 削減報告量の増加をめざす。 3,431 ㎏‐CO2

市有施設への太陽光発電シス
テム設置件数（累計）

率先導入による「見える化」を図り、太陽光エネルギーの普及
をめざす。（新設には、原則、太陽光発電とＬＥＤ照明を設置） 99 件

ＪＲ岡山駅の 1 日あたりの乗
降客数 公共交通機関の利用促進を図り、乗降客数の増加をめざす。 13.7 万人



−112−

－ⅩⅢ 施策の実施状況 －

成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 平成 29 年度実績

公用車への電気自動車の導入 電気自動車導入により CO2 削減をめざす。 31 台

公共の電気自動車充電設備の
設置基数 率先導入により、電気自動車やインフラ整備の促進を図る。 13 基

児島湖の水質（COD） 環境基準（COD 5.0 ㎎ /ℓ 未満）達成をめざす。 7.8 ㎎ /ℓ

海域の水質（COD） すべての測定地点において環境基準（COD）の達成をめざ
す。 達成率 1/3

汚水処理人口普及率 効率的な整備手法により汚水処理人口普及率 90％をめざ
す。 82.8%

浄化用水導入量 非かんがい期における浄化用水の導入量 200 千 t/ 日

水路内緑化施設の整備箇所 特に下水道等が未整備の地域において、意識啓発・水路の
景観形成を目的に実施する。 3 か所

事業場排水等の監視 2 ～ 3 年に一度は監視対象とし、のべ 350 事業場の監視を
維持する。 374 事業場

市民 1 人 1 日あたりのごみ排
出量

ごみの発生抑制の観点から、最も基本的な指標であるごみ
排出量を削減し、市民 1 人 1 日あたり 720g をめざす。 821g/ 人日

家庭系ごみの排出原単位 ごみのない清潔なまちをつくる。 486g/ 人日

事業系ごみの排出原単位 ごみのない清潔なまちをつくる。 335g/ 人日

資源化率 分別の徹底や拠点回収などの充実により、リサイクルに関
する主要指標である資源化率を 33％に高める。 29.20%

埋立処分率 ごみのない清潔なまちをつくる。 2.88%

建設廃棄物の再利用率 建設廃棄物の再利用を推進する。 99.9%

建設発生土の利用率 建設発生土の利用を推進する。 95.7%

東部・西部リサイクルプラザ
来場者数

ごみ分別等の普及啓発のため、現状より少しでも多くの市
民の来場をめざす。

31,467 人

9,213 人

ごみゼロ週間に公民館で開催
する関連講座への参加者数 ごみゼロ週間への取組参加者数 3,404 人

有害大気汚染物質の環境基準 環境基準の達成 100.0%

ダイオキシン類の環境基準 環境基準の達成 100.0%

騒音の環境基準 道路に面する地域以外の地域の環境基準の達成 100.0%

道路騒音 要請限度の遵守 98.2%

道路振動 要請限度の遵守 100.0%

大気汚染防止法の規制工場・事
業場に対する立入検査実施率 年１回以上の立入検査を実施する。 10.7%
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成　果　指　標 成果指標の説明・根拠 平成 29 年度実績

臭気指数規制の導入 悪臭防止法が適用されている瀬戸支所管内の規制方法を、
臭気指数規制に変更する。

旧１市２町について
導入済み

化学物質に対するリスクコ
ミュニケーションに取り組む
工場・事業場数

環境保全協定の項目に取り入れる。 4 事業場

ダイオキシン類対策特別措置
法の規制工場・事業場に対す
る立入検査実施率

年１回以上の立入検査を実施する。 13.3%

公害防止施設改善資金融資件
数 中小企業の設備資金を支援し、公害防止を促進する。 0 件

浸水対策実施済み割合 浦安・芳田排水区等の管渠・ポンプ場の施設整備（10 年間
の目標整備面積約 390ha） 39.0%

まちなかのホタルの生息地 中心市街地に位置する小学校区内において、ホタルの生息
地点数を維持する。 14 か所
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1 計画の概要

現在、地域や地球規模で起きている様々な環境

問題を解決していくためには、私たちの日常の社

会経済活動のあり方を見直し、地域から国際社会

まで、あらゆるレベルの組織、個人が互いに連携

して、持続可能な社会を構築していくことが求め

られています。

特に、市役所は、市域の中で最大規模の事業者・

消費者の一つであるとともに、地域活動に最も密

着した自治体であることから、地域のすべての主

体の環境保全への参加を牽引するため、率先して

市役所自らの事務・事業から発生する環境負荷の

低減に取り組む必要があります。

平成10年10月に「地球温暖化対策の推進に関

する法律」が制定され、地方自治体の事務・事業

について、温室効果ガスの排出抑制のための措置

に関する計画（実行計画）の策定や公表、毎年の

実施状況の公表等が規定されました。

岡山市では、平成13年６月に「岡山市環境保全

行動計画（第Ⅰ期）」（目標年度：平成17年度）を

策定し、市役所自らの事務・事業から発生する環

境負荷を継続して低減する取組を進めてきました

が、平成18年６月に改定を行い、さらに取組を強

化していくことを目的として、「岡山市環境保全

行動計画（第Ⅱ期）」（目標年度：平成22年度）を

策定しました。この後、平成20年12月に、一般

廃棄物の焼却に伴い排出される温室効果ガスの削

減目標を加えるなどの改訂を行いました。

この計画は、市役所のすべての組織及び職員一

人ひとりが、事務・事業から発生する環境負荷を

継続して低減していくため、率先して取り組むべ

き事項をまとめたものであり、これに基づいて地

球温暖化対策を含む幅広い環境保全に向けた取組

を推進しています。

なお、第Ⅲ期計画は、環境に関する社会動向の

変化等を踏まえ策定することとしており、現在は、

第Ⅲ期計画を策定するまでの間、暫定的に第Ⅱ期

計画の基本方針に基づいて局等の「行動指針」及

び課等の「行動計画」を策定し環境保全行動に取

り組んでいます。

（1）計画内容の特徴
ア．市役所のそれぞれの組織・施設等が取り組

むべき具体的な取組項目について、原則とし

て市役所全体で「必ず行う取組項目」と、そ

れぞれの特性を踏まえて「できるだけ行う取

組項目」を設定しています。

イ．計画に掲げる各種取組を効果的に推進する

ため、電気使用量や燃料使用量等の温室効果

ガスに関する削減目標値、紙類や上水道使用

量等の省資源対策に関する削減目標値を設定

しています。

ウ．特に重点的に取り組むべき事項に関しては、

具体的な「取組手順」を作成して環境保全行

動を行うこととしています。（「グリーン購入

基本方針」、「指定低公害車導入要領」、「岡山

市市有施設再生可能エネルギー設備等導入方

針」を作成）

エ．計画における取組項目や目標等の設定につ

いては、実現不可能ではないが、相当程度の

努力が必要となるレベルとしています。

（2）計画期間
平成23年度から第Ⅲ期計画を策定するまでの期

間です。

（3）計画の対象範囲
原則として市役所のすべての事務・事業とし、

出先機関等を含めたすべての組織・施設を対象と

しています。

（4）基本方針
市役所が行政機関であると同時に、市域内にお
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ける最大規模の事業者・消費者としての立場を明

確にし、自らの事務・事業の実施に伴う環境への

負荷の低減に向け、以下のような環境保全に配慮

した行動を率先して行います。

ア．省エネルギーの推進等により、地球温暖化

の防止に努める。

イ．省資源の推進等により、限りある資源の有

効活用に努める。

ウ．廃棄物の減量と資源化・リサイクルに努め

る。

エ．グリーン購入の推進等により、環境への負

荷の少ない製品の普及に努める。

オ．イベントを開催することにより生じる環境

への影響を、最小限とするよう努める。

カ．公用車による自動車公害防止に努める。

キ．施設の維持・管理、公共工事における環境

負荷削減対策に努める。

ク．職員の環境保全意識の向上を図る。

ケ．毎年度の取組状況等を公表する。

（5）削減目標
平成28年度では、前年度実績を削減目標の指標

とし、各課等が省エネルギー・省資源などの対策

を推進し、温室効果ガスや効率的な資源の使用に

取り組んでいます。

（6）計画の実施・運用について
ア．計画の実効性確保の観点から、計画に関

連するすべての部局で計画推進体制を組織す

るとともに、複数の職階層による計画推進体

制を整備し、それぞれの役割分担やその手順

等を明らかにしています。

イ．計画全体に関する取組の実施状況や目標

の達成状況等を把握するため、各局・各課等

の発生環境負荷量、取組状況等をパソコンや

庁内ＬＡＮを利用して集計・点検しています。

ウ．第Ⅲ期計画策定までは、前年度実績を計

画進捗状況の指標としていますが、市の事務・

事業から排出される環境負荷は、様々な行政

需要や施設の新増設・廃止等により大きく変

動するため、指標だけでは、市内部の各組織・

施設、職員一人ひとりの取組実態等の指標と

しては、不十分です。そこで、各課等の取組

状況に関して、下記の目標を設定しています。

（計画書には記述していませんが、各局・課

等が自主的に取り組む際の目安として活用し

ます。）

【各局・課等が具体的な環境保全行動に取り
組む際の目安】

　　岡山市環境保全行動計画取組結果集計シス

テムの「環境保全行動取組チェックシート」

における取組項目数が概ね50項目以上である

こと。

エ．行動計画の内容や推進体制は、この取組の

趣旨等から、必要に応じて、随時ＰＤＣＡサ

イクルに基づき見直します。
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2 計画の実施状況

（1）平成 29 年度の実施状況（前年度（平成 28
　　年度）比）

平成29年度においても、第Ⅱ期計画と同様に、

局等においてそれぞれの組織の特性に応じた「 行

動指針」を策定するとともに、課ごとに「行動計

画」を策定し、自らの事務・事業から発生する環

境負荷を継続して低減する取組を行いました。ま

た、第Ⅱ期計画の実績を踏まえ、各課等が省エネ

ルギー・省資源などの対策を推進し、前年度（平

成28年度）の実績を指標に温室効果ガスの削減や

効率的な資源の使用に取り組みました。実施状況

については次のとおりです。（表57）

表57　平成29年度温室効果ガス排出量等（前年度比）

項　　目 H27 H28 H29 前年度比

温室効果ガス総排出量（t-CO2） 131,556 131,346 131,365 0.01%
うち、一般廃棄物焼却施設を除くすべての施設
からの排出量（t-CO2） 56,439 57,136 57,616 0.8%

うち、一般廃棄物焼却施設からの 
排出量（t-CO2） 75,117 74,210 74,749 △0.6%

電気使用量（千kwh） 119,916 118,146 118,515 0.3%
燃料使用量（CO2換算，t-CO2） 11,805 12,075 12,879 6.7%
公用車等のガソリン使用量（kL） 559 561 566 0.9%
公用車等の軽油使用量（kL） 211 213 246 15.5%
※　第Ⅱ期計画の係数（平成11年度温室効果ガス排出係数）で算出
※　前年度比は平成29年度温室効果ガス排出量等の平成28年度比
※　市役所全施設を対象とする。割合は四捨五入前の原数値により算出

①温室効果ガス排出量等の実施状況
　ア．温室効果ガス総排出量は、前年度（平成28

年度）比で0.01％増加とほぼ横ばいでした。（図

51参照）

　　　廃棄物焼却量の減少により一般廃棄物焼却

施設からの排出量はやや減少しましたが、そ

の他の施設では若干増加しました。増加の要

因としては、平成29年度冬期（平成30年1月

～ 3月）は厳冬であったため、主に燃料（灯油、

都市ガス等）の使用量増大が温室効果ガス排

出量の増加の一因と考えられます。

　　　排出量の大きい主な施設の状況は、一部排

出量が増加している施設もありますが、全体

的には、減少から横ばいの傾向となっていま

す。今後、さらに市民・事業者と協働して、

ごみ減量化、資源化を推進していくことが求

められます。（図52参照）　

　　　業務内容別の排出量では、職員の日常業務

による環境負荷が主である業務における排出

が2.2％減少しており。今後も職員一人ひとり

の環境保全行動を徹底していくことは当然の

ことながら、積極的に、施設の省エネルギー

改修や再生可能エネルギーの導入等を検討し

ていくことが温室効果ガスの削減に有効であ

ると考えられます。（表58参照）
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図51　温室効果ガス排出量の推移
図52　温室効果ガス排出量が大きい
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表58　業務内容別温室効果ガス排出量（前年度比）
（単位：t-CO2）

業務内容 H27 H28 H29 前年度比 備考

職員の日常業務による環境負荷
が主である業務 6,826 6,339 6,194 △2.2% 政策局、総務局、財政局

など

市民等の利用状況により、環境
負荷が変動する業務 23,756 23,986 24,839 3.6% 教育委員会事務局、保健

福祉局、産業観光局など

大規模施設の運転・管理、公共
工事、消防、病院などの業務 100,974 101,021 100,332 △0.7% 環境局、下水道河川局、

水道局、都市整備局など

　※　前年度比は平成 29 年度温室効果ガス排出量の平成 28 年度比

図53　温室効果ガス排出内訳（平成29年度）
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　イ．電気使用量は、省エネルギータイプの設備

の導入等は各施設で適宜実施されてはいるも

のの、平成29年度冬期（平成30年1月～ 3月）

の厳冬の影響によるエアコンの稼働率増加等

の要因により0.3％増加しました。

　　　電気の使用による温室効果ガスの排出量は

全体で32.2％と大きな割合を占めていること

から、今後もこの問題に対応するため、環境

保全行動計画推進員・担当員が中心となって、

昼休み等の不必要な照明の消灯やOA機器等

の節電対策の徹底を職員に呼びかけ、職場全

体として省エネルギー行動を強化する必要が

あると考えられます。（図54参照）

　　　しかしながら、職員の行動のみでは頭打ち
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表58　業務内容別温室効果ガス排出量（前年度比）
（単位：t-CO2）

業務内容 H27 H28 H29 前年度比 備考

職員の日常業務による環境負荷
が主である業務 6,826 6,339 6,194 △2.2% 政策局、総務局、財政局

など

市民等の利用状況により、環境
負荷が変動する業務 23,756 23,986 24,839 3.6% 教育委員会事務局、保健

福祉局、産業観光局など

大規模施設の運転・管理、公共
工事、消防、病院などの業務 100,974 101,021 100,332 △0.7% 環境局、下水道河川局、

水道局、都市整備局など

　※　前年度比は平成 29 年度温室効果ガス排出量の平成 28 年度比

となっている可能性があります。今後、老朽

化した消費電力の大きい設備等の省エネルギ

ー化改修等を積極的に導入していくことが必

要であると考えられます。

　ウ．燃料使用による温室効果ガス排出量は、前

年に比べ、6.7%増加しました。（図55参照）

　　　全体的として平成29年度冬期（平成30年1

月～ 3月）の厳冬により、暖房のための燃料

の使用などによる消費量が増大していると考

えられます。

　　　Ａ重油使用量については、サウスビレッジ

での温室ボイラー使用時間の増加等が要因と

考えられます。

　　　都市ガスの使用については、水道局の空調

機器の燃料変更等が増加の要因と考えられま

す。

　　　気候による使用量の変動は仕方のないこと

ですが、基本的には燃料使用量の削減に向け

て、今後、老朽化した燃料使用量の大きい設

備等については、積極的に省エネルギー化改

修を検討することが必要であると考えられま

す。

　　　また、クールビズ、ウォームビズの徹底等、

職員一人ひとりの削減努力により、削減を進

めていく必要があります。

　エ．公用車等のガソリン使用量は、業務量の増

加等により前年度比で0.9%増加しました。公

用車の効率運用に努めたものの、業務が増加

したこと等によるものと思われます。削減に

向けて、庁内向けのエコドライブ講習会の開

催や、電気自動車の普及拡大に努めることが

必要と考えられます。

　オ．公用車等の軽油使用量は、業務量の増加に

より軽油車両の使用頻度が増えたため、前年

度比で15.5％増加しました。これは、BDF車

両の老朽化等により軽油を使用する公用車が

増加していることが使用量増加の一因である

と考えられます。

②平成 29 年度の資源使用量
平成29年度は、第Ⅱ期計画の局等の「行動指針」

及び課等の「行動計画」に基づき、各課等が省エ

ネルギー・省資源等を推進し、前年度の実績を指

標にして上水道使用量等の削減に取り組んでいま

す。実施状況については次のとおりです（表59参

照）。

図54　電気使用量
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図55　燃料使用による温室効果ガス排出量
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　ア．上水道使用量は、組織的に節水に取組んだ

ものの、前年度比で3.5%増加となりました。

漏水等の原因により使用量が増加している施

設もあり、今後も、組織的な節水、漏水等の

定期点検の実施に努めることが必要と考えら

れます。

　イ．コピー用紙の使用量は、両面印刷、裏紙使

用や2in1印刷等により削減に努めましたが、

業務量の増大等により近年増加傾向にあり、

前年度比で11.3％増加しました。ミスコピー

の防止、裏面利用の徹底、文書管理システム

等の利用によるペーパーレス化の促進はもと

より、大量の紙を使用している業務について

は、その運用方法を見直す等、全庁をあげた

取組が必要と考えられます。

　

　ウ．冊子等の紙類使用量は、地域ケアセンタ

ーの各種冊子やチラシ等を多く作成したこと

や、くらしの便利帳の配布等、市民サービス

に努めた結果、前年度比で18.4%増加となり

ました。市民サービスの向上に努めつつも、

ＨＰへの掲載等による電子データでの情報公

開で代替が可能かどうかの検討をした上で行

うこととし、作成する場合には、配布先の精

査により必要最小部数を発行する等、削減に

向けた対策の徹底が必要と考えられます。

表59　資源使用量の推移

項　　目 Ｈ 27 Ｈ 28 Ｈ 29 前年度比

上水道使用量（千㎥） 2,261 2,206 2,283 3.5%

コピー用紙使用量（千枚）＜ A4 換算＞ 83,367 86,655 96,476 11.3%

冊子等の紙類使用量（t） 730 647 766 18.4%

※ 前年度比は平成 29 年度資源使用量の平成 28 年度比。

図56　上水道使用量
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図57　コピー用紙使用量

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000
H27 H28 H29

（A4換算：1,000枚）

83,367
86,655

3.9%

96,476

11.3%

図58　冊子等の紙類使用量

1000

900

800

700

600

500

400

300

H27 H28 H29

（t）

730

647

△11.6%

766

18.4%



−121−

－ⅩⅣ 岡山市役所の環境保全行動計画 －

表59　資源使用量の推移

項　　目 Ｈ 27 Ｈ 28 Ｈ 29 前年度比

上水道使用量（千㎥） 2,261 2,206 2,283 3.5%

コピー用紙使用量（千枚）＜ A4 換算＞ 83,367 86,655 96,476 11.3%

冊子等の紙類使用量（t） 730 647 766 18.4%

※ 前年度比は平成 29 年度資源使用量の平成 28 年度比。

（2）各課等の具体的な取組状況
岡山市の環境保全行動計画の推進に当たって

は、それぞれの組織特性を踏まえて取り組むため、

各課等で、環境保全行動の「取組項目チェックシ

ート」に基づいて「課別行動計画」を策定してい

ます。

実施結果の概要は以下のとおりで、各課等で取

り組んだ項目の平均は61項目であり、評価点（５

段階）の平均は4.3と前年度と同じ値でした。分

野別では「省エネルギー対策」、「廃棄物対策」 、「 

グリーン購入対策」及び「施設の維持・管理にお

ける環境負荷低減対策」が高く、「職員の環境意

識の向上」の取り組みが低いという結果でした。

（表60参照）

各課等で必ず取り組む項目の中では、「“COOL 

BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォーム

ビズ）”等、時期に合わせた服装にする」（省エネ

ルギー対策）や、「専用の回収ボックスを各課に

設置し、ミスコピー用紙や不要となった用紙をす

べて収集し、リユースやリサイクルに努める」（省

資源対策）、「スチール・アルミ缶、ペットボトル、

ビンなどのリサイクル回収を徹底する」（廃棄物

対策）などの平均点が、4．5以上の評価であり、

昨年に引き続き良好に実施されていました。一方、

「OA機器等の電気製品を、外出等により長時間使

用しない際は、電源をこまめに切る。なお、退庁

時及び出張時にはACアダプターをコンセントか

ら抜く」（省エネルギー対策）、「文書管理システ

ム等の事務の電子化により、ペーパーレス化を推

進する。」（省資源対策）などの項目は、前年度と

同様、平均点が４未満であり、実施状況に課題が

ありました。（表61参照）　

表60　平成29年度の環境保全行動の取組結果

環境負荷のための対策 各課で取り組んだ 
項目の総数

自己評価 
（５段階）の平均点

　（1）省エネルギー対策 3,725 （3,839） 4.4 （4.3）
　（2）省資源対策 5,683 （5,727） 4.3 （4.3）
　（3）廃棄物対策 2,035 （2,081） 4.4 （4.4）
　（4）グリーン購入対策 1,352 （1,346） 4.4 （4.4）
　（5）エコイベント対策 481 （474） 4.2 （4.2）
　（6）公用車による自動車公害防止対策 2,089 （2,104） 4.3 （4.3）
　（7）施設の維持・管理における環境負荷低減対策 189 （203） 4.5 （4.4）
　（8）職員の環境意識の向上 82 （82） 3.7 （3.7）

全　　　　体 15,634 （15,856） 4.3 （4.3）
　対象組織数 255 （257）
　平均取組項目数 61 （63）
※（　）内は平成 28 年度
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表61　各対策項目における実施状況

対策項目
実施状況が特に良好な項目 実施状況に課題がある項目

平均点が 4.5 以上 平均点が 4.0 未満

省 エ ネ ル ギ ー
対 策

◆ “COOL BIZ（クールビズ）” や “WARM BIZ（ウ
ォームビズ）” 等、時期に合わせた服装にする。

◆ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長
時間使用しない際は、電源をこまめに切る。
なお、退庁時及び出張時にはＡＣアダプタ
ーをコンセントから抜く。

◆各職場の最終退出者は必ずすべてのＯＡ機器の電
源断、照明器具の消灯を確認し退出する。

◆会議室、更衣室、倉庫、給湯室、トイレなど断続
的に使用する箇所の照明は、使用後は必ず切ると
ともに、晴天時の窓際、事務室内の未使用スペー
スの照明は消灯する。

◆夏季はブラインドなどにより日射をさえぎり、
冬季には自然光を積極的に取り入れる。

◆水曜日の午後５時 15 分以降は、主催会議は行わ
ない。

省 資 源 対 策

◆コピー用紙の使用量を月単位で把握・記録する。◆資料の電子化やファイリングシステムの徹
底により、資料の共有化を図る。( １係１資
料の推進 )◆専用の回収ボックスを各課に設置し、ミスコピ

ー用紙や不要となった用紙をすべて収集し、リ
ユースやリサイクルに努める。 ◆文書管理システム等の事務の電子化により、

ペーパーレス化を推進する。
◆使用済封筒は、積極的に利用する。また庁内会

議では、封筒を配布しないとともに、職員以外
が参加する会議・講習会においても、可能な限
り封筒を配布しないことに努める。 ◆売店等で物品等を購入する際は、マイバッ

グを持参し、レジ袋等の使用を控えるよう
努める。◆日常的に、洗面所や流しにおける節水を励行す

る。

廃 棄 物 対 策

◆スチール・アルミ缶、ペットボトル、ビンなどの
リサイクル回収を徹底する。

◆分別回収ボックスを事務室内に適切に配置
し、ごみ箱は１係１個とする。

◆雑紙も含めた紙などの資源ごみの分別を実施する。

◆コピー機やプリンター等のトナーカートリッジ
は、業者による回収 ･ リサイクルを徹底する。

◆ＯＡ機器や家電製品、自動車等を廃棄物として処
理する際は、関係法令の規定に基づき、適正に処理・
リサイクルを行う。

グリーン購入対策 ◆封筒等の事務用紙製品、ファイル類の購入は、リ
サイクル製品を積極的に購入する。 −

公用車による自動
車 公 害 防 止 対 策

◆急発進・急ブレーキ・空ぶかし・不要物の積載防
止等、エコドライブに努める。 −

これらの項目は、第Ⅰ期計画期間中から重点的

に取り組んでいるものであり、また、今後の温室

効果ガス排出量の削減のためには、職員一人ひと

りの環境意識の向上と取組の徹底がますます必要

となってくることからも、組織の特性に応じて、

課題のある項目を所掌する担当員を任命し、取組

率の向上を図るための具体的な手順を定め、それ

を職場全体に周知する等の対策を強化していく必

要があります。

一方、各課等における取組項目数については、

岡山市環境保全行動計画の推進手順で定められて

いる50項目以上取り組んでいる課等は、全体の98

％と良好に実施されています。（図59参照）
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表61　各対策項目における実施状況

対策項目
実施状況が特に良好な項目 実施状況に課題がある項目

平均点が 4.5 以上 平均点が 4.0 未満

省 エ ネ ル ギ ー
対 策

◆ “COOL BIZ（クールビズ）” や “WARM BIZ（ウ
ォームビズ）” 等、時期に合わせた服装にする。

◆ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長
時間使用しない際は、電源をこまめに切る。
なお、退庁時及び出張時にはＡＣアダプタ
ーをコンセントから抜く。

◆各職場の最終退出者は必ずすべてのＯＡ機器の電
源断、照明器具の消灯を確認し退出する。

◆会議室、更衣室、倉庫、給湯室、トイレなど断続
的に使用する箇所の照明は、使用後は必ず切ると
ともに、晴天時の窓際、事務室内の未使用スペー
スの照明は消灯する。

◆夏季はブラインドなどにより日射をさえぎり、
冬季には自然光を積極的に取り入れる。

◆水曜日の午後５時 15 分以降は、主催会議は行わ
ない。

省 資 源 対 策

◆コピー用紙の使用量を月単位で把握・記録する。◆資料の電子化やファイリングシステムの徹
底により、資料の共有化を図る。( １係１資
料の推進 )◆専用の回収ボックスを各課に設置し、ミスコピ

ー用紙や不要となった用紙をすべて収集し、リ
ユースやリサイクルに努める。 ◆文書管理システム等の事務の電子化により、

ペーパーレス化を推進する。
◆使用済封筒は、積極的に利用する。また庁内会

議では、封筒を配布しないとともに、職員以外
が参加する会議・講習会においても、可能な限
り封筒を配布しないことに努める。 ◆売店等で物品等を購入する際は、マイバッ

グを持参し、レジ袋等の使用を控えるよう
努める。◆日常的に、洗面所や流しにおける節水を励行す

る。

廃 棄 物 対 策

◆スチール・アルミ缶、ペットボトル、ビンなどの
リサイクル回収を徹底する。

◆分別回収ボックスを事務室内に適切に配置
し、ごみ箱は１係１個とする。

◆雑紙も含めた紙などの資源ごみの分別を実施する。

◆コピー機やプリンター等のトナーカートリッジ
は、業者による回収 ･ リサイクルを徹底する。

◆ＯＡ機器や家電製品、自動車等を廃棄物として処
理する際は、関係法令の規定に基づき、適正に処理・
リサイクルを行う。

グリーン購入対策 ◆封筒等の事務用紙製品、ファイル類の購入は、リ
サイクル製品を積極的に購入する。 −

公用車による自動
車 公 害 防 止 対 策

◆急発進・急ブレーキ・空ぶかし・不要物の積載防
止等、エコドライブに努める。 −

（3）「岡山市もったいない運動」の取組状況
岡山市では、「もったいない」を合い言葉として、

全職員と市民、事業者が参加と協働により、環境

に配慮したライフスタイルや環境保全活動の輪が

市内全体に広がっていくことを目指す、「岡山市

もったいない運動」を推進しています。

平成29年度においては、次の各事項に取り組む

ことにより、市役所自身の環境保全行動の一層の

徹底を図りました。

①　「もったいない運動」の取組強化
各課等の単位で、エネルギー・コピー用紙使

用量及び可燃ごみ排出量の、月単位での把握・

記録・報告を行い、自主的に資源・エネルギー

の削減を行う取組を「もったいない運動」とし

て、平成19年度より行っています。従来はすべ

ての組織・施設における取組強化を先導するた

め、重点的に推進体制の強化を図る施設（重点

取組施設）として本庁舎、分庁舎及び保健福祉

会館並びに温室効果ガス排出量の多い18施設を

指定して取組を行って来ました。

平成22年度から、この取組を市役所の全ての

組織に拡大し、取組の強化を行っています。

②　庁内放送による啓発
環境月間である6月に庁内放送によって、業

務に使用していない照明・パソコン等の電源切

断や、クールビズ、ウォームビズによる省エネ

ルギー、また、コピー用紙の両面使用や消耗品

は必ず使い切る等の省資源を徹底するよう職員

に呼びかけました。

（4）組織や項目別の主な取組
①　ＥＳＣＯ事業

ＥＳＣＯ事業は、市有施設での省エネルギー

を推進する有効な手法と考えられ、平成21年度

に実施した岡山市ＥＳＣＯ事業導入可能性調査

に基づき、岡山ふれあいセンターで事業を実施

することに決定し、事業者の公募及び選定を行

いました。平成23年度に改修工事を行い、平成

24年4月からサービスを開始しています。平成

29年度の実績報告として、エネルギー使用量を

24.1％削減、光熱水費を14,297（千円）削減し

ました。また、会陽の里においても、平成24年

度に事業者との契約、改修工事を実施しました。

②　グリーン購入
岡山市では、環境物品等の購入を積極的に推

進することにより、市自らが発生させる環境負

荷を低減させ、持続的発展が可能な循環型社会

の構築を目指すため、平成14年度に「グリーン

購入基本方針」を策定し、特定調達品目及びそ

図59　各課等での取組項目数
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の判断基準等の見直しを毎年度行っています。

平成29年度においては、平成29年11月に第16

回目の改定を行い、251品目（うち公共工事関

連物品49品目）を特定調達品目として指定しま

した。

③　市有施設における再生可能エネルギー導入
　　状況

岡山市では平成28年度に「第2次岡山市環境

基本計画(改訂版)」を策定し、市有施設への太

陽光発電システムの設置件数を成果指標に設定

しています。市有施設への率先導入による「見

える化」を図り、太陽光エネルギーの普及をめ

ざしています。平成29年度末における再生可能

エネルギーの導入件数は、99件となっています。

④　イベント実施時における環境配慮の推進
市が主催・共催するイベントについて、適切

な環境配慮に取り組むために、平成16年３月に

「岡山市エコイベント実施要綱」を制定し、規

模が1,000人以上のイベントを対象に、事前に

環境配慮責任者の選任、「エコイベントチェッ

クシート」に基づく行動計画の作成とこれに基

づく環境配慮の実施、イベントの終了後の報告

書の作成等を義務づけています。

第Ⅱ期計画では、エコイベントの実施を強化

するため、環境保全行動の「取組項目チェック

シート」に新たにエコイベント対策として６項

目を盛り込んでいます。なお、平成29年度に本

要綱に基づいて環境配慮事項に関する報告のあ

ったイベント数は1件でした。

⑤　職員の環境意識の向上（様々な機会、手法
　　による情報提供に努めた）

職員一人ひとりの環境意識の向上のため、次

の事項に取り組みました。

ア　省エネや省資源等の取組強化に関する庁

内放送の実施

イ　庁内ＬＡＮを利用した環境行動に関する

情報の提供

ウ　職員階層別研修時における環境保全研修

の実施（新規職員研修）

エ　各課等の環境保全推進員等を対象とした

全庁的な環境保全研修の実施

オ　職員を対象としたエコドライブ講習会の

実施
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●危機管理室

１　ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長時間使用しない際は、電源をこまめに切る。
２　コピーやプリンター用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。
３　夏季にはブラインドなどにより日射をさえぎり、冬季には自然光を積極的に取り入れる。
４　「市有施設において職員が使用した弁当容器の処分方針」に基づき、リターナブル容器を利用する。
５　急発進・急ブレーキ・空ぶかし・不要物の積載防止等、エコドライブに努める。

●市長公室

１　“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時期に合わせた服装にする。
２　各職場の最終退出者は必ずすべてのＯＡ機器の電源断、照明器具の消灯を確認し退出する。
３　複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印

刷・２ in １印刷とする。
４　コピーやプリンター用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。
５　目的地や走行経路の渋滞状況を勘案し、合理的な走行ルートの選択に努める。

●総務局

１　「もったいない運動」集計システムへの記録・報告を徹底し、エネルギー使用量等の削減を図る。
２　ノー残業デーの徹底
３　水曜日の５時 15 分以降は主催会議を行わない。
４　用紙使用の削減に努める。会議資料は両面コピー又は裏面再利用とする。出席者数を事前に把握し、

必要部数のみ印刷する。

●政策局

１　ＯＡ機器等の電気製品を使用しないときは、電源をこまめに切る。
２　毎週水曜日の「ノー残業デー」を徹底し、就業時間以後の消灯及び節電に努める。
３　文書管理システム等の事務の電子化により、ペーパーレス化を推進する。
４　購入・使用する用紙類、外注印刷物等は、古紙パルプ配合率が高い再生紙を積極的に利用する。
５　コピー用紙使用量、可燃ごみ排出量を把握することで、削減化に役立てる。

●財政局

１　省エネルギー対策
　・ＯＡ機器等電器製品を使用しないときには、電源をこまめに切る。
　・昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯に努める。
　・残業時の照明は、必要箇所以外消す。
　・健康に支障のない限り、近くの階（上下４階）への移動には階段を利用する。

〜【参 考】〜

　各局室において取り組むべき環境保全行動の実施に関する指針



２　省資源対策
　・両面コピー・両面印刷を徹底する。
　・コピーやプリンタ用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で、使用済み用紙の裏面を使用する。
　・ミスコピー紙は専用の回収ボックスを設置し、そこにすべて収集し、リサイクルに努める。
３　廃棄物対策
　・執務室内に雑誌回収ボックスを設置し、資源ごみの分別を実施する。
　・プリンター等のトナーカートリッジは、業者による回収・リサイクルを徹底する。
４　グリーン購入対策
　・外注印刷物に使用する用紙類については、可能な限り「岡山市グリーン購入基本方針」の判断基準を

満たすものを選択する。
　・文房具及び事務用品等の購入は、再生材を使用している製品を積極的に購入する。
５　公用車による自動車公害防止対策
　・不要なアイドリングの停止を徹底する。
６　職員の環境意識の向上
　・環境に関する研修、シンポジウム、講演会等への職員の積極的な参加に努める。

●市民生活局

１　始業前、昼休み、時間外勤務中など不要な照明は消す、ＯＡ機器類はこまめに電源を切るか、省電力
モードにする、最終退出者は消灯等の確認を行うなど、電力使用を必要最低限にする。

２　コピー用紙の裏面再利用を積極的に行うとともに、ミスプリント・ミスコピーの防止を徹底し、パソ
コンでの資料確認や縮小印刷を推進し、用紙の使用量削減に努める。

３　会議資料は両面コピーを基本とする。差し支えない場合は会議資料にも裏面再利用を取り入れる。出
席者を事前に把握し必要部数のみ印刷する。

４　分別回収・リサイクル回収を徹底し、廃棄物の削減に努める。
５　「ノー残業デー」を徹底する。
６　文房具等事務用品の有効活用を図り、使える資源を無駄にしない。
７　「岡山市グリーン購入基本指針」に基づいてグリーン購入を推進する。

●市民協働局

１　コピー用紙使用量削減に向け、両面コピー、裏面活用、コピー機設定の確認等の省資源対策を徹底す
る。

２　室内の電気等の使用量削減を目指し、就業前後・昼休み等の不要な照明を消灯したり、パソコンの電
源を切るなどの省エネルギー対策を徹底する。

３　”COOL BIZ（クールビズ）”や”WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時季に合わせた服装にする。
４　購入する事務用品及び外注印刷物等については、可能な限り「岡山市グリーン購入基　本方針」の判

断基準を満たすものを選択する。
５　環境に関する研修会等への積極的な参加に努めるなど、職員の環境意識の向上に努める。

●北区役所

１　就業終了時刻２時間後の時点で執務している職員は、再度、周りの状況を点検し、不要な照明及びＯ
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Ａ機器の電源を切る。
２　昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯やパソコン・

プリンター等ＯＡ機器の電源を切る。
３　ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長時間使用しない際は、電源をこまめに切る。
４　売店等で物品等を購入する際は、マイバッグを持参し、レジ袋等の使用を控えるよう努める。

●中区役所

１　業務に支障のない範囲で、不要な箇所の照明を消したり、使用していない時にはＯＡ機器の電源を切
るなど、節電に努める。

２　ノーネクタイや重ね着といった“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時
期に合わせた服装にする。

３　両面コピーや不要になった用紙の裏面活用をしたり、会議にはプロジェクターを活用するなど、コ
ピー用紙使用量の削減を図る。

●東区役所

１　節電に努める。
　［具体的な取組］不要箇所の消灯、ＯＡ機器不使用時の電源切断
２　コピー用紙使用量の節減に努める。
　［具体的な取組］両面コピー、裏面再利用、２ in １印刷
３　ごみの分別を徹底する。
　［具体的な取組］分類ボックスの設置

●南区役所

１　ノーネクタイや重ね着といった“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時
期に合わせた服装にする。

２　施設の冷暖房については、利用者に配慮しながらも、過度な運転にならないように温度管理を行う。
３　両面コピーや不要になった用紙の裏面活用をしたり、会議にはプロジェクターを活用するなど、コ

ピー用紙使用量の削減を図る。
４　雑紙も含めた紙などの資源ごみの分別・リサイクルを徹底する。

●保健福祉局

１　省エネルギー対策
　・庁舎、施設でのエネルギー使用量の節減に努める。

具体例・・・不要な照明の消灯、使用後のＯＡ機器等の電源断。時間外勤務の縮減に努める。
各施設や設備等の管理している部署は、一層の運転方法の改善を図る。
クールビズやウォームビズ等、時季に合わせた服装にする。
健康に支障のない限り、近くの階は階段を利用する。

２　省資源対策
　・事務、事業活動を行う中で、紙、消耗品等の使用の削減に努める。
　　具体例・・・両面コピー、裏面コピーによるコピー用紙使用量の削減
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文書管理システムの電子起案を利用し、ペーパーレス化の推進
文具消耗品の適切な在庫管理を行い、余分な在庫を保管しない。
文具消耗品は必ず使い切るようにする。
物品を購入する際は、マイバッグ持参を心掛ける。

３　廃棄物対策
　・庁舎、施設で発生する廃棄物の削減に努める。
　　具体例・・・分別回収、リサイクル回収、不用品活用掲示板の活用

備品は、修繕等により、長時間利用を心掛ける。
弁当は、リターナブル容器を利用する。

４　もったいない運動に基づく取組強化・徹底
　・コピー用紙使用量の確実な把握

　　　具体例・・・重点取組施設は、システムへの確実な入力。それ以外の部署は、調査票への確実な入力。
コピー用紙が増加している場合は、その理由を点検

●岡山っ子育成局

１　省エネルギー対策
　・不要な照明及びＯＡ機器等の電源断
　・クールビズやウォームビズ等、時季に合わせた服装にする。
　・健康に支障のない限り、近くの階（上り３階、下り４階）は、階段を使用し、エレベーターの使用を

抑制する。
２　省資源対策
　・コピーやプリンター使用の際、両面コピー・使用済み用紙の裏面を使用によるコピー用紙使用量の削

減。
　・専用の回収ボックスを各課に設置し、ミスコピー用紙や不要となった用紙をすべて収集し、リユース

やリサイクルに努める。
　・文具等の消耗品の適切な在庫管理を行い、必ず使い切るようにする。
３　廃棄物対策
　・分別回収やリサイクル回収に努める。
４　グリーン購入対策
　・文房具及び事務用品等の購入は、再生材を使用している製品を積極的に購入する。
５　公用車による自動車公害防止対策
　・公用車利用の際は、不要なアイドリングを停止・急発進・急ブレーキ等、エコドライブに努める。
　・近距離の外出は、徒歩や自転車の利用に取り組む。

●環境局

テーマ　資源エネルギー循環型業務を徹底追求し、ごみゼロを目指す。
１　執務室の照明は、始業前、昼休み、残業時等において、不要なものは消灯するとともに、ＯＡ機器不

使用時の電源の切断をする。また、最後に退出する者は、電気の消灯等の確認をするなど節電に努め
る。

２　コピー機使用に際しては、ミスコピーの防止に努め、両面コピーを原則とし、コピー用紙の節約に努
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める。プリンター印字では、事務的にさしつかえない場合は、使用済み用紙の裏面に印字し、紙を無
駄にしないように努める。

３　事務用品、印刷物等を発注する際には、リサイクル製品や古紙パルプ配合率の高い用紙を積極的に使
用し、またリサイクル可能な製品を優先的に購入する。

４　ごみの分別を徹底し、リサイクル可能なものがごみとして排出されないようにする。
５　自動車の運転については、経済速度を遵守し、不要なアイドリングを停止し、急加速急発進等を行わ

ないで、無駄な燃料の消費を避けることはもちろん、仕業点検等により、常に公用車を良好な状態に
することにより、排気ガス等の排出を抑制するよう努める。

●産業観光局

１　昼休み、残業時等の不要な照明の消灯、ＯＡ機器不使用時の電源の切断により節電に努める。
２　ミスコピーの防止に努め、可能な限り両面コピー、両面印刷及び使用済み用紙の裏紙使用を実施す

る。
３　会議資料の簡素化、資料の電子化、ファイリングシステムによる資料の共有化で省資源対策に努め

る。
４　印刷物には古紙パルプ配合率を明記し、古紙パルプ配合率が高い再生紙を積極的に購入する。
５　事務用品等の購入時には、再生材を使用しているものやリサイクル可能な製品を積極的に購入する。
６　車の運転時には不要なアイドリングを停止し、経済速度による走行に努める。
７　事務用品の無駄遣いをせず、最後まで利用する。また、丁寧に扱い、長期再利用に努める。

●都市整備局

１　省エネルギー対策
　　照明や各種電気機器についての節電を徹底する。
◇具体的な取組

・昼休み時間帯は、市民サービスや業務実施に支障がある場合を除き、執務室照明の消灯やパソコン・
プリンター等ＯＡ機器の電源を切る。

・“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時期に合わせた服装にする。
・ＯＡ機器等の電気製品を、外出等により長時間使用しない際は、電源をこまめに切る。なお、退庁時

及び出張時にはＡＣアダプターをコンセントから抜く。
・各職場の最終退出者は必ずすべてのＯＡ機器の電源断、照明器具の消灯を確認し退出する。
・公務効率の向上等により、毎週水曜日の「ノー残業デー」の徹底をはじめとした時間外勤務の縮減に

取り組み、就業時間以降の消灯、節電に努める。
２　省資源対策
　　文書の電子化によりペーパレス化を推進すると共に、コピー用紙についても徹底した再利用、リサイ

クルに努める。
◇具体的な取組

・複数頁にわたるコピーや印刷物等は、目的・内容・用途等に応じて、原則として両面コピー・両面印
刷・２  in １印刷とする。

・コピーやプリンタ用紙の使用の際、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を使用する。
・使用済み封筒は積極的に再利用する。また、庁内会議では、封筒を配布しないとともに、職員以外が
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参加する会議・講習会においても、可能な限り封筒を使用しないことに努める。
・文書のやりとりには、庁内ＬＡＮ（掲示板・ライブラリ・E-mail）を積極的に活用し、むやみなプリ

ントアウトを避ける。
３　廃棄物対策
　　再利用可能な資源の循環型活用に努める。
◇具体的な取組

・分類回収ボックスを事務室内に適切に配置し、ごみ箱は１係１個とする。
・スチール・アルミ缶、ペットボトル、ビンなどのリサイクル回収を徹底する。
・上記以外で、雑紙も含めた紙などの資源ごみの分別を実施する。

４　グリーン購入対策
　　事務用品は再生品を使用するとともに、エコマーク商品・グリーンマーク商品の積極的な使用に努め

る。
◇具体的な取組

・購入する用紙類又は外注印刷物等に使用する用紙類については、「岡山市グリーン購入基本方針」の
判断基準を満たすものを選択する。

・使い捨て製品の使用を避け、詰め替え可能な製品の購入を積極的に行う。
５　エコイベント対策
　　イベント自体の楽しさや開催目的を損なうことなく、環境に配慮した取組を実施する。
◇具体的な取組

・ごみ箱（分別ボックス）を最小限とするよう工夫し、参加者にはごみの持ち帰りを呼びかけるなどの
ごみの減量化に努める。

６　公用車による自動車公害防止対策
　　燃費向上をはじめ、効率的な公用車の運行を心がける。
◇具体的な取組

・不要なアイドリングの停止を徹底する。
・近距離の出張は、自転車や徒歩により行い（推奨：片道２㎞以内）、それ以外は公共交通機関等を利

用するように努める。
７　施設の維持・管理、公共工事における環境負荷低減対策
　　公共工事に伴って排出される様々な環境負荷の低減に努める。
◇具体的な取組

・敷地内や室内等の緑化に努める。
・建設残土については、残土の発生抑制や工事間での利用に努める。また余剰残土については、改良プ

ラントに持ち込み、他事業等での有効利用に努める。
・施設等の設置に際しては、光熱水費等の維持管理費の軽減や、将来、取り壊す場合等に考慮した設計

に努める。
８　職員の環境意識の向上
　　環境保全に関する情報等の収集、提供に努めるとともに、全職員あげて対策に取り組む。
◇具体的な取組

・各課等の課別行動計画の重点的取組事項を、職員及び来庁市民がわかりやすい場所に掲示する。
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●下水道河川局

１　省エネルギー対策
・昼休み・残業時間等の不要な照明の消灯を徹底するとともに、廊下等については、不要な照明の間引

きや消灯を行う。また、近くの階への移動については、階段利用を奨励する。
・ＯＡ機器電源の不使用時におけるこまめな切断を行う。
・水処理施設等の増設・改築にあたっては、維持管理費のコスト縮減を図る観点からも、積極的に省エ

ネルギー型機器・装置の導入を図る。
２　省資源対策

・コピー用紙使用量の削減に向け、両面コピー、裏面コピー、コピー機設定の確認等の省資源行動を徹
底する。

３　廃棄物対策
・雑紙も含めた紙などの資源ごみの分別・リサイクルを徹底する。
・市有施設において職員が使用する弁当容器は、リターナブル容器とする。
・下水汚泥のリサイクルを徹底する。

４　自動車公害防止対策
・公用車の経済的・効率的利用を図り、公共交通機関の利用が合理的な時はこれによるとともに近距離

の出張は、自転車や徒歩により行うよう努める

●会計管理室

１　執務室の照明は、昼休み、残業時等において、不要なものは消灯するよう努め、ＯＡ機器不使用時の
電源の切断をする。また、最後に退出する者は、電気の消灯等の確認をするなど節減に努める。

２　コピー機使用に際しては、ミスコピーの防止に努め、両面コピーを原則とし、コピー用紙の節電に努
める。プリンター印字では、事務的にさしつかえない場合は、使用済みの用紙の裏面に印字し、紙を
無駄にしないように努める。

３　事務用品、印刷物等を発注する際は、リサイクル製品や古紙パルプ配合率の高い用紙を積極的に使用
し、またリサイクル可能な製品を優先的に購入する。

４　ごみの分別を徹底し、リサイクル可能なものがごみとして排出されないよう注意する。

●水道局

１　コピー用紙及び印刷用紙の使用量を抑制するため、会議資料の簡素化、両面コピーの徹底、使用済み
用紙の裏面利用を徹底する。

２　ごみの排出段階での分別を徹底し、リサイクルを推進する。
３　各職場の最終退室者は、必ず全てのＯＡ機器の電源断、照明器具の消灯を確認し、退出する。
４　近くの階（上り３階、下り４階）は、階段を利用する。
５　庁舎等の室内温度を冷房時 28.0℃、暖房時 20.0℃に設定する。
６　ＯＡ機器や電気製品の省エネルギー機能を活用し、待機電力の削減に努める。
７　不要なアイドリングの停止を徹底する。
８　毎週水曜日のノー残業デーの徹底など、時間外勤務の縮減に取り組み、就業時間以降の省エネルギー

に努める。
９　水源かん養林のための施策を推進するとともに、水源や河川の自然環境を守るための啓発活動に取り
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組む。
10　水道局独自のＥＭＳの取組の維持及び改善。

●市場事業部

１　太陽光発電システムの設置、ＬＥＤ照明への変更（ローエナジー管理棟）の効果を最大限に発揮する
ため、省エネルギーに配慮して、時期に合わせた服装をし、不要なＬＥＤ照明の消灯、ＯＡ機器不使
用時の電源切断等により、更なる節電に努める。

２　ミスコピーの防止に努め、可能な限り両面コピー、両面印刷を実施する。また、古紙パルプ配合率が
高い再生紙を積極的に使用する。

３　ゴミの分別・リサイクルをより一層推進する。
４　電気自動車を優先的に使用するほか、公用車の運転時にはエコドライブによる走行に努める。また、

電気自動車急速充電器（無料、24時間充電可能）の利用促進ＰＲを行い、電気自動車普及に貢献する。

●消防局

１　昼休み・夜間において消灯・ＯＡ機器の電源を切る等、省エネルギー対策に努める。
２　ごみの分別を徹底し、リサイクル回収に努める。
３　印刷物の作成は必要最低限とし、両面コピー・裏面活用し、省資源行動に努める。
４　公用車の運行に際しては、不要なアイドリングを停止し、燃料消費量の抑制に努める。
５　文房具・事務用品は、責任者が適切な在庫管理を行い、使用者は必ず使い切る。

●議会事務局

１　議会棟内の電気等の使用量削減のために、就業前後・昼休み等の不要な照明の消灯を出来る限り実施
する。

２　事務局内において、コピー・印刷のために使用する用紙量の削減のために、両面コピーや裏面活用の
励行、事前に必要部数の確認を行い無駄なコピー等を行わないようにするなど、省資源化に向けた努
力を日常的に実施する。

３　古紙・段ボールなどの再資源化が可能なものの分別や、缶やビンのリサイクル回収を徹底し、局内で
発生する廃棄物総量の削減を目指す。

４　省エネ運転の励行や、可能な限りの公共交通機関等の利用により、自動車による公害を極力防止す
る。

５　環境に関する研修会等の機会の積極的な活用、職員個々の自己研鑽による環境情報の会得など、職員
の環境意識の向上に向けた取り組みを推進する。

●選挙管理委員会事務局

１　省エネルギー対策の取り組み
　・昼休み、事務室内の未使用スペースの照明の消灯、パソコンの電源を切る。
２　省資源対策の取り組み
　・ミスコピーやミスプリンターの防止に努める。
　・コピーの使用を極力抑える。
３　廃棄物対策の取り組み
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　・雑紙に分類処理できる紙ゴミのリサイクル回収を徹底する。
４　グリーン購入対策の取り組み
　・事務用品の購入時に、古紙パルプ配合率やリサイクル度を確認して利用する。
５　公用車による自動車公害防止対策の取り組み
　・目的地が近距離ならば、なるべく公用自転車を利用する。
　・停車時は必ずエンジンを切る。
６　職員の環境意識の向上の取り組み
　・環境保全の情報を職員に周知し、環境意識の共有化を図る。

●監査事務局

１　昼休み、就業時間外の事務室内の照明は支障のない範囲で消灯する。
２　会議開催等において、クールビズ、ウォームビズ等に合わせた服装での開催を案内する。
３　コピー等に際し、用紙の両面使用に努めるとともに、業務に支障のない範囲で使用済み用紙の裏面を

使用する。また、会議等の資料作成にあたっては無駄なコピー等は行わない。
４　毎週水曜日の「ノー残業デー」を徹底する。
５　省エネ運動、廃棄物対策を通じて、環境保全への取り組み、意識啓発に努める。

●人事委員会事務局

１　執務室内の照明は、昼休みや業務終了後、業務に支障がある場合を除き消灯し、節電に努める。
２　「ノー残業デー」を徹底し、就業時間以降の消灯、節電に努める。
３　専用の回収ボックスを設置し、ミスコピー用紙や不要となった用紙を収集し、リユースやリサイクル

に努める。
４　雑紙などの資源化物の分別を徹底する。
５　文房具及び事務用品等の購入は、可能な限り「岡山市グリーン購入基本方針」の判断基準を満たすも

のを選択する。
６　“COOL BIZ（クールビズ）”や“WARM BIZ（ウォームビズ）”等、時期に合わせた服装にする。

●農業委員会事務局

１　ごみの分別を徹底し、雑誌をゴミ箱に捨てないようにする。
２　昼休み・残業時の不要な照明の消灯等、節電を徹底する。
３　コピーや印刷物の作成に際しては、両面コピー、両面印刷に努めるほか、使用済み用紙の裏面活用や

ミスコピー紙のリサイクルなど、省資源を徹底する。

●教育委員会

１　省エネルギー
　・執務室の照明は、昼休み・残業時において、不要な箇所は消灯する。
　・出先施設の冷暖房については、利用者に配慮しながらも、過度な運転にならないように温度管理を行

う。
２　省資源
　・用紙使用量の削減のため、両面コピーや不要になった用紙の裏面活用を積極的に行う。
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　・文具等の消耗品については、各課ごとに一括管理するとともに、使い切るまで使用を徹底する。
３　職員の意識向上
　・各職員が日常的に環境保全に対する取り組みを意識するように、各職場において、朝礼・掲示等によ

る周知を行う。
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1．環境基準等一覧表
主な大気汚染物質

汚染物質 人の健康への影響 主な発生源 環境基準

二酸化硫黄 
（SO2）

のどや肺を刺激し、気管支炎や上
気道炎などを起こす

ボイラー、自動車、硫酸、
パルプなどの製造工場

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下で、
かつ１時間値が0.1ppm以下であること

二酸化窒素 
（NO2）

のどや肺を刺激し、気管支炎や肺
水腫などを起こす

ボイラー、自動車、焼却
炉、火力発電所

１時間値の１日平均値が0 . 0 4 ppm～
0.06ppmまでのゾーン内、又はそれ以下で
あること

一酸化炭素 
（CO）

血液中のヘモグロビンと結びつき
神経系に影響を及ぼす 自動車

１時間値の１日平均値が10ppm以下で、か
つ１時間値の８時間平均値が20ppm以下
であること

光化学オキシダント 
（Ox） 目、のどなどを強く刺激する 窒素酸化物と炭化水素の

光化学反応 １時間値が0.06ppm以下であること

浮遊粒子状物質 
（SPM）

気管支や肺胞に沈着し、呼吸器系
疾患を起こす 焼却施設、自動車 1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下で、

かつ１時間値が0.20mg/㎥以下であること

微小粒子状物質 
（PM2.5）

肺がん、呼吸器系への影響に加え、
循環器系への影響懸念

焼却施設、自動車、土壌、
海塩

1年平均値が15μｇ/㎥以下であり、かつ、1
日平均値が35μｇ/㎥以下であること

炭化水素 
（HC）

粘膜を刺激し、中枢神経に影響を
及ぼす

自動車、焼却施設、有機溶
剤の製造、塗布 なし

ベンゼン 発ガン性がある 石油精製、石油化学、
コークス炉 １年平均値が0.003mg/㎥以下であること

トリクロロ 
エチレン

皮膚・粘膜への刺激作用、頭痛・め
まい等の神経への影響がある 金属加工、化学工業 １年平均値が0.2mg/㎥以下であること

テトラクロロ 
エチレン

皮膚・粘膜への刺激作用、頭痛・め
まい等の神経への影響がある

金属加工、化学工業、
ドライクリーニング等 １年平均値が0.2mg/㎥以下であること

ジクロロメタン 中枢神経に対する麻酔作用がある 金属加工、化学工業 １年平均値が0.15mg/㎥以下であること

 
ダイオキシン類
  

大気に係る環境基準 水質に係る環境基準 水底の底質に係る環境基準 土壌に係る環境基準

大気１㎥あたり 
0.6pg-TEQ 以下（年平均値）

水１L あたり 
1pg-TEQ 以下（年平均値）

底質１g あたり 
150pg-TEQ 以下

土壌１g あたり 
1,000pg-TEQ 以下

 
人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域）
 

項目 カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀

基準値 0.003mg/L 以下 検出されないこと 0.01mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.0005mg/L 以下 検出されないこと

項　目 ＰＣＢ ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ -1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

基準値 検出されないこと 0.02mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.004mg/L 以下 0.1mg/L 以下 0.04mg/L 以下

項　目 1,1,1- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1,2- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,3- ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ チウラム シマジン

基準値 1mg/L 以下 0.006mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.006mg/L 以下 0.003mg/L 以下

項　目 チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素 1,4- ジオキサン

基準値 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下 10mg/L 以下 0.8mg/L 以下 1mg/L 以下 0.05mg/L 以下
（備考）・平成 23 年 10 月 27 日、カドミウムの基準値が変更された。
　　　　・海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
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地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目 カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀

基準値 0.003mg/L 以下 検出されないこと 0.01mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.0005mg/L 以下 検出されないこと

項目 ＰＣＢ ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2- ｼ ｸ゙ﾛﾛｴﾀﾝ 1,1- ｼ ｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2- ｼ ｸ゙ﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ

基準値 検出されないこと 0.02mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.004mg/L 以下 0.1mg/L 以下 0.04mg/L 以下 1mg/L 以下

項目 1,1,2- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,3- ｼ ｸ゙ﾛﾛﾌ ﾛ゚ﾍ ﾝ゚ チウラム シマジン チオベンカルブ

基準値 0.006mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.006mg/L 以下 0.003mg/L 以下 0.02mg/L 以下

項目 ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素 1,4- ジオキサン 塩化ビニール

モノマー

基準値 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下 10mg/L 以下 0.8mg/L 以下 1mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.002mg/L 以下

（備考）・平成 23 年 10 月 27 日、カドミウムの基準値が変更された。

要監視項目及び指針値（公共用水域及び地下水質）

項   目 クロロホルム ﾄﾗﾝｽ -1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2- ｼﾞｸﾛﾛﾌ ﾛ゚ﾊ ﾝ゚ p- ｼﾞｸﾛﾛﾍ ﾝ゙ｾ ﾝ゙ イソキサチオン
指針値 0.06mg/L 以下 0.04mg/L 以下 0.06mg/L 以下 0.2mg/L 以下 0.008mg/L 以下
項   目 ダイアジノン ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP） イソプロチオラン オキシン銅（有機銅） ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ（TPN）
指針値 0.005mg/L 以下 0.003mg/L 以下 0.04mg/L 以下 0.04mg/L 以下 0.05mg/L 以下
項   目 プロピザミド ＥＰＮ ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP） ﾌｪﾉﾌ ﾙ゙ｶﾙﾌ（゙BPMC） ｲﾌ ﾛ゚ﾍ ﾝ゙ﾎｽ（IBP）
指針値 0.008mg/L 以下 0.006mg/L 以下 0.008mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.008mg/L 以下
項   目 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP） トルエン キシレン フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル
指針値 - 0.6mg/L 以下 0.4mg/L 以下 0.06mg/L 以下 -
項   目 モリブデン アンチモン 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン 全マンガン
指針値 0.07mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.0004mg/L 以下 0.2mg/L 以下
項   目 ウラン
指針値 0.002mg/L 以下

（備考）トランス 1,2- ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーの指針値は地下水質について適用しない

土壌溶出量基準値

項   目 カドミウム 全シアン 有機燐 鉛
基準値 0.01mg/L 以下 検出されないこと 検出されないこと 0.01mg/L 以下
項   目 六価クロム 砒素 水銀

基準値 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 総水銀 0.0005mg/L 以下であり、かつアルキル水銀が検出されないこと

項   目 ＰＣＢ ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
基準値 検出されないこと 0.02mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.004mg/L 以下
項   目 1,1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ -1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,1,1,- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1,1,2- ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
基準値 0.02mg/L 以下 0.04mg/L 以下 1mg/L 以下 0.006mg/L 以下
項   目 トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3- ｼﾞｸﾛﾛﾌ ﾛ゚ﾍ ﾝ゚ チウラム
基準値 0.03mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.006mg/L 以下
項   目 シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン
基準値 0.003mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下
項   目 ふっ素 ほう素
基準値 0.8mg/L 以下 1mg/L 以下
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土壌含有量基準

項   目 カドミウム 六価クロム 全シアン

基準値 150mg/kg 以下 250mg/kg 以下 遊離シアン 50mg/kg 以下

項   目 水銀 セレン 鉛 砒素

基準値 15mg/kg 以下 150mg/kg 以下 150mg/kg 以下 150mg/kg 以下

項   目 ふっ素 ほう素

基準値 4,000mg/kg 以下 4,000mg/kg 以下

生活環境の保全に関する環境基準河川（湖沼を除く）

類型 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

基
準
値

水素イオン濃度
（ｐＨ）

６．５以上
８．５以下

６．５以上
８．５以下

６．５以上
８．５以下

６．５以上
８．５以下

６．０以上
８．５以下

６．０以上
８．５以下

生物化学的酸素要求量
（ＢＯＤ） 1mg/L 以下 2mg/L 以下 3mg/L 以下 5mg/L 以下 8mg/L 以下 10mg/L 以下

浮遊物質量
（ＳＳ） 25mg/L 以下 25mg/L 以下 25mg/L 以下 50mg/L 以下 100mg/L 以下 ごみ等の浮遊が

認められないこと

溶存酸素量
（ＤＯ） 7.5mg/L 以上 7.5mg/L 以上 5mg/L 以上 5mg/L 以上 2mg/L 以上 2mg/L 以上

大腸菌群数 50MPN/
100mL 以下

1,000MPN/
100mL 以下

5,000MPN/
100mL 以下 − − −

類型 生物Ａ 生物特Ａ 生物Ｂ 生物特Ｂ
基
準
値

全亜鉛 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下

湖沼（天然湖沼及び貯水量 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）−ア

類型 ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ

基
準
値

水素イオン濃度
（ｐＨ）

６．５以上
８．５以下

６．５以上
８．５以下

６．５以上
８．５以下

６．０以上
８．５以下

化学的酸素要求量
（ＣＯＤ） 1mg/L 以下 3mg/L 以下 5mg/L 以下 8mg/L 以下

浮遊物質量
（ＳＳ） 1mg/L 以下 5mg/L 以下 15mg/L 以下 ごみ等の浮遊が認められ

ないこと

溶存酸素量
（ＤＯ） 7.5mg/L 以上 7.5mg/L 以上 5mg/L 以上 2mg/L 以上

大腸菌群数 50MPN/
100mL 以下

1,000MPN/
100mL 以下 − −

湖沼−イ

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
基
準
値

全窒素 0.1mg/L 以下 0.2mg/L 以下 0.4mg/L 以下 0.6mg/L 以下 1mg/L 以下

全   燐 0.005mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.1mg/L 以下

類型 生物 A 生物特 A 生物 B 生物特 B
基
準
値

全亜鉛 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.03mg/L 以下
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海域−ア

類型 A B C

基
準
値

水素イオン濃度
（ｐＨ）

７．８以上 
８．３以下

７．８以上 
８．３以下

７．０以上
８．３以下

化学的酸素要求量
（COD） 2mg/L 以下 3mg/L 以下 8mg/L 以下

溶存酸素量
（DO） 7.5mg/L 以上 5mg/L 以上 2mg/L 以上

大腸菌群数 1,000MPN/
100mL 以下 − −

n- ヘキサン抽出物質
（油分等） 検出されないこと 検出されないこと −

海域−イ

類型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
基
準
値

全窒素 0.2mg/L 以下 0.3mg/L 以下 0.6mg/L 以下 1mg/L 以下
全   燐 0.02mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.09mg/L 以下

類型 生物 A 生物特 A
基
準
値

全亜鉛 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下

騒音に係る環境基準

環
境
基
準

一
般
地
域

区分 類型ＡＡ 類型Ａ 類型Ｂ 類型Ｃ
昼間 6:00 ～ 22:00 50 デシベル以下 55 デシベル以下 55 デシベル以下 60 デシベル以下
夜間 22:00 ～ 6:00 40 デシベル以下 45 デシベル以下 45 デシベル以下 50 デシベル以下

道
路
に
面
す
る
地
域

区分 ２車線以上の車線を有す
る道路に面する地域

２車線以上の車線を有す
る道路に面する地域

車線を有する道路に面す
る地域

昼間 6:00 ～ 22:00 60 デシベル以下 65 デシベル以下 65 デシベル以下
夜間 22:00 ～ 6:00 55 デシベル以下 60 デシベル以下 60 デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として次の基準を適用します。
　　　昼間：70 デシベル以下　　　　夜間：65 デシベル以下
備考　個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過す
　　　る騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）によることができる。

当
て
は
め
地
域

地域の類型 類型Ａ 類型Ｂ 類型Ｃ
岡山市（岡山市御津支所管内及
び建部支所管内以外の地域）

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域、第二種住居
地域、用途地域以外の地域

近隣商業地域、商業地域、
準工業地域、工業地域

岡山市御津支所管内及
び建部支所管内 御津新庄及び御津矢原の各一部 地域の類型Ａ以外の地域

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

地域の類型 基準値 あ て は め 地 域

Ⅰ 70 デシベル以下 地域類型のあてはめをする地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二
種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び用途地域以外の地域

Ⅱ 75 デシベル以下 地域類型のあてはめをする地域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

※ 地域類型のあてはめをする地域：新幹線鉄道の軌道中心線より左右両側それぞれ 300m
　（橋りょうに係る部分は 400m）以内で、別途図面に表示する地域
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自動車騒音・道路交通振動に係る要請限度

騒

音

区分
ａ区域 ｂ区域 ｃ区域

１車線 ２車線以上 １車線 ２車線以上 １車線以上
昼間 6：00 ～ 22：00 65 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 75 デシベル 75 デシベル
夜間 22：00 ～ 6：00 55 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 70 デシベル 70 デシベル

上記の区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域については、次の要請限度が適用される。
昼間：75 デシベル     夜間：70 デシベル

ａ区域 ｂ区域 ｃ区域
岡山市

（御津支所
管内及び建
部支所管内

を除く）

第一種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域、
第二種住居地域、

用途地域以外の地域
近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域

御津支所管内 御津新庄、御津矢原の各一部 ｂ区域以外

振

動

区分 第１種区域 第２種区域
昼間 7：00 ～ 20：00 65 デシベル 70 デシベル
夜間 20：00 ～ 7：00 60 デシベル 65 デシベル

第１種区域 第２種区域
岡山市

（御津支所
管内及び建
部支所管内

を除く）

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、用途地域以外の地域
近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域

御津支所管内 御津新庄・御津矢原の各一部 第１種区域以外



2．環境保全行政組織・機構（平成30年4月1日現在）

環　境　局

環境企画総務課

環境保全課

産業廃棄物対策課

環境事業課

環境施設課

自然保護係

規　制　係

管　理　係
資源循環推進室

大気騒音係

監　理　係

業務第１係

　

　

安全指導係

管　理　係 施　設　係

第１事業所

野殿事業所

当新田事業所

岡南事業所

西大寺事業所

管　理　係
業　務　係

管　理　係

管　理　係

管　理　係

管　理　係

山上埋立管理事務所

指　導　係

業　務　係

業　務　係

業　務　係

業　務　係

東部クリーンセンター

東部リサイクルプラザ

岡南環境センター

当新田環境センター

一宮浄化センター

管　理　係

管　理　係

管　理　係

管　理　係

業　務　係

業　務　係

業　務　係

業　務　係

水　質　係

業務第２係

岡山っ子育成局

こども企画総務課

地域子育て支援課 放課後児童対策係、子育て支援係
青少年育成係、児童館

浄化槽対策室
地球温暖化対策室

環 境 部

環境施設部

子育て支援部
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自動車騒音・道路交通振動に係る要請限度

騒

音

区分
ａ区域 ｂ区域 ｃ区域

１車線 ２車線以上 １車線 ２車線以上 １車線以上
昼間 6：00 ～ 22：00 65 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 75 デシベル 75 デシベル
夜間 22：00 ～ 6：00 55 デシベル 65 デシベル 55 デシベル 70 デシベル 70 デシベル

上記の区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域については、次の要請限度が適用される。
昼間：75 デシベル     夜間：70 デシベル

ａ区域 ｂ区域 ｃ区域
岡山市

（御津支所
管内及び建
部支所管内

を除く）

第一種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域、
第二種住居地域、

用途地域以外の地域
近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域

御津支所管内 御津新庄、御津矢原の各一部 ｂ区域以外

振

動

区分 第１種区域 第２種区域
昼間 7：00 ～ 20：00 65 デシベル 70 デシベル
夜間 20：00 ～ 7：00 60 デシベル 65 デシベル

第１種区域 第２種区域
岡山市

（御津支所
管内及び建
部支所管内

を除く）

第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、

第二種住居地域、用途地域以外の地域
近隣商業地域、商業地域、

準工業地域、工業地域

御津支所管内 御津新庄・御津矢原の各一部 第１種区域以外



下水道河川局

下水道経営企画課

事　務　局教育委員会

指　導　課

生涯学習課

文 化 財 課

振　興　係
教育支援室
人権教育室

管　理　係
公民館振興室

指　導　係

支援・育成係　

教育研究研修センター

中央図書館

オリエント美術館

地区館
分館

埋蔵文化財センター

○　備　考

　機構図中

　　　　　は局相当組織を、　　　　は審議監級相当組織を、　　　　は部相当組織を、　　　　は課相当組織を、

　　　　は課内室相当組織を、枠無しは係相当組織をそれぞれ表す。

都市整備局

土地利用係

公共交通係

公園緑地係

都市景観係

産業観光局

農林水産課

農村整備課

担い手育成係生産流通係
水産林政係
地域農業企画・振興室

計　画　係

計　画　係
自転車先進都市推進室
事業推進係
街なかにぎわい推進室

都市計画課

交通政策課

庭園都市推進課

農林水産部

都市・交通部

下水道経営部

学校教育部

生涯学習部
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昭和　36．
　　　39．
　　　41．
　　　42．
　　　43．
　　　44．
　　　45．
　　　　

　　　46．
      　　

　　　47．
　　　　

48．

　49．
　　　　
　　　50．
　　　51．
　　　52．

          
　　　53．
　　　　

　

　　　54．
　　　　

55．
　　　56．
　　　　

　
　　　57．
　　　　

58．
　

　　　59．

　
60．
　

岡山市公害対策審議会設置
衛生部保健衛生課に公害係設置
「岡山市公害防止条例」制定、公害審議会設置
（国）「公害対策基本法」施行
（国）「大気汚染防止法」、「騒音規制法」施行
「騒音規制法」の指定地域となる
衛生局に公害課設置
岡山市公害対策本部設置
大気汚染測定局稼動開始
（国）「水質汚濁防止法」の施行
「大気汚染防止法」の政令市となる
岡山市緑化条例を制定
岡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行
（国）「悪臭防止法」施行
主要工場等と公害防止協定締結開始
「岡山市公害防止条例」全面改正
正儀・江並・上南・興除測定局を県センターに接続、テレメータ化する
「水質汚濁防止法」の政令市となる
「岡山市公害防止条例の規制基準等に関する規則」制定
「悪臭防止法」の指定地域となる
（国）「振動規制法」施行
岡山市大気汚染監視センター設置、大気汚染測定局７局を本市センターに接続、テレメ
ータ化する
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域あてはめ
自動車排出ガス測定局稼動開始
「振動規制法」の指定地域となる
「岡山市中小企業公害防止施設補助金交付要綱」施行
（国）「ＮＯ2環境基準」改正
（県）「岡山県環境影響評価指導要綱」施行
新幹線鉄道騒音に係る障害防止対策助成事務に関する協定を国鉄と締結
（県）「ＣＯＤ 総量削減計画」公告
（県）「岡山県自然海浜保全地区条例」施行
（国）「ＣＯＤ 総量規制」全面施行
（国）「騒音規制法」の指定地域の拡大（市街化調整区域を地域指定）
宝伝海水浴場が自然海浜保全地区に指定される
環境水質自動測定局稼動開始
発生源水質測定局稼動開始
「岡山市内に生息する川魚展」等の環境月間行事を開始
気象観測局を金山から高倉山に移設
（県）「岡山県公共用水域の富栄養化防止対策推進要綱」制定
（国）「湖沼水質保全特別措置法」施行
（県）「拡声器等による暴騒音規制条例」施行
「雄町の冷泉」が名水百選に選ばれる
騒音に係る環境基準の地域類型のあてはめ（岡山市他９市１町）
（国）「湖沼水質保全特別措置法」に窒素・燐の排出基準が追加される
「水辺教室」事業開始
児島湖が湖沼法の指定湖沼に指定され湖沼法の政令市となる
「どこまで見える青空観察コンテスト」実施

3．環境保全年表
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昭和　61．

62．

63．

平成　元．

2．

3．

4．

5．

岡山市の河川環境指標決定
「川や海をきれいにするための標語コンクール」募集
「ウォークラリーふるさとの水辺教室」「親子まちの探検隊」事業開始
（県）「児島湖に係る湖沼水質保全計画」策定
（県）「児島湖における窒素・燐の環境基準暫定目標」設定
（県）湖沼特定事業場に係るＣＯＤ 汚濁負荷量規制基準設定
「水質浄化ポスター」事業開始
（県）ＣＯＤ 総量規制基準改正
児島湖流域清掃大作戦事業開始（西川）
児島湖流域水質浄化推進員制度創設
「岡山の川・児島湖パネル展」「スターウォッチング星空の街コンテスト」開始
岡山市一般廃棄物処理基本計画策定（昭和63年３月）
公害課から環境保全課に課名変更
「小型合併浄化槽設置整備補助事業」開始
「環境教室水生生物編」「水に係わる写真コンクール」「ふるさとの環境教室」開催
「音に係わるポスターコンクール」開催
岡山市河川環境管理計画策定構想発表
公害監視テレメータシステム更新
（国）特定建設作業に係る規制基準の改正
「近隣騒音市民意識調査」実施
「岡山市の水辺に対する意識調査」実施
（国）「水質汚濁防止法」に有害物質としてトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
を追加
（国）「水質汚濁防止法」に地下浸透規制を追加
（国）「大気汚染防止法」の特定粉じんに石綿を追加
（国）航空機騒音に係る環境基準の類型設定
（国）「水質汚濁防止法」に生活排水対策の推進を追加
「岡山県合併処理浄化槽普及促進協議会」設立
（県）「岡山県児島湖環境保全条例」公布
（国）ＣＯＤ 総量規制基準改正（第三次総量規制）
岡山市全域が生活排水対策重点地域に指定される
「岡山市ごみ非常事態宣言」が発令される
「地球環境問題ポスターコンクール」事業開始
「岡山市ごみ非常事態宣言」を平成６年３月まで延長
「岡山市水辺環境計画」策定
「岡山市緑のマスタープラン」策定
（国）「水質汚濁防止法」３条３項の上のせ排水基準改正、児島湖流域の20ｔ／日以上に
基準適用
岡山市ホタルの里事業開始
（国）廃棄物の処理及び清掃に関する法律改正施行
電気自動車導入（公害パトロールカー）
岡山市一般廃棄物処理基本計画策定（平成５年３月）
児島湖流域環境保全実践モデル地区指定開始
「岡山市一般廃棄物処理基本計画」策定
「岡山市都市緑化推進基本計画」策定
「騒音規制法」の環境基準の指定地域拡大（無指定地域を追加）
（国）「水質汚濁防止法」の海域に係る排水基準に窒素・燐を追加
（国）「環境基本法」施行
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平成　6．

7．

8．

9．

10．

（国）「水質汚濁防止法」の有害物質に13項目追加
曹源寺周辺環境整備事業実施
「地球温暖化対策地域推進計画」策定
「岡山県公害防止条例」及び「岡山県児島湖環境保全条例」の一部が市に事務移管
「身近な環境調査」開始
ホタルの里活動団体連絡会議事業開始
「平成７年度全国生活排水対策重点地域指定市町村連絡協議会総会」が岡山市にて開催
（国）こどもエコクラブ発足
（国）「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」公布
岡山市一般廃棄物処理基本計画策定（平成８年３月）
（国）騒音・振動・悪臭の規制地域及び基準の告示
岡山市が「水の郷」として認定される
岡山市環境美化条例公布（10 ／１施行）
「岡山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」策定
「岡山市ごみ非常事態宣言」解除
瀬戸内海環境保全特別措置法の政令市となる
「『身近な環境づくり』移動パネル展と移動水族館」開始
（国）水質汚濁防止法に地下水の浄化措置及び油に係る事故等の措置が追加される
岡山市児島湖流域環境保全推進員ブロック会議（計５ブロック）事業開始
（国）第四次ＣＯＤ総量削減計画が定められる
「親子わくわくかんきょうかん」事業開始
（国）ＣＯＤ総量規制（第四次）基準値が改正される
（県）岡山県公害防止条例（水質関係）の地下浸透を禁止する物質にＰＣＢなど16物質が
追加される
（県）岡山県環境基本条例を制定
「岡山市環境計画検討会中間報告書」公表
岡山市環境計画策定協議会設置
「こどもエコクラブ in おかやま」開催
おまちアクアガーデン開園
自然体験リーダー養成講座開始
（国）地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定される
（国）大気汚染防止法施行令の一部改正により、有害大気汚染物質として、ベンゼン・ト
リクロロエチレン・テトラクロロエチレンが指定される。また、建築物の解体等に伴う
石綿飛散防止に係る所要の措置が追加される
４公民館において「ヘールボップすい星観察会」実施
（国）「環境影響評価法」公布
岡山県において清流保全総合指針（おかやま清流ガイドライン）が策定され、西川・枝
川用水路が「おかやまの清流」に選定される
「高島・旭竜地区エコミュージアムモデル事業」開始
（国）気候変動枠組条約第３回締約国会議開催、同会議京都議定書採択
「中学高校環境研究発表会」事業開始
「児島湖ミステリーツアー」実施
本市で「第22回公害苦情相談員ブロック会議（中四国）」開催
「地球を守るこどもエコクラブ展」開催
「岡山市環境基本計画」策定
（県）海域（児島湾及び牛窓地先）の全窒素及び全燐に係る水質環境基準の水域類型が指
定される
「岡山市公害対策本部」を廃止し、「岡山市環境基本計画推進本部」を設置する
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平成　10．

11．

12．

13．

14．

岡山市有害化学物質対策連絡会議の設置
「グリーン購入フォーラム in 岡山」開催
「ストップ！地球温暖化パネル展」事業開始
本市で「第４回瀬戸内海環境保全市民講座」開催
西大寺地区で魚の大量死発生調査実施
岡山市公害監視テレメータシステム更新
本市保健福祉会館が国の総合環境ゾーン・モデル事業の拠点施設のひとつに指定される
（国）騒音に係る環境基準について、騒音レベルの指標が等価騒音レベルに変更され、施行
岡山市産植物目録を発刊する
機構改革により、環境管理係が環境調整室となり自然公園、省エネ・省資源の事務が加
わる
また、公害監視センターが環境情報センターに名称変更される
操山公園里山センター開館
（国）「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布
（県）岡山県環境影響評価等に関する条例を制定
（国）ダイオキシン類対策特別措置法施行
「岡山市自動車公害防止計画」策定
「岡山市環境保全条例」公布
岡山市環境保全審査会設置
（国）「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」公布
（国）「循環型社会形成推進基本法」公布
中四国環境教育ミーティング2000の開催
岡山市環境保全条例施行規則を制定
岡山市公害の規制基準等に関する規則の改正
環境事業局から環境局に名称変更し、保健福祉局から環境保全部門の移管を行い、環境
保全課を廃止し、環境調整課及び環境規制課を設置
環境総務課浄化槽係が環境規制課に浄化槽対策室として移管される
環境パートナーシップ事業開始
「岡山市環境保全行動計画（地球温暖化部門）」の策定
エコボランティア事業アダプト・プログラム合同調印式の開催　
環境未来都市ＥＸＰＯ2001（幕張メッセ）への出展
ユネスコ加盟50周年記念事業「みんなで取り組む環境づくりおかやま」の開催
「かおり風景100選」に「吉備丘陵の白桃」（岡山市ほか）が選ばれる
環境省選定「重要湿地500」に「岡山平野のスイゲンゼニタナゴ生息地」「永江川河口」
の２地点が選ばれる
岡山市一般廃棄物処理基本計画策定（平成13年 12月）
グリーンカンパニー講習会の開催
市長に、岡山市環境保全審査会が「岡山市における希少野生生物保護のあり方について（中
間報告）」を答申
岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例を制定
環境規制課浄化槽対策室が下水道局に移管され、水質係が水質・浄化槽係に名称変更される
「岡山市グリーン購入基本方針」を策定
「ヨハネスブルグ・サミットに向けた岡山会議」の開催
「岡山市環境保全行動計画（全体）」策定
ヨハネスブルグ・サミットのサイドイベント「Educating for a Sustainable Future：Action,
Commitments and Partnerships」への参加
（国）「スイゲンゼニタナゴ」が種の保存法の国内希少野生動植物種に指定される
環境パートナーシップ交流会の開催
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平成　14．

15．

16．

17．

18．

19．

市民共同発電事業開始（中山保育園におひさま発電所１号機を設置）
ユネスコ本部へ「Save the Earth Citizens Registration Rally 」の提案
岡山市産業廃棄物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条例施行規則の制定
「クリーンエネルギーフェア」の開催
（国）「使用済自動車の再資源化等に関する法律」公布
（国）「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」公布
（国）「自然再生推進法」施行
（国）「土壌汚染対策法」施行
「岡山市地域新エネルギービジョン」策定
「全国生活排水対策重点地域指定市町村中国ブロック会議」開催
「今保水質自動測定局」休止
市長に、岡山市総合政策審議会・汚水処理施設整備検討委員会が「持続的な発展が可能
な岡山市の汚水処理施設整備の基本的な指針の策定について」を最終答申
環境経営セミナーの開催
市長に、岡山市環境保全審査会が「岡山市における希少野生生物保護のあり方について」
を答申
「岡山市環境保全条例」を改正し、「生物多様性保全」、「緑の保全」追加
「岡山市エコイベント実施要綱」施行
「市有施設において職員が使用した弁当容器の処分方針」策定
（国）「アユモドキ」が種の保存法の国内希少野生動植物種に指定される
（国）「使用済自動車の再資源化等に関する法律」施行
（国）「京都議定書」発効
「岡山市環境基本計画」改定
「岡山ＥＳD プロジェクト」策定
「環境づくり活動ステップアップ支援事業」開始
（国）「国連持続可能な開発のための教育の10年」開始
山南、上南一般環境大気測定局、庭瀬、清輝自動車排出ガス測定局を廃止
岡山地域が国連大学のＲＣＥに指定される
岡山市環境保全条例に基づき、「生物多様性保全基本方針」、「自然環境配慮ガイドライン
を決定し、「共生地区」を指定する
「岡山市景観基本計画」策定
市長に、岡山市環境保全審査会が「悪臭防止法に基づく臭気規制のあり方について」を答申
岡山市環境保全条例に基づき、「環境配慮届」の提出が義務づけられる
五明一般環境大気測定局、西祖自動車排出ガス測定局を設置
機構改革により、環境規制課が環境保全課となり、環境調整課を廃止し、環境管理係と
自然保護係を環境保全課に移管する。併せて、合併浄化槽推進室も移管する。
（国）「大気汚染防止法」一部改正「アスベスト関連規制」強化
（国）「大気汚染防止法」一部改正「VOC排出規制制度」追加
（国）「水質汚濁防止法」亜鉛含有量の排水基準値見直し
悪臭防止法に基づく規制方法を改正「臭気指数規制」施行
「岡山市環境保全行動計画（第Ⅱ期）」策定
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（PRTR法）
の届出事務が岡山県から岡山市へ移行される
岡山市一般廃棄物処理基本計画策定（平成19年３月）
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が第４次評価報告書を発表
「岡山市美しいまちづくり，快適なまちづくり条例」施行
（国）「美しい星50（Cool Earth 50）」を発表
（国）「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」
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平成　19．

20．

21．

22．

23．

24．

25．

公布、施行
錦保育園におひさま発電所２号機を設置
「岡山市もったいない運動」の実施
ＥＳＤ・環境活動発表交流会の開催
（国）京都議定書で定められた削減目標の第一約束期間（Ｈ20 ～Ｈ24）に入る
地球温暖化対策を強化するため、環境保全課内に地球温暖化対策室を設置し、環境管理
係を廃止する
（国）「地球温暖化対策の推進に関する法律」改正
（国）「クールアース・デー」の創設
（国）「低炭素社会づくり実行計画」閣議決定
「岡山市環境保全行動計画（第Ⅱ期）」改訂
家庭ごみ有料化開始
「児島湖水質自動測定局・笹ヶ瀬水質自動測定局」休止
第５次岡山・倉敷地域公害防止計画策定
「岡山市地域省エネルギービジョン」の策定
住宅用太陽光発電システム設置費補助事業の開始
公共施設のＥＳＣＯ事業導入可能性調査の実施
（国）「鳩山イニシアチブ」として1990年比で2020年までに25％削減を表明
（国）環境基準について、公共用水域１項目追加、地下水３項目追加、基準値の一部見直
し
南方保育園太陽光発電システム稼働
（国）微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による大気の汚染に係る環境基準を定める
「岡山市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」策定
市庁舎太陽光発電システム稼動
「地域主体による生物多様性の保全を推進する条例」施行
電気自動車普及促進事業の開始
福渡保育園におひさま発電所３号機を設置
「岡山市環境保全条例」を改正し、「第４章　環境の保全に関する審議会」を追加
「岡山市環境総合審議会」、「岡山市公害対策審議会」、「岡山市自然環境保全審議会」を設置
（国）「大気汚染防止法」ばい煙量等の測定結果の記録・保存の義務付け、測定結果の未
記録等に対する罰則創設
（国）「水質汚濁防止法」事故時の措置の範囲の拡大、排出水等の測定結果の記録・保存
の義務付け、測定結果の未記録等に対する罰則創設
（国）「再生可能エネルギー特別措置法」成立
「国連ＥＳＤの10年最終年会合」の開催地が愛知県・名古屋市とともに岡山市に決定
「旧笹ヶ瀬局舎」解体撤去
「旧児島湖局舎」児島湾土地改良区へ譲渡
市立瀬戸町図書館におひさま発電所４号機を設置
「第２次岡山市環境基本計画」及び「岡山市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の
策定
（県）「カワバタモロコ」が岡山県希少野生植物保護条例の指定希少野生植物に指定される
岡山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定（平成24年３月）
機構改革によりＥＳＤ最終年会合準備室を新設
（国）「水質汚濁防止法」有害物質（1,4－ジオキサン）、指定物質、特定施設の追加
（国）「水質汚濁防止法」地下水汚染の未然防止のための取組制度創設
江並局、東岡山局でＰＭ2.5測定開始
騒音に係る環境基準の当てはめ地域を工業専用地域を除く市全域に拡大
南方局でＰＭ2.5測定開始
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平成　25．

26．

27．

28．

29．

建部保育園におひさま発電所５号機を設置
機構改革によりＥＳＤ世界会議推進局を新設
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が第5次評価報告書（第１作業部会）を発表
（国）「大気汚染防止法」特定粉じん排出等作業について作業基準等強化（平成26年 6月
1日施行）　
（国）「エネルギー基本計画」閣議決定
「ＥＳＤに関するユネスコ世界会議」関連会議として、「ＥＳＤ推進のための公民館 -ＣＬ
Ｃ国際会議」「ユネスコスクール世界大会」「ユネスコＥＳＤユース・コンファレンス」「第
９回グローバルＲＣＥ会議」「教師教育に関する国際会議」開催
「持続可能な開発のための教育の推進に関する条例」施行
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が第5次評価報告書（第2作業部会・第3作業部会・
統合報告書）を発表
建部小学校及び西祖地区農業集落排水処理場でPM2.5測定開始
（国）温室効果ガス排出量を2013年度比で2030年までに26％削減する目標を国連気候変
動枠組み条約事務局に提出
（国）「フロン排出抑制法」施行
（国）新国民運動「COOL CHOICE」開始
機構改革により市民協働局ESD推進課を新設
「岡山ESDプロジェクト2015－2019基本構想」策定
ユネスコが「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム（GAP）」のキーパート
ナーの一つに岡山市を認定
（国）「大気汚染防止法」水銀排出について（平成27年 6月 19日公布）
住宅・事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業の開始
（国）電力小売全面自由化の開始
（国）「地球温暖化対策計画」閣議決定
（国）「政府実行計画」閣議決定
環境情報センターが大気騒音係に統合　岡山市大気監視テレメータ室に改名（平成28年
４月１日）
「岡山ESDプロジェクト」が2016年ユネスコ／日本ESD賞を受賞（平成28年 10月 11日
日本国内で初受賞）
（県）「瀬戸内海の環境保全に関する岡山県計画」の変更（平成28年 10月 28日）
岡輝公民館に岡輝おひさま発電所を設置（平成28年 11月）
岡西公民館に岡西おひさま発電所を設置（平成29年２月）
（国）「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」閣議決定（平成29年３月３日）
（県）「児島湖に係る第７期湖沼水質保全計画」の策定（平成29年３月30日）
「岡山市生活排水対策推進計画（第二期）」策定（平成29年３月）
「岡山市一般廃棄物（生活排水）処理基本計画」策定
岡山市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（改訂）策定（平成29年３月）
「岡山市生物多様性地域戦略」策定（平成29年３月）
「第２次岡山市環境基本計画（含地球温暖化対策実行計画）」策定（平成29年３月）
（国）「土壌汚染対策法」改正（平成29年 5月）
岡山市がユネスコ学習都市賞を受賞（平成29年９月18日、日本国内で初受賞）
旧今保環境水質測定局舎建物・土地売却（平成30年 3月）
「岡山市環境影響評価条例」公布（平成30年 3月 20日）
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4．用語解説
【ア】
・アイドリング・ストップ

荷物の積み下ろしや赤信号などで自動車が停止
している場合などにエンジンを切ることである。
燃料削減と排ガス削減効果が期待されている。

・アユモドキ
ドジョウ科の淡水魚。琵琶湖淀川水系と岡山県

だけに生息。水路改良等の影響で近年生息数が激
減。昭和52年に天然記念物指定。平成16年に種
の保存法の国内希少野生動植物種に指定。絶滅危
惧ⅠＡ類。

・RCE（持続可能な開発のための教育に関する
　地域の拠点）

国連大学が持続可能な開発のための教育（ESD）
を推進するために提唱している活動の一つ。公
的非公的機関のネットワークによりESDを推進
するモデルとなるもの。2005年６月（平成16年）
に開催された「国連大学−ユネスコグローバリゼ
ーションと持続可能な未来のための教育会議」で
岡山など世界７地域が最初に認定された。　　　

（平成25年現在：117地域）

・ESD（持続可能な開発のための教育）
大量生産・大量消費・大量廃棄のライフスタイ

ルによる環境悪化や貧困の増大など弊害を招いた
開発を反省し、将来にわたって、また地球規模の
視点においても、あらゆる人々が自然環境などと
共存できる持続可能な社会の達成を目指す教育の
こと。

・一酸化炭素（CO）
炭素又は炭素化合物の不完全燃焼により発生す

る無臭の空気より少し軽い気体。
生理上きわめて有害で、血液中のヘモグロビン

と結合して酸素の供給を阻害し、中枢神経をマヒ
させたり、貧血症を起こす。ひどいときは死に至

る。主な発生源は自動車である。

・石綿（アスベスト：外国では、キラー・ダス
　トともよばれる）

かんらん石や輝石などが、地中で変化し、繊維
状に結晶した鉱石である。

建材、煙突、電気製品、自動車部品など用途は
広いが、現状は代替品も多く研究されている。こ
の粉じんが、呼吸器障害や肺がんなどの原因とな
ることが認められており、平成元年に特定粉じん
に指定され、工場などからの排出が規制された。

（10本／ L）

・一般廃棄物
産業廃棄物以外の固形状または液状の廃棄物。
市民の日常生活に伴うごみ、くみ取りし尿など

の生活系廃棄物の他、事業系ごみの中で産業廃棄
物に規定されない廃棄物。

・岡山市身近な生きものの里
身近な自然を大切にする地域づくりを目的とし

て、「岡山市ホタルの里」事業を発展させ、平成
20年度から行っている事業。足守、大井、下高田、
福谷、高島・旭竜、曹源寺、山南、室山、竹枝、
宇甘西、豊の11地区が認定され、地元の環境保全
活動の支援等を行っている。

・汚濁負荷量
環境に排出される汚濁物質の量。排出量と濃度

の積で算出する。

・オゾン層
地球を取り巻くオゾン層は、太陽光に含まれる

有害な紫外線の大部分を吸収し、われわれ生物を
守っている。冷媒、洗浄剤、発泡剤などに使用さ
れるCFC（いわゆるフロン）、HCFCなどオゾン
層破壊物質は、いったん環境中に放出されると、
成層圏まで達し、そこで強い紫外線を浴びて塩素
を放出してオゾン層を破壊する。

その結果、地上に達する有害紫外線の照射量が
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増加し、皮膚がんの増加、生態系への悪影響など
が生じるおそれがある。そのためモントリオール
議定書により、CFCなどオゾン層破壊物質の生産
は中止されたが、過去に生産された物質が相当量
残されており、これらの回収が課題となっている。

【カ】
・環境家計簿

日々の生活において環境に負荷を与える行動や
環境によい影響を与える行動を記録し、必要に応
じて点数化したり、収支決算のように一定期間の
集計を行ったりするもの。「家計簿」に記録する
ことで金銭を巡る家庭の活動を把握・解析するの
と同様に、「環境家計簿」をつけることで金銭で
は表わせないものも含めて、環境を巡る家庭の活
動の実態を把握しようとするもの。

・環境基準
環境基本法第16条第１項により「人の健康を保

護し生活環境を保全するうえで維持されることが
望ましい基準」とされ、環境改善のための行政目
標であり、最大許容限度、理想値のことではない。

・環境資源
暮らしを支える資源サービスとして環境の恵み

を把握し、資源の持続で公平な供給と維持をめざ
す試みからみた場合の環境要素。

・環境美化条例
空き缶、吸殻等の散乱を防止し、空き缶等の再

資源化を促進するため、平成８年３月に制定され
た市条例。「環境美化の日」は、市条例第７条で
規定されている。

・環境ホルモン（外因性内分泌攪乱化学物質）
動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、そ

の生体内で営まれる正常なホルモン作用に影響を
与える外因性の物質。

・環境マネジメントシステム

正常な市場経済活動を維持しつつ環境保全を進
めるため、企業が自主的判断により行う環境対策
のシステム。環境マネジメントシステムの国際規
格としてISO14000シリーズ、環境省が策定した
エコアクション21ガイドラインに基づくエコア
クション21などがある。

・気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
世 界 気 象 機 関 （ W MO） 及 び 国 連 環 境 計 画

（UNEP）により1988年に設立された国連の組織。
各国の政府から推薦された科学者の参加のもと、
地球温暖化に関する科学的・技術的・社会経済的
な評価を行い、得られた知見を政策決定者を始め
広く一般に利用してもらうことを任務とする。

・規制基準
これ以上は超えてはならないという規制のため

の基準であり、事業者等が遵守すべき基準として
定められたものである。

・京都議定書
1997年（平成９年）12月に開催された気候変動

枠組条約第３回締約国会議（COP3）において採
択した、地球温暖化防止のための国際的な枠組。
先進国に対する温室効果ガス排出量の削減目標値
などが定められた。気候変動に関する国際連合枠
組条約締約国の1990年（平成２年）における二酸
化炭素総排出量のうち、55％以上を占める55か国
以上の締約国が批准、承認等行った後、90日目に
発効される。2005年（平成16年）11月にロシア
が批准したことにより、要件が満たされ、2006年

（平成17年）２月に発効した。

・健康項目
公共用水域の水質保全行政の目標として達成し

維持されることが望ましい水質汚濁に係わる環境
基準の一つ。カドミウムその他の人の健康に係る
被害を生ずるおそれがある物質として政令で定め
る物質。現在26項目。
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・建設廃棄物
建設工事に伴い副次的に得られるもの（建設副

産物）のうち、建設発生土、有価物を除いたもの。

・光化学オキシダント（Ox）
大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽光線によ

って光化学反応を起こし、オゾン、アルデヒド、
PANなどの酸化性物質が生成される。これらの
物質を総称して光化学オキシダントといい、光化
学スモッグの原因物質である。

光化学スモッグは、夏期、日射が強く、風の弱
い日に発生しやすく、その影響は目やのどの粘膜
を冒し、植物被害や視覚障害など広範囲にわたる。

・公共用水域
河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に

供する水域及びこれに接続する公共溝渠、かんが
い用水路その他公共の用に供する水路。

・こどもエコクラブ
環境省が主管する小中学生なら誰でも参加でき

る環境活動のクラブ。岡山市内に5クラブ　　　
（平成25年度）

【サ】
・酸性雨

化石燃料などの燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素
酸化物などが大気中で反応して生じる酸性の降下
物で、通常pH（水素イオン指数）5.6以下の雨が
酸性雨とされている。欧米では、酸性雨によると
考えられる湖沼の酸性化や、森林の衰退が報告さ
れ、国境を越えた国際的な問題となっている。一
方、わが国においては、環境省の調査結果では、
酸性降下物量は欧米なみの状況にあるが、生態系
への明確な兆候はみられていない。しかし、酸性
雨が今後も降り続くとすれば、将来、影響発現の
可能性が懸念されている。

・COD（化学的酸素要求量）
CODは、酸化剤を用いて水中の有機物を酸化

する際に、消費される酸化剤の量から消費された
酸素の量を算出したもので、数値が高いほど水中
の汚濁物質の量が多い。

・スイゲンゼニタナゴ
兵庫県千種川～広島県芦田川の山陽地方の河川

のみに分布するタナゴの仲間。水路改良等で激減。
平成14年に種の保存法の国内希少野生動植物種
に指定。環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠＡ類。

・水素イオン濃度（pH）
酸性、アルカリ性を示す指標で、７を中性とし、

７より小さければ酸性、大きければアルカリ性で
ある。

・生活環境項目
CODその他の水の汚染状態を示す項目として

政令で定める項目。現在14項目。

・生活排水
台所、洗たく、し尿浄化槽、風呂排水など家庭

生活上排出される排水をいう。いわゆる下水。

・生活排水処理人口
生活排水処理を公共下水道、農業集落排水施設、

合併処理浄化槽及び簡易沈殿槽などの生活排水処
理施設で行う人口

・絶滅危惧種
人為の影響の如何に係わらず個体数が異常に減

少し、放置すればやがて絶滅すると推定されるも
の。

・粗大ごみ処理施設・資源選別施設
ごみの分別収集・資源化を進めるための施設。

リサイクル社会を実現していくためのリサイクル
プラザとしての役割もあわせ、東部が平成13年に
稼働開始。西部の整備も進められている。
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【タ】
・炭化水素（HC）

炭素と水素からなる化合物の総称。光化学スモ
ッグの原因物質の一つである。発生源は、自動車、
塗装工場、精油所などである。

・ダイオキシン類
ダイオキシン類は、主に廃棄物の焼却過程等で

非意図的に生成される有機塩素系化合物で、発が
ん性、生殖毒性、催奇形性などの毒性を有してい
ると指摘されている。分解しにくいために、環境
中に微量であるが広く存在している。

・地球温暖化
人間活動の拡大により二酸化炭素（CO2）、メ

タン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）などの温室効
果ガスの大気中の濃度が増加し、地球全体の平均
気温が上昇することをいう。IPCC（気候変動に
関する政府間パネル）の第５次報告書によれば、
21世紀末までに地球全体の平均気温が0.3 ～ 4.8℃
上昇すると予測されている。

・窒素酸化物（NOx）
窒素と酸素の反応により生成される物質の総称

である。大気中の窒素酸化物は種々あるが、一酸
化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）が主なもの
であり、光化学スモッグの原因物質の一つである。
主な発生源は、自動車、工場、ビルである。

・低公害車
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、

メタノール自動車、ハイブリッド自動車。広い意
味では、低排出ガス車も含まれる。

・低排出ガス車
現在一般に使用されているガソリン・LPG及び

ディーゼル自動車の中で、「低排出ガス車認定実
施要領」に基づき排出ガス基準よりも排出ガスを
低減させた自動車で、国土交通省が認定した自動
車のこと。

・テトラクロロエチレン
脱脂洗浄剤、ドライクリーニング溶剤として主

に使われている。特徴はトリクロロエチレン同様
である。

・天然記念物
わが国にとって学術上価値の高い動物・植物・

地質鉱物（それらの存する地域を含む）で、その
保護保存を主務官庁から指定されたもの。

・デシベル
音に対する人間の感じ方は音の強さ、周波数の

違いによって異なる。騒音の大きさは、物理的に
測定した騒音の強さに、周波数ごとの聴感補正を
加味して、デシベルで表す。実際には騒音計のA
特性（聴感補正）で測定した値を騒音レベルとし
てデシベル（A）又はdB（A）で表示する。

・トリクロロエチレン
主に金属、機械部品などの脱脂洗浄剤として使

われる。有機塩素化合物の特徴として、生物分解
の困難さ、非水溶性、不燃性などがあげられるが、
魚介類への濃縮性は低いとされている。

【ナ】
・二酸化硫黄（SO2）

硫黄又は硫黄を含有する燃料が燃えるとき発生
する無色、刺激臭の気体。二酸化硫黄は、大気中
で太陽光線により三酸化硫黄（SO3）に酸化される。
主な発生源は重油を燃料とするボイラーである。

【ハ】
・ヒートアイランド

都市において、燃焼、冷暖房、自動車などの放
熱や、大気汚染などの影響で周辺部との間に目立
った温度差を生じる現象。

・BOD（生物化学的酸素要求量）
微生物によって水中の有機物が酸化、分解され

る際に消費される酸素の量を表したもので、数値
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が大きいほど水中の有機物が多く、汚濁が著しい。

・pg-TEQ（ピコグラム -TEQ）
ピコグラム＝10-12g、TEQは、異性体の多いダ

イオキシンを、毒性の最も強い2,3,7,8-TCDDに換
算した数値を示す。

・PCB（ポリ塩化ビフェニル）
無色液状（塩素化の程度により結晶状）の物質

であり、不燃性で化学的に非常に安定しており、
分解されにくい。

PCBの毒性については、劇物ではないが非常に
安定なため体内で分解、排出されにくく、人体に
とって危険度が高い。

・ホタルの里
身近な水辺環境の保全のために平成４年度から

地域指定していた制度だが、現在は、「岡山市身
近な生きものの里」事業へ移行している。

・ホルンフェルス
接触変成作用を受けてできた無方向性の細粒の

変成岩。

【ヤ】
・要請限度

自動車等から発生する騒音や排ガスが、この限
度を超えて発生した場合には、人の健康や生活環
境が著しく害されるおそれがあるため、公安委員
会に道路交通法の規定による車両の通行の禁止又
は、速度の制限・徐行等の措置を要請することが
できる。

【ラ】
・リサイクル

再生利用

・リサイクル推進員
ごみの減量化・リサイクル対策を推進するため、

市と市民との間のパイプ役を行うことを目的とし

て平成４年11月から設置している。町内会の世帯
数に応じて１～３名。任期２年。

・リデュース
発生抑制

・リユース
再使用

・緑化協定
岡山市環境保全条例に基づき、大規模な団地、

工場などと敷地内緑化について協定を結んでい
る。

・レッドデータブック
国際自然保護連合の種保存委員会が1960年代

から出版している絶滅が心配される野生動植物の
種や亜種のリスト。各国、地域別の同種のリスト
もレッドデータブックと呼ばれる。環境庁編のリ
ストは、脊椎動物・無脊椎動物編が1991年に発行、
植物編は1998年に完成。
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岡山市は，古くから，瀬戸内沿岸のおだやかな
気候と豊かな自然によって形作られる固有の風土
のもと，ゆるやかに自然と融和した新田や塩田開
発技術，そして多彩な芸術文化・教育などを育ん
できた。

しかし，20世紀に入り，世界的規模で定着した
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動
が与える環境への負荷が過大となり，本市におい
ても地域の生活環境が悪化するとともに，その蓄
積が，地球規模の環境問題として，人類の生存基
盤そのものを脅かしはじめてきている。

すべての市民は，良好な環境のもとに，健康で
安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに，
恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐことがで
きるよう環境を保全する責務を負っている。

新しい千年紀を迎え，私たちは，これまでに，
先人達が築きあげてきた豊かな遺産が，それぞれ

の地域の良好な環境によって支えられてきたもの
であることを深く自覚するとともに，その地域の
環境を守り育てていくことが，地球環境の保全に
つながることを理解し，身近なところから環境へ
の負荷の小さいまちづくりに取り組む必要がある。

このような認識のもと，私たちは，市民，事業
者及び行政のすべての人々の参加により，都市の
構造や活動を環境保全型へと変え，自然と共生し，
環境負荷が小さい，持続発展が可能な都市を実現
することを目指し，この条例を制定する。

　第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は，環境の保全及び創造につい

て，基本理念を定め，並びに市，事業者及び市
民の責務を明らかにするとともに，環境の保全
及び創造に関する施策の基本となる事項並びに

5．岡山市環境保全条例

平成12年３月22日
市条例第 ４６ 号

目次
前文
第１章　総則（第１条―第６条）
第２章　環境の保全及び創造に関する基本的施策等
　第１節　施策の策定等に係る指針（第７条）
　第２節　総合的推進のための施策（第８条―第12条）
　第３節　効果的推進のための施策（第13条―第25条）
　第４節　環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制（第26条）
第３章　環境の保全及び創造に関する重点的施策等
　第１節　地球環境の保全（第27条・第28条）
　第２節　生物多様性の保全（第29条―第29条の20）
　第２節の２　緑の保全及び育成（第30条―第30条の19）
　第３節　都市生活活動からの環境保全（第31条―第37条）
　第４節　事業活動からの環境保全（第38条―第52条）
第４章　環境の保全に関する審議会（第52条の2―第52条の8）
第５章　雑則（第53条―第57条）
第６章　罰則（第58条―第68条）
附則
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公害の防止その他の環境保全を図るために必要
な事項を定めることにより，環境の保全及び創
造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，
もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活
の確保に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。
　（１）環境への負荷　人の活動により環境に加え

られる影響であって，環境の保全上の支障の
原因となるおそれのあるものをいう。

　（２）地球環境の保全　人の活動による地球全体
の温暖化又はオゾン層の破壊の進行，海洋の
汚染，野生生物の種の減少その他の地球の全
体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす
事態に係る環境の保全であって，人類の福祉
に貢献するとともに市民の健康で文化的な生
活の確保に寄与するものをいう。

　（３）公害　環境の保全上の支障のうち，事業活
動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲
にわたる大気の汚染，水質の汚濁（水質以外
の水の状態又は水底の底質が悪化することを
含む。），土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈
下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるも
のを除く。）及び悪臭によって，人の健康又は
生活環境（人の生活に密接な関係のある財産
並びに人の生活に密接な関係のある動植物及
びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被
害が生ずることをいう。

　（４）環境汚染物質　ばい煙，粉じん，汚水（温
水及び廃液を含む。），騒音，振動，悪臭物質
その他の人の健康又は快適な生活を阻害する
物質等をいう。

　（５）特定施設　環境汚染物質を発生し，排出し，
飛散させ，又はこれらのおそれのある施設で
あって，規則で定めるものをいう。

　（６）規制基準　特定施設又は特定施設を設置す
る工場又は事業場（以下「事業場等」という。）
から発生し，又は排出する環境汚染物質（粉
じんを除く。）の量，濃度又は程度（以下「環

境汚染物質の量等」という。）についての許容
限度をいう。

　（７）施設管理基準　粉じんを発生し，排出し，
飛散させ，又はこれらのおそれのある特定施
設の構造並びに使用及び管理に関する基準を
いう。

　（８）特定建築物　建築基準法（昭和25年法律
第201号）第２条に規定する建築物のうち規
則で定めるものをいう。

　（９）貴重野生生物種　市内に生息又は生育する
野生生物種のうち，絶滅のおそれがある種と
して，第29条の５の規定により市長が指定し
たものをいう。

　（10）自然環境保全地区　市域のうち，生物多様
性の保全を図る必要がある地区として，第29
条の10の規定により市長が指定したものをい
う。

（基本理念）
第３条　環境の保全及び創造は，健康で快適な生

活の確保が，すべての市民がその生活を営む上
で欠くことができない基盤であるという認識の
もと，その環境を良好なまま，子孫へと手渡し
ていくことを目指して行われなければならない。

２　環境の保全及び創造は，本市に暮らし活動す
るすべての人が参加し，人と自然との共生並び
に物の循環的利用及び省エネルギーが実現され
る社会を構築することにより，都市全体が環境
保全を基調とした文化を有することを目指して
行われなければならない。

３　地球環境の保全は，人類共通の課題であると
いう認識のもとに，その認識が市の施策，事業
活動及び市民の日常生活に反映されることによ
り積極的に推進されなければならない。

（市の責務）
第４条　市は，市域の自然的，社会的特性に応じ，

環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的
な施策を策定し，実施しなければならない。

２　市は，自らの施策の実施に伴う環境への負荷
の低減に積極的に努めなければならない。

３　市は，環境の保全及び創造に関する施策で，
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広域的な取組を必要とする施策については，国
及び他の地方公共団体との連携及び協力に努め
なければならない。

（事業者の責務）
第５条　事業者は，その事業活動を行うに当たっ

ては，公害の防止，自然環境の保全，環境への
負荷の低減等，環境の保全と創造に係る必要な
措置を自主的，積極的に講じなければならない。

２　事業者は，環境の保全上の支障を防止するた
め，物の製造，加工又は販売その他の事業活動
を行うに当たって，その事業活動に係る製品そ
の他の物が使用され，又は廃棄されることによ
る環境への負荷の低減に資するよう努めるとと
もに，その事業活動において，再生資源その他
の環境への負荷の低減に資する原材料，役務等
を利用するように努めなければならない。

３　前２項に定めるもののほか，事業者は，その
事業活動に関し，これに伴う環境への負荷の低
減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努
めるとともに，市が実施する環境の保全及び創
造に関する施策に協力しなければならない。

（市民の責務）
第６条　市民は，環境保全上の支障を防止するた

め，都市・生活型公害の防止，資源及びエネル
ギーの消費抑制，廃棄物の発生抑制等により，
日常生活に伴う環境負荷の低減に努めなければ
ならない。

２　市民は，日常生活において，自然環境の保全
や美しい都市景観の創出，歴史的・文化的遺産
の保全等により，快適な環境づくりに努めなけ
ればならない。

３　前２項に定めるもののほか，市民は，環境の
保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに，
市が実施する環境の保全及び創造に関する施策
に協力しなければならない。

　第２章　環境の保全及び創造に関する基本
　　　　　的施策等
　　第１節　施策の策定等に係る指針
第７条　環境の保全及び創造に関する施策の策定

及び実施は，第３条に掲げる基本理念にのっと
り，次に掲げる事項の確保を旨として，総合的
かつ計画的に行われなければならない。

（１）産業活動による環境汚染の防止，産業廃棄
物の適正処理等により，効果的な公害防止対
策を推進すること。

（２）自動車（原動機付自転車を含む。以下同じ。）
による大気汚染，騒音及び振動の防止，生活
排水による水質汚濁の防止，一般廃棄物の適
正処理等により，都市・生活型公害対策を推
進すること。

（３）貴重な野生生物の生息環境の保全及び保護
活動の推進により，生物の多様性の確保を図
ること。

（４）生態系の基盤となる森林，農地，水辺等の
保全及び市街地内の身近な自然の保全，育成
等により，人と自然が健全に共生するための
自然環境の保全対策を推進すること。

（５）海，河川，ため池等の多様な水辺及び豊か
な緑を生かして，都市施設を整備し，魅力あ
る都市景観を創出すること。

（６）伝統的な町並み景観の保全，歴史的・文化
的遺産の保全等を図り，及び岡山の独自性を
生かし，地域の特性に応じた快適な環境づく
りを推進すること。

（７）資源の循環的利用，エネルギーの効率的な
利用，廃棄物の発生の抑制等により，資源循
環型まちづくりを推進すること。

（８）地球温暖化の防止及びオゾン層の保護並び
に環境保全に関する国際協力を推進すること
により，地球環境の保全に貢献すること。

　　第２節　総合的推進のための施策
（環境基本計画の策定）
第８条　市長は，環境の保全及び創造に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため，環境基
本計画を定めなければならない。

２　環境基本計画は，次に掲げる事項について定
めるものとする。

　　（１）環境の保全及び創造に関する目標
　　（２）目標を実現するための方策
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　　（３）前２号に掲げるもののほか，環境の保　
全及び創造に関する重要事項

３　市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，
市民及び事業者の意見を反映することができる
ように必要な措置を講じなければならない。

４　市長は，環境基本計画を定めたときは，速や
かにこれを公表しなければならない。

５　前２項の規定は，環境基本計画の変更につい
て準用する。

（環境基本計画との整合性の確保等）
第９条　市は，環境に影響を及ぼすと認められる

施策を策定し，及び実施するに当たっては，環
境基本計画との整合性を確保しなければならな
い。

（環境配慮指針及び行動指針）
第10条　市長は，環境基本計画に基づき，市民及

び事業者が環境の保全及び創造を図るために配
慮すべき事項を示した指針（以下「環境配慮指針」
という。）を策定するものとする。

２　事業者及び市民並びにこれらの者の組織する
民間団体（以下「民間団体」という。）は，その
社会経済活動のあり方，生活様式のあり方等を
環境配慮指針に適合させるように努めるととも
に，環境の保全及び創造を図るため，自ら配慮
すべき事項を示した行動指針（以下「行動指針」
という。）を策定し，当該行動指針が環境基本計
画に適合するものであることについての認証を
受けるため，市長に申請することができる。

３　認証を受けた行動指針に基づき環境の保全及
び創造を図ったものは，その成果を市長に届け
出るものとし，市長は，当該成果が特に環境の
保全及び創造に寄与したと認める場合は，これ
を表彰するものとする。

４　市は，前２項に規定する行動指針に関する取
組が促進されるため，技術的な指導，助言その
他必要な措置を講ずるように努めなければなら
ない。

（環境影響評価）
第11条　市は，環境に著しい影響を及ぼすおそれ

のある事業を行おうとする事業者が，あらかじ

めその事業に係る環境への影響について自ら適
正に調査，予測又は評価を行い，その結果に基
づき，その事業に係る環境の保全について適正
な配慮を行うことができるように必要な措置を
講ずるものとする。

２　市長は，環境の保全及び創造を図るため，前
項の事業者に対して必要な指導又は助言を行う
ことができる。

（財政上の措置）
第12条　市は，環境の保全及び創造に関する施策

を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよ
うに努めなければならない。
　　第３節　効果的推進のための施策

（経済的措置）
第13条　市は，市民及び事業者が自ら行う環境へ

の負荷の低減を図るための施設の整備その他の
環境保全及び創造に資する活動を促進するため，
特に必要があると認めるときは，助成その他の
措置を講ずるように努めなければならない。

２　市は，環境への負荷の低減を図るため，適正
な経済的な負担を市民又は事業者に求める措置
についての調査及び研究を実施し，特に必要が
あるときは，その措置を講ずるように努めなけ
ればならない。

（環境の保全に関する施設の整備等）
第14条　市は，公共下水道，廃棄物の処理施設，

環境への負荷の低減に資する交通施設の整備そ
の他の環境保全上の支障を防止するための事業
を推進しなければならない。

（資源の循環的利用及びエネルギーの効率的な利用
の促進等）

第15条　市は，環境への負荷の低減を図るため，
資源及びエネルギーが循環的かつ効率的に利用
され，廃棄物の発生が抑制されるように必要な
措置を講じなければならない。

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促
進）

第16条　市は，環境への負荷の低減に資する原材
料，製品，役務等の利用が促進されるように必
要な措置を講じなければならない。
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（情報の提供）
第17条　市は，市民及び事業者の自発的な環境の

保全及び創造に関する活動を促進するため，環
境の保全及び創造に関して必要な情報を適切に
提供するように努めなければならない。

（環境教育の充実及び環境学習の促進）
第18条　市は，市民及び事業者が環境の保全及び

創造についての理解を深め，自発的な環境への
負荷の低減その他の環境の保全及び創造に関す
る活動を促進するため，環境教育及び環境学習
の振興，広報活動の充実その他の必要な措置を
講じなければならない。

（市民等の自発的な活動の促進）
第19条　市は，市民及び事業者並びに民間団体が

自発的に行う環境の保全及び創造に関する取組
を促進するため，技術的な指導，助言その他必
要な措置を講ずるように努めなければならない。

（事業者の環境管理の促進）
第20条　市は，事業者が，その事業活動に伴って

生ずる環境への負荷の低減を図るための制度と
して，環境管理に関する制度を導入するように，
その促進に関し必要な措置を講ずるように努め
なければならない。

（市民等の参加）
第21条　前４条に定めるもののほか，市は，市民

及び事業者の参加，協力及び連携により環境の
保全及び創造に関する施策を効果的に推進する
ため必要な措置を講ずるように努めなければな
らない。

（調査の実施等）
第22条　市は，環境の状況を把握し，環境の保全

及び創造に関する施策を適正に実施するため，
必要な監視，測定等の体制を整備しなければな
らない。

２　市は，環境の保全及び創造に関する情報の収
集に努めるとともに，科学的な調査及び研究を
行い，並びにそれらの成果の普及に努めなけれ
ばならない。

（年次報告）
第23条　市長は，環境の状況，環境基本計画に基

づき実施された施策の状況等について年次報告
書を作成し，これを公表しなければならない。

（環境に係る苦情の処理）
第24条　市は，公害その他の環境保全上の支障に

係る苦情を適切に処理するとともに，処理結果
を当該苦情等の申立者に速やかに通知するよう
に努めなければならない。

（環境保全に関する協定の締結）
第25条　市長は，環境保全上の支障を防止するた

めに必要があると認めるときは，本市の区域内
に事業場等を設置しようとする者又は設置して
いる者との間に環境の保全に関する協定を締結
するものとする。
　　第４節　環境の保全及び創造に関する施策を
　　　　　　推進するための体制
第26条　市は，環境の保全及び創造に関する施策

について総合的な調整を行い，及び計画的に推
進するために必要な体制を整備しなければなら
ない。

２　市は，環境の保全及び創造に関する活動を市
民，事業者及び民間団体とともに推進するため
に必要な体制の整備に努めなければならない。

　第３章　環境の保全及び創造に関する重点
　　　　　的施策等
　　第１節　地球環境の保全

（国際協力の推進）
第27条　市は，国際機関，国，他の地方公共団体

等と連携し，地球環境の保全に関する国際協力
を推進するように努めなければならない。

（地球環境の保全の推進）
第28条　市は，地球温暖化の防止，オゾン層の保

護等の地球環境の保全に資する施策を推進する
ために必要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。

２　市は，市民等が地球環境の保全に関して，相
互に連携を深め，協働した行動を推進するため
に必要な措置を講ずるように努めなければなら
ない。

第２節　生物多様性の保全
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（生物多様性の保全に関する施策の推進）
第29条　市及び事業者並びに市民は，生物多様性

の保全のため，地域固有の野生生物や生態系を
保全するとともに，それを支えてきた地域の生
活文化の継承や，人と身近な自然との豊かなふ
れあいを確保するように努めなければならない。

（土地の形状の変更に伴う環境への配慮）
第29条の２　土地の形状の変更，工作物の新設そ

の他これらに類する事業を行う事業者は，その
事業の実施に当たって，その事業に係る自然環
境への影響が軽減されるよう適切な配慮に努め
なければならない。

２　市長は，水路，河川，道路，公園等の建設，
改修等の公共事業の計画を定め，及びこれを実
施するに当たっては，その事業に係る自然環境
への影響が軽減され，回復されるよう十分な配
慮をしなければならない。

（生物多様性保全基本方針）
第29条の３　市長は，生物多様性の保全のための

基本方針（以下「生物多様性保全基本方針」と
いう。）を定めるものとする。

２　生物多様性保全基本方針は，次に掲げる事項
について定めるものとする。

　（１）保全すべき自然環境の特質及び緊急に保護
を要する野生生物の種の保護その他の市域に
おける生物多様性の保全に関する基本構想

　（２）市域の自然環境の特質に即した，自然環境
保全地区の指定及び貴重野生生物種の選定に
関する基本的な事項

　（３）自然環境保全地区における自然環境の保全
のための規制に関する基本的な事項

　（４）自然環境保全地区における自然環境の保全
のための施設に関する基本的な事項

　（５）貴重野生生物種の個体（卵及び種子を含む。
以下同じ。）の取扱いに関する基本的な事項

　（６）前各号に掲げるもののほか，生物多様性の
保全に関する重要事項

３　市長は，生物多様性保全基本方針を定めるに
当たっては，あらかじめ，第52条の２第３号の
岡山市自然環境保全審議会に諮るものとする。

４　市長は，生物多様性保全基本方針を定めたと
きは，速やかにこれを公表しなければならない。

５　前２項の規定は，生物多様性保全基本方針の
変更について準用する。

（自然環境配慮ガイドライン）
第29条の４　市長は，生物多様性保全基本方針に

基づき，第10条第１項に規定する環境配慮指針
の一環として，自然環境への配慮に関するガイ
ドライン（以下「自然環境配慮ガイドライン」
という。）を策定するものとする。

２　自然環境配慮ガイドラインは，自然環境に影
響を与える事業を行おうとする者が当該事業の
計画を定め，及び当該事業を実施するに当たり，
生物多様性の保全が適正に図られるようにする
ために配慮すべき事項について定めるものとす
る。

３　市長は，自然環境配慮ガイドラインを策定す
るに当たってはあらかじめ，岡山市自然環境保
全審議会に諮るものとする。

４　市長は，自然環境配慮ガイドラインを策定し
たときは，速やかにこれを公表しなければなら
ない。

５　前２項の規定は，自然環境配慮ガイドライン
の変更について準用する。

６　市及び事業者並びに市民は，自らの活動に際
し，自然環境配慮ガイドラインに基づいて野生
生物の生息又は生育している環境などに配慮す
ることにより，生物多様性の保全に努めなけれ
ばならない。

（貴重野生生物種の指定）
第29条の５　市長は，市内に生息し，又は生育す

る野生生物の種のうち絶滅のおそれがあるもの
として次の各号のいずれかに該当するもののう
ち，市長が特に保護する必要があると認める種
を貴重野生生物種として指定することができる。

　（１）種の存続に支障を来す程度にその種の個体
の数が著しく少ない野生生物

　（２）その種の個体の数が著しく減少しつつある
野生生物

　（３）その種の個体の主要な生息地又は生育地が
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消滅しつつある野生生物
　（４）その種の個体の主要な生息又は生育の環境

が著しく悪化しつつある野生生物
　（５）前各号に掲げるもののほか，その種の存続

に支障を来す事情がある野生生物
２　市長は，前項の指定又は指定の解除をしよう

とするときは，あらかじめ岡山市自然環境保全
審議会に諮るものとする。

３　市長は，貴重野生生物種の指定又は指定の解
除を行ったときは，その旨を告示しなければな
らない。

（貴重野生生物種の所有者等の責務）
第29条の６　貴重野生生物種の個体を所有し，又

は占有する者は，その個体を適切に取り扱うよ
う努めなければならない。

２　市長は，貴重野生生物種の個体を所有し，又
は占有する者に対し，その個体の取扱いに関し
て必要な指導及び助言をすることができる。

（個体の捕獲等の禁止）
第29条の７　貴重野生生物種の生きている個体

は，捕獲，採取，殺傷又は損傷（以下「捕獲等」
という。）をしてはならない。ただし，次に掲げ
る場合は，この限りでない。

（１）次項の許可を受けてその許可に係る捕獲等
をする場合

（２）人の生命又は身体の保護その他の規則で定
めるやむを得ない事由がある場合

２　学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める
目的で貴重野生生物種の生きている個体の捕獲
等をしようとする者は，市長の許可を受けなけ
ればならない。

３　前項の許可を受けようとする者は，規則で定
めるところにより，市長に許可の申請をしなけ
ればならない。

４　市長は，前項の申請に係る捕獲等について次
の各号のいずれかに該当する事由があるときは，
第２項の許可をしてはならない。

（１）捕獲等の目的が第２項に規定する目的に適
合しないこと。

（２）捕獲等によって貴重野生生物種の保護に支

障を及ぼすおそれがあること。
（３）捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有

しないことその他の事由により捕獲等に係る
個体を適切に取り扱うことができないと認め
られること。

５　市長は，貴重野生生物種の保護のために必要
な限度において，第２項の許可に条件を付する
ことができる。

６　第２項の許可を受けて捕獲等をした者は，そ
の捕獲等に係る個体を，適当な飼養栽培施設に
収容することその他の規則で定める方法により
適切に取り扱わなければならない。

（許可の取消し）
第29条の８　市長は，前条第２項の許可を受けた

者について，偽りその他不正の手段により当該
許可を受けたことが判明したときは，その許可
を取り消すことができる。

（移入種の放出等の禁止）
第29条の９　何人も，国内及び国外を問わず人為

的に移動した動植物で，市内における地域固有
の生物相及び生態系を大きく変化させるおそれ
のある種の個体を放ち，又は人の管理が及ばな
い状態で植栽し，若しくはその種子をまいては
ならない。

（自然環境保全地区の指定）
第29条の10　市長は，生物多様性の保全を図る

ために必要があると認めるときは，次に掲げる
区分により自然環境保全地区を指定することが
できる。

（１）共生地区　生物多様性の保全を図る上で，
人間活動に際しての適切な環境への配慮が求
められる一方で，市民，事業者の参加により，
地域の保全や管理，野生生物の保護に取り組
むことが必要な地区

（２）貴重野生生物保護区　貴重野生生物種が生
息又は生育している地域のうち，当該貴重野
生生物種の分布状況及び生態その他その個体
の生息又は生育の状況を勘案して，特に人間
活動に際しての適切な環境への配慮が必要な
地区
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２　貴重野生生物保護区の指定は，指定の区域，
指定に係る貴重野生生物種及び指定の区域の保
護に関する指針を定めてするものとする。

３　市長は，自然環境保全地区を指定しようとす
るときは，あらかじめ，その旨を公告し，その
案を公告の日から２週間公衆の縦覧に供さなけ
ればならない。

４　自然環境保全地区として指定される区域内の
住民及び利害関係者は，縦覧に供された案につ
いて，同項の縦覧の期間の満了の日までに，市
長に意見書を提出することができる。

５　市長は，前項の規定により縦覧に供された案
について異議がある旨の意見書の提出があった
とき又は自然環境保全地区の指定に関し広く意
見を聴く必要があると認めるときは，公聴会を
開催するものとする。

６　市長は，自然環境保全地区を指定しようとす
るときは，あらかじめ，岡山市自然環境保全審
議会に諮るものとする。

７　市長は，自然環境保全地区を指定したときは，
その旨及びその区域を告示しなければならない。

８　自然環境保全地区の指定は，前項の規定によ
る告示をした日から，その効力を生ずる。

９　第３項から前項までの規定は，自然環境保全
地区の指定の解除及び区域の変更について準用
する。

（共生地区における環境配慮事項の届出）
第29条の11　共生地区内において，別表に掲げ

る行為のうち，規則で定める要件に該当するも
のを実施しようとする者は，市長に対し，自然
環境配慮ガイドラインに基づいて行おうとする
行為に関する環境配慮事項及び場所その他規則
で定める事項を届け出なければならない。ただ
し，当該地区が指定され，若しくはその区域が
拡張された日の前に着手している行為又は非常
災害のために必要な応急措置として行う行為は，
この限りでない。

２　市長は，生物多様性を保全するために必要が
あると認めるときは，届出をした者の同意を得
て，規則で定めるところにより，前項の規定に

基づく届出をした行為について公表し，市民か
ら当該行為周辺地域の野生生物の生息状況に関
する情報を求め，この結果を届出をした者に通
知するものとする。

３　市長は，第１項の規定による届出をした者に
対し，生物多様性を保全するために必要がある
と認めるときは，必要な措置について，指導し，
又は勧告することができる。

４　市長は，第１項の規定により実施された環境
配慮事項の内容が特に生物多様性の保全及び回
復に寄与したと認める場合は，これを表彰する
ものとする。

（貴重野生生物保護区における行為の制限）
第29条の12　貴重野生生物保護区内においては，

市長の許可を受けずに，次に掲げる行為（第８
号から第12号までに掲げる行為については，市
長が指定する区域内及びその区域ごとに指定す
る期間内においてするものに限る。）を行っては
ならない。ただし，非常災害のために必要な応
急措置として行う行為及び通常の管理行為又は
軽易な行為として規則で定めるものについては，
この限りでない。

（１）建築物その他の工作物を新築し，改築し，
又は増築すること。

（２）宅地を造成し，土地を開墾し，その他土地
の形質を変更すること。

（３）鉱物を掘採し，又は土石を採取すること。
（４）水面を埋め立て，又は干拓すること。
（５）河川，湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼ

させること。
（６）木竹を伐採すること。
（７）貴重野生生物種の個体の生息及び生育に必

要なものとして市長が指定する野生生物の種
の個体その他のものの捕獲等をすること。

（８）前号の規定により市長が指定した野生生物
の種の個体その他のもの以外で，市長が指定
する野生生物の個体その他のものの捕獲等を
すること。

（９）貴重野生生物種の個体の生息及び生育に支
障を及ぼすおそれのある動植物の種として市
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長が指定するものの個体を放ち，又は植栽し，
若しくはその種子をまくこと。

（10）貴重野生生物種の個体の生息及び生育に支
障を及ぼすおそれのあるものとして市長が指
定する物質を散布すること。

（11）火入れ又はたき火をすること。
（12）貴重野生生物種の個体の生息及び生育に支

障を及ぼすおそれのある方法として市長が定
める方法によりその個体を観察すること。

２　前項の許可を受けようとする者は，規則で定
めるところにより，市長に許可の申請をしなけ
ればならない。

３　市長は，前項の申請に係る行為が，第29条の
10第２項の指針に適合しないものについては，
第１項の許可をしないことができる。

４　市長は，貴重野生生物保護区の自然環境を保
全するために必要な限度において，第１項の許
可に条件を付することができる。

５　第１項の規定により同項各号に掲げる行為が
規制されることとなったときにおいて既に同項
各号に掲げる行為に着手している者は，その規
制されることとなった日から起算して３月を経
過する日までに市長に規則で定める事項を届け
出たときは，同項の規定にかかわらず，引き続
きその行為をすることができる。

６　貴重野生生物保護区において，非常災害のた
めの必要な措置として，第１項に掲げる行為に
該当するものをした者は，その行為をした日か
ら14日以内に，市長にその旨を届け出なければ
ならない。

７　国の機関又は地方公共団体が行う行為につい
ては，第１項の許可を受けることを要しない。
この場合において，当該国又は地方公共団体は，
当該行為を行おうとするときは，あらかじめ，
市長に協議しなければならない。

８　国の機関又は地方公共団体は，第５項の規定
により届出をして引き続き第１項に掲げる行為
をすることができる場合に該当する場合にその
行為をするとき，又は第６項の規定により届出
をすべき行為に該当する場合にその行為をし，

若しくはしようとするときは，規則で定める場
合を除き，これらの規定による届出の例により，
市長にその旨を通知しなければならない。

（許可の取消し）
第29条の13　市長は，前条第１項の許可を受け

た者について，偽りその他不正の手段により当
該許可を受けたことが判明したときは，その許
可を取り消すことができる。

（中止命令等）
第29条の14　市長は，次に掲げる者に対し，当

該行為の中止を命じ，又は相当の期間を定め，
原状回復を命じ，若しくは原状回復が著しく困
難な場合に，これに代わるべき必要な措置を講
ずるよう命ずることができる。

（１）第29条の７第２項の許可を受けずに貴重
野生生物種の生きている個体の捕獲等をする
行為を行った者

（２）第29条の８の規定により，第29条の７第
２項の許可が取り消されたにもかかわらず，
貴重野生生物種の生きている個体の捕獲等を
行った者

（３）第29条の12第１項の規定による許可を受
けずに同項各号に掲げる行為を行った者

（４）第29条の13の規定により，第29条の12第
１項の許可が取り消されたにもかかわらず，
同項各号に掲げる行為を行った者

（５）第29条の７第５項又は第29条の12第４項
の規定により許可に付された条件に違反する
行為を行った者

２　市長は，前項の規定により中止命令等をしよ
うとするときは，岡山市自然環境保全審議会に
諮るものとする。

（自然環境保全地区以外の地区における行為に対す
る助言及び指導）

第29条の15　市長は，自然環境保全地区以外の
地区において，当該地区の生物多様性の保全の
ために必要な範囲において，第29条の11第１項
に規定する行為を行う者に対し，助言及び指導
をすることができる。

（土地の買取り等）
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第29条の16　市長は，貴重野生生物種の保護の
ため貴重野生生物保護区を指定した場合におい
て，必要があると認めるときは，必要とする当
該土地をその所有者から買い取り，又は借り上
げることができる。

（損失補償）
第29条の17　市は，第29条の12第１項の規定に

よる許可を受けることができないため又は同条
第４項の規定により許可に条件を付されたため
損失を受けた者に対し，通常生ずべき損失を補
償する。

（助言及び支援）
第29条の18　市は，市民や事業者と協働して，

市域の生物多様性の保全に取り組むため，これ
らの者が行う活動を促進するために必要な情報
の提供，助言その他の支援措置を講ずるものと
する。

（自然保護活動推進員の設置）
第29条の19　市に，自然環境保全地区の生物多

様性の保全を図ることを目的として，自然保護
活動推進員を置くことができる。

（生物多様性の保全の象徴となる野生生物種の選
定）

第29条の20　市は，市民や事業者が，野生生物
との豊かなふれあいを図ることにより，生物多
様性の保全を図るため，その象徴となる野生生
物を選定することができる。
　　第２節の２　緑の保全及び育成

（緑化の推進）
第30条　市は，緑豊かな生活環境の形成を人間尊

重のまちづくりの基調とし，都市緑化の推進が
図られるよう努めなければならない。

２　市民は，日常生活を緑にみちたうるおいのあ
るものにするため，建築物等の敷地，建築物の
屋上，窓際等に樹木，花等を植栽することにより，
その緑化に努めなければならない。

（緑の基本計画）
第30条の２　市長は，緑の保全及び育成について

の施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，
緑の保全及び育成についての基本的な計画（以

下「緑の基本計画」という。）を策定するものと
する。

２　緑の基本計画は，次に掲げる事項を定めるも
のとする。

（１）緑地の保全及び緑化の目標
（２）緑地の保全及び緑化の推進のための施策
（３）緑化推進重点地区における緑化の推進

３　市長は，緑の基本計画を定めるに当たっては，
岡山市基本政策等に関する審議会設置条例（平
成23年市条例第７号）に規定する岡山市都市・
消防政策審議会に諮るものとする。

４　市長は，緑の基本計画を定めたときは，速や
かにこれを公表しなければならない。

５　前２項の規定は，緑の基本計画の変更につい
て準用する。

（緑化推進重点地区）
第30条の３　市長は，総合的な都市緑化を推進し

ていくために，特に緑化の充実を図る必要のあ
る地区及び緑化を推進することが効果的な地区
を緑化推進重点地区として指定し，重点的な緑
化を図るものとする。

（公共施設の緑化）
第30条の４　市長は，市が設置し，又は管理する

公園，広場，道路その他の公共施設について，
樹木の植栽等その緑化に努めなければならない。

（団地の緑化）
第30条の５　市長が別に定める基準に該当する団

地造成の施行者は，市と協議の上，緑化に努め
なければならない。

（工場の緑化）
第30条の６　市長は，工場を設置している者又は

設置しようとする者に対し必要と認める場合に
は，工場内に緑地を確保し，又は樹木，花等を
植栽するよう助言又は勧告をすることができる。

（建築物の緑化）
第30条の７　市街地において建築物を設置してい

る者又は設置しようとする者は，屋上，壁面，
ベランダ等に樹木を植栽するなど建築物の緑化
に努めなければならない。

（緑化協定）
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第30条の８　一定の区域の緑化を推進するため，
区域内の土地及び建築物の所有権者，地上権者
及び賃借権者全員の合意により，当該区域の緑
化に関する協定をしようとする者は，区域，緑
化に関する基準，期間等を定めた緑化協定書を
市長に提出しなければならない。

２　市長は，前項の緑化協定の締結及び実施に関
し必要があると認めるときは，助言又は支援を
することができる。

（樹木の保護）
第30条の９　市長は，樹木を保護するため，樹木

の所有者に対し，みだりに伐採しないよう要請
するとともに，樹木の移植又はこれに代わる樹
木の補植に関し，必要な助言，勧告又は支援を
することができる。

（保存樹等の指定）
第30条の10　市長は，快適な環境づくりや都市

の美観風致を維持するために必要があると認め
るときは，規則で定める基準に該当する樹木又
はその集団を保存樹又は保存樹林（以下「保存
樹等」という。）として指定することができる。

２　市長は，保存樹等を指定しようとするときは，
あらかじめ指定しようとする保存樹等の所有者
の意見を聴くものとする。

３　市長は，保存樹等を指定しようとするときは，
あらかじめ総合政策審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。

４　市長は，保存樹等を指定するときは，その所
有者にその旨を通知しなければならない。

５　第１項の規定は，次の各号に掲げる樹木又は
その集団については，適用しない。

（１）文化財保護法（昭和25年法律第214号）第
109条第１項，第110条第１項又は第182条第
２項の規定により指定され，又は仮指定され
た樹木又はその集団

（２）森林法（昭和26年法律第249号）第25条
又は第25条の２の規定により指定された保安
林に係る樹木又はその集団

（３）国又は地方公共団体の所有又は管理に係る
樹木又はその集団で前２号に掲げるもの以外

のもの
（指定の解除）
第30条の11　市長は，次の各号のいずれかに該

当するときは，保存樹等の指定を解除すること
ができる。

（１）保存樹等について滅失，枯死等によりその
指定理由が消滅したとき。

（２）公益上の理由その他特別の理由があるとき。
２　所有者は，市長に対し，保存樹等について前

項の規定による指定の解除をすべき旨を申請す
ることができる。

３　前条第３項及び第４項の規定は，保存樹等の
指定の解除について準用する。

（標識の設置）
第30条の12　市長は，保存樹等を指定したとき

は，規則で定めるところにより標識を設置しな
ければならない。

（所有者の保存義務等）
第30条の13　保存樹等の所有者は，当該保存樹

等について，枯損の防止その他その保存に努め
なければならない。

２　市民及び事業者は，保存樹等が大切に保存さ
れるように協力しなければならない。

（保存樹等に係る行為の制限）
第30条の14　何人も，規則で定める場合を除き，

保存樹等を損傷し，又はみだりに伐採してはな
らない。

（原状回復命令等）
第30条の15　市長は，保存樹等を保護するため

に特に必要があると認めるときは，前条の規定
に違反した者に対し，その保護のために必要な
限度において，原状回復を命じ，又は原状回復
が著しく困難である場合には，これに代わる必
要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（保存樹等に係る届出）
第30条の16　保存樹等の所有者は，当該保存樹

等を伐採し，若しくは移植し，又は譲渡しよう
とするときは，あらかじめその旨を市長に届け
出なければならない。

２　保存樹等について，所有者が変更したときは，
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新たに所有者となった者は，遅滞なくその旨を
市長に届け出なければならない。

３　保存樹等の所有者は，当該保存樹等が滅失し，
又は枯死したときは，速やかにその旨を市長に
届け出なければならない。

（保存樹等に関する台帳）
第30条の17　市長は，規則で定めるところによ

り，保存樹等に関する台帳を作成し，これを保
管しなければならない。

（報告の徴取）
第30条の18　市長は，必要があると認めるとき

は，所有者に対し，保存樹等の現状につき報告
を求めることができる。

（助言及び支援）
第30条の19　市長は，緑化の推進を図るために

必要があると認めたときは，緑化，花壇の設置
等を行う市民や事業者に対し，助言，勧告又は
支援をすることができる。

２　市長は，保存樹等の保全を図るために必要が
あると認めたときは，それらの所有者に対し，
必要な助言及び支援をすることができる。
　　第３節　都市生活活動からの環境保全

（自動車に係る公害の防止に関する施策の推進）
第31条　市は，自動車の運行に伴って生ずる公害

を防止するため，環境への負荷がより少ない自
動車への転換の促進，交通環境の改善その他自
動車の運行に伴って生ずる公害を防止するため
の総合的な施策を計画的に実施するように努め
なければならない。

（自動車の適正な利用等）
第32条　自動車を使用する者及び所有する者は，

常に必要な点検整備及び適正な運転を行うこと
により，自動車から発生する排出ガス及び騒音
を最小限にとどめるように努めなければならな
い。

２　自動車を事業活動に使用する者は，輸送効率
の向上等により，当該自動車の走行量を抑制す
るように努めなければならない。

３　前項に定めるもののほか，事業者及び市民は，
可能な限り徒歩若しくは自転車又は路線バス等

の公共交通機関の利用に努め，自動車に起因す
る環境負荷の低減に協力しなければならない。

（低公害車の購入等の推進）
第33条　自動車を購入し，又は使用しようとする

者は，排出ガスを排出しない自動車，排出ガス
の排出量が相当程度少ないと認められる自動車
その他の環境への負荷の少ない自動車（以下「低
公害車等」という。）を購入し，又は使用するよ
うに努めなければならない。

２　市は，低公害車等の購入及び使用を促進する
ため，その普及及び啓発に努めなければならな
い。

（自動車の駐車時の原動機の停止）
第34条　自動車を運転する者は，排出ガスの削減

及び騒音防止のため，自動車を駐車する場合に
は，自動車の原動機を停止するように努めなけ
ればならない。ただし，緊急時その他規則で定
める場合は，この限りでない。

（合併処理浄化槽の設置等）
第35条　生活排水（炊事，洗濯，入浴等人の生活

に伴い公共用水域に排出される水をいう。以下
同じ。）を排出する者は，公共用水域の水質汚濁
を防止するために必要かつ有効な措置を講ずる
ように努めなければならない。

２　生活排水を排出する者は，下水道が整備され
ており，又は整備されることとなる地域以外の
地域においては，合併処理浄化槽（浄化槽法（昭
和58年法律第43号）第２条第１号に規定する浄
化槽のうち，し尿と併せて雑排水を処理する浄
化槽をいう。）の設置又は集合処理施設（農業集
落排水施設その他の複数の家庭から排出される
生活排水を集合処理する施設をいう。）への接続
により，生活排水の適正な処理に努めなければ
ならない。

（ディスポーザーの使用制限）
第36条　公共用水域に生活排水を排出する者は，

規則で定める場合を除き，ディスポーザーを使
用しないように努めなければならない。

（生活騒音の低減）
第37条　日常生活において，音響機器，空調設備，
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給湯設備等を使用する者は，近隣の生活環境を
損なうことのないように，当該機器又は設備の
使用方法，配置の方法等に自ら配慮するととも
に，相互に協力して地域の生活騒音の低減に努
めなければならない。
　　第４節　事業活動からの環境保全

（規制基準等の設定及び遵守）
第38条　市長は，特定施設から生ずる公害を防止

するため，規制基準及び施設管理基準（以下「規
制基準等」という。）を規則で定めるものとする。

２　特定施設の設置者は，規制基準等を遵守しな
ければならない。

（特定施設以外の施設に対する措置）
第39条　市長は，特定施設以外の施設からの環境

汚染物質の発生，排出，又は飛散により公害が
発生し，又は発生するおそれがあると認めると
きは，当該施設を設置する者に対し，公害を防
止するために必要な措置をとるべきことを勧告
することができる。

（特定建築物の設置の届出）
第40条　特定建築物を設置しようとする者は，規

則で定めるところにより，当該特定建築物の設
置の工事の開始の日の60日前までに，市長に次
に掲げる事項を届け出なければならない。

（１）氏名又は名称及び住所（法人にあっては，
その代表者の氏名）

（２）特定建築物の名称及び所在地
（３）事業の内容
（４）公害防止の措置
（５）その他規則で定める事項

２　市長は，前項の規定による届出のあった場合，
その届出に係る特定建築物の設置により，市民
の健康又は快適な生活環境を阻害する環境汚染
物質を発生し，排出し，又は飛散するおそれが
あると認めるときは，その届出のあった日から
60日以内に限り，公害防止の措置に関する計画
の変更を勧告することができる。

（特定施設の設置の届出）
第41条　特定施設を設置しようとする者は，規則

で定めるところにより，あらかじめ，市長に次

に掲げる事項を届け出なければならない。
（１）氏名又は名称及び住所（法人にあっては，

その代表者の氏名）
（２）建築物の名称及び所在地
（３）特定施設の種類及びその種類ごとの数
（４）特定施設の構造
（５）特定施設の使用及び管理の方法（管理の方

法にあっては，粉じんに係るものに限る。）
（６）環境汚染物質の処理の方法
（７）その他規則で定める事項

（経過措置）
第42条　一の建築物が特定建築物となった際，現

にその建築物を設置している者（設置の工事を
している者を含む。）は，当該建築物が特定建築
物となった日から30日以内に，第40条第１項各
号に規定する事項を市長に届け出なければなら
ない。

２　一の施設が特定施設となった際，現にその施
設を設置している者（設置の工事をしている者
を含む。）は，当該施設が特定施設となった日か
ら30日以内に，前条各号に規定する事項を市長
に届け出なければならない。

（特定施設の構造等の変更の届出）
第43条　第41条又は前条第２項の規定による届

出をした者は，その届出に係る第41条第３号か
ら第７号までに掲げる事項を変更しようとする
ときは，規則で定めるところにより，市長に届
け出なければならない。

（氏名の変更等の届出）
第44条　第40条第１項，第41条又は第42条の規

定による届出をした者は，その届出に係る第40
条第１項第１号若しくは第２号又は第41条第１
号若しくは第２号に掲げる事項を変更したとき
は，その日から30日以内に，規則で定めるとこ
ろにより，市長に届け出なければならない。

（承継）
第45条　第40条第１項，第41条又は第42条の規

定による届出をした者から，その届出に係る特
定建築物又は特定施設を譲り受け，又は借り受
けた者は，当該届出をした者の地位を承継する。
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２　第40条第１項，第41条又は第42条の規定に
よる届出をした者について相続，合併又は分割

（その届出に係る特定建築物又は特定施設を承継
させるものに限る。）があったときは，相続人，
合併後存続する法人若しくは合併により設立し
た法人又は分割により当該特定建築物若しくは
特定施設を承継した法人は，当該届出をした者
の地位を承継する。

３　前２項の規定により，第40条第１項，第41条
又は第42条の規定による届出をした者の地位を
承継した者は，その承継があった日から30日以
内に，規則で定めるところにより，市長に届け
出なければならない。

（特定施設の使用廃止の届出）
第46条　特定施設の設置者は，第41条又は第42

条第２項の規定による届出に係る特定施設の使
用を廃止したときは，その日から30日以内に，
規則で定めるところにより，市長に届け出なけ
ばならない。

（計画変更勧告及び計画変更命令）
第47条　市長は，第41条又は第43条の規定によ

る届出のあった場合，その届出に係る特定施設
の構造，使用若しくは管理の方法又は環境汚染
物質の量等が当該特定施設に係る規制基準等に
適合しないと認めるときは，その届出のあった
日から60日以内（騒音にあっては30日以内）に
限り，その届出をした者に対し，その届出に係
る特定施設の構造，使用若しくは管理の方法又
は環境汚染物質の処理の方法に関する計画の変
更を勧告し，又は命ずることができる。

２　市長は，前項の規定による措置によっては，
当該特定施設の構造，使用若しくは管理の方法
又は環境汚染物質の量等を当該特定施設に係る
規制基準等に適合させることが著しく困難であ
ると認めるときは，前項の規定にかかわらずそ
の届出のあった日から60日以内に限り，その届
出をした者に対し，その届出に係る計画の廃止
を勧告し，又は命ずることができる。

３　前２項の規定により勧告又は命令を受けた者
は，その勧告又は命令に基づき必要な計画の変

更又は廃止を行ったときは，速やかにその旨を
市長に届け出なければならない。

（実施の制限）
第48条　第41条又は第43条の規定による届出を

した者は，その届出をした日から60日（騒音に
あっては30日）を経過した後でなければ，それ
ぞれその届出に係る特定施設を設置し，及び特
定施設の構造若しくは使用若しくは管理の方法
又は環境汚染物質の処理の方法を変更してはな
らない。

２　市長は，前項の規定による届出に係る事項の
内容が相当であると認めるときは，前項に規定
する期間を短縮することができる。

（改善勧告及び改善命令）
第49条　市長は，特定施設に係る環境汚染物質の

量等が規制基準に適合していないと認めたとき，
又は適合しないおそれがあると認めるときは，
当該特定施設を設置している者に対し，期限を
定めて当該特定施設の構造，使用若しくは管理
の方法又は環境汚染物質の処理の方法の改善を
勧告することができる。

２　市長は，粉じんに係る特定施設の施設管理基
準が遵守されていないと認めるときは，当該特
定施設を設置している者に対して，期限を定め
て，当該施設管理基準に従うべきことを勧告す
ることができる。

３　市長は，第１項の規定による勧告を受けた者
がその勧告に従わないときは，その者に対して，
期限を定めて，当該特定施設の構造，使用若し
くは管理の方法若しくは環境汚染物質の処理の
方法の改善を命じ，又は当該特定施設の使用の
一時停止を命ずることができる。

４ 市長は，第２項の規定による勧告を受けた者が
その勧告に従わないときは，その者に対して，
期限を定めて，当該施設管理基準に従うべきこ
とを命じ，又は当該特定施設の使用の一時停止
を命ずることができる。

５　前４項の規定は，一の施設が特定施設となっ
た際，現にその施設を設置している者について
は，当該施設が特定施設となった日から６月間
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は適用しない。
（化学物質の適正な管理）
第50条　事業者は，事業活動を行うに当たり，化

学物質による環境の汚染を防止するため，事業
内容，事業所の形態等に応じ，化学物質の適正
な管理に努めなければならない。

２　市長は，事業者が実施する化学物質の適正な
管理に係る取組に資するため，化学物質を適正
に管理するための情報を収集及び整理するとと
もに，事業者に提供するように努めなければな
らない。

（事故時の措置）
第51条　事業場等の設置者は，事故により当該事

業場等から公害の原因となる物質で規則で定め
るものを発生し，排出し，又は飛散させること
によって，人の健康又は生活環境を損ない，又
は損なうおそれを生じたときは，直ちに必要な
措置をとるとともに，規則で定めるところによ
り，速やかにその状況及び講じた措置について，
市長に届け出なければならない。

２　前項の規定による届出をした者は，事故の再
発生を防止するための措置に関する計画を速や
かに市長に届け出なければならない。

３　前項の規定による計画を提出した者は，当該
計画に係る措置を完了したときは，速やかにそ
の旨を市長に届け出なければならない。

４　市長は，第１項の事態を発生させた事業場等
の設置者が同項の必要な措置をとっていないと
き又は同様の事態を発生させるおそれがあると
認めたときは，当該事業場等の設置者に対し，
同項の応急の措置その他必要な措置をとること
を勧告し，又は命ずることができる。

（公害防止担当者）
第52条　特定施設の設置者は，当該施設における

公害の防止に関する業務を統括する者を選任し，
その者の職名及び氏名を市長に届け出なければ
ならない。これを変更したときも，また同様と
する。

　第４章　環境の保全に関する審議会

（設置）
第52条の2　本市の区域における環境の保全に関

する基本的事項の調査審議を分掌して行わせる
ため，環境基本法（平成5年法律第91号）第44
条の規定に基づき，次に掲げる審議会を設置す
る。

（１）岡山市環境総合審議会（以下「環境総合審
議会」という。）

（２）岡山市公害対策審議会（以下「公害対策審
議会」という。）

（３）岡山市自然環境保全審議会（以下「自然環
境保全審議会」という。）

（環境総合審議会）
第52条の3　環境総合審議会は，次に掲げる事務

を所掌する。
（１）環境基本計画に関すること。
（２）環境の保全に係る新たな制度のあり方に関

すること。
（３）環境の保全及び創造に関する重要事項であ

って，前条第2号及び第3号に掲げる審議会の
所掌に属しない事項

（公害対策審議会）
第52条の4　公害対策審議会は，次に掲げる事務

を所掌する。
（１）環境汚染物質の監視並びに大気汚染，水質

汚濁その他の公害事象の防止対策に関するこ
と。

（２）環境中における未規制・有害化学物質の健
康影響及び安全性の評価に関すること。

（３）その他地域の環境汚染防止対策等に関する
重要事項

（自然環境保全審議会）
第52条の5　自然環境保全審議会は，次に掲げる

事務を所掌する。
（１）生物多様性地域戦略，生物多様性保全基本

方針等に関すること。
（２）自然環境保全地区の指定及び「身近な生き

ものの里」の認定等に関すること。
（３）その他生物多様性の保全に関する重要事項

（組織）
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第52条の6　環境総合審議会にあっては委員30人
以内，公害対策審議会及び自然環境保全審議会
にあってはそれぞれ委員10人以内で組織する。

２　委員は，学識経験者，市民その他市長が適当
と認める者のうちから市長が委嘱する。

３　委員の任期は，2年とする。ただし，委員が
欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任
者の残任期間とする。

４　委員は，再任されることができる。
５　委員の任期が満了したときは，当該委員は，

後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行
うものとする。

（会長等）
第52条の7　第52条の2各号に掲げる審議会（以

下「審議会」という。）に，会長及び副会長を置く。
２　会長及び副会長は，委員の互選によりこれを

定める。
３　会長は，審議会を代表し，会務を総理する。
４　副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある

とき又は欠けたときは，その職務を代理する。
（会議等）
第52条の8　審議会の会議は，会長が必要に応じ

て招集し，会長が議長となる。
２　審議会の会議は，委員の過半数が出席しなけ

れば開くことができない。
３　審議会の議事は，出席した委員の過半数をも

って決し，可否同数のときは，議長の決すると
ころによる。

４　会長は，必要に応じ，会議に関係者の出席を
求め，説明又は意見を聴くことができる。

５　この条例に定めるもののほか，審議会の運営
に関し必要な事項は，会長が審議会に諮って，
別に定める。

　第５章　雑則
（予想外の環境保全上の支障に対する措置）
第53条　市長は，この条例に規定しない物質，作

業等により環境の保全上の支障が発生し，又は
発生するおそれが生じたときは，その事態を発
生させた者に対し，必要な措置をとるべきこと

を勧告することができる。
（報告）
第54条　市長は，生物多様性の保全のために必要

な限度において，第29条の７第２項又は第29条
の12第１項の規定による許可を受けた者，若し
くは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に
対し，相当な期間を定め，当該行為の実施状況
その他必要な事項を報告させることができる。

２　市長は，事業活動からの環境保全のために必
要な範囲内において，事業場等の設置者及び関
係人に対し，必要な事項を報告させることがで
きる。

（立入検査）
第55条　市長は，生物多様性の保全のために必要

な限度において，関係職員に，前条第１項に規
定する者が所有し，又は占有する土地及び建物
に立ち入り，その状況を調査させ，又は関係者
に対して必要な指示若しくは指導をさせること
ができる。

２　第29条の７第２項又は第29条の12第１項の
規定による許可を受けた者は，前項の規定によ
る立入り，検査又は調査を拒み，妨げ，又は忌
避してはならない。

３　市長は，事業活動からの環境保全のために必
要な限度において，関係職員に事業場等に立ち
入り，帳簿書類又は環境汚染物質を発生し，排
出し，飛散させ，又はこれらのおそれのある施
設その他の物件を検査させることができる。

４　第１項及び第３項の規定による立入検査をす
る職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関
係人の請求があったときは，これを提示しなけ
ればならない。

５　第１項及び前項の規定による立入検査の権限
は，犯罪捜査のために認められたものと解釈し
てはならない。

（公害監視員）
第56条　前条第３項に規定する職員の権限及び公

害防止に関する指導の職務を行わせるため，公
害監視員を置く。

２　公害監視員は，市の吏員のうちから市長が任
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命する。
（委任）
第57条　この条例の施行に関し必要な事項は，市

長が別に定める。

　第６章　罰則
第58条　次の各号のいずれかに該当する者は，１

年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
（１）第29条の７第１項又は第29条の12第１項

の規定に違反した者
（２）第29条の14第１項の命令に違反した者

第59条　第47条第２項又は第49条第３項の規定
による命令（ばい煙に係る特定施設に関する命
令に限る。）に違反した者は，１年以下の懲役又
は50万円以下の罰金に処する。

第60条　第29条の７第５項又は第29条の12第４
項の規定により付された条件に違反した者は，
６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
る。

第61条　第47条第２項若しくは第49条第４項の
規定による命令（粉じんに係る特定施設に関す
る命令に限る。）又は第51条第４項の規定によ
る命令に違反した者は，６月以下の懲役又は30
万円以下の罰金に処する。

第62条　第47条第２項又は第49条第３項の規定
による命令（騒音に係る特定施設に関する命令
に限る。）に違反した者は，６月以下の懲役又は
10万円以下の罰金に処する。

第63条　第41条又は第43条の規定による届出（ば
い煙に係る特定施設に関する届出に限る。）をせ
ず，又は虚偽の届出をした者は，３月以下の懲
役又は20万円以下の罰金に処する。

第64条　次の各号のいずれかに該当する者は，20
万円以下の罰金に処する。

（１）第54条第１項の規定による報告をせず，
又は虚偽の報告をした者

（２）第55条第２項の規定に違反する行為をし
た者

第65条　第41条又は第43条の規定による届出（粉
じんに係る特定施設に関する届出に限る。）をせ

ず，又は虚偽の届出をした者は，10万円以下の
罰金に処する。

第66条　第41条又は第43条の規定による届出（騒
音に係る特定施設に関する届出に限る。）をせず，
又は虚偽の届出をした者は，５万円以下の罰金
に処する。

第67条　次の各号のいずれかに該当する者は，
３万円以下の罰金に処する。

（１）第42条第２項又は第51条第１項から第３
項までの規定による届出をせず，又は虚偽の
届出をした者

（２）第48条第１項の規定に違反した者
（３）第54条第２項の規定による報告をせず，

又は虚偽の報告をした者
（４）第55条第３項の規定による検査を拒み，

妨げ，又は忌避した者
（両罰規定）
第68条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人，使用人その他の従業者が，その法人又は人
の業務に関し，第58条から前条までの違反行為
をしたときは，行為者を罰するほか，その法人
又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

　　附　則
（施行期日）
１　この条例は，平成12年６月５日から施行する。

ただし，第27条から第62条まで及び附則第２項
の規定は，平成12年10月１日から，第10条第２
項から第４項までの規定は，平成13年４月１日か
ら施行する。

（関係条例の廃止）
２　岡山市公害防止条例（昭和48年市条例第70号。

以下「旧条例」という。）は，廃止する。
（経過措置）
３　旧条例によってした処分，手続その他の行為は，

この条例中にこれに相当する規定があるときは，
この条例によってしたものとする。
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　　附　則（平成13年市条例第15号）
この条例は，平成13年４月１日から施行する。

　　附　則（平成16年市条例第17号）
１　この条例は，平成16年４月１日から施行する。

ただし，第３章第２節の改正規定中第29条の４か
ら第29条の17までに係る部分は，平成17年４月
１日から施行する。

２　岡山市緑化条例（昭和46年市条例第136号。以
下「旧条例」という。）は，廃止する。

３　旧条例によってした処分，手続その他の行為は，
この条例による改正後の岡山市環境保全条例中こ
れに相当する規定があるときは，同条例の相当規
定によってしたものとみなす。

４　この条例の施行の際現に都市の美観風致を維持
するための樹木の保存に関する法律（昭和37年法
律第142号）第２条第１項の規定により指定され
た保存樹等は，この条例第30条の10第１項の規
定により指定されたものとみなす。

５　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適
用については，なお従前の例による。

附　則（平成17年市条例第80号）
この条例は，平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成23年市条例第29号）抄
（施行期日）
1　この条例は，平成23年4月1日（以下「施行日」

という。）から施行する。
（経過措置）
2　施行日以後，最初に委嘱される審議会の委員の

任期は，第52条の6第3項の規定にかかわらず，
平成24年8月31日までとする。

別表（第29条の11関係）　

１ 建築物の新築又は増築

２ 道路の新設又は改修

３ 河川その他の公共の用に供する水路の新設
又は改修

４ 公有水面の埋立て

５ 土砂等の採取

６ 公園の新設

７ 土地改良事業

８ 開発行為に伴う事業（前各号のいずれかに
該当するものを除く。）
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